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【留意事項】 

各施策の「実施状況」欄については、「平成 25 年度消費者政策の実施の状況」の該当する部分

を記載している。ただし、西暦表記を元号表記に変更している。 

なお、平成 26 年４月１日から消費者基本計画の一部改定の閣議決定日（平成 26 年６月 27 日）

までの間で、特段の進展があった場合等においては、その内容を追記している。 

平成 26年６月 



 

重点施策整理表 
 

現行｢消

費者基本

計画」の

内容 

１．リコール情報の周知強化等（施策番号：７、８関係）【消費者庁、経済産業

省、国土交通省、関係省庁等】 

リコール後も事故が起きている製品の定期的な再公表や消費者庁リコール情

報サイトの普及等により、リコール情報が頻繁に消費者の目に触れる機会を増

やします。また、消費者庁リコール情報サイトに一元的に収集された情報を活

用し、関係省庁等と連携し、多様な情報伝達手段を用いて、各種リコール情報

が消費者に行き届くようきめ細かな情報発信を行うとともに、消費者が自主的

にリコール情報を入手し、行動する必要性について、消費者に対する教育・啓

発等を行います。また、リコールについての消費者団体の協力の在り方につい

て検討します。 

自動車リコールについて、自動車メーカー等が不具合に係る原因究明等のリ

コール業務を迅速かつ適切に実施するよう、（独）交通安全環境研究所におけ

る技術的検証との一層の連携を図りつつ、確認・指導します。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① 

 

・販売事業者等によるリ

コール情報の店頭広告

等による情報提供の強

化の促進 

・関係省庁や地方自治体

の有する情報提供ツー

ル等を活用した消費者

への情報提供及び必要

な体制の構築 

・製品安全に関する情報

の周知徹底 

・消費者庁リコール情報

サイトの普及に向けた

周知活動 

・リコール情報の定期的

な再公表 

・リコールについての消

費者教育の推進 

・製品安全に関する情報

提供及び消費者庁リコ

ール情報サイトの普

及、リコール情報の再

公表を行いつつ、更な

る取組を推進 

消費者庁 

経済産業省 

関係省庁等 

 

② ・自動車メーカー等のリ

コール業務について、

技術的検証との一層の

連携を図りつつ、確

認・指導 

・引き続き自動車メーカ

ー等のリコール業務に

ついて、確認・指導 

国土交通省  
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実施状況 

① リコール情報をより分かりやすく消費者に伝えるとともに、利便性が向上するよう、

サイト上の検索機能の充実やリコール対象製品の写真の掲載、掲載情報の拡大など掲載

内容の充実・改善を図りました。 

  また、リコール対象製品による事故の再発・拡大防止等を図るために、リコール対象

製品の再公表や使用時期に応じた注意喚起等、消費者への情報提供を積極的に行うとと

もに、リコール情報サイトに関するチラシを作成し、平成 25 年５月の「消費者月間」等

において配布を行い、リコール情報が広く消費者の目に触れるよう普及啓発に努めまし

た。 

  これらの取組の結果、リコール情報サイトのアクセス数は、平成 24年度の約 1,200万

から平成 25 年度には約 2,200 万に増加しました。 

経済産業省では、リコールの実効性を確保していくため、10 の流通事業者・団体と協

力体制を構築して、消費者へのリコール情報の周知、消費者に向けた注意喚起を実施し

ています。また、リコールを含めた製品安全に関する流通事業者の取組を促進するた

め、「製品安全に関する流通事業者向けガイド」とその解説を作成し、平成 25 年 7 月 1

日に公表しました。さらに、流通事業者の販売形態、取扱製品、事業規模等の特色を踏

まえた製品安全の取組を促進するため、各業界団体が業界の実情を調査・分析し、業界

ごとの製品安全に関する指針・ガイドラインを作成・公表する作業を支援しました。

（平成 25 年度、中小家電、通信販売、ホームセンターの取組を対象。） 

② 国土交通省では、自動車のリコールの迅速かつ着実な実施のため、自動車メー

カー等及びユーザーからの情報収集に努め、自動車メーカー等のリコール業務につ

いて監査等の際に確認・指導するとともに、安全・環境性に疑義のある自動車につ

いては独立行政法人交通安全環境研究所において現車確認等による技術的検証を行

っています。 

  また、ユーザーからの不具合情報の収集を強化するため、「自動車不具合情報

ホットライン（http://www.mlit.go.jp/RJ/）」について周知活動を積極的に行い

ました。 

  さらに、国土交通省に寄せられた不具合情報や事故・火災情報等を公表し、ユ

ーザーへの注意喚起が必要な事案や適切な使用及び保守管理、不具合発生時の適切

な対応を促進するために必要な事項について、ユーザーへの情報提供を実施した。

特に、「エアブレーキを装備したトラックではブレーキのバタ踏みは危険です！」

及び「自動車用緊急脱出ハンマーの性能確保と使用方法の周知について」について

報道発表等を通じ、ユーザー等への注意喚起を行いました。 

  なお、平成 25 年度のリコール届出件数は 303 件及び対象自動車台数は

7,978,639 台です。 

「消費者

基 本 計

画」の見

直し 

１．リコール情報の周知強化等（施策番号：７、８関係）【消費者庁、経済産業

省、国土交通省、関係省庁等】 

リコール後も事故が起きている製品の効果的な公表や消費者庁リコール情報

サイトの普及等により、リコール情報が頻繁に消費者の目に触れる機会を増や

します。また、消費者庁リコール情報サイトに一元的に収集された情報を活用

し、関係省庁等と連携し、多様な情報伝達手段を用いて、各種リコール情報が

消費者に行き届くようきめ細かな情報発信を行うとともに、消費者が自主的に

リコール情報を入手し、行動する必要性について、消費者に対する教育・啓発

等を行います。また、リコールについての消費者団体の協力の在り方について

検討します。 

自動車リコールについて、自動車メーカー等が不具合に係る原因究明等のリ

コール業務を迅速かつ適切に実施するよう、（独）交通安全環境研究所におけ

る技術的検証との一層の連携を図りつつ、確認・指導します。 
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 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① 

 

・販売事業者等によるリ

コール情報の店頭広告

等による情報提供の強

化の促進 

・関係省庁や地方自治体

の有する情報提供ツー

ル等を活用した消費者

への情報提供及び必要

な体制の構築 

・製品安全に関する情報

の周知徹底 

・消費者庁リコール情報

サイトの普及に向けた

周知活動 

・リコール情報の定期的

な再公表 

・リコールについての消

費者教育の推進 

・引き続き、販売事業者

等との協力体制を拡大

し、リコール情報の提

供を強化 

・製品安全に関する情報

提供及び消費者庁リコ

ール情報サイトの更な

る強化、リコール情報

の効果的な公表、消費

者に対する教育・啓発

等の取組を推進 

 

消費者庁 

経済産業省 

関係省庁等 

 

② ・自動車メーカー等のリ

コール業務について、

技術的検証との一層の

連携を図りつつ、確

認・指導 

・引き続き自動車メーカ

ー等のリコール業務に

ついて、確認・指導 

国土交通省  

  

見直しの

考え方 

「消費者基本計画の改定素案（平成26年５月）等に対する意見」（平成26年５月27日消費者委

員会）等を踏まえて修正。 
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重点施策整理表 
 

現行｢消

費者基本

計画」の

内容 

２．食品と放射能に関するリスクコミュニケーション等（施策番号：21、21-2 関係）

【消費者庁、食品安全委員会、外務省、厚生労働省、農林水産省、復興庁】 

食品中に含まれる放射性セシウムの基準値を下回る安全な食品が市場に流通

しているにもかかわらず、消費者の基準値等に対する正確な理解が十分とはいえ

ない状況であり、一部の消費者が、今なお食品に対して不安を抱いています。こ

のため、リスクコミュニケーション等の強化を通じて、様々な媒体を活用しつつ、

食品中の放射性物質に関する消費者の正確な理解の増進を図り、風評被害の払拭

を図ります。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① 

 

・関係省庁等と連携しつ

つ、消費者のニーズに

合わせた効果的なリス

クコミュニケーション

等の実施（子育て世代

向けのミニ集会の開催

促進、地域の生活文化

を踏まえた意見交換会

の実施等） 

・関係自治体と協力しつ

つ、販促キャンペーン

等を通じた消費者の正

しい理解の増進 

・リスクコミュニケーシ

ョンの効果について検

証を行い、風評被害の

実態把握を実施 

・平成 25 年度の取組に加

え、風評被害の実態に

合わせたリスクコミュ

ニケーションの実施 

消費者庁 

食品安全委員会 

外務省 

厚生労働省 

農林水産省 

復興庁 

 

 

実施状況 

東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故を受け、食品中の放射性

物質に関するリスクコミュニケーションに関しては、４省庁が重点的に取り組んでおり、平成

25 年度には、４省庁共催の下、食品中の放射性物質に関する正確な情報提供に重点

を置いたシンポジウム形式による意見交換会を、全国で８回開催しました。 

また、関係府省庁等ごとに行った取組は、以下のとおりです。 

食品安全委員会では、東日本大震災への対応として、「放射性物質に関する緊急とり

まとめ」（平成 23 年３月）、「食品中に含まれる放射性物質」に関する評価書（平成 23 年

10 月）の概要やＱ＆Ａをホームページで情報提供しました。また、地方公共団体等で開

催された意見交換会等への講師の派遣を行いました。 

厚生労働省では、食品中の放射性物質の基準値の設定理由や検査計画、摂取量調

査の結果など対策の概要をはじめ、都道府県等が実施している食品中の放射性物質の

検査結果を取りまとめてホームページで公表し、国内外への迅速な情報提供を行ってい

ます。 

農林水産省では、消費者を重視した農林水産行政を進め、食品の安全性等に関する

正しい知識を普及するために、本省及び各地方農政局等において各種説明会、出張講

座等の実施や講師の派遣を行っています。 
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食品中の放射性物質について、正確な情報提供を通じて正しい知識の普及を図るた

めに、本省及び各農政局等は、４省庁共催による説明会の開催のほか、消費者団体や

食品製造・流通業者等に対して、平成 25 年度は 47 回の説明会を開催するとともに、ホ

ームページ等を通じた分かりやすい情報の発信を行いました。 

さらに、東日本大震災による被災地やその周辺地域で生産・製造されている農林水産

物・食品を積極的に消費することで被災地等の復興を応援するため、「食べて応援しよ

う！」のキャッチフレーズの下、食品産業事業者、地方公共団体等の協力を得て、被災

地産の農産物等の販売フェアや各府省庁の食堂・売店、社内食堂での積極的利用等

の取組を推進しています。 

その結果、「食べて応援しよう！」に賛同した取組は 373 件（平成 25 年４月～平成 26

年３月）となっています。このうち、被災地産食品販売フェア等は 257 件、社内食堂等で

の食材利用は 93 件、セミナー・シンポジウムの開催等は 23 件となっています。 

また、農林水産省のほか各府省庁の食堂においては、米や水産物を始めとする被災

地産食材の積極的な利用を随時実施しています。 

 

消費者庁では、平成 25 年１月７日に庁内に設置した「食品と放射能に関する消費者

理解増進チーム」において、平成 25 年４月 26 日に取りまとめた「食品と放射能に関する

消費者理解増進のための施策の方針」に基づき、関係省庁や地方公共団体との連携の

下、リスクコミュニケーションの強化を始めとする消費者理解増進のための施策を効果的

に行うことにより、風評被害の防止を図っています。 

その１つとして、消費者の安全・安心の確保の観点から、「消費者教育の推進に関する法律」

（平成 24 年法律第 61 号）第９条に基づき、リスクコミュニケーションの充実などを踏まえた「消費者

教育の推進に関する基本的な方針」（平成 25 年６月 28 日閣議決定）を作成しました。 

また、平成 25 年度も引き続き、食品中の放射性物質に関するリスクコミュニケーション

に重点的に取り組み、福島県を始めとした地方公共団体や消費者団体等と連携し、全

国 90 か所で意見交換会を開催しました。 

さらに、これまでのリスクコミュニケーションに加え、特に、地域に根ざした情報提供の機

会を設けることを目的とし、消費生活相談員、保健師、栄養士、保育士、学校給食関係者、ＪＡ

職員等を対象に、正確な情報提供ができる専門家（コミュニケーター）の養成研修を全国

66 か所で開催し、受講者は約 3,400 名（平成 25 年３月 31 日時点、当初目標 2,000

名）に達しました。研修受講後に、コミュニケーターによるミニ集会等をはじめとした情報発信を促

すため、コミュニケーターへの情報提供を目的としたウェブサイトの開設を始め、食品中の放射性

物質の現状をまとめた視聴覚教材（ＤＶＤ）やリーフレットを作成し提供しました。 

平成 25 年９月には、生産者による安全性確保や復興を目指した取組等を消費者に

広く知っていただくために、女優の秋吉久美子さんを「東北未来がんばっぺ大使」に任命

し、被災地の生産者の訪問等の活動も行っています。 

 

地方公共団体への支援として、消費者自身が放射性物質を測定したいというニーズに

対応するため、消費者庁は独立法人国民生活センターとの共同で、地方公共団体に放

射性物質検査機器を貸与しています。平成 25 年 10 月の５次配分時点で全国 272 の地

方公共団体に、386 台の配備を決定しました。 

被災４県（岩手・宮城・福島・茨城）において、地域の実情に応じて食品等の放射性物質

検査の体制整備、食の安全性等に関する消費生活相談対応等に取組めるよう、東日本大震災復

興特別会計による「地方消費者行政活性化基金」の上積みを行いました。 

 

平成 25 年２月、８月に引き続き、平成 26 年２月に、被災地域及び被災地産品の主

要仕向け先の都市圏の消費者約 5,000 人を対象として、インターネットを通じた消費者

意識の実態調査を行いました。その結果、少しずつではありますが、風評被害が改善して

いることがうかがえました。今回の調査結果も踏まえつつ、今後とも、消費者に対して食品

中の放射性物質に関する正確な情報提供を行い、消費者理解の増進に努めていきま

す。 
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（参考） 

風評被害に関する消費者意識の実態調査（第３回） 

ウェブサイト http://www.caa.go.jp/safety/pdf/140311kouhyou_2.pdf 

「消費者

基 本 計

画」の見

直し 

変更なし 

見直しの

考え方 
― 
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重点施策整理表 
 

 

現行｢消

費者基本

計画」の

内容 

３．消費者契約法（施策番号：42 関係）【消費者庁、法務省】 

消費者契約に関する情報提供、不招請勧誘の規制、適合性原則を含め、インタ

ーネット取引の普及を踏まえつつ、消費者契約の不当勧誘・不当条項規制の在り

方について、民法（債権関係）改正の議論と連携して検討します。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① 

 

・法制審議会における民

法（債権関係）改正に

関する審議及び消費者

委員会における消費者

契約法の見直しに向け

た検討状況を踏まえ、

消費者契約法の規定の

在り方の検討 

・消費者契約法の見直し

に向けて引き続き検討 

消費者庁 

法務省 

 

 

実施状況 

消費者庁では、消費者契約に関する裁判例等の収集・分析や関係省庁における消費者契約

法や民法（債権関係）についての検討の場への参加・協力等を通じ、消費者契約の不当勧誘・不

当条項規制の在り方についての検討を行ってきているところです。さらに、平成 26 年３月からは、

「消費者契約法の運用状況に関する検討会」を開催し、消費者契約法施行後の社会の変化（情報

化、高齢化、国際化等）への対応、民法（債権関係）改正への対応及び消費者団体訴訟制度にお

ける差止請求の対象を検討するため、消費者契約法の運用状況を踏まえた立法事実の把握や論

点の整理等を行っています。 

このほか、平成 25 年６月に成立・公布された食品表示法において、著しく事実に相違する食品

表示が差止請求の対象とされています（消費者団体訴訟制度関係については、施策番号 127 番

及び 128 番参照）。 

「消費者

基 本 計

画」の見

直し 

変更なし 

見直しの

考え方 
― 
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重点施策整理表 
 

現行｢消

費者基本

計画」の

内容 

４．公共料金等（施策番号：67-2 関係）【消費者庁、消費者委員会、各公共料金等所

管省庁】 

公共料金等の決定過程の透明性等を確保する観点から、所管省庁における公共

料金等に係る情報公開の実施状況についてフォローアップの実施を含めた施策

を検討します。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① 

 

・書面調査や消費者委員

会公共料金等専門調査

会で行った各省庁ヒア

リングを踏まえ、公共

料金等の決定過程の透

明性を確保する方法に

ついて引き続き検討 

・公共料金等の決定過程

の透明性の確保に係る

検討結果を踏まえ、所

管省庁における公共料

金等に係る実施状況に

ついてフォローアップ 

 

消費者庁 

消費者委員会 

各公共料金等

所管省庁 

 

② ・公共料金等の決定過程

で開催される公聴会や

審議会における消費者

参画の実質的な確保 

・公共料金等の決定過程

で開催される公聴会や

審議会における消費者

参画の実質的な確保 

消費者庁 

消費者委員会 

各公共料金等

所管省庁 

 

③ ・料金の妥当性を継続的

に検証する具体的方法

の検討 

・料金の妥当性を継続的

に検証する具体的方法

の検討 

消費者庁 

消費者委員会 

各公共料金等

所管省庁 

 

  

実施状況 

平成 23 年３月の東日本大震災・東京電力福島第一原子力発電所事故を契機として、電力会

社各社から電気料金値上げ認可申請が相次いでおり、平成 25 年度は、平成 24 年度の東京電

力、関西電力及び九州電力に引き続き、東北電力、四国電力、北海道電力及び中部電力の料金

認可の手続きが行われました。これらの料金認可にあたっては、所管省庁（経済産業省）における

審査の後、消費者庁との協議を経て、物価問題に関する関係閣僚会議の了承を得たうえで、料金

改定を認可しました。この過程において、経済産業省の「電気料金審査専門小委員会」に消費者

の代表が委員として参画するほか、公聴会（経済産業省主催）や消費者との意見交換会（消費者

庁、消費者委員会主催）の場の設置、消費者委員会からの意見聴取など、消費者参画の実質的

な確保のための取組を行いました。また、消費者庁において、消費者利益の擁護の観点から重要

であると考えられる事項を取りまとめたチェックポイントを作成・公表し、消費者庁と所管省庁（経済

産業省）との協議に活用しました。 

また、消費者基本計画（施策番号 67-2）に掲げられた、公共料金等の決定過程で開催される公

聴会や審議会における消費者参画の実質的な確保（具体的施策②）、および、据え置きが続いて

いる公共料金等を含め料金の妥当性を継続的に検証する具体的方法の検討と実施（具体的施策

③）については、平成 24 年 11 月に設置された消費者委員会の公共料金等専門調査会（以下

「専門調査会」という。）において、本施策の進捗状況や専門調査会での議論を踏まえて、平成 25

年７月に今後取り組むべき課題と検討すべき論点を示した「公共料金等専門調査会報告」を取りま

とめました。 

なお、平成 26 年４月１日からの消費税率引上げに伴う公共料金等の改定に関しては、平成 25

年８月の物価担当官会議申合せ「消費税率引上げに伴う公共料金等の改定について」により、公

共料金において消費税転嫁をどのように行うべきかについて、各公共料金に共通する基本的な考

え方を整理しました。この申合せに基づき、重要な公共料金等で消費税率引上げに伴う料金改定
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申請等がされたものについては、消費者委員会からの意見聴取や物価問題に関する関係閣僚会

議の了承を得たうえで、料金改定を認可等しました。（25 グラム以下の定形郵便物及び信書便物

の料金の上限の改定については平成 25 年 11 月 29 日了承。JR 旅客会社、民鉄大手 15 社、東

京地下鉄及び６大都市の公営地下鉄の運賃、東京大手民営バス９社及び６大都市の公営バスの

運賃、東京都特別区に係るタクシーの運賃、製造たばこの小売定価の改定については平成 26 年

２月 28 日了承） 

「消費者

基 本 計

画」の見

直し 

変更なし 

見直しの

考え方 
― 
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重点施策整理表 
 

現行｢消

費者基本

計画」の

内容 

５．食品表示法（施策番号：69・73 関係）【消費者庁】 

食品表示法に基づく食品表示基準については、消費者の表示利活用の実態等を

調査しつつ、消費者、事業者双方にとって分かりやすい表示とすることを旨とし、

表示の実行可能性、国際基準との整合性等を十分に踏まえ、関係者の理解を得な

がら策定を行います。 

栄養表示の義務化については、対象成分を始め栄養成分の表示の在り方につい

て検討を進めます。小規模事業者に義務化が過度な負担とならないよう、食品関

連事業者に対する支援措置等環境整備を図ります。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① 

 

・食品表示法に基づく食

品表示基準の策定 

・義務化される栄養表示

の対象成分等に関する

検討 

・食品表示法に基づく食

品表示基準の策定を引

き続き実施 

・義務化される栄養表示

の対象成分等に関する

検討について引き続き

実施 

消費者庁  

  

実施状況 

食品一般について、その内容に関する情報の表示ルールを定めた法律として、現在、食品衛

生法、ＪＡＳ法、健康増進法の３法があります。これら３法に基づき複数の表示基準が定められ、そ

れらの基準に従って表示が行われていますが、制度が複雑であるとともに、用語の定義が異なる

などわかりにくいものとなっていました。このため、一元的な法律を制定することにより、３法の複雑

なルールを統合するなど食品表示に関する包括的かつ一元的な制度を構築するため、消費者庁

では平成 23 年９月より、学識経験者、消費者団体、事業者団体等で構成される「食品表示一元化

検討会（座長：池戸重信宮城大学特任教授）」を立ち上げ、平成 24 年８月に報告書を取りまとめま

した。 

同報告書では、食品表示は、消費者の安全の確保や自主的かつ合理的な選択の機会の確保

など消費者基本法に掲げられた消費者の権利の実現を図る上で重要な役割を果たすものである

ことを前提として、食品表示の一元化のための新法の立案に向けた基本的考え方を示していま

す。 

また、これまで事業者の任意とされていた栄養表示に関しては、近年の生活習慣病等の増加、

その対応策としての適切な食事と運動の重要性、海外における栄養表示の義務化の動き等を踏

まえ、栄養表示を事業者に義務付けることが適当とされました。 

こうした報告書の内容をもとに、食品表示を一元化する法律の立案を行い、平成 25 年４月５日

に「食品表示法案」として閣議決定し、国会に提出されました。その後、衆議院、参議院での審議

を経て成立し、同年６月 28 日に公布されました。 

食品表示法に基づく、新たな食品表示基準策定にあたっては、消費者委員会食品表示部会及

びその下に設置された三つの調査会（栄養表示に関する調査会、生鮮食品・業務用食品の表示

に関する調査会、加工食品の表示に関する調査会）において、平成 25 年１１月より審議が行われ

ているところです。 

食品表示基準の策定に当たっては、 

・ 食品及び事業者の分類に従って整序するとともに、食品の性質等に照らし、できる限り共通

ルールにまとめる 

・ 現行の栄養表示基準を、実行可能性の観点から義務化にふさわしい内容に見直す 

・ 安全性に関する事項に係るルールを、より分かりやすいように見直す 
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等の策定方針に基づき、様々な立場の御意見を広く伺いながら、消費者の求める情報提供と

事業者の実行可能性とのバランスを図り、双方に分かりやすい表示基準を策定するよう努めること

としています。 

「消費者

基 本 計

画」の見

直し 

変更なし 

見直しの

考え方 
― 
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重点施策整理表 
 

現行｢消

費者基本

計画」の

内容 

６．いわゆる健康食品の表示等（施策番号：76、76-2、77 関係）【消費者庁、厚生労

働省、農林水産省】 

消費者が正しい情報に基づき適切にいわゆる健康食品の利用の要否や適否を

判断できる環境整備を行うため、いわゆる健康食品に関する表示･広告の適正化

に向けた取組の強化、安全性に関する取組の推進、機能性の表示に関する検討、

及び特性等に関する消費者理解の促進等を図ります。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① 

 

・食品表示に関する景品

表示法と健康増進法の

一元的な法執行体制の

構築 

・いわゆる健康食品の表

示に関する景品表示法

と健康増進法の観点か

らの「留意事項（法解

釈の指針）」の取りまと

め 

・食品表示に関する一元

的な法執行の推進 

・「留意事項（法解釈の指

針）」の周知徹底による

いわゆる健康食品の表

示・広告の適正化 

消費者庁  

② ・栄養機能食品制度にお

いて新たな栄養成分を

追加することや、特定

保健用食品制度におけ

る審査の基準や手続の

明確化について検討 

・検討結果を踏まえた食

品表示制度の見直し 

消費者庁  

③ ・いわゆる健康食品の過

剰摂取や要配慮者の摂

取等、消費者の正しい

理解のための情報提供

に努めるとともに、い

わゆる健康食品に起因

する消費者事故への対

応を推進 

・引き続き消費者の正し

い理解のための情報提

供に努めるとともに、

いわゆる健康食品に起

因する消費者事故への

対応を推進 

・消費者への啓発を引き

続き実施 

消費者庁  

④ 

 

・いわゆる健康食品によ

る健康被害情報の収

集・解析手法の研究 

・健康被害防止に関し、

必要に応じ、所要の措

置の実施 

・いわゆる健康食品の安

全性確保に関する取組

の実施 

 

・いわゆる健康食品によ

る健康被害情報の収

集・解析手法の研究結

果の取りまとめ 

・健康被害防止に関し、

必要に応じ、所要の措

置の実施 

・いわゆる健康食品の安

全性確保に関する取組

の実施 

厚生労働省  
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⑤ ・いわゆる健康食品等の

加工食品及び農林水産

物に関し、企業等の責

任において科学的根拠

のもとに機能性を表示

できる新たな方策につ

いて、国ではなく企業

等が自らその科学的根

拠を評価した上でその

旨及び機能を表示でき

る米国のダイエタリー

サプリメントの表示制

度を参考にしつつ、安

全性の確保も含めた運

用が可能な仕組みとす

ることを念頭に検討 

・検討結果を踏まえた食

品表示制度の見直し 

消費者庁 

厚生労働省 

農林水産省 

 

 

 

 

実施状況 

消費者庁では、平成 21 年 11 月から平成 22 年７月まで、「健康食品の表示に関する検討会」を

開催し、同年８月にその論点整理を取りまとめたところです。この論点整理を踏まえ、新たな成分に

係る保健の機能の表示を認める可能性の検討に当たっての基礎調査として、平成 23 年度に「食

品の機能性評価モデル事業」を実施し、文献等を用いて食品成分の機能性評価を行う場合の主

な課題を示しました。 

また、平成 23 年６月に「特定保健用食品の表示に関するＱ＆Ａ」を公表し、容器包装の表示だ

けでなく広告を含め、具体的に違反のおそれのある事例とその考え方を示しました。さらに、特定

保健用食品の審査の透明性、公平性の確保のため、平成 24 年度に「特定保健用食品の審査基

準の検討事業」を実施しました。本事業の結果を受け、消費者庁では特定保健用食品の表示許

可申請に係るヒト試験のデザインをより明確に提示するため、特定保健用食品の審査基準の通知

の改正を予定しています。 

このほか、健康食品の執行の強化として、平成 23 年６月以降、通年的にインターネットにおける

健康食品等の虚偽・誇大表示に対する監視を行い、健康増進法に違反するおそれのある表示に

ついて、事業者に対し改善要請を行うとともに、薬事法所管の厚生労働省担当部署との間で、連

絡会議を設置し、連携を深めています。 

健康食品の表示の適正化に向けた取り組みとしては、平成 25 年７月に食品表示に係る執行事

務を一元的に担う体制として、食品表示対策室を設置するとともに、同年１２月には、「いわゆる健

康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」を公表し、健康食品の表

示・広告に関する考え方や判断基準を明らかにしました。 

また、規制改革実施計画（平成 25 年６月 14 日閣議決定）及び日本再興戦略（平成 25 年６月 14

日閣議決定）に基づき、いわゆる健康食品等の加工食品及び農林水産物に関し、企業等の責任

において科学的根拠をもとに機能性を表示できる新たな方策について、平成 25 年度中に検討を

開始し、平成 26 年度中に結論を得た上で実施することとされています。その際、安全性の確保を

前提とした上で、消費者の誤認防止の観点から、機能性の表示をするにはどの程度の科学的根

拠が必要かも含め、企業等の責任において適正な表示を可能とし、さらに、販売後の情報に関し

て企業が適切なフォローアップを行う制度を検討することとしています。 

食品の新たな機能性表示に関する検討会を関係省庁と協力し平成 25 年 12 月より開催してい

るところです。 

その他、消費者庁では、健康や栄養に関する健康増進法に基づく健康食品等の表示について

は、平成 24 年５月に消費者向けパンフレット（「おしえてラベルくん」）を作成し、制度の普及・啓発

に取り組みました。同パンフレットでは、栄養表示のみではなく、栄養成分の含有量が規定の範囲

内にある食品について、栄養成分の機能表示ができる規格基準型の栄養機能食品制度や、食生

活において利用することで、特定の保健の目的が期待できる旨の表示ができる個別評価型の特
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定保健用食品制度についても紹介しています。同パンフレットについて、海外の方にもわかるよ

う、平成 24 年 10 月に、英語版をＨＰに掲載しました。 

また、平成 25 年２月に事業者へいわゆる健康食品の表示についての再周知を行い、消費者に

対して摂取量等の情報が正しく適切に提供されるよう取組みました。 

加えて、平成 25 年度は厚生労働省と共催で全国３か所で意見交換会を開催し、いわゆる健康

食品の過剰摂取や要配慮者の摂取等に関して、消費者の正確な理解のためのリスクコミュニケー

ションに取り組みました。 

厚生労働省は、健康食品による健康被害情報を収集し、５件の事案について関係機関及び必

要に応じ報道機関を通じて消費者に対し注意喚起を行いました。さらに、これらの注意喚起の内

容をＨＰに掲載し消費者に対し情報提供を行いました。 

また、平成 24 年度の「いわゆる健康食品による健康被害情報の収集・解析手法の研究」の

成果を踏まえ、平成 25 年度は、一部の自治体で試行を行いました。その結果を踏まえ平成

26 年度の研究において改善を行う予定としています。 

その他、必要に応じ講演会等に出席し、いわゆる健康食品に関する消費者の理解の促進を図

り、正しい知識の普及啓発を行いました。 

「消費者

基 本 計

画」の見

直し 

６．いわゆる健康食品の表示等（施策番号：76、76-2、77 関係）【消費者庁、厚生労

働省、農林水産省】 

消費者が正しい情報に基づき適切にいわゆる健康食品の利用の要否や適否を

判断できる環境整備を行うため、いわゆる健康食品に関する表示･広告の適正化

に向けた取組の強化、安全性に関する取組の推進、機能性の表示に関する検討、

及び特性等に関する消費者理解の促進等を図ります。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① 

 

・食品表示に関する景品

表示法と健康増進法の

一元的な法執行体制の

構築 

・いわゆる健康食品の表

示に関する景品表示法

と健康増進法の観点か

らの「留意事項（法解

釈の指針）」の取りまと

め 

・食品表示に関する一元

的な法執行の推進 

・「いわゆる健康食品に

関する景品表示法及び

健康増進法上の留意事

項について」（平成 25

年 12 月）の周知徹底 

消費者庁  

② ・栄養機能食品制度にお

いて新たな栄養成分を

追加することや、特定

保健用食品制度におけ

る審査の基準や手続の

明確化について検討 

・検討結果を踏まえた食

品表示制度の見直し 

消費者庁  

③ ・いわゆる健康食品の過

剰摂取や要配慮者の摂

取等、消費者の正しい

理解のための情報提供

に努めるとともに、い

わゆる健康食品に起因

する消費者事故への対

応を推進 

・引き続き消費者の正し

い理解のため保健機能

食品を含むいわゆる健

康食品の特性や適切な

利用方法などの情報提

供に努めるとともに、

いわゆる健康食品に起

因する消費者事故への

対応を推進 

消費者庁  
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・消費者への啓発を引き

続き実施 

④ 

 

・いわゆる健康食品によ

る健康被害情報の収

集・解析手法の研究 

・健康被害防止に関し、

必要に応じ、所要の措

置の実施 

・いわゆる健康食品の安

全性確保に関する取組

の実施 

 

・いわゆる健康食品によ

る健康被害情報の収

集・解析手法の研究結

果の取りまとめ 

・健康被害防止に関し、

医師・薬剤師等による

診療・調剤時の医薬品

と健康食品の相互作用

等について患者への情

報提供の促進、事業者

による病態や使用薬剤

に対するいわゆる健康

食品の関与成分の影響

に関する情報提供の促

進など所要の措置の実

施 

・いわゆる健康食品の安

全性確保に関する取組

の実施 

厚生労働省 

消費者庁 

 

⑤ ・いわゆる健康食品等の

加工食品及び農林水産

物に関し、企業等の責

任において科学的根拠

のもとに機能性を表示

できる新たな方策につ

いて、国ではなく企業

等が自らその科学的根

拠を評価した上でその

旨及び機能を表示でき

る米国のダイエタリー

サプリメントの表示制

度を参考にしつつ、安

全性の確保も含めた運

用が可能な仕組みとす

ることを念頭に検討 

・いわゆる健康食品の機

能性表示の在り方につ

いて、既存の制度との

関係整理、適切な科学

的手法による機能性の

評価、正しい情報提供、

十分な消費者理解の確

保の観点等を踏まえて

検討 

・検討結果を踏まえた食

品表示制度の見直し 

消費者庁 

厚生労働省 

農林水産省 

 

 

 

   

見直しの

考え方 

「消費者基本計画の改定素案（平成26年５月）等に対する意見（平成26年５月27日消費者委員

会）等を踏まえて修正 
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重点施策整理表 
 

現行｢消

費者基本

計画」の

内容 

７．消費者教育（施策番号：87、87-2、90、92、93、94、95、96、97、98 関係）【消

費者庁、文部科学省、関係省庁等】 

消費者教育の推進に関する法律の趣旨を踏まえて策定する消費者教育の推進

に関する基本的な方針に基づき、消費者教育を総合的かつ一体的に推進し、消費

者が自主的、合理的に行動することができるようその自立を支援し、消費生活の

安定及び向上を図ります。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① 

 

・消費者教育の推進に関

する基本的な方針の策

定 

・消費者教育推進会議で

の審議結果を踏まえ、

地方公共団体における

推進計画策定及び地域

協議会設置の取組を推

進・支援 

・消費者教育推進会議で

の審議結果を踏まえ、

地方公共団体における

推進計画策定及び地域

協議会設置の取組を推

進・支援しつつ、地方に

おける消費者教育の取

組を推進 

消費者庁 

文部科学省 

関係省庁等 

 

 

実施状況 

「消費者教育の推進に関する基本的な方針」は、消費者庁と文部科学省において案を作成し、

消費者教育推進会議や消費者委員会の意見を聴くとともに、パブリックコメントを踏まえ、平成 25

年 6 月 28 日に閣議決定されました。閣議決定と同時に「地方公共団体における消費者教育の事

例集」を作成し、公表しました。また、文部科学省との共催により、各都道府県及び政令指定都市

の消費者行政部局及び教育委員会担当者を対象とした、「消費者教育の推進に関する基本的な

方針」に関する研修会を 7 月に開催しました。 

同基本方針別紙の「今後検討すべき課題」については、新たに専門委員を任命し、消費者教育

推進会議に置かれた３つの小委員会（消費者市民育成小委員会、情報利用促進小委員会、地域

連携推進小委員会）で 12 月から検討しました。各小委員会の検討状況については、3 月に開催し

た第 6 回消費者教育推進会議で進捗状況が報告されました。引き続き各委員会で検討し、平成

27 年２月に取りまとめることとしています。 

また、地方公共団体における消費者教育推進計画の策定や消費者教育推進地域協議会の設

置に関しては、随時、ホームページで公表しています。 

 

その他、消費者庁では、平成 24 年度に消費者庁が作成した小学生向け消費者教育副教材を

活用した授業を行った都内の小学校２校を訪問し、この副教材の活用方法及び意見等を聴取し、

今後の消費者教育を推進するための参考意見としました。 

また、年間を通じて新しい教材や取組等の情報の登録を行うなど、消費者教育ポータルサイトの

充実を図っています。また、高齢者・障害者の消費者被害が増加傾向にあり、地域における幅広

い主体による見守りが重要であることから、見守りの担い手向け視聴覚教材を作成しました。 

金融庁では、平成 24 年 11 月、金融庁金融研究センターに、有識者、関係省庁、関係団体をメ

ンバーとする「金融経済教育研究会」を設置、議論を重ね、平成 25 年４月 30 日に報告書を公表

し、最低限身に付けるべき金融リテラシー（４分野・15 項目）を提示しました。 

４分野・15 項目をわかりやすくまとめたリーフレットを作成し、他のガイドブック（基礎から学べる金

融ガイド）等と併せて、全国の教育機関や地方公共団体等へ配付したほか、必要に応じて講師を

派遣するなど、学校における金融経済教育の推進に取り組んでいます。 

また、同リーフレットを、他のガイドブック（実例で学ぶ「未公開株」等被害にあわないためのガイ
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ドブック）等と併せて、全国の地方公共団体等に配付したほか、必要に応じて地域で開催される講

座等へ講師派遣などを行っています。 

さらに、金融庁と財務局の主催で、一般の方々を対象として、金融経済教育の重要性を内容と

した、「金融リテラシー（知識・判断力）を身に付けるためのシンポジウム」を開催（全国５か所）しまし

た。 

公正取引委員会では、平成 25 年度には、一日公正取引委員会を８回、消費者セミナーを 49

回、独占禁止法教室を 141 回（中学 54 回、高校 14 回、大学・大学院 73 回）開催しました。このほ

か、消費者教育用教材「私たちの暮らしと独占禁止法の関わり」等を消費者セミナー及び独占禁

止法教室の出席者に配布しました。消費者セミナーや独占禁止法教室の参加者からのアンケート

結果では、「満足」、「おおむね満足」との回答が消費者セミナーについては 64％、独占禁止法教

室については 88％と良好な結果が得られており、地域における消費者教育の推進に寄与してい

ます。 

法務省では、ウェブサイト上に法教育に関する教材を公開するとともに、消費者の権利を含め、

契約や司法の役割等について、平成 25 年度には 2,992 回、101,447 名に対して法教育の出前授

業を実施しました。総務省では、子ども達のＩＣＴメディアをより主体的・能動的に扱う能力（ＩＣＴメデ

ィアリテラシー）を育成するため、平成 21 年度から引き続き、小学校高学年を対象とした教材「伸

ばそうＩＣＴメディアリテラシーつながる！わかる！これがネットだ」をホームページ上に公開してい

ます。また、平成 21 年度に開発した中・高校生を対象とした教材を引き続きホームページ上に公

開しています。平成 22 年度に開発した新たな教材を平成 23 年４月から公開しています（ＵＲＬ：

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/media_literacy.html）。 

「消費者

基 本 計

画」の見

直し 

７．消費者教育（施策番号：87、87-2、90、92、93、94、95、96、97、98 関係）【消

費者庁、文部科学省、関係省庁等】 

消費者教育の推進に関する法律の趣旨を踏まえた消費者教育の推進に関する

基本的な方針に基づき、消費者教育を総合的かつ一体的に推進し、消費者が自主

的、合理的に行動することができるようその自立を支援し、消費生活の安定及び

向上を図ります。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① 

 

・消費者教育の推進に関

する基本的な方針の策

定 

・消費者教育推進会議で

の審議結果を踏まえ、

地方公共団体における

推進計画策定及び地域

協議会設置の取組を推

進・支援 

・消費者教育推進会議で

明確化された課題ごと

の優先度やスケジュー

ルに基づく具体的な検

討を更に推進 

・地方公共団体における

推進計画策定及び地域

協議会設置の取組を推

進・支援しつつ、地方に

おける消費者教育が消

費者行政担当部局と教

育担当部局等の連携・

協働により実効的に行

われるよう、連携して

働きかけ 

消費者庁 

文部科学省 

関係省庁等 
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見直しの

考え方 

「消費者基本計画の改定素案（平成26年5月）等に対する意見（平成26年５月27日消費者委員

会）等を踏まえて修正。 
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重点施策整理表 
 

現行｢消

費者基本

計画」の

内容 

８．消費者被害救済制度（施策番号：110、127、128 関係）【消費者庁、法務省】  

① 国会提出中の消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続

の特例に関する法律案（以下「消費者裁判手続特例法案」という。）について、

成立後円滑な施行に向けて必要な準備を行うとともに、制度の周知・広報に取

り組みます。 

② ①の集団的消費者被害回復に係る訴訟制度も踏まえ、消費者被害の救済のた

めに必要な行政手法（「財産の隠匿・散逸防止策」及び「行政による経済的不

利益賦課制度」）について、検討を進めます。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① 

 

消費者裁判手続特例法案

成立後、 

・円滑な施行に向けた必

要な準備 

・制度の周知・広報 

消費者裁判手続特例法案

成立後、 

・円滑な施行に向けた必

要な準備 

・制度の周知・広報 

消費者庁 

 

 

② ・消費者の財産被害に係

る行政手法研究会で取

りまとめた報告書を踏

まえ、消費者被害の防

止・救済のための具体

的な行政手法の更なる

検討 

・研究会で取りまとめら

れた報告書を踏まえ、

消費者被害の防止・救

済のための具体的な行

政手法の更なる検討 

消費者庁 

法務省 

 

 

実施状況 

「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律（消費者

裁判手続特例法）」は平成 25 年 12 月４日に成立し、同月 11 日に公布されました。 

現在、消費者庁では、消費者裁判手続特例法の施行に向けた準備を行うとともに、制度の周

知・広報に取り組んでいるところです。 

消費者庁では、適格消費者団体の活動が適切に行われるよう監督するとともに、適格消費者団

体が行う差止訴訟の判決内容等の情報を同庁のホームページで公表しています。 

さらに、適格消費者団体に対する支援の一環として、認定ＮＰＯ法人制度について周知を行っ

たほか、消費者団体訴訟制度や適格消費者団体の活動についての周知を行ってきているところ

です。 

平成 25 年度予算においては、消費者団体訴訟制度や適格消費者団体の活動についての周

知を行うための予算を計上し、適格消費者団体連絡協議会の開催、適格消費者団体による差止

請求の成果をまとめた「差止請求事例集」を作成し、同事例集を用いて北海道、宮城県、東京都、

石川県、愛知県、大阪府、広島県、愛媛県及び福岡県にて差止請求事例集解説セミナーを開催

しました。また、宮城県、神奈川県、石川県、兵庫県、愛媛県及び大分県にて消費者団体訴訟制

度シンポジウムを開催するとともに、消費者団体訴訟制度等に関する問い合わせ窓口の設置を行

いました。 

さらに、適格消費者団体へのＰＩＯ－ＮＥＴ端末の設置に向けた検討を行っています。 

 

また、消費者庁は平成 23 年 10 月以降、「消費者の財産被害に係る行政手法研究会」を開催

し、①財産に対する重大な被害の発生・拡大防止のための行政措置、②行政による経済的不利

益賦課制度、③財産の隠匿・散逸防止策について検討を行ってきました。 
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このうち、行政による経済的不利益賦課制度及び③財産の隠匿・散逸防止策については、平成

24 年２月以降、考えられる制度・手法等について議論を行い、平成 25 年６月に報告書を取りまと

めました。 

同報告書で挙げられた事項のうち、②に関しては、同年 12 月９日に、不当景品類及び不当表

示防止法上の不当表示規制の実効性を確保するための課徴金制度の導入等の違反行為に対す

る措置の在り方について検討を行うために、消費者委員会に諮問を行いました。これを受け、消費

者委員会では、「景品表示法における不当表示に係る課徴金制度等に関する専門調査会」を設

置して議論を進め、平成 26 年６月に答申を行いました。 

消費者庁としては、今後、消費者委員会の答申を踏まえ、景品表示法に課徴金制度を導入す

るための制度設計を行い、速やかに法案を国会に提出します。【重点施策第 19 を参照】 

「消費者

基 本 計

画」の見

直し 

 

８．消費者裁判手続特例法の施行準備（施策番号：110、127、128 関係）【消費者庁】 

消費者裁判手続特例法について、特定適格消費者団体の認定・監督に関する指

針等について附則に基づく検討を行うなど円滑な施行に向けた必要な準備を行う

とともに、制度の周知・広報に取り組みます。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① 消費者裁判手続特例法案成

立後、 

・円滑な施行に向けた必要

な準備 

・制度の周知・広報 

・円滑な施行に向けた必

要な準備（「特定適格

消費者団体の認定・監

督に関する指針等検討

会」の開催等） 

・制度の周知・広報 

消費者庁 

 

 

 

見直しの

考え方 

平成 25 年 12 月に消費者裁判手続特例法が成立・公布されたため。 

※ 課徴金制度については、「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法

律」に検討規定が盛り込まれ、消費者庁で検討を進めていることを踏まえ、重点施策 19

において記載。 
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重点施策整理表 
 

現行｢消

費者基本

計画」の

内容 

９．食品ロス削減その他の消費者自身の意識改革による社会問題への対応（施策番

号：175 関係）【消費者庁、関係省庁等】 

消費者自身が社会の一構成員としての自覚を持ち、主体的に行動することが重

要であるような課題について、消費者教育・啓発への取組を有効に活用しつつ、

積極的な取組を支援する具体的施策を推進する。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① ・家庭における食品ロス

の実情等の調査分析 

・食品ロス削減に向けた

効果的な取組の在り方

の検討 

・調査分析や検討の結果

等を踏まえた取組の実

施 

消費者庁 

関係省庁等 

 

② 

 

・その他消費者意識の向

上により社会問題の解

決に資する取組の抽出 

・商品の流通経路、価格

等に係る消費者意識、

認知度の調査分析 

・調査分析結果等を踏ま

えた消費者への普及啓

発活動の実施及び必要

な取組の検討・実施 

消費者庁 

関係省庁等 

 

 

実施状況 

消費者庁では、平成 25 年度地方消費者行政活性化交付金等を活用し、16 地方公共団体に

おいて、消費者に対する食品ロスに関する実態調査（家庭から排出される生ゴミの組成調査、食

品ロスに関する意識調査）や、食品ロスの削減に向けた周知啓発（シンポジウム等の開催、啓発用

パンフレットの作成など）を実施しました。 

また、食品ロス削減に向け、消費者に対する効果的な普及啓発方策の検討を目的とし、幅広い

分野（消費者団体、食品関連事業者、広報関係者、学識経験者、地方自治体）の有識者 13 名を

構成員とした「食品ロス削減に関する意見交換会」を消費者庁に開催し、平成 25 年度に３回（平

成 25 年 10 月 28 日、12 月 18 日、平成 26 年２月 26 日）の意見交換を行い、その内容を取りまと

め、平成 26 年３月 26 日に消費者庁ウエブサイトで公表しました。 

その他、消費者に食品ロスの現状などの情報を分かりやすく伝え、理解を深めていただけるよ

う、消費者庁ウエブサイト上に食品ロス削減のための専用ページ「食べもののムダをなくそうプロジ

ェクト」を通じた情報発信や、啓発用パンフレットを作成し、消費者団体や地方公共団体などに配

布しました。 

また、消費者庁では消費者の日頃の意識や行動、消費者トラブルの経験、様々な政策ニーズ

について包括的に調査する、消費者意識基本調査を平成 24 年度より毎年度実施しています。更

に、消費者事故等情報の分析等を通じて浮かび上がってきた個別分野や社会的に関心の高い分

野のうち、平成 25 年度に特に適切かつ迅速な対応が求められる「食品」、「情報通信」の分野につ

いて、インターネットを活用した消費者意識調査を行いました。これらの調査結果は消費者白書で

の分析に活用するとともに、調査結果を踏まえ、今後の消費者への普及・啓発活動等の取組に反

映していきます。 

「消費者

基 本 計

画」の見

直し 

変更なし 
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見直しの

考え方 
― 
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重点施策整理表 
 

現行｢消

費者基本

計画」の

内容 

10．地方消費者行政（施策番号：121・122 関係）【消費者庁、関係省庁等】 

「地方消費者行政の充実・強化のための指針」に基づく施策を実施し、地方消

費者行政活性化基金の活用等により、引き続き、地方消費者行政の充実・強化を

図り、消費者被害の減少に向けて取り組みます。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① 

 

・地方消費者行政活性化

基金の延長、上積み、

執行 

・地方公共団体の積極的

な取組を下支えする支

援方策の検討 

・基金等の活用期間に関

する一般準則による地

方公共団体への支援の

方針の明示とともに、

基金等により整備した

消費者行政体制の維

持・充実のための方策

についての中長期的な

観点からの検討及びそ

の結果に基づく所要の

対応 

・地方消費者行政の現況

調査（毎年度実施）等

により、基金等の効果

を分析・検証・評価 

・平成26年度以降の財源

の確保に向けた検討 

・地方公共団体への支援

の在り方及び財源の確

保について引き続き検

討 

・基金等により整備した

消費者行政体制の維

持・充実のための方策

について中長期的な観

点からの検討及びその

結果に基づく所要の対

応 

消費者庁 

関係省庁等 

 

 

実施状況 

消費者行政の「現場」は、地域です。消費者庁では、「現場」である地方消

費者行政の抜本的強化が不可欠との認識から、地方公共団体との連携を強化し

ながら、その取組を支援してきました。 

具体的には、平成 21 年から平成 23 年までの３年間を地方消費者行政の「集

中育成・強化期間」と位置付け、地方消費者行政活性化交付金（以下「交付

金」という。）により各都道府県に「地方消費者行政活性化基金」（以下「基

金」という。）を造成することなどに取り組んできました。平成 24 年７月に

は、この「集中育成・強化期間」後の地方消費者行政について、「地方消費者

行政の現況調査」や「現場」の声から地方消費者行政の現状と課題を分析し、

中長期的な展望に立った地方消費者行政の目指す姿を描きながら、「消費者庁

の取組」と「地方自治体への期待」をまとめた「地方消費者行政の充実・強化

のための指針」を策定しました。 

平成 26 年度の財政支援については、指針も踏まえながら、これまで充実・強

化されてきた取組が後退しないよう、平成 25 年度補正予算において 15 億円を

－23－



 

措置するとともに、基金の活用期間を延長しました。また、これまで補正予算

中心の措置であり、毎年度の予算措置の見通しが不透明な状況であったことを

踏まえ、平成 26 年度予算において 30 億円を措置し、当初予算における大幅な

増額を実現したことから、地方における計画的・安定的な取組が可能となりま

したまた、平成 25 年度に引き続き、平成 26 年度においても「国と地方とのコ

ラボレーションによる先駆的プログラム」として、国から先駆的なテーマを提

案して地方公共団体と連携して実施します。 

これとは別に、東日本大震災の被災地への支援として、震災・原発事故を受

けた緊急対応（食品等の放射性物質検査、食の安全性等に関する消費生活相談

対応等）により、被災４県（岩手・宮城・福島・茨城）では基金に不足が見込

まれたため、平成 25 年度予算において約 7.29 億円の上積みを行いました。平

成 26 年度予算においても、引き続き、約 6.99 億円の上積みを行っています。 

また、交付金の当初予算化及び基金の活用期間の延長を措置したことを踏ま

え、中長期的な検討を実施するため、「地方消費者行政強化作戦」を定め、計

画的・安定的な取組の中で、質の高い相談・救済を受けられる地域体制の全国

的な整備に取り組むとともに、人員・予算の確保に向けた地方の自主的な取組

を支援します。また、消費者庁では、消費生活相談員の専門性やその果たして

いる役割の重要性を踏まえ、各地方公共団体において、再度任用する回数に関

して一律に制限を設けることなく、消費生活相談員の専門性に配慮した任用を

行うよう、消費者庁長官から地方公共団体の首長宛の通知等により、消費生活

相談員のいわゆる「雇止め」の見直しを求めています。この消費生活相談員の

雇止め見直しについては、消費者庁と総務省との間で協議を行い、①実態とし

て非常勤職員の行う業務の中にも恒常的な業務があること、②任期ごとに客観

的な実証を行った結果として、同じ者を再度任用することは排除されないこ

と、について認識を共有しています。 

このほか、消費者委員会の建議「地方消費者行政の体制整備の推進に関する

建議」（平成 25 年８月）や消費者庁において開催した「消費生活相談員資格の

法的位置付けの明確化等に関する検討会中間報告」（平成 24 年８月）での議論

を踏まえ、平成 25 年 10 月から「消費者の安全・安心確保のための『地域体制

の在り方』に関する意見交換会」を４回に渡って開催し、同意見交換会におい

て、消費生活センターの役割と体制の在り方や、消費生活相談等の事務の実施

に関する国・都道府県・市町村の役割と責務その他の消費者安全の確保のため

の「地域体制の在り方」に関する議論を行い、報告書をとりまとめました（平

成 25 年 12 月）。また、この報告書を踏まえ、消費者安全法（平成 21 年６月５

日法律第 50 号）の一部改正を含む「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を

改正する等の法律案」を第 186 回国会に提出し、平成 26 年６月に成立しまし

た。 
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「消費者

基 本 計

画」の見

直し 

 

10．地方消費者行政（施策番号：121・122 関係）【消費者庁、関係省庁等】 

① 「地方消費者行政の充実・強化のための指針」に基づく施策を実施し、地方

消費者行政活性化基金の活用等により、引き続き、地方消費者行政の充実・強

化を図り、消費者被害の減少に向けて取り組みます。 

② 第 186 回国会で成立した不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正す

る等の法律（以下「景品表示法等改正等法」という。）に基づく消費者安全法

の改正について、円滑な施行に向けて必要な準備を行います。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① 

 

・地方消費者行政活性化

基金の延長、上積み、

執行 

・地方公共団体の積極的

な取組を下支えする支

援方策の検討 

・基金等の活用期間に関

する一般準則による地

方公共団体への支援の

方針の明示とともに、

基金等により整備した

消費者行政体制の維

持・充実のための方策

についての中長期的な

観点からの検討及びそ

の結果に基づく所要の

対応 

・地方消費者行政の現況

調査（毎年度実施）等

により、基金等の効果

を分析・検証・評価 

・平成26年度以降の財源

の確保に向けた検討 

・地方公共団体への支援

の在り方及び財源の確

保について引き続き検

討 

・基金等により整備した

消費者行政体制の維

持・充実のための方策

について中長期的な観

点からの検討及びその

結果に基づく所要の対

応 

 

消費者庁 

関係省庁等 

 

②  ― ・改正消費者安全法の施

行に向けて、地方公共

団体を始めとする関係

者へ法律の概要等の情

報周知 

消費者庁  

 

見直しの

考え方 

地方消費者行政の強化に向けた消費者安全法（平成 21 年法律第 50 号）の一部改正を含む

「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律（平成 26 年法律第 71 号）」が成

立したため。 

また、「消費者基本計画の改定素案（平成 26 年５月）等に対する意見」(平成 26 年５月 27 日消

費者委員会）も踏まえて修正。 
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重点施策整理表 
 

現行｢消

費者基本

計画」の

内容 

11．消費生活相談業務の一層の質の向上と体制の整備（施策番号：122-2 関係）【消

費者庁、総務省、関係省庁等】 

消費生活相談業務の一層の質の向上と体制の整備を図ります。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① 

 

・消費生活相談員の専門

性に配慮した任用を地

方公共団体に働きか

け、地方公共団体にお

ける消費生活相談員の

処遇を一層改善 

・相談員資格の法的位置

付けの明確化等の具体

化に向けて、引き続き

検討 

・消費生活相談員の一層

の処遇改善に向けて、

引き続き働きかけ 

・相談員資格の法的位置

付けの明確化等の具体

化に向けて、引き続き

検討 

消費者庁 

総務省 

関係省庁等 

 

 

実施状況 

消費者庁では、平成 23 年 10 月より「消費生活相談員資格の法的位置付けの

明確化等に関する検討会」を開催し、消費生活相談業務の一層の質の向上と体

制の整備を図るため、消費生活相談員資格を明確に法律に位置付ける必要性、

資格付与の要件・手続、及び「消費生活相談員」職の法的位置付け等これらと

併せて措置すべき事項を検討し、平成 24 年８月に中間取りまとめを行いまし

た。 

さらに、「地方消費者行政の体制整備の推進に関する建議（平成 25 年 8 月 6

日）（消費者委員会）」の提出を受け、消費者庁では、平成 25 年 10 月より

「消費者の安全・安心確保のための『地域体制の在り方』に関する意見交換

会」を開催し、報告書を取りまとめました。これを踏まえ、不当景品類及び不

当表示防止法等の一部を改正する等の法律案を国会へ提出し、平成 26 年６月に

成立しました。 

また、同法案に基づき、今後、一人暮らしの高齢者を見守るネットワーク作

りなど、全国各地で行われている地域における見守りの先進的取組の情報を収

集し、各地方公共団体に提供することで、普及促進を図ることを予定していま

す。 

「消費者

基 本 計

画」の見

直し 

 

11．消費生活相談業務の一層の質の向上と体制の整備（施策番号：122-2 関係）【消

費者庁、総務省、関係省庁等】 

消費生活相談業務の一層の質の向上と体制の整備を図ります。また、景品表示

法等改正等法に基づく消費者安全法の改正について、円滑な施行に向けて必要な

準備を行います。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① 

 

・消費生活相談員の専門

性に配慮した任用を地

方公共団体に働きか

け、地方公共団体にお

・消費生活相談員の一層

の処遇改善に向けて、

引き続き働きかけ 

・改正消費者安全法の施

消費者庁 

総務省 

関係省庁等 
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ける消費生活相談員の

処遇を一層改善 

・相談員資格の法的位置

付けの明確化等の具体

化に向けて、引き続き

検討 

行に向けて、地方公共

団体を始めとする関係

者へ法律の概要等の情

報周知 

 

見直しの

考え方 

地方消費者行政の強化に向けた消費者安全法（平成 21 年法律第 50 号）の一部改正を含む

「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律（平成 26 年法律第 71 号）」が成

立したため。 
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重点施策整理表 
 

 

現行｢消

費者基本

計画」の

内容 

12．PIO-NET の刷新（施策番号：１関係）【消費者庁】 

PIO-NET について、相談員の負担軽減や情報分析機能の向上に資するため、国

民生活センターと連携して、入力項目を削減するとともに、キーワードを大幅に

整理した上で自動付与を可能とすることなどにより、入力負担の軽減及び検索の

精度向上・効率化及び相談件数の大幅な早期登録の実現を図るなど、抜本的な刷

新に取り組みます。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① 

 

・新システムに関する最

適化計画（業務・シス

テム開発の指針）の策

定 

・新システムに関する要

件定義（基本機能・仕

様の確定）の実施 

・地方公共団体との調整 

・新システムの構築・試

験運用 

消費者庁 ・平成 27 年

度から新

システム

稼働 

 

実施状況 

相談員や関係機関にとって使い勝手の良い仕組みとするため、平成 23 年 12 月か

ら、相談員や地方公共団体職員、学識経験者等を構成員とする「ＰＩＯ‐ＮＥＴ刷新に関

する検討会」において、ＰＩＯ‐ＮＥＴ刷新について検討を行い、平成 24 年７月に中間報

告を取りまとめました。その後、ＰＩＯ‐ＮＥＴに関する業務やシステムの分析を行い、その分

析結果を踏まえ平成 26 年１月に国民生活センターにおいて「全国消費生活情報ネット

ワーク・システムの業務・システム最適化計画」を策定しました。同最適化計画及び地方

公共団体からの意見や要望を踏まえ、平成 27 年度のＰＩＯ‐ＮＥＴ刷新に向けた作業を

進めており、平成 26 年２月に新システムの基本機能を盛り込んだ仕様書を作成しまし

た。 

「消費者

基 本 計

画」の見

直し 

変更なし 

見直しの

考え方 
― 
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重点施策整理表 
 

現行｢消

費者基本

計画」の

内容 

13．消費者安全行政（施策番号：４、12、13-2、13-2-2、13-2-3 関係）【消費者庁、

関係省庁等】 

① 消費者事故等の発生・拡大防止に向けて、関係省庁による密接な連携の下、

消費者安全法等に基づき収集する事故情報の拡大やその分析・活用の強化を引

き続き実施するとともに、これらの取組による効果や課題等について検証・評

価を行い、より効果的な運用に努めます。 

② 消費者安全調査委員会は、生命・身体の被害に係る消費者事故等の発生や被

害の原因を科学的に究明し、その再発・拡大の防止のために必要な施策・措置

について勧告・意見具申を行います。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① 

 

・消費者安全法等に基づ

き収集する事故情報の

拡大やその分析・活用

の強化を引き続き実施 

・消費者事故等の発生状

況も踏まえ、消費者の

安全の確保に向けたよ

り効果的な運用 

消費者庁 

関係省庁等 

 

② ・平成 24 年 10 月の発足

以降の体制整備も踏ま

え、24 年度に選定され

た事故の調査等を丁寧

かつ多角的に進めると

ともに、断続的に事故

が発生している分野、

消費者の使用実態も踏

まえた検討が必要な分

野等について、再発・

拡大の防止に向けた原

因究明を着実に実施 

・消費者事故等の発生状

況も踏まえ、消費者の

安全の確保に、より効

果的に貢献できるよ

う、原因究明調査等を

着実に実施 

消費者庁 

関係省庁等 

 

 

実施状況 

消費者庁では、消費者安全法に基づき通知された生命・身体被害に関する消費者事

故等について、（原則として）週１回定期的に公表しております、平成 25 年度において

は、重大事故等約 1,300 件 の事故の概要等の公表を計 50 回行いました。 

また、消費生活用製品安全法に基づき報告のあった重大製品事故については、週２

回定期的に公表しており、平成 25 年度においては、約 900 件 の事故の概要等の公表

を計 104 回行いました。その際、リコール対象品の事故について報告があった場合は、当

該リコールの内容についても併せて公表し、周知を図っています。 

消費者庁が収集した事故情報のうち、被害の重篤性や拡大性が予想される事案につ

いては、未然防止・再発防止を図るため、消費者への注意喚起を実施しました（32 回）。 

これらの消費者への注意喚起は関係行政機関とも連携して行っており、平成 25 年度

は「路線バスでの転倒事故にご注意ください！」、「機械式立体駐車場での事故に御注

意ください！（周知）」の２件について、国土交通省と連名で注意喚起しました。 

また、平成 25 年度末において医療機関ネットワーク参画医療機関から登録された生

命・身体に関わる事故情報は、約１万８千件超となっています。 

収集した情報のうち、事故が多発しているもの、被害の拡大が想定されるものなどにつ

いては、さらに詳細な情報を収集したり、事故の被害者に直接事故の状況等を聞き取り
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したりするなどして事故内容の分析を行い、これらの情報を基に平成 25 年度は「ジャンプ

式の折りたたみ傘及び乳幼児用のいすの事故に気をつけて！」、「高齢者の餅による窒

息事故に気を付けて！」の２件の注意喚起と「ペットボトルのラベルで窒息！？の危険」、

「赤ちゃんを大人用ベッドに１人で寝かせないで！」など 20 件のメールマガジンの配信を

行いました。 

平成 25 年 10 月 31 日には、「生命身体事故等に係る消費者事故情報等の公表に関

する基本要領」について、定期公表における詳細情報公表の規定の整備、消費生活用

製品安全法に基づく重大製品事故情報の公表に関する規定の統合等に関する改訂を

行いました。 

 

消費者安全調査委員会（以下「調査委員会」といいます。）は、平成 24 年 10 月、消費

者庁に設置されました。調査委員会は、生命・身体の被害に関する消費者事故等の中

から、事故等の発生・拡大の防止及び被害の軽減を図るために原因を究明する必要が

ある事故を選定し、調査を行います。その際、調査委員会は、調査権限を行使するなどし

て自ら調査を行うほか、他の行政機関等により調査が行われている場合には、その調査

を評価（活用）して原因を究明します。また、必要に応じて、被害の発生・拡大防止のた

め講ずべき施策・措置について、内閣総理大臣や関係行政機関の長に勧告や意見具

申を行うこともできます。 

調査委員会は、平成 24 年 11 月に開催された第２回調査委員会において、平成 17

年 11 月 28 日に東京都で発生したガス瞬間湯沸器による一酸化炭素中毒事故（注１）、

平成 18 年６月３日に東京都で発生したエレベーター事故（脚注２）、平成 21 年４月８日に

東京都で発生したエスカレーター事故（脚注３）、家庭用ヒートポンプ給湯機から生じる運

転音・振動等により不眠等の健康上の症状が発生したとされる事案、平成 23 年７月 11

日に神奈川県内の幼稚園で発生したプール事故（脚注４） が調査等の対象として選定

しました。さらに、平成 25 年７月に開催された第 10 回調査委員会で機械式立体駐車場

の事故、平成 25 年 12 月に開催された第 15 回調査委員会で子どもによる医薬品の誤飲

事故も同様に調査等の対象として選定し、調査等を開始しました。 

これら７件の事案のうち、エスカレーター事故については、国土交通省の行った調査結

果の評価を行っていましたが、平成 25 年６月にその結果を取りまとめた評価書を決定・公

表し、この評価書に示された論点について自ら調査を行っています。同様に、エレベータ

ー事故についても、同年８月に、国土交通省の行った調査結果の評価を取りまとめて決

定・公表し、その後、自ら調査を行っています。また、ガス瞬間湯沸器による一酸化炭素

中毒事故については、経済産業省の行った調査等の結果の評価を行っていましたが、

平成 26 年１月にその結果を取りまとめた評価書を決定・公表し、調査委員会委員長から

経済産業大臣に対して消費者安全法第 33 条に基づき、消費者安全の確保の見地から

意見を述べて調査等を終了しました。 

調査委員会は、消費者安全法第 28 条に基づき事故等原因調査等の申出を受け付

け、調査等の端緒情報として活用しているところですが、この申出制度の運用が開始され

た平成 24 年 10 月１日から平成 26 年３月 18 日までに 129 件（脚注４） の申出を受け付

けました。 

 

 

【脚注】 

１） 平成 17 年 11 月、東京都港区の共同住宅で、当時大学生の男性が、ガス瞬間湯沸

器から発生した一酸化炭素による中毒で死亡した事故。 

２） 平成 18 年６月、東京都港区の共同住宅で、当時高校生の男子生徒が、エレベータ

ーから降りようとしたところ、扉が開いたままの状態でエレベーターが上昇し、乗降口

の上枠とかごの床部分の間に挟まれて死亡した事故。 

３） 平成 21 年４月、東京都港区の商業施設で、下りエスカレーターの手すりから男性会

社員が階下に転落して死亡した事故。  

４） 詳細は参考資料を参照。 

（資料掲載場所→http://www.caa.go.jp/csic/action/index3.html） 
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「消費者

基 本 計

画」の見

直し 

変更なし 

見直しの

考え方 
― 

－31－



 

重点施策整理表 
 

現行｢消

費者基本

計画」の

内容 

14．エステ・美容医療サービス（施策番号：39、39-2、39-3、153-3 関係）【厚生労

働省】 

① 美容医療サービスについて、医療機関のホームページにおける表示適正化を

担保するとともに、利用者への説明責任を徹底して実現します。 

② まつ毛エクステンションの施術に係る安全を確保するため、美容師に必要な

教育プログラムや消費者への情報提供の在り方等について検討し、必要な措置

を講じます。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① 

 

・美容医療サービスにお

ける「医療機関のホー

ムページに関するガイ

ドライン」の遵守状況

の検証・評価の実施及

び一定の改善が見られ

ない場合、ホームペー

ジの表示を適正化する

ための、法規制を含め

た必要な措置の検討 

・消費者庁と連携するな

どして、美容医療サー

ビスにおける事前説明

（消費者取引に関する

内容を含む）及びその

同意に係るトラブルの

発生状況を把握し、事

前説明の内容やその方

法を具体的に示した指

針の検討 

・平成 25 年度の取組を踏

まえ、美容医療サービ

スにおける医療機関の

ホームページの表示適

正化のための措置の実

施 

・平成 25 年度の取組を踏

まえ、美容医療サービ

スにおける事前説明の

内容（消費者取引に関

する内容を含む）やそ

の方法を具体的に示し

た指針の策定 

厚生労働省  

・まつ毛エクステンショ

ンの施術に係る安全を

確保するため、美容師

に必要な教育プログラ

ムや消費者への情報提

供の在り方等の検討及

び検討を踏まえた措置

の実施 

・平成 25 年度の措置の実

施状況等を踏まえた対

応 

厚生労働省  
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実施状況 

① 医療に関する広告は、国民・患者保護の観点から、医療法により限定的に認められ

た事項以外は、広告が禁止されてきましたが、インターネット上の表現については、これ

まで何の基準もありませんでした。 

一方で、美容医療サービス等の自由診療を行う医療機関のホームページに掲載さ

れている治療内容や費用と、受診時における医療機関からの説明・対応とが異なるな

ど、ホームページに掲載されている情報の閲覧を契機としてトラブルが発生していまし

た。 

このため、「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」の意見を踏まえ、引き続

き、原則としてホームページについては、医療法の規制対象と見なさないこととするもの

の、ホームページの内容の適切なあり方について、平成 24 年９月 28 日に医療機関ホ

ームページガイドラインを作成し、引き続き周知徹底しています。また、バナー広告等は

従前から医療広告として法規制の対象であったが、平成 25 年９月 27 日には、消費者

委員会の指摘等を踏まえ、医療広告ガイドラインを改正し、医療機関のホームページの

うち、バナー広告等にリンクするものは医療広告として法規制の対象となることを明確化

しました。 

また、医療従事者から患者に対し、丁寧に説明しなければならない事項については、

「診療情報の提供等に関する指針の策定について」（平成 15 年９月 12 日通知）におい

て定めており、各都道府県に周知していましたが、最近、美容医療サービス等の自由

診療について、患者の理解と同意が十分に得られていないことに起因するトラブルが発

生しています。「診療情報の提供等に関する指針」では、「代替的治療法がある場合に

は、その内容及び利害得失（患者が負担すべき費用が大きく異なる場合には、それぞ

れの場合の費用を含む。）」を医療従事者が患者に対して丁寧に説明しなければなら

ない事項として定めており、緊急性がそれほど高くない美容医療サービスの提供に当た

っては、こういった事項について特に丁寧な説明が求められます。しかしながら、患者の

理解と同意が十分に得られていないことに起因すると考えられるトラブルが生じているこ

とを踏まえ、 「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取

扱い等について」（平成 25 年９月２７日通知）を定めました。 

② 平成 23 年 11 月から「生活衛生関係営業等衛生問題検討会」において、まつ毛エク

ステンションの施術に係る安全性の確保等について検討を重ね、平成 25 年６月に教

育プログラムを取りまとめました。この教育プログラムの作成を受けて、公益社団法人日

本理容美容教育センターにおいて当該プログラムに沿って美容師養成施設における

平成 26 年度の教科書の作成が行われ、教育の充実が図られました。また、消費者へ

の情報提供の在り方等についても、施術の安全性の確保について検討し、これを踏ま

え、地方公共団体に対して、「まつ毛エクステンションに係る教育プログラムと情報提供

等について」（平成 25 年 6 月 28 日通知）を発出し、施術による健康被害のリスク等に

関する情報提供等の取組の徹底について、営業者に対する周知や指導監督を求め

ました。 
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「消費者

基 本 計

画」の見

直し 

 

14．エステ・美容医療サービス（施策番号：39、39-2、39-2-2、39-3、153-3、153-3-2

関係）【厚生労働省】 

① 美容医療サービスについて、医療機関のホームページにおける表示適正化を

担保するとともに、利用者への説明責任を徹底して実現します。 

② まつ毛エクステンションの施術に係る安全を確保するため、美容師に必要な

教育プログラムや消費者への情報提供の在り方等について検討し、必要な措置

を講じます。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① 

 

・美容医療サービスにお

ける「医療機関のホー

ムページに関するガイ

ドライン」の遵守状況

の検証・評価の実施及

び一定の改善が見られ

ない場合、ホームペー

ジの表示を適正化する

ための、法規制を含め

た必要な措置の検討 

・消費者庁と連携するな

どして、美容医療サー

ビスにおける事前説明

（消費者取引に関する

内容を含む）及びその

同意に係るトラブルの

発生状況を把握し、事

前説明の内容やその方

法を具体的に示した指

針の検討 

・美容医療サービスにお

ける医療機関のホーム

ページの表示適正化に

向けて平成 25 年度に

改正した医療広告ガ

イドラインの周知徹

底及び遵守状況の把

握 

・平成 25 年度に策定した

美容医療サービス等の

自由診療におけるイン

フォームド・コンセン

トの取扱い等について

の指針の周知徹底及び

遵守状況の把握 

厚生労働省  

・まつ毛エクステンショ

ンの施術に係る安全を

確保するため、美容師

に必要な教育プログラ

ムや消費者への情報提

供の在り方等の検討及

び検討を踏まえた措置

の実施 

・平成 25 年度の措置の実

施状況等を踏まえた対

応  

厚生労働省  

 

見直しの

考え方 

平成 25 年度中に医療広告ガイドラインの改正や美容医療サービス等の自由診療におけるイ

ンフォームド・コンセントの取扱い等についての指針の策定を行ったため。 

また、「消費者基本計画の改定素案（平成 26 年５月）等に対する意見」（平成 26 年 5 月

27 日消費者委員会）を踏まえた修正。 
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重点施策整理表 
 

現行｢消

費者基本

計画」の

内容 

15．特定商取引法（施策番号：41、41-2、44-2、61 関係）【消費者庁、警察庁、経

済産業省、関係省庁等】 

新たに規制の対象に置かれた訪問購入取引も含め、特定商取引法の厳正な執行

に努めるとともに、改正特定商取引法附則の規定も踏まえつつ、消費者被害の発

生状況を把握し、特定商取引法の規定の施行状況について検討を行います。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① 

 

・訪問購入取引も含めた

特定商取引法の厳正な

執行 

・特定商取引法に関する

消費者被害の発生状況

の把握・検証 

・訪問購入取引も含めた

特定商取引法の厳正な

執行 

・改正特定商取引法附則

の規定も踏まえつつ、

特定商取引法の規定の

施行状況の検討 

消費者庁 

警察庁 

経済産業省 

関係省庁等 

 

 

※ 平成 20 年改正附則「政府は、この法律の施行（注：平成 21 年 12 月１日）後５年を経過し

た場合において、この法律による改正後の特定商取引に関する法律及び割賦販売法の規定の

施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措

置を講ずるものとする。」 

※ 平成 24 年改正附則「政府は、この法律の施行（注：平成 25 年２月 21 日）後３年を経過し

た場合において、新特定商取引法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認

めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」 

実施状況 

特定商取引法の執行は、消費者庁と消費者庁から権限の一部委任を受けた各経済産業局が

連携を密にして行っており、厳正に対処しております。平成 25 年度は、21 件の処分を実施しまし

た。また、特定商取引法に関する消費者被害の発生状況について把握・検証を行っております。 

なお、警察においても消費者庁等関係機関と連携し、特定商取引等事犯の取締りを

推進しています。 

「消費者

基 本 計

画」の見

直し 

15．特定商取引法（施策番号：41、41-2、44-2、61 関係）【消費者庁、警察庁、経

済産業省、関係省庁等】 

特定商取引法の厳正な執行に努めるとともに、附則（※）の規定も踏まえつつ、

消費者被害の発生状況を把握し、特定商取引法の規定の施行状況について検討を

行います。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① 

 

・訪問購入取引も含めた

特定商取引法の厳正な

執行 

・特定商取引法に関する

消費者被害の発生状況

の把握・検証 

・特定商取引法の厳正な

執行 

・特定商取引法に関する

消費者被害の発生状況

の把握・検証及び特定

商取引法の規定の施行

消費者庁 

警察庁 

経済産業省 

関係省庁等 

 

 

－35－



 

 

状況の検討 

※ 平成 20 年改正附則「政府は、この法律の施行（注：平成 21 年 12 月１日）後５年を経過し

た場合において、この法律による改正後の特定商取引に関する法律及び割賦販売法の規定の

施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措

置を講ずるものとする。」 

※ 平成 24 年改正附則「政府は、（略）この法律の施行（注：平成 25 年２月 21 日）後３年を

経過した場合において、新特定商取引法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があ

ると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」 

見直しの

考え方 

訪問購入取引を規制の対象とする特定商取引法の平成２４年 

改正から相当の期間が経過したこと及び意見募集に寄せられた意見等を踏まえた修正。 
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重点施策整理表 
 

現行｢消

費者基本

計画」の

内容 

16．詐欺的投資勧誘等（施策番号：41、48、49、51、60、60-2、60-3、62、64、66、

153-2 関係）【消費者庁、金融庁、警察庁、総務省、経済産業省、厚生労働省、関

係省庁等】 

高齢者等を狙った詐欺的な投資勧誘、インターネット取引及び医療機関債に関

する消費者トラブルについて、被害の未然防止・拡大防止、被害回復の迅速化等

のための対応を行い、消費者トラブルを減少させます。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① ・金融商品取引法、刑法、

特定商取引法、消費者

安全法の詐欺的投資勧

誘に対する厳正な執行 

・金融商品取引法、刑法、

特定商取引法、消費者

安全法の詐欺的投資勧

誘に対する厳正な執行 

消費者庁 

警察庁 

金融庁 

 

② 

 

・犯罪収益移転防止法、

携帯電話不正利用防止

法、振り込め詐欺救済

法の運用強化等による

詐欺的投資勧誘に係る

犯行ツール対策の強化 

・犯罪収益移転防止法、

携帯電話不正利用防止

法、振り込め詐欺救済

法の運用強化等による

詐欺的投資勧誘に係る

犯行ツール対策の強化 

警察庁 

金融庁 

総務省 

経済産業省 

関係省庁等 

 

③ ・関係省庁や地方自治体

の有する情報提供ツー

ル等を活用した消費者

への情報提供及び必要

な体制の構築 

・関係省庁や地方自治体

の有する情報提供ツー

ル等を活用した消費者

への情報提供及び必要

な体制の構築 

消費者庁 

金融庁 

関係省庁等 

 

④ ・消費者・行政一体とな

った押売り・押買い等

排除のモデル事業の実

施 

・25 年度の取組状況を踏

まえ、全国展開に向け

対応 

消費者庁 

関係省庁等 

 

⑤ ・「サクラサイト商法」に

関する消費者被害の未

然防止に向けた普及啓

発（注） 

 

 

消費者庁 

関係省庁等 

 

⑥ ・地方公共団体が消費者

安全法の運用に参加す

るよう働きかけ及び参

加のための環境整備 

・地方公共団体が消費者

安全法の運用に参加す

るよう働きかけ及び参

加のための環境整備 

消費者庁 

関係省庁等 

 

⑦ ・医療機関債発行等のガ

イドラインの改定 

 厚生労働省  

注： “サクラサイト”とは、サイト業者に雇われたサクラが異性、タレントなどのキャラク

ターになりすまして、消費者の様々な気持ちを利用し、サイトに誘導し、メール交換等の

有料サービスを利用させ、その度に支払を続けさせるサイトを指す。 
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実施状況 

警察では、高齢者等を狙った詐欺的な投資勧誘等の被害の未然防止等の観点か

ら、これらの事犯（犯行を助長する犯罪も含みます。）に関しては、関係する法

令を駆使して早期検挙を行うなどその取締りを推進しています。 

また、取締りに当たっては、起訴前の没収保全命令の請求に努めるなど被害者

の被害回復を図っています。さらに、金融機関に対し被害金の入金先等となって

いる預貯金口座の凍結依頼や凍結された預貯金口座の名義人リストの提供を行

っているほか、犯罪に悪用されたサービスについては、当該サービスを提供した

事業者に対し解約要請を行っています（携帯電話については、携帯電話事業者に

対し契約者確認の求めも行っています。）加えて、各種媒体を活用して悪質業者

の高齢者等を対象とした新しい手口を発信するなどの注意喚起を行っています。 

平成 25 年中に警察が検挙した融資保証金詐欺や架空請求詐欺等を助長する犯

罪は、金融機関から通帳・キャッシュカードをだまし取る詐欺及びだまし取られ

た通帳等であることを知りながら譲り受ける盗品譲り受け等は、2,033 件（検挙

人員 1,114 人）、正当な理由なく有償で通帳等を譲り渡すなどした犯罪収益移転

防止法違反は、1,710 件（検挙人員 1,194 人）、携帯電話販売店から携帯電話端

末をだまし取る詐欺は、430 件（検挙人員 275 人）、自己が契約者となっていな

い携帯電話端末を他人に譲り渡すなどした携帯電話不正利用防止法違反は、84

件（検挙人員 57 人）でした。 

また、振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺の被害者の多くは高齢者であり、ま

た、被害金の多くはＡＴＭや金融機関の窓口を利用して出金又は送金されている

のが実態です。これらを踏まえ、警察では、被害を未然に防止するため、金融機

関に対し、窓口職員等による高齢者を中心とした顧客に対する声掛けの徹底を要

請しています。同時に、「金融機関職員による声掛けは、警察の要請に基づき実

施している」旨を記載した説明文書や声掛け用のチェックリストの金融機関への

提供、金融機関と連携した声掛け訓練等を行っており、その結果、声掛けによる

特殊詐欺被害の阻止率は年々上昇しています。 

さらに、特殊詐欺による被害額を最小限に抑えるため、平成 23 年３月、警察

庁から全国銀行協会に、平成 25 年１月には全国信用金庫協会に対し、それぞれ

の協会加盟金融機関における１日当たりＡＴＭ利用限度額の初期設定を引き下

げるよう要請し、これまでに多くの金融機関でＡＴＭの利用限度額が引き下げら

れています。 

 

金融庁で、金融商品取引業者等について行った施策は、下記の①～③のとおりです。 

①行政処分の実施状況について 

 今年度、投資者保護等の観点から重大な問題が認められた金融商品取引業者等

17 者に対し、行政処分を行い、公表しました。 

 そのうち、第二種金融商品取引業者（以下「二種業者」）に対しては６者に行

政処分（登録取消等）を行いました。 

②二種業者に対する規制の見直し 

 平成 25 年４月に行政処分を行った二種業者（ＭＲＩインターナショナル）の

事案も踏まえ、行政対応の充実等に資するため、以下の対応を行いました。 

○政令の改正を行い、契約の締結等に当たって虚偽告知を行った場合を犯則調査

の対象に追加（平成 26 年１月 24 日公布・同年１月 27 日施行）。 

○内閣府令の改正を行い、契約締結前交付書面の記載事項の充実及び当局に提出

される事業報告書の改善（平成 26 年２月 14 日公布・同年４月１日施行）。 

○本国会に以下の規制を盛り込んだ金融商品取引法の改正案を提出。 

 ・二種業者が、ファンドに出資された金銭が目的外に流用されていることを知

りながら、その募集の取り扱いを行うことの禁止 

 ・二種業者について、国内拠点の設置等を義務付け など 

○二種業者に対する検査・監督を強化するため、平成 26 年度機構定員の増員を

要求し、監督部門、検査部門それぞれにおいて、所要の増員措置。 

③証券会社等における高齢顧客に対する適切な勧誘・販売態勢の確保について 
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 平成 25 年 10 月、日本証券業協会において、高齢顧客に対する金融商品の適切

な勧誘・販売態勢を確保するために自主規制規則を改正しました。これを受け、

平成 25 年 12 月に金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の改正を行い、監

督上の留意事項を示しました（日証協自主規制規則と合わせて平成 26 年３月 16

日より適用開始）。 

また、金融庁では、預金口座を利用した悪質な事例が大きな社会問題となって

いることを踏まえ、預金口座の不正利用に関する情報について、情報入手先から

同意を得ている場合には、明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、当該

口座が開設されている金融機関及び警察当局への情報提供を速やかに実施する

こととしており、その情報提供件数等については、四半期ごとにウェブサイトに

おいて公表しています（平成 25 年度においては、平成 25 年４月、７月、10 月、

平成 26 年１月に公表）。 

振り込め詐欺等の被害者に対する返金率の向上については、「振り込め詐欺救

済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム」の最終取り

まとめ（「預保納付金の具体的使途について」）において、引き続き、振り込め

詐欺救済法に定める返金制度の周知徹底を図ることとされました。平成 24 年度

に引き続き、返金率の向上に向けた取組の一環として、①平成 25 年８月から平

成 26 年３月 31 日までの間、返金制度に係るインターネット広告を掲載し、広く

一般国民に向けて周知、②平成 25 年 11 月、政府広報において、視覚障害者向け

の音声広報ＣＤへの寄稿を実施しました。また、平成 25 年５月、公的機関を装

い、振り込め詐欺救済法に基づく被害回復制度を謳った不当な勧誘を行う者の存

在が確認されたことから、金融庁及び預金保険機構のウェブサイト上において、

不当な勧誘に関する注意喚起を実施しました。なお、返金率は、平成 24 年度が

78.4％、平成 25 年度が 78.3％となっており、法施行当初（平成 20 年度：55.8％、

平成 21 年度：43.4％）と比較すると、被害者救済はより一層進んでいるものと

考えられます。 

このほか、金融庁では、平成 25 事務年度の監督方針に、振り込め詐欺等への

対応など、金融機能の不正利用の防止を重点事項として明記し、金融機関におけ

る不正利用口座の利用停止等の対応状況を検証しました。また、平成 26 年２月、

警察庁や全国銀行協会と連携し、振り込め詐欺等の未然防止を図るリーフレット

「『家族の絆』で振り込め詐欺を予防！」を作成、当庁ウェブサイトに掲載する

ことにより、振り込め詐欺等が身近な危険であることを家族間で共有・注意喚起

を行うよう振り込め詐欺等の未然防止のための協力依頼を行いました。加えて、

上記活動の一環として、関係団体に対して、会員企業等の職員の皆様に周知いた

だくよう依頼しました。 

金融庁では、無登録で金融商品取引業を行っていた者 152 先事業者、及び虚偽

告知や顧客資産の流用等の法令違反等が認められた適格機関投資家等特例業務

届出者 29 先、無届けで有価証券の募集を行っていた者１先に対して、警告書を

発出しました。あわせて、金融庁と証券取引等監視委員会は、これらの業者等に

ついて、社名等を公表しました（平成 25 年度）。 

 

証券取引等監視委員会では、無登録業者及び悪質なファンド業者（適格機関投

資家等特例業務届出者）による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止命

令等の申立て（２件）を実施しました（平成 25 年度）。 

 

特定商取引法の執行は、消費者庁と消費者庁から権限の一部委任を受けた各経

済産業局が連携を密にして行っており、厳正に対処しております。また、特定商

取引法に関する消費者被害の発生状況について把握・検証を行っております。 

ＣＦＤ取引に係るサービスの提供等、ＣＯ２排出権の取引の形態によっては、

特定商取引法の規制対象となる場合があり、消費者庁では平成 24 年６月に同法

違反で取引業者を行政処分するなど、厳格な法執行を行っています。 

さらに、消費者庁、金融庁、経済産業省、環境省の４省庁では、ＣＯ２排出権
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に関係する制度や消費者からの相談の実態、類似の取引に対する規制の状況等に

ついて情報・意見を交換する場を設けて、この問題に対して連携して取り組んで

います。 

平成 25 年３月には、警察庁を含む５省庁でリーフレットを作成し、被害の多

い高齢者を中心とした一般消費者に向けた意識啓発を行いました。 

 

消費者庁は、既存の法令で対応困難な財産被害事案について、事業者に対する

措置等を設けることにより、被害の発生・拡大を防止することを目的として改正

され、平成 25 年４月に施行された消費者安全法に基づき、消費者に対して不当

な勧誘行為等を行った事業者に対して当該行為の取りやめ等を内容とする勧告

を２件実施し、注意喚起も未公開株等の取引を利用した事案（いずれも事業者名

公表）５件を含む７件実施しました。 

消費者庁は改正消費者安全法に基づき、地方公共団体が消費者安全法の運用に

参加する働きかけとして、消費者の財産被害に係る事態が発生した場合に地方自

治体の長等が行うこととすることができる事務について地方自治体に同意を求

め、地方自治体の長が行うこととする事務の範囲等を定める告示の改正（平成 25

年４月１日官報公示・同日施行及び平成 26 年２月 17 日官報公示・平成 26 年４

月１日施行）を行いました。これにより、消費者の財産被害に係る事態が発生し

た場合に改正消費者安全法に基づく立入調査等の事務を行うことについて同意

した地方自治体は延べ１都２府２９県１１政令市になります。 

 

厚生労働省では、「医療機関債の発行消費者保護について」（平成 25 年８月９日付

け医政発 0809 第４号厚生労働省医政局長通知）により、「医療機関債発行等のガイドライ

ン」の一部改正を行いました。 

「消費者

基 本 計

画」の見

直し 

16．詐欺的投資勧誘等（施策番号：41、43、48、49、51、60、60-2、60-3、60-4、

62、64、66、153-2 関係）【消費者庁、金融庁、警察庁、総務省、法務省、経済産

業省、厚生労働省、関係省庁等】 

高齢者等を狙った詐欺的な投資勧誘、インターネット取引及び医療機関債に関

する消費者トラブルについて、被害の未然防止・拡大防止、被害回復の迅速化等

のための対応を行い、消費者トラブルを減少させます。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① ・金融商品取引法、刑法、

特定商取引法、消費者

安全法の詐欺的投資勧

誘に対する厳正な執行 

・金融商品取引法、刑法、

特定商取引法、消費者

安全法の詐欺的投資勧

誘に対する厳正な執行 

消費者庁 

警察庁 

金融庁 

 

② 

 

・犯罪収益移転防止法、

携帯電話不正利用防止

法、振り込め詐欺救済

法の運用強化等による

詐欺的投資勧誘に係る

犯行ツール対策の強化 

・犯罪収益移転防止法、

携帯電話不正利用防止

法、振り込め詐欺救済

法の運用強化、金融機

関、宅配便事業者、携

帯電話事業者等への適

切な注意喚起等による

詐欺的投資勧誘に係る

犯行ツール対策の強化 

警察庁 

金融庁 

総務省 

法務省 

経済産業省 

関係省庁等 

 

③ ・関係省庁や地方自治体

の有する情報提供ツー

ル等を活用した消費者

・関係省庁や地方自治体

の有する情報提供ツー

ル等を活用した消費者

消費者庁 

金融庁 

関係省庁等 
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への情報提供及び必要

な体制の構築 

への情報提供及び必要

な体制の構築 

④ ・消費者・行政一体とな

った押売り・押買い等

排除のモデル事業の実

施 

・25 年度の取組状況を踏

まえ、全国展開に向け

対応 

消費者庁 

関係省庁等 

 

⑤ ・「サクラサイト商法」に

関する消費者被害の未

然防止に向けた普及啓

発（注） 

 

 

消費者庁 

関係省庁等 

 

⑥ ・地方公共団体が消費者

安全法の運用に参加す

るよう働きかけ及び参

加のための環境整備 

・地方公共団体が消費者

安全法の運用に参加す

るよう働きかけ及び参

加のための環境整備 

消費者庁 

関係省庁等 

 

⑦ ・医療機関債発行等のガ

イドラインの改定 

 厚生労働省  

注： “サクラサイト”とは、サイト業者に雇われたサクラが異性、タレントなどのキャラ

クターになりすまして、消費者の様々な気持ちを利用し、サイトに誘導し、メール交換等の有

料サービスを利用させ、その度に支払を続けさせるサイトを指す。 

見直しの

考え方 
「消費者基本計画の改定素案(平成 26 年５月）等に対する意見」等を踏まえた修正 
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重点施策整理表 
 

 

現行｢消

費者基本

計画」の

内容 

17．有料老人ホーム（施策番号：58、58-2 関係）【厚生労働省】 

有料老人ホーム等に係る入居一時金の実態を把握し、償却についての透明性を

さらに高めるための方策も含め入居一時金の在り方について検討し、必要な対応

を行います。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① ・平成 24 年度の法改正以

降における入居一時金

についての実態調査 

・平成 25 年度の調査結果

を踏まえ、入居一時金

の実態を分析し、必要

な方策を検討 

厚生労働省 

 

 

 

実施状況 

入居一時金の償却についての透明性を高める観点から、厚生労働省では、事業者団体や消費

者関係団体、地方公共団体、国土交通省と連携して、有料老人ホーム等の高齢者向け住まいへ

の入居を考えている消費者向けに「－高齢者向け住まいを選ぶ前に－消費者向けガイドブック」を

作成し（平成 24 年度）、入居者が支払う金額や契約が終了した場合に返還される金額について、

消費者向けにわかりやすい説明を行うことを念頭に、モデルケースを設定し、グラフや表を用いて

説明を行っています。 

また、消費者向けの説明資料としての活用を促進するため、地方公共団体や事業者への送付

やウェブサイトでの公開を行うなど、周知に努めています。  

なお、平成 25 年度の老人保健健康増進等事業において平成 24 年度の法改正以降における

入居一時金についての実態調査を行い、実態の把握に努めています。 

「消費者

基 本 計

画」の見

直し 

変更なし 

見直しの

考え方 
― 
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重点施策整理表 
 

現行｢消

費者基本

計画」の

内容 

18．電気通信事業における販売勧誘方法の改善（施策番号：160、161、164 関係）

【総務省】 

代理店を含む電気通信事業者による自主基準等の遵守の徹底を図るとともに、

必要に応じ、制度的な対応も含め、所要の措置を検討し、実施します。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① 

 

・自主基準等の遵守の促

進と状況把握 

・制度的な対応も含め、

必要な措置を検討・実

施 

・消費者トラブルの状況

及び平成 25 年度の取

組状況等を踏まえ、制

度的な対応も含め、必

要な措置を検討・実施 

総務省 

 

 

 

実施状況 

電気通信サービス向上推進協議会がアンケートを行い「電気通信事業者の営業活動に関する

自主基準」等の遵守状況を把握しました。 

また、総務省においては「利用者視点を踏まえたＩＣＴサービスに係る諸問題に関する研究会」

等を開催し、制度的な対応も含め、必要な措置を検討するとともに、同自主基準等の徹底等による

勧誘の適正化を促進させています。 

同研究会の下で開催された「スマートフォン時代における安心・安全な利用環境の在り方に関

するＷＧ」が策定した「スマートフォン安心安全強化戦略」においては、サンキューレター及び重要

事項説明などの書面の交付を徹底するとともに、電話勧誘時のチェックリスト等、有効なツールを

活用し、キャンペーン条件等も含め、利用者にサービス内容等について分かりやすく説明し、利用

者の意思を確実に確認する仕組みの構築が必要である旨の指摘がなされており、総務省におい

ては電気通信事業者の取組を促進させています。また、「ＩＣＴサービス安心・安全研究会」を開催

し、「消費者保護ルールの見直し・充実に関するＷＧ」において利用者が安心・安全に電気通信サ

ービスを利用できるために必要な消費者保護ルールの見直し・充実について検討を行い、法令、

ガイドライン等を徹底させ、消費者取引における情報提供の適正化を促進させています。 

「消費者

基 本 計

画」の見

直し 

18．電気通信事業における販売勧誘方法の改善（施策番号：160、161、164 関係）

【総務省】 

代理店を含む電気通信事業者による自主基準等の遵守の徹底を図るとともに、

必要に応じ、制度的な対応も含め、所要の措置を検討し、実施します。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① 

 

・自主基準等の遵守の促

進と状況把握 

・制度的な対応も含め、

必要な措置を検討・実

施 

・消費者トラブルの状況、

平成 25 年度の取組状

況、ＩＣＴサービス安

心・安全研究会におけ

る検討等を踏まえ、電

気通信事業法に基づく

制度的な対応も含め、

必要な措置を検討・実

施 

総務省 
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見直しの

考え方 

「消費者基本計画の改定素案（平成 25 年５月）等に対する意見」（平成 26 年５月 27 日消費者

委員会）等を踏まえた修正。 
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重点施策整理表 
 

現行｢消

費者基本

計画」の

内容 

なし（平成 26 年度新規重点施策） 

実施状況 

正しい表示は、取引を行う上での基本となるものです。消費者は、商品を購入したりサ

ービスを利用したりする場合、その表示をもとに選択しているため、その表示に嘘や偽りが

あると、自主的かつ合理的な選択ができなくなってしまいます。 

景品表示法は、消費者にその商品・サービスについて実際のものあるいは競争事業者

のものより著しく優良又は有利であると誤認される表示を禁止しています。 

平成 25 年 10 月、ホテルが提供する料理等のメニュー表示に関して、表示と異なる食材が使

用されていた事実が明らかになったことに端を発した今般の食品表示問題等については、政

府を挙げた取組として、森大臣の下に「食品表示等問題関係府省庁等会議」を設置し、

同年 12 月９日に、①個別事案に対する厳正な措置、②関係業界における表示適正化と

ルール遵守の徹底、③事業者の表示管理体制の強化や、国・都道府県の監視指導体

制の強化など景品表示法の改正を含む抜本的な対応を柱とする対策パッケージを取りま

とめました。同対策パッケージには、違反事案に対する課徴金等の新たな措置について

検討することも盛り込まれました。 

その後、これを踏まえ、消費者庁としても、課徴金制度の導入等に関する消費者委員

会への諮問（12 月９日）、景品表示法違反が認められた事業者３社に対する景品表示法に

基づく措置命令（12 月 19 日）を行いました。 

また、消費者庁では、メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方を整

理し、事業者の予見可能性を高めること等を目的とする「メニュー・料理等の食品表示に

係る景品表示法上の考え方について（案）」を作成・公表（12 月 19 日）しました。同案に

ついては、公表日から平成 26 年１月 27 日までの期間においてパブリックコメントの手続に

付すとともに、１月 27 日には意見交換会を開催し、多数の御意見を頂戴いたしました。こ

れらいただいた御意見を検討し、平成 26 年３月 28 日に、成案である「メニュー・料理等の

食品表示に係る景品表示法上の考え方について」を策定・公表を行いました。 

さらに、平成 25 年度に行った行政の監視指導体制の強化に向けた取組としては、農

林水産省の協力を得て、同省の食品表示Ｇメン、米穀流通監視官等に対し、一定期

間、消費者庁の職員として、景品表示法に基づくレストラン、百貨店等への監視業務を

行っていただくべく、平成 26 年２月 26 日に消費者庁への併任発令を行ったことのほか、

都道府県知事に措置命令権限等を付与すること等を盛り込んだ法律案を同年３月 11 日

に国会に提出し、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律が同

年６月６日に成立しました。 

課徴金制度については、上記の消費者庁からの諮問を受けた消費者委員会において

検討が進められ、同年６月 10 日に答申が出されました。景品表示法等改正等法に付さ

れた衆議院・参議院の附帯決議においても、課徴金制度導入のための法案を速やかに

提出するよう求められており、消費者庁としては、今後、消費者委員会の答申の内容を踏

まえ、制度設計を行います。 
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「消費者

基 本 計

画」の見

直し 

 

19．景品表示法に基づく表示の適正化（施策番号：80、103、110、124 関係）【消費

者庁、関係省庁等】 

① 景品表示法等改正等法に基づく改正景品表示法の円滑な施行に向けて必要

な準備を行うなど、景品表示法に基づき表示の適正化を図ります。 

② 景品表示法への課徴金制度の導入に向けて、消費者委員会の答申を踏まえ、

事業者の経済活動を萎縮させることがないよう配慮しつつ、不当表示を実効的

に抑止する観点から、対象行為（不実証広告規制に係る表示の取扱いを含む。）

や主観的要素の在り方などの賦課要件や算定方法等について制度設計を行い

ます。その際、消費者の被害回復の観点も含めて検討することとし、速やかに

法案を国会に提出します。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 担当省庁等 備考 

① 

 

・食品表示に係る景品表

示法上の考え方を整理

し、事業者の予見可能

性を高めること等を目

的とする｢メニュー・料

理等の食品表示に係る

景品表示法上の考え方

について｣の成案を策

定・公表 

・農林水産省の食品表示

Ｇメン等に対し、一定

期間、消費者庁の職員

として一時的に併任発

令することにより、景

品表示法に基づくレス

トラン、百貨店等への

監視業務を実施 

・引き続き、｢メニュー・

料理等の食品表示に係

る景品表示法上の考え

方について｣の成案を

始めとする景品表示法

の普及・啓発 

・引き続き、併任された

食品表示Ｇメンによる

監視業務を実施 

改正景品表示法の施行に

向けて、 

・事業者の表示等に関す

るコンプライアンス強

化に向けた指針の策定 

・法施行に必要な政令の

整備 

・国による執行態勢の強

化のため、消費者庁及

び権限委任を受けた省

庁等との連携による厳

正な景品表示法の執行 

消費者庁 

関係省庁等 

 

②  ― ・景品表示法への課徴金

制度の導入に向けて制度

設計を行い、速やかに法

案を国会に提出。 

消費者庁  

   

見直しの

考え方 

平成 25 年 10 月以降発生した食品表示等問題を受けて、①国による景品表示法執行体制の強

化、②都道府県への措置命令権限の付与、③事業者のコンプライアンス強化等を内容とする不当

景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律（平成 26 年法律第 71 号）が成立する

など、表示の適正化に向けた各種取組を行ったため。 

特に課徴金制度については、景品表示法等改正等法第４条により、同法施行後 1 年以内に必

要な措置を講ずることとされたほか、同法に付された附帯決議により、課徴金制度導入に係る法案

の速やかな国会提出が要請されているため。 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 １ 

消費者基本計画における

具体的施策 

① 国民生活センターと連携して、全国消費生活情報ネットワーク・システム（ＰＩ

Ｏ‐ＮＥＴ）の刷新を円滑に実施します。 

② ＰＩＯ‐ＮＥＴに関し、相談員の入力負担の軽減や情報分析機能の向上に資

するため、国民生活センターと連携して、複雑なキーワードを付与する方式の

見直しによる検索の効率化や、新たな技術の導入による入力負担の軽減など

抜本的な刷新に取り組みます。 

③ 国におけるＰＩＯ‐ＮＥＴ端末の設置基準に関する検討を踏まえ、国民生活セ

ンターと連携して、関係機関にこれを追加配備します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 

①実施済み。 

②最適化計画策定等の作業を進めます。 

③一部実施済み。引き続き追加配備を実施します。 

実施状況 

全国消費生活情報ネットワーク・システム（以下「ＰＩＯ‐ＮＥＴ」という。）は、全国

の消費生活相談業務の円滑な実施を支援するために昭和59年に運用を開始し

たシステムであり、国民生活センター（以下「国民生活センター」という。）と地方

公共団体の消費生活センター等がオンラインネットワークで結ばれ、全国に寄せ

られた消費生活相談が集約されています。 

近年では、消費者被害が多様化、複雑化する中で、消費生活相談業務の支

援に加えて、法執行等を担当する行政機関等からの需要も高まっています。 

平成23年４月には消費者庁が「国の行政機関等におけるＰＩＯ‐ＮＥＴ情報の利

用指針」を策定し、中央省庁や独立行政法人といった関係機関への端末配備に

加えて政府共通ネットワークが利用できる中央省庁等にはＰＩＯ-ＮＥＴ利用のた

めのアカウント発行を行っています。さらに、適格消費者団体へのＰＩＯ‐ＮＥＴ端

末の設置に向けた検討を行っています。 

他方、現行のシステムは、消費生活相談員による相談情報の入力作業の負担

の大きさや、キーワード方式の採用により複雑な検索式を組み合わせないと相談

情報を正確に検索できないといった点が課題となっています。こうした点を踏ま

え、相談員や関係機関にとって使い勝手の良い仕組みとするため、平成 23 年 12

月から、相談員や地方公共団体職員、学識経験者等を構成員とする「ＰＩＯ‐ＮＥ

Ｔ刷新に関する検討会」において、ＰＩＯ‐ＮＥＴ刷新について検討を行い、平成

24 年７月に中間報告を取りまとめました。その後、ＰＩＯ‐ＮＥＴに関する業務やシ

ステムの分析を行い、その分析結果を踏まえ平成 26 年１月に国民生活センター

において「全国消費生活情報ネットワーク・システムの業務・システム最適化計

画」を策定し、同最適化計画及び地方公共団体からの意見や要望を踏まえ 2015

年度のＰＩＯ‐ＮＥＴ刷新に向けた作業を進めています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 国民生活センター運営費交付金 1,583 百万円の内数 3,082 百万円の内数 

    

    

 

                                                  

（注 1-1）「全国消費生活情報ネットワーク・システム（ＰＩＯ－ＮＥＴ）の業務・システム最適化計画」が国民生活センターにおいて平成

26 年１月に策定されたため。 

（注 1-2） 経済産業局や公正取引委員会地方事務所等において利用可能となるよう対応。 

施策番号１番 

具体的施策 

① 国民生活センターと連携して、全国消費生活情報ネットワーク・システム（ＰＩ

Ｏ‐ＮＥＴ）の刷新を円滑に実施します。 

② ＰＩＯ‐ＮＥＴに関し、相談員の入力負担の軽減や情報分析機能の向上に資

するため、国民生活センターと連携して、複雑なキーワードを付与する方式の

見直しによる検索の効率化や、新たな技術の導入による入力負担の軽減など

抜本的な刷新に取り組みます。 

③ 「国の行政機関等におけるＰＩＯ‐ＮＥＴ情報の利用指針」での考え方を踏ま

え、国民生活センターと連携して、関係機関にＰＩＯ-ＮＥＴのためのアカウント

を発行します。 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 

①実施済み。 

②一部実施済み（注 1-1）。引き続き、刷新を進めます。 

③一部実施済み（注 1-2）。引き続きアカウント発行を実施します。 

見直しの考え方 

②平成 26 年１月に策定されたＰＩＯ－ＮＥＴの業務・システム最適化計画を踏ま

え、具体的なシステムの構築等を進める。 

③国の行政機関等については、PIO-NET 端末による利用、アカウント発行による

通常端末での利用のいずれもが可能であるところ、近年、アカウント発行による

利用が多数を占めることとなったため。 

－48－



施策別整理表 
 

  

施策番号 ２ 

消費者基本計画における

具体的施策 

関係行政機関、関係機関、地方公共団体等から消費者事故情報等を一元的

に集約するための事故情報データバンクを構築し、個人情報保護に配慮しつつ

十分な開示を行い、国民生活センターと連携して広く国民からの利用が可能な

運用を行います。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

消費者庁及び国民生活センターでは、関係機関の協力を得て、生命・身体に

関する事故情報を広く収集し、事故防止に役立てるためのデータ収集・提供シス

テムである「事故情報データバンク」を平成 22 年４月１日から運用しています。 

事故情報データバンクでは、国民向けに開示する範囲からは個人を特定する

ことのできる情報を除くなど、個人情報保護に配慮しつつ、登録された生命・身

体に関わる消費生活上の事故情報を簡単に閲覧・検索できるようにしています。

事故情報データバンクには、「重大事故等」や生命・身体に関わる「消費者事故

等」、ＰＩＯ‐ＮＥＴ情報（「危害情報」及び「危険情報」）、「重大製品事故」を始め、

参画機関から平成 25 年度には２万 9,801 件の事故情報が登録され、平成 26 年

３月 31 日時点で登録されている情報は累計で 11 万 2,314 件となっています。 

また、消費者庁ウェブサイトのトップ画面にバナーを設定する等により、国民か

らの利用が可能な運用を行っており、平成 25 年度の事故情報データバンクへの

アクセス件数は、14 万 4,162 件となっています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 事故情報の調査等に関する経費 3 3 

    

    

 

施策番号２番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 

－50－



施策別整理表 
 

  

施策番号 ３ 

消費者基本計画における

具体的施策 

消費者被害の発生・拡大を防止し、消費生活の安全を確保するための省庁横

断的な緊急の対応が必要な場合には、緊急時における国の対処の在り方等に

関する要綱に基づき対処します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁、関係省庁等 

実施時期 緊急時に速やかに対応します。 

実施状況 

消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するため、省庁横

断的な緊急の対応が必要な場合には、緊急時における国の対処の在り方等に

基づき対処することとしています。 

 

平成 25 年 12 月末に発覚した㈱アクリフーズ群馬工場が製造した冷凍食品へ

の農薬混入事案については、消費者の食への信頼を揺るがすものでした。そこ

で、関係省庁間で情報共有を行い、課題についての認識を深めるために、平成

26 年 1 月 14 日に 1 回目の消費者安全情報総括官会議を開催しました。同会議

では、関係府省庁（消費者庁、食品安全委員会、警察庁、厚生労働省、農林水

産省）が緊密な連携及び情報の共有を図るとともに、商品の自主回収が一層、円

滑かつ確実に進むよう、流通業界に対し、消費者庁と関係府省が連携して、店

頭での消費者への情報提供等の協力を要請することとしました。 

さらに、事案の概要がある程度明らかになった段階の 3 月 14 日に 2 回目の消

費者安全情報総括官会議を開催し、関係府省庁局長申合せとして、本事案の再

発防止に向けた「冷凍食品への農薬混入事案を受けた今後の対応パッケージ」

を取りまとめました。具体的には、①食品等事業者に対する食品安全に関する情

報提供、②食品等事業者から保健所への届出・相談、③リコール情報周知の推

進、④緊急時対応について、検討するとともに、関係府省庁が連携してこれらの

取組を実施することとしています。 

 

当該事案以前に、消費者庁は、平成 24 年 9 月 28 日に改正した「消費者安全

の確保に関する関係府省庁緊急時対応基本要綱（関係閣僚申合せ）」を踏ま

え、緊急時対応訓練を実施することとしており、平成 25 年 12 月 11 日に食品安全

委員会、厚生労働省、農林水産省と連携し、消費者庁として初めて緊急時対応

訓練を実施しました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 重大事故発生時の緊急連絡・調

整対応 

1 1 

    

    

 

施策番号３番 

具体的施策 

消費者被害の発生・拡大を防止し、消費生活の安全を確保するための省庁横

断的な緊急の対応が必要な場合には、緊急時における国の対処の在り方等に

関する要綱に基づき対処します。 

緊急事態が生じた場合に備え、平時より緊急時対応訓練を実施します。 

以上の取組に当たっては、先般の冷凍食品への農薬混入事案の教訓を踏ま

えて対応します。 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 
緊急時には速やかに対応します。 

緊急時対応訓練については、原則として毎年度実施します。 

見直しの考え方 

平成 24 年９月 28 日、関係閣僚申合せにより、「消費者安全の確保に関する関

係府省庁緊急時対応基本要綱」が改正された。本要綱は、「消費者行政推進基

本計画」（平成 20 年６月 27 日閣議決定）及び「食品安全基本法第 21 条第 1 項

に規定する基本的事項」（平成 24 年６月 29 日閣議決定）第４の４に基づき、消費

者の消費生活における被害の発生又は拡大を防止し、その安全を確保するた

め、緊急事態等における緊急対策本部の設置等について定めるものである。 

平成 26 年３月に関係府省庁で取りまとめた「冷凍食品への農薬混入事案を受

けた今後の対応パッケージ」においても、「関係府省庁が連携し、消費者安全に

関するより実践的な緊急時訓練を原則として毎年度に一度実施する。」こととされ

たところである。 

このため、緊急時対応訓練の実施について、消費者基本計画のなかに位置

づけることとしたもの。 

「消費者基本計画の改定素案（平成 26 年５月）等に対する意見」（平成 26 年５

月 27 日消費者委員会）等を踏まえて修正。 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 ４ 

消費者基本計画における

具体的施策 

消費者安全法及び消費生活用製品安全法における事故情報の報告・公表制

度の拡充については、消費者安全法等に基づく情報収集を着実に実施し、重大

事故以外の情報の収集状況、消費生活用製品以外の事故情報の収集状況等の

検証を行います。これらに基づき、消費者委員会での検討を踏まえながら、収集

する事故情報の範囲等の拡大について検討を行います。また、公表する事故情

報の範囲等を拡大します。 

消費者庁は、生命・身体分野の消費者事故等の情報に基づく消費者庁の対

応の在り方について検討を行い、被害の重篤度や拡大可能性等の観点から優先

度をつけた対応を行います。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
消費者安全法１２条２項、消費生活用製品安全法３５条１項、３６条１項 

担当省庁等 消費者庁、関係省庁等 

実施時期 
継続的に実施します。 

なお、公表する事故情報の範囲等の拡大は平成 22 年度に一部実施済み。 

実施状況 

消費者庁では、消費者安全法に基づき通知された生命・身体被害に関する消

費者事故等について、（原則として）週１回定期的に公表しております、平成25年

度においては、重大事故等約 1,300 件の事故の概要等の公表を計 50 回行いま

した。 

また、消費生活用製品安全法に基づき報告のあった重大製品事故について

は、週２回定期的に公表しており、平成 25 年度においては、約 900 件の事故の

概要等の公表を計 104 回行いました。その際、リコール対象品の事故について報

告があった場合は、当該リコールの内容についても併せて公表し、周知を図って

います。 

同庁が収集した事故情報のうち、被害の重篤性や拡大性が予想される事案に

ついては、未然防止・再発防止を図るため、消費者への注意喚起を実施しました

（32 回）。 

このほか、平成 25 年 10 月 31 日には、「生命身体事故等に係る消費者事故情

報等の公表に関する基本要領」について、定期公表における詳細情報公表の規

定の整備、消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故情報の公表に関する

規定の統合等に関する改訂を行いました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 事故情報の集約・分析・公表等 96 百万円の内数 96 百万円の内数 

    

    

 

施策番号４番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 

－54－



施策別整理表 
 

  

施策番号 ５・６ 

消費者基本計画における

具体的施策 

消費者安全法に基づく消費者事故等の通知やＰＩＯ‐ＮＥＴ等で収集される情

報に関する分析手法を向上させつつ、適切な分析を行うことによって、消費者被

害の発生の動向を常時的確に把握し、国民生活センターと連携して、注意喚起

や商品テスト情報の提供をタイムリーに行います。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
消費者安全法（平成 21 年法律第 50 号）第 12 条、第 13 条、第 38 条の１ 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

消費者被害の発生の動向については、ＰＩＯ‐ＮＥＴ情報や消費者安全法第 12

条に基づく通知情報等を的確に分析し、関係機関等に対し情報提供するととも

に、消費者安全法第 38 条第１項の規定に基づき、消費者等に対し、平成 25 年

度において７件の注意喚起を実施しました。また、国民生活センターにおいて 71

件の情報提供（商品テスト情報を含む。）を実施し、これらの情報等について、平

成 25 年６月に消費者安全法第 13 条の規定に基づき、消費者事故等に関する情

報の集約及び分析の取りまとめ結果を公表し、国会に報告しました。 

消費者行政が高齢化や情報化、国際化といった消費者を取り巻く状況の変化

に柔軟に対応していくためには、消費者行政の検証・評価を行うための数値指

標が必要となりますが、その一環として、平成 25 年 11 月より「消費者被害に関連

する数値指標の整備に関する検討会」を計４回開催し、「消費者意識基本調査」

結果及びＰＩＯ‐ＮＥＴ情報等を活用した消費者被害額・トラブル額の推計方法等

に関する検討を行いました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 

 

 

消費者安全法に基づく消費者事

故等に関する情報の集約及び分

析の取りまとめ結果の報告作成 

6 6 

消費者安全法（生命身体事案）の

執行 

96 百万円の内数 96 百万円の内数 

消費者安全法(財産事案）の執行 35 百万円の内数 35 百万円の内数 

 

施策番号５・６番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

                                                  
（注 7） リコール情報一元化システムを構築し、平成 25 年４月１日に運用を開始。 

施策番号 ７ 

消費者基本計画における

具体的施策 

リコール情報を一元的に収集し、消費者へ分かりやすく情報提供します。 

また、各種リコール情報を消費者の特性を考慮して分かりやすく周知する方策

について検討します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 
一部実施済み（注 7）。 

サイトの利用状況を把握し、機能改善等を検討します。 

実施状況 

これまで担当省庁等が個々に公表していた「リコール情報」について、消費者

庁がこれらの情報を一元的に収集した上で、消費者が分野横断的にリコール情

報を確認できる「消費者庁リコール情報サイト」の運用を 2012 年４月１日より開始

しました。また、同サイトにおいて、消費者の特性のうち年齢層に着目して、「高

齢者向け」、「子ども向け」等のメール配信サービスも開始しました。さらに、リコー

ル情報をより分かりやすく消費者に伝えるとともに、利便性が向上するよう、サイト

上の検索機能の充実やリコール対象製品の写真の掲載、掲載情報の拡大など

掲載内容の充実・改善を図りました。 

このほか、リコール対象製品による事故の再発・拡大防止等を図るために、リコ

ール対象製品の再公表や使用時期に応じた注意喚起等、消費者への情報提供

を積極的に実施しました。また、リコール情報サイトに関するチラシを作成し、

2013 年５月の「消費者月間」等において配布を行い、リコール情報が広く消費者

の目に触れるよう普及啓発に努めました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 リコール情報等一元化関係経費 7 7 

    

    

 

                                                  
（注 7） リコール情報一元化システムを構築し、平成 24 年４月１日に運用を開始。 

施策番号７番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 
一部実施済み（注 7）。 

サイトの利用状況を把握し、機能改善等を検討します。 

見直しの考え方 リコール情報一元化システムの運用開始日を変更したため。 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 ８ 

消費者基本計画における

具体的施策 

自動車のリコールの迅速かつ着実な実施のため、自動車メーカー等及びユー

ザーからの情報収集に努め、自動車メーカー等のリコール業務について監査等

の際に確認・指導するとともに、安全・環境性に疑義のある自動車については独

立行政法人交通安全環境研究所において現車確認等による技術的検証を行い

ます。 

さらに、ユーザーの視点に立ち、消費者委員会の建議を踏まえ、自動車不具

合情報ホットラインの周知・広報を行うとともに、再リコール事案の届出が行われ

た際には技術検証を積極的に活用し、リコール業務を適切に実施します。 

また、ユーザーに対し、自動車の不具合に対する関心を高めるためのリコール

関連情報等の提供を行います。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
道路運輸車両法第 63 条の２、第 63 条の３及び第 63 条の４ 

担当省庁等 国土交通省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

国土交通省では、自動車のリコールの迅速かつ着実な実施のため、自動車メ

ーカー等及びユーザーからの情報収集に努め、自動車メーカー等のリコール業

務について監査等の際に確認・指導するとともに、安全・環境性に疑義のある自

動車については独立行政法人交通安全環境研究所において現車確認等による

技術的検証を行っています。 

また、ユーザーからの不具合情報の収集を強化するため、「自動車不具合情

報ホットライン（http://www.mlit.go.jp/RJ/）」について周知活動を積極的に行い

ました。 

さらに、同省に寄せられた不具合情報や事故・火災情報等を公表し、ユーザー

への注意喚起が必要な事案や適切な使用及び保守管理、不具合発生時の適切

な対応を促進するために必要な事項について、ユーザーへの情報提供を実施し

ました。特に、「エアブレーキを装備したトラックではブレーキのバタ踏みは危険

です！」及び「自動車用緊急脱出ハンマーの性能確保と使用方法の周知につい

て」について報道発表等を通じ、ユーザー等への注意喚起を行いました。 

なお、平成 25 年度のリコール届出件数は 303 件及び対象自動車台数は 797

万 8,639 台であった。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

国土交通省 リコール対策の充実 250 250 

    

    

 

施策番号８番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

                                                  

（注９） 平成 22 年度に消費生活用製品安全法の関係政省令を改正。使い捨てライター等を特別特定製品に指定し、チャイルドレジ

スタンス機能を義務化。施行は平成 23 年９月。 

施策番号 ９ 

消費者基本計画における

具体的施策 

子どもの事故防止について、国自らの取組を加速化・重点化するとともに、家

庭、学校、サークル、消費者団体、事業者、自治体等の取組を促進する「子ども

を事故から守る！プロジェクト」を展開します。 

また、子どもに対するライターの使用の安全対策を検討します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁、関係省庁等 

実施時期 
一部実施済み（注９）。 

引き続き、「子どもを事故から守る！プロジェクト」を継続的に展開します。 

実施状況 

長年にわたり、０歳を除く１～14 歳の子どもの死因の上位が不慮の事故となっ

ており※１、この傾向は変わっていません。 

消費者庁では、子どもの不慮の事故を防止するための取組として、平成 21 年

12 月より、「子どもを事故から守る！プロジェクト」を実施しています。 

具体的には、同プロジェクトのウェブサイトにて、全国の先進的な取組事例等

を紹介しているほか、子どもの事故予防等に関する情報を提供しています。平成

24 年 10 月には、「あなたのお子さんは安全？」をリニューアルし、事故が起こりや

すい状況ごとに事故事例等を紹介しています※２。 

また、消費者庁に集約される事故情報を基にした注意喚起や事故予防の豆知

識等を含む「子ども安全メール from 消費者庁」を毎週木曜日に配信しており、平

成 25 年度においては、事故情報を踏まえ、カーテンの留めひも（タッセル）やブ

ラインドのひもによる事故防止の情報等を配信しました。これまで、第 180 号まで

配信し、登録者数は２万 6,321 人となっています（平成 26 年３月 31 日現在）。 

さらに、より親しみやすい啓発活動を行っていくため、同プロジェクトのシンボ

ルキャラクター及びテーマソングを平成 25 年１月 23 日に公表するとともに※３、全

国の地方公共団体等主催の子ども関連イベントに参加し、チラシ・冊子等の配布

やテーマソングの披露するなど、積極的な啓発活動を行っています。 

 

 
※１ 厚生労働省「平成 24 年人口動態統計」。 
※２  平成 24 年３月に、事故が起きた際の対処方法等を追加した。 
※３ 一般公募を経てシンボルキャラクターとして「アブナイカモ」が採用され、消費

者庁職員がテーマソング「おしえてね アブナイカモ」を制作した。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 子どもの不慮の事故防止経費 8 8 

    

    

 

施策番号９番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 10 

消費者基本計画における

具体的施策 

関連団体と協力し、子どもの安全安心と健やかな成長発達を目指したデザイ

ン「キッズデザイン」の推進やＳＴマークなどの適切な運用により、事故の予防を

図ります。 

キッズデザインによる製品市場の拡大を目指し、消費者庁等に収集される事

故情報や産業界が有する技術的課題等を基に、人間特性・行動分析に強みを

持つ研究者と企業等との共同による原因究明等を行います。得られる科学的知

見を業種横断的に設計・デザインにおいて利用できる共通基盤として整備し、持

続的に企業・業界団体等に提供・共有する体制を検討します。また、キッズデザ

イン製品等に関する理解を広めるため、社会全体への効果的な情報発信を行い

ます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 経済産業省 

実施時期 

前段については、継続的に実施します。 

後段については、実施済み。（キッズデザイン製品開発支援事業が終了したた

め。） 

実施状況 

経済産業省では、子どもの安全・安心と健やかな成長発達につながる生活環

境の創出を目指したデザインである「キッズデザイン」の開発・普及を推進してい

ます。平成19年度に、キッズデザインに優れた製品や取組等を表彰する「キッズ

デザイン賞」が創設され、特定非営利活動法人キッズデザイン協議会において

運営がなされています。キッズデザイン賞の受賞作品には「キッズデザインマー

ク」の使用が認められます。第７回目に当たる平成25年においては、新たに内閣

総理大臣賞が新設され、企業、地方自治体、研究機関などから合わせて383点

の応募があり、そのうち211点が受賞しました。 

また、子どもを安全かつ安心して生み育てられる生活環境の整備に向けて、子

どもの事故予防に配慮された設計・デザインによる製品の開発を、産業界が積極

的かつ持続的に推進する体制を構築し、キッズデザインによる製品市場の拡大

を目指して「キッズデザイン製品開発支援事業」を実施しました。具体的には、よ

り安全・安心な製品を開発する上で必要となる、子どもの事故情報の分析デー

タ、子どもの身体寸法や行動特性データ等を、業種の異なる企業・業界団体等

に広く提供しました。この事業で得られた成果をウェブサイト「キッズデザインの輪

（http://www.kd-wa-meti.com/index.html）」において公開しています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 10 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

                                                  

（注 11） ＧＨＳに基づく化学物質等安全データシート（ＳＤＳ）（ＪＩＳ Ｚ7250）及びラベル表示（ＪＩＳ Ｚ7251）に係る二つのＪＩＳを統合す

るとともに、最新のＧＨＳと整合させ、平成 23 年度末に新たなＪＩＳ（ＪＩＳ Ｚ7253）として公示。 

施策番号 11 

消費者基本計画における

具体的施策 

化学製品の危険有害性を表示で分かりやすく情報提供するため､世界的に統

一された分類表示ルール（ＧＨＳ）の利用促進及び普及啓発を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 厚生労働省、経済産業省、環境省、関係省庁等 

実施時期 

一部実施済み（注 11）。 

引き続き、関係省庁等において、分類表示ルール（ＧＨＳ）の利用促進及び普及

啓発を図る等、継続的に実施します。 

実施状況 

「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」（以下「ＧＨＳ※」とい

う。）とは、人の安全・健康及び環境の保護を目的として、全ての化学品につい

て、危険有害性（引火性などの物理化学的危険性、発がん性などの健康有害

性、環境有害性）を国際的な統一基準で分類し、共通のラベル等により、化学品

を譲り渡す者から譲り受ける者に分かりやすく伝達する仕組みであり、化学品の

適正な管理に役立つものです。 

我が国では、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促

進に関する法律（平成 11 年法律第 86 号）、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第

57 号）、毒物及び劇物取締法（昭和 25 年法律第 303 号）において、化学品の取

引の際に、対象化学物質及びこれを含有する製品及び製剤については、その成

分名等をＳＤＳ（安全データシート）やラベル表示を用いて、情報提供することが

規定されています。 

経済産業省及び厚生労働省はＧＨＳ分類に関するＪＩＳ（ＪＩＳ Ｚ7252）をＧＨＳ第

４版と整合させるために改訂し、平成 26 年３月 25 日に公示しました。 

経済産業省では、平成 24 年度に作成したＧＨＳ分類作業を正確かつ効率的

に実施するための手引である「ＧＨＳ分類ガイダンス」を平成 25 年 7 月に公開し

ました。また、事業者が混合物に含まれる化学物質を入力することで、ＧＨＳに基

づく混合物の危険有害性分類とラベル表示の出力を行うことができるツール（Ｇ

ＨＳ混合物分類判定システム）を平成 25 年度に開発しました（平成 26 年度中に

公開予定）。 

 

 
※  Globally  Harmonized  System  of  Classification  and  Labelling  of 

Chemicals の略。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

経済産業省 化学物質規制対策事業 550 550 

環境省 化学物質の有害性分類・ラベル調

査及びラベル情報の提供 

4 4 

    

 

                                                  
（注 11） 経済産業省はＧＨＳ分類ガイダンス、ＧＨＳ混合物分類判定システム等の各種ツールを作成、公開しています。経済産業省

と厚生労働省は、ＧＨＳに基づく情報伝達方法に係るＪＩＳ（ＪＩＳ Ｚ7253）を制定しました。また、ＧＨＳ分類に関するＪＩＳ（ＪＩＳ Ｚ7252）

を改訂し、平成 26 年３月 25 日に公示しました。 

施策番号 11 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 

一部実施済み。（注 11） 

引き続き、関係省庁等において、分類表示ルール（ＧＨＳ）の利用促進及び普及

啓発を図る等、継続的に実施します。 

見直しの考え方 
ＧＨＳ分類に関するＪＩＳ（ＪＩＳ Ｚ7252）を改訂し、平成 26 年３月 25 日に公示した

ため。 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 12 

消費者基本計画における

具体的施策 

消費者安全法や消費生活用製品安全法に基づき収集された重大事故等の

情報について、関係行政機関、関係機関等と連携を図りながら、迅速・的確に集

約及び分析・共有を進めます。また、医療機関とのネットワーク構築事業における

委嘱医療機関等から製品等に係る事故に関する基本的な情報及び必要に応じ

て詳細情報を収集する仕組みを構築・運用し、適時見直しを行います。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
消費者安全法１２条１項、消費生活用製品安全法３５条１項 

担当省庁等 消費者庁、関係省庁等 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

消費者庁が設置されたことにより、生命又は身体に係る消費者事故の情報を、

消費者庁が一元的に集約する体制が整備されました。収集した情報は、消費者

庁で分析したうえで、関係行政機関へ対して情報提供を行っています。 

さらに、消費者への注意喚起も関係行政機関と連携して行っており、平成 25

年度は「路線バスでの転倒事故にご注意ください！」、「機械式立体駐車場での

事故に御注意ください！（周知）」の２件について、国土交通省と連名で注意喚

起しました。 

 

また、消費生活において生命又は身体に被害を生じる事故に遭い医療機関を

利用した被害者から事故の詳細情報を収集し、同種・類似事故の再発防止に活

かしていく取組を着実に推進することを目的として、平成 22 年 12 月より、消費

者庁と国民生活センターが共同で「医療機関ネットワーク事業」を開始しました

（平成 26 年３月 31 日時点で、参画医療機関は 24 機関）。 

平成 25 年度末時点で、同ネットワーク参画医療機関から登録された生命・身

体に関わる事故情報は、１万 8,580 件となっています。 

また、収集した情報のうち、事故が多発しているもの、被害の拡大が想定され

るものなどについては、さらに詳細な情報を収集したり、事故の被害者に直接事

故の状況等を聞き取りしたりするなどして事故内容の分析を行うとともに、収集・

分析した事故情報を、注意喚起の実施に活用しています。 

平成25年度は「ジャンプ式の折りたたみ傘及び乳幼児用のいすの事故に気を

つけて！」、「高齢者の餅による窒息事故に気を付けて！」の２件の注意喚起と

「ペットボトルのラベルで窒息！？の危険」、「赤ちゃんを大人用ベッドに１人で寝

かせないで！」など 22 件のメールマガジンの配信を行いました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 医療機関ネットワーク 4 4 

    

    

 

施策番号 12 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

施策番号 13-2-3 

消費者基本計画における

具体的施策 

消費者安全調査委員会は、生命身体被害が発生した場合において、被害の

発生・拡大の防止を図るために原因を究明することが必要であると認めるときに

は、事故等原因調査等を行い、必要に応じて、その発生・拡大の防止のため必

要な施策・措置について勧告・意見具申を行います。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
消費者安全法第 15 条～第 33 条 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

平成 24 年 10 月、消費者庁に消費者安全調査委員会（以下「調査委員会」と

いう。）が設置されました。調査委員会は、生命・身体の被害に関する消費者事

故等の中から、事故等の発生・拡大の防止及び被害の軽減を図るために原因を

究明する必要がある事故を選定し、調査を行います。その際、調査委員会は、調

査権限を行使するなどして自ら調査を行うほか、他の行政機関等により調査が行

われている場合には、その調査を評価（活用）して原因を究明します。また、必要

に応じて、被害の発生・拡大防止のため講ずべき施策・措置について、内閣総理

大臣や関係行政機関の長に勧告や意見具申を行うこともできます。 

調査委員会は、平成 24 年 11 月に開催された第２回調査委員会において、平

成 17 年 11 月 28 日に東京都で発生したガス瞬間湯沸器による一酸化炭素中毒

事故（脚注１）、平成 18 年６月３日に東京都で発生したエレベーター事故（脚注

２）、平成 21 年４月８日に東京都で発生したエスカレーター事故（脚注３）、家庭

用ヒートポンプ給湯機から生じる運転音・振動等により不眠等の健康上の症状が

発生したとされる事案、平成 23 年７月 11 日に神奈川県内の幼稚園で発生したプ

ール事故が調査等の対象として選定しました。さらに、平成 25 年７月に開催され

た第 10 回調査委員会で機械式立体駐車場の事故、平成 25 年 12 月に開催され

た第 15 回調査委員会で子どもによる医薬品の誤飲事故も同様に調査等の対象

として選定し、調査等を開始しました。 

これら７件の事案のうち、エスカレーター事故については、国土交通省の行っ

た調査結果の評価を行っていましたが、平成 25 年６月にその結果を取りまとめた

評価書を決定・公表し、この評価書に示された論点について自ら調査を行ってい

ます。同様に、エレベーター事故についても、同年８月に、国土交通省の行った

調査結果の評価を取りまとめて決定・公表し、その後、自ら調査を行っています。

また、ガス瞬間湯沸器による一酸化炭素中毒事故については、経済産業省の行

った調査等の結果の評価を行っていましたが、平成 26 年１月にその結果を取り

まとめた評価書を決定・公表し、調査委員会委員長から経済産業大臣に対して

消費者安全法第 33 条に基づき、消費者安全の確保の見地から意見を述べて調

査等を終了しました。 

調査委員会は、消費者安全法第 28 条に基づき事故等原因調査等の申出を
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受け付け、調査等の端緒情報として活用しているところですが、この申出制度は

平成 24 年 10 月１日から運用が開始され、平成 25 年度は 57 件（脚注４）の申出

を受け付けました。 

 

【脚注】 

１） 平成17年11月、東京都港区の共同住宅で、当時大学生の男性が、ガス瞬間湯沸器

から発生した一酸化炭素による中毒で死亡した事故。 

２） 平成 18 年６月、東京都港区の共同住宅で、当時高校生の男子生徒が、エレベータ

ーから降りようとしたところ、扉が開いたままの状態でエレベーターが上昇し、乗降口の

上枠とかごの床部分の間に挟まれて死亡した事故。  

３） 平成 21 年４月、東京都港区の商業施設で、下りエスカレーターの手すりから男性会

社員が階下に転落して死亡した事故。  

４） 詳細は参考資料を参照。 

（資料掲載場所→http://www.caa.go.jp/csic/action/index3.html） 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 ・消費者安全調査委員会に関する

経費 

・生命・身体分野の消費者事故調

査等に関する経費 

164 164 

    

    

 

施策番号 13-2-3 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 13-3 

消費者基本計画における

具体的施策 

医療分野における事故の原因究明及び再発防止の仕組みの在り方につい

て、必要な検討を行います。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 厚生労働省、関係省庁等 

実施時期 

平成 25 年５月に、「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部

会」において制度の基本的なあり方についてとりまとめを行いました。今後、でき

るだけ早期に制度を開始できるよう法制化の作業などの準備を進めます。 

実施状況 

医療事故に係る調査の仕組みについては、平成 24 年２月以降、「医療事故に

係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」において議論され、医療事故

に係る調査の仕組み等に関する基本的なあり方（平成 25 年５月 29 日）がとりまと

められました。このとりまとめを踏まえ、医療事故調査制度を医療法に位置づける

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整

備等に関する法律案」を平成 26 年２月に国会に提出しました。 

医療事故調査制度は、 

①医療事故が発生した医療機関が、医療事故調査・支援センターへの届出（報

告）、調査の実施、調査結果の遺族への説明及び医療事故調査・支援センタ

ーへの報告を行うこと 

②その上で、医療機関や遺族からの依頼に応じて、医療機関からも患者側から

も中立的な立場である医療事故調査・支援センターにおいて更なる調査を行

うこと 

③さらに、こうした医療事故調査結果を、医療事故調査・支援センターが整理・分

析し、再発防止に係る普及啓発を行うこと 

を内容としています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 13-3 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 

実施済み。 

（「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整

備等に関する法律案」を平成 26 年２月に国会に提出。） 

見直しの考え方 

医療事故に係る調査の仕組みについては、平成 24 年２月以降、「医療事故に

係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」において議論され、医療事故

に係る調査の仕組み等に関する基本的なあり方（平成 25 年５月 29 日）が取りまと

められました。この取りまとめを踏まえ、医療事故調査制度を医療法に位置づけ

る「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整

備等に関する法律案」を平成 26 年２月に国会に提出しました。この医療事故調

査制度は、 

①医療事故が発生した医療機関が、医療事故調査・支援センターへの届出（報

告）、調査の実施、調査結果の遺族への説明及び医療事故調査・支援センタ

ーへの報告を行うこと 

②その上で、医療機関や遺族からの依頼に応じて、医療機関からも患者側から

も中立的な立場である医療事故調査・支援センターにおいて更なる調査を行

うこと 

③さらに、こうした医療事故調査結果を、医療事故調査・支援センターが整理・分

析し、再発防止に係る普及啓発を行うこと 

を内容としています。 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 13-4 

消費者基本計画における

具体的施策 

食品等による窒息事故の再発防止に向けて、食品の物性・形状面での安全性

の確保のために必要な措置を講じます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

消費者庁ではこれまで、食品等に起因する窒息事故の防止に取り組んできま

した。 

平成 25 年度は、窒息事故について消費者に注意喚起を行い、併せて包装餅

の業界団体に対し、注意表示の記載の取組について要請を行いました（「高齢

者の餅による窒息事故に気を付けて！」（平成 25 年 12 月 18 日））。 

－74－



 

平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 13-4 番 

具体的施策 
食品等による窒息事故の再発防止に向けて、安全性の確保のために必要な

措置を講じます。 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 

食品等による窒息事故については再発防止のための取組を食品等の物性・

形状面の安全性の観点だけでなく、注意表示の普及・徹底、販売方法の改善、

危険性の周知等、総合的な観点で必要な措置を講じていく必要があるため。 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 14 

消費者基本計画における

具体的施策 

消費生活用製品に関して、消費生活用製品安全法に基づく事故情報報告公

表制度等を活用し、収集された事故情報の分析と原因の調査・究明に取り組む

とともに、同種事故再発防止のための事業者による適切な市場対応を促し、消費

者に対する啓発及び事故未然防止のための技術基準改正等の検討を行いま

す。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 経済産業省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

経済産業省では、使用者の誤使用等により乳幼児がベッドから転落する事故

が発生している状況を踏まえ、「消費生活用製品安全法特定製品関係の運用及

び解釈について」の改正を平成 25 年４月１日に行い、乳幼児の転落を未然に防

止するための注意表記を追加しました。 

平成 25 年４月から平成 26 年３月末までに消費生活用製品安全法第 35 条に

基づき政府に報告・受理された重大製品事故（約 900 件）について、製品事故の

原因究明を行うとともに、その結果について公表し、事故情報の提供と注意喚起

を行っています。その中で、製品の回収等が必要な場合は、事業者に対して市

場対応を要請するとともに、特に緊急の対応が求められる場合は、消費生活用

製品安全法第 39 条第１項（危害防止命令）に基づき、当該事業者に対して該当

する製品の回収や消費者向けの注意喚起を行うなど、必要な措置を講ずるよう

命じることとしています（平成 25 年 3 月、ＴＤＫ株式会社に対し発出した危害防止

命令に基づき、同社から未回収の加湿器の回収、消費者への注意喚起の措置

状況について定期的に報告を受け、確認すると共に報告内容について当省ウェ

ブサイトで公表しました。 

そのほか、関係機関と連携し、製品事故の未然防止のため各種注意喚起を行

っています。例えば、学校で発生する事故については、平成 25 年６月に地方公

共団体や教育機関に対して「学校で発生した製品事故に関する情報提供につ

いて」を配布し、各学校における事故の予防に役立てることができるよう周知を図

りました。また、介護ベッドについては、医療・介護ベッド安全普及協議会と協力

し、同年９月に関係機関に対して事故の再発防止の注意喚起文書を発出すると

ともに、介護ベッドの設置状況の点検を行うよう促しています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

経済産業省 商取引適正化・製品安全に係る事

業 

473 百万円の内数 473 百万円の内数 

    

    

 

施策番号 14 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 15 

消費者基本計画における

具体的施策 

昇降機や遊戯施設に係る事故情報・不具合情報の分析、再発防止の観点か

らの事故発生原因解明に係る調査、再発防止対策等に係る調査・検討を踏ま

え、必要な技術基準の見直しを行うとともに、調査結果を報告書として公表しま

す。また、事故に係る調査体制の充実を図りつつ、調査機関の在り方について検

討します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁、国土交通省 

実施時期 
前段について、継続的に実施します。 

後段について、引き続き検討します。 

実施状況 

昇降機（エレベーター、エスカレーター）や遊戯施設の安全性の確保のため、

国土交通省では、「社会資本整備審議会昇降機等事故調査部会」において事

故原因究明のための調査を引き続き行っています。 

 

また、平成 24 年 10 月 31 日に発生した金沢市のエレベーターでの死亡事故※

を受け取りまとめ、平成 25 年２月に公表した「石川県内エレベーター戸開走行事

故調査中間報告書」に付された意見を踏まえ、同様の事故の再発防止に向けた

取組を進めています。 

 

さらに、昇降機等の事故に対する調査体制を強化するため、調査機関の在り

方も検討した結果、建築物等についての国の調査権限の創設等を内容とする

「建築基準法の一部を改正する法律案」を国会に提出し、平成 26 年５月 29 日に

成立しました。 

 

他方、消費者庁に設置された消費者安全調査委員会は、平成 21 年４月８日

に東京都内で発生したエスカレーター事故と平成 18 年６月３日に東京都内で発

生したエレベーター事故について国土交通省が行った調査結果の評価を実施

し、平成 25 年６月にエスカレーター、８月にエレベーターについての評価書を公

表しました。調査委員会は、この評価書を踏まえて、引き続き、事故の原因を究

明するため、自ら調査を進めています（施策番号 13-2 番参照）。 

 

 
※ 平成24年10月、石川県金沢市の宿泊施設で、女性従業員がエレベーターに

乗り込もうとしたところ、扉が開いたままの状態でエレベーターが上昇し、乗降口

の上枠とかごの床部分の間に挟まれて死亡した事故。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 15 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 16 

消費者基本計画における

具体的施策 

製品等の利用により生じた事故等について、捜査を推進し、責任の所在を明

らかにすることにより、関係行政機関と協力しながら再発防止を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 警察庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

近年、エレベーターによる死亡事故等、消費者被害に関する事故が発生して

おり、事故発生の原因や責任の所在捜査はもちろんのこと、事故の再発防止、

被害拡大防止が求められています。 

これらを背景として、都道府県警察では、製品等の利用により生じたと疑われ

る事故等を認知した際には、迅速に捜査を推進し、責任の所在を明らかにするよ

う努めるとともに、関係行政機関とともに事故現場等において情報交換を積極的

に行うなど相互に協力しながら再発防止を図っています。 

また、警察庁では、都道府県警察に対して、製品等の利用により生じた事故等

の情報収集や関係行政機関との協力の必要性等について指示しているほか、こ

うした事故等を認知した際には、関係行政機関に通知するなどしています。 

なお、製品等の利用により生じた事故について、平成 25 年度中に警察庁が関

係行政機関に対して通知した件数は 38 件であり、平成 24 年度に比べて 20 件減

少しています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 16 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

                                                  

（注 17） 国民生活センターと製品評価技術基盤機構、農林水産消費安全技術センターとの間で、国民生活センターの商品テスト事

業に必要な分析の実施を依頼できるよう協定を締結。  

施策番号 17 

消費者基本計画における

具体的施策 

国民生活センターにおいて、製品評価技術基盤機構などの関連機関が保有

する製品事故情報等の共有化、技術・知見の活用を図るとともに、商品テストの

実施に当たっては、各法人の特性を活用した役割分担を促進します。また、自治

体からのテスト依頼への対応や、技術的な調査・分析機能を強化するため、手法

の改善に取り組みます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
独立行政法人国民生活センター法第１０条第３号及び第７号 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 
一部実施済み（注 17）。引き続き、関連機関との連携を促進するなど、継続的に実

施します。 

実施状況 

国民生活センターでは、全国の消費生活センター等で受け付けた商品に関す

る苦情相談の解決のために商品テストを行うとともに、商品群として問題があると

考えられる場合は、被害の未然防止・拡大防止のために商品テストを実施し、広

く情報提供しています。 

商品テストの実施に当たっては、外部テスト機関や事業者、専門家の技術・知

見の活用を図っています。 

また、地方公共団体からの相談解決のためのテスト依頼については、原則とし

て全件に対応していることから、調査・分析機能の強化を図るため、テスト担当職

員を積極的に研修等に派遣するとともに、定型的なテストや専門的なテストは積

極的に外部試験機関等に依頼し、テスト手法の改善・効率化を図っています。 

さらに、重大消費者事故に係る商品テストを国民生活センターで実施する場

合は、消費者庁に事前に連絡を行っているほか、生命・身体事案の情報提供に

ついては双方の役割分担や連携に関する文書を取り交わしています。また、消

費者安全調査委員会の設置後は、同委員会の事務局である事故調査室も加え

て意見交換・情報提供を定期的に実施し、調査案件の委託分析・実験、さらに、

知見の協力に関する文書を取り交わしています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 商品テスト事業 1,583 百万円の内数 3,082 百万円の内数 

    

    

 

施策番号 17 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 18 

消費者基本計画における

具体的施策 

製品評価技術基盤機構と国民生活センターなど関連機関との相互の協力関

係を強化するとともに、製品評価技術基盤機構が行う事故原因究明の機能強化

を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 経済産業省 

実施時期 一部実施済み。継続的に実施します。 

実施状況 

製品評価技術基盤機構（以下「ＮＩＴＥ」という。）では、事故原因究明の機能強

化を図るため、平成 21 年度以降、随時、製品事故原因究明に関する試験施設

等の整備及び増強を行っています。 

平成 24 年４月にはＮＩＴＥの一部組織を改組し、燃焼技術センターを設置しま

した。また、事故原因究明の取組については、リスク評価手法に基づく調査事案

の優先度付けにより、調査の効率化の徹底を引き続き実施しています。 

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22 年 12 月７日閣議

決定）を踏まえ、平成 23 年５月 17 日に締結したＮＩＴＥ及び国民生活センターと

の協定に基づき、定期的に意見交換、情報提供を行うため実務者会議を開催し

て相互の協力関係を強化しています（平成 25 年度は 12 回開催）。具体的には、

試験、事故調査及び広報の担当者間でテレビ会議等により情報共有を密に行

い、国民への効果的な情報提供を図るとともに、平成 24 年度からは、国民生活

センターの商品テスト事業に必要な分析の依頼をＮＩＴＥが受けて行うなど、緊密

に連携を図っています。 

－84－



 

平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 18 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

                                                  

（注 19） 消防法を一部改正し、火災原因と疑われる製品の製造事業者等に対する資料提出命令権等を消防機関に付与（平成 25

年 4 月 1 日施行）。 

施策番号 19 

消費者基本計画における

具体的施策 

市民の身近な安全に影響を与えるおそれのある製品事故等を未然に防止す

るため、事故情報を収集し早期に分析・把握し、公表します。具体的には、製品

火災等に係る情報の収集及び公表、類似火災・事故や技術動向などの横断的

な分析及び精密な調査の実施、発火時の使用環境の再現実験等を行うことによ

り、製品火災・事故等に係る未然防止策等を推進します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 総務省（消防庁）、経済産業省 

実施時期 継続的に実施します（注 19）。 

実施状況 

近年の火災の出火原因は極めて多様化しており、その中で自動車、電気用品

やストーブなど、国民の日常生活に身近な製品が発火源となる火災が発生して

いることから、消防庁では、消費者の安全・安心の確保を図るため、製品火災の

未然防止に向けた取組を強化しています。特に、製品火災情報については、消

防機関の特性をいかして火災情報を網羅的に収集する体制を確立し、発火源と

なった製品の種類ごとに火災件数を集計して、製造事業者名と製品名などを四

半期ごとに公表することにより、国民への注意喚起を迅速かつ効率的に行ってい

ます。 

この調査結果については、全国の消防機関に通知するとともに、収集した火災

情報を消費者庁、経済産業省及び国土交通省と共有し、連携して製品火災対

策を推進しています。また、製品火災対策の強化を図ることを目的として、平成

24 年６月 27 日に改正消防法（昭和 23 年法律第 186 号）が成立し、平成 25 年４

月１日より、消防機関は火災の原因である疑いがある製品の製造事業者又は輸

入事業者に対して、資料提出等を命ずることができるようになりました。さらに、製

品火災対策の一環として、平成 23 年度より、製品火災に関する情報及び火災調

査結果に関して消防機関とＮＩＴＥとの連携強化を図っています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

総務省（消防庁） 製品火災対策の推進及び火災原

因調査の連絡調整 

16 16 

    

    

 

施策番号 19 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 20 

消費者基本計画における

具体的施策 

食品安全基本法第 21 条第１項に規定する「基本的事項」（平成 24 年６月改

定）に基づいて、食品の安全性の確保のために必要な措置を講じます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 

食品安全基本法第 21 条第１項 

「食品安全基本法第 21 条第１項に規定する基本的事項」（平成 24 年６月 29 日

閣議決定） 

担当省庁等 
消費者庁、内閣府、食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、環境省、関係

省庁等 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

食品安全基本法第 21 条第１項に規定する基本的事項（平成 16 年１月 16 日

閣議決定）とは、食品安全行政に関して講じられる各般の措置についての具体

的な推進方策を定めたものです。 

本基本的事項については、平成 16 年の閣議決定以降の食品安全をめぐる状

況の変化や、消費者庁の設置に伴う食品安全行政に関する体制の変更等に応

じた見直しを行いました（平成 24 年６月 29 日閣議決定）。具体的には、①いわゆ

る「隙間事案」については、消費者庁が消費者安全法に基づき措置すること、②

リスクコミュニケーションに係る関係府省の事務の調整を消費者庁が実施するこ

と、③食品事故に係る緊急対策本部は、内閣府特命担当大臣（消費者及び食品

安全）が設置することなどについて新たに記述され、消費者庁が、食品安全に関

わる行政機関として本基本的事項において明確に位置付けられました。 

以後、食品安全行政を行う関係省庁においては、消費者庁の調整の下、相互

の密接な連携を図る取組として、関係府省連絡会議等を定期的に開催し、食品

の安全性の確保に関する施策を総合的に推進していくこととしています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 消費者安全の啓発に必要な経費 35 の内数 35 の内数 

食品と放射能に関するリスクコミュ

ニケーションに必要な経費（復興

特会） 

19 19 

    

 

施策番号 20 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

施策番号 21 

消費者基本計画における

具体的施策 

関係省庁等は、食品の安全性に関するリスクコミュニケーションを推進します。 

消費者庁においては、所要の体制整備を図った上で、関係行政機関等の協

力を得て、消費者に身近な地方公共団体や消費者団体等との連携を図りなが

ら、消費者の立場に立ったリスクコミュニケーションの一層の促進のために必要な

措置を講じます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 

食品安全基本法（平成１５年法律第４８号）第 21 条第１項 

「食品安全基本法第２１条第１項に規定する基本的事項」（平成２４年６月２９日閣

議決定） 第３ 情報及び意見の交換の促進（法第１３条関係） 

担当省庁等 消費者庁、食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、環境省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

平成 23 年６月に、食品安全基本法第 21 条第１項に定める基本的事項が閣議

決定され、消費者庁が食品安全行政を実施する機関として明確に位置付けられ

ました。そのうち、リスクコミュニケーションに関しては、消費者庁が関係府省庁等

の事務の調整を担うこととされ、消費者庁、食品安全委員会、厚生労働省及び農

林水産省（以下、「４省庁」という。）が連携して、食品安全に関するリスクコミュニ

ケーションの取組を推進しています。 

特に、東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故を受け、食

品中の放射性物質に関するリスクコミュニケーションに関しては、４省庁が重点的

に取り組んでおり、平成 25 年度には、４省庁共催の下、食品中の放射性物質に

関する正確な情報提供に重点を置いたシンポジウム形式による意見交換会を、

全国で８回開催しました。 

また、関係府省庁等が連携した食品の安全性に関するリスクコミュニケーション

の取組として、平成 25 年度には、食品安全委員会、厚生労働省及び消費者庁

共催によるＢＳＥ（牛海綿状脳症）対策の見直しに関する説明会を２回、厚生労働

省と消費者庁の共催による健康食品の安全性確保に関する意見交換会を３回、

それぞれ開催しました。また、厚生労働省と農林水産省では、ＢＳＥ対策に関す

るポスターを全国の自治体や関係団体等を通じて配布し、対策の見直しの経緯

について説明しました。 

なお、関係府省庁等ごとに行った食品の安全性に関するリスクコミュニケーショ

ンの取組は、以下のとおりです。 

食品安全委員会では、東日本大震災への対応として、「放射性物質に関する

緊急とりまとめ」（平成 23 年３月）、「食品中に含まれる放射性物質」に関する評価

書（平成 23 年 10 月）の概要やＱ＆Ａをウェブサイトで情報提供しました。また、地

方公共団体等で開催された意見交換会等への講師の派遣を行いました。 

そのほか、平成 25 年度には、ＢＳＥ対策の見直し、農薬、食品添加物、遺伝子

組換え食品、食中毒等に関する意見交換会を 28 回開催するとともに、地方公共

団体等で開催された意見交換会への講師の派遣を行いました。また、ウェブサイ

ト等を通じて食品の安全性に関する情報提供を行いました。 

厚生労働省では、食品中の放射性物質の基準値の設定理由や検査計画、摂
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取量調査の結果など対策の概要を始め、都道府県等が実施している食品中の

放射性物質の検査結果を取りまとめてウェブサイトで公表し、国内外への迅速な

情報提供を行っています。 

また、ＨＡＣＣＰやノロウイルス、輸入食品の安全性確保について、説明会等を

主催するとともに、地方公共団体が開催する意見交換会への講師を派遣しまし

た。 

そのほか、有毒植物やノロウイルスによる食中毒についての注意喚起や健康

食品の正しい利用方法などのパンフレット、動画等を作成し、ウェブサイトに掲載

して、消費者の食品の安全性に関する知識と理解を図るための情報の提供を行

っています。 

農林水産省では、消費者を重視した農林水産行政を進め、食品の安全性等

に関する正しい知識を普及するために、本省及び各地方農政局等において各

種説明会、出張講座等の実施や講師の派遣を行っています。 

平成 25 年度は、動物検疫所の見学・説明会を開催するとともに、畜産分野に

おける薬剤耐性菌対策に関する意見交換会を行いました。 

また、食品中の放射性物質について、正確な情報提供を通じて正しい知識の

普及を図るために、本省及び各農政局等は、４省庁共催による説明会の開催の

ほか、消費者団体や食品製造・流通業者等に対して、平成 25 年度は 47 回の説

明会を開催するとともに、ウェブサイト等を通じた分かりやすい情報の発信を行い

ました。 

さらに、東日本大震災による被災地やその周辺地域で生産・製造されている

農林水産物・食品を積極的に消費することで被災地等の復興を応援するため、

「食べて応援しよう！」のキャッチフレーズの下、食品産業事業者、地方公共団体

等の協力を得て、被災地産の農産物等の販売フェアや各府省庁の食堂・売店、

社内食堂での積極的利用等の取組を推進しています。 

その結果、「食べて応援しよう！」に賛同した取組は 373 件（平成 25 年４月～

平成 26 年３月）となっています。このうち、被災地産食品販売フェア等は 257 件、

社内食堂等での食材利用は 93 件、セミナー・シンポジウムの開催等は 23 件とな

っています。 

また、農林水産省のほか各府省庁の食堂においては、米や水産物を始めとす

る被災地産食材の積極的な利用を随時実施しています。 

消費者庁では、平成 25 年度も引き続き、食品中の放射性物質に関するリスク

コミュニケーションに重点的に取り組み、福島県を始めとした地方公共団体や消

費者団体等と連携し、全国 90 か所で意見交換会を開催しました。 

加えて、平成 25 年度はより地域に根ざした取組として、正確な情報発信ができ

る専門家（コミュニケーター）の養成研修を開催し、受講者は約 3400 名に達しま

した。（コミュニケーター養成研修については、施策番号 21-2 を参照。）さらに、

平成 23 年度以降、食品・水道水の検査結果や、出荷・摂取制限の範囲など、正

確な情報をウェブサイトで発信しているほか、放射性物質や、食品等の安全の問

題を分かりやすく説明する冊子「食品と放射能Ｑ＆Ａ」を作成（平成 23 年５月 30

日～適宜改訂、平成 25 年９月２日に第８版を発行）し、ウェブサイトで公表すると

ともに、配付しています。 

このほか、食品の安全性を脅かす危害要因等の注意喚起について、ウェブ

サイトを活用して情報提供を行っています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 消費者安全施策企画推進事業 7 百万円の内数 7 百万円の内数 

 食品と放射能に関するリスクコミュ

ニケーション 

47 47 

食品安全委員会 リスクコミュニケーション実施経費 27 27 

 

厚生労働省 食品に関する情報提供や意見交

換（リスクコミュニケーション）の推

進 

9 9 

 

施策番号 21 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

施策番号 21-2 

消費者基本計画における具

体的施策 

食品と放射能に関する消費者理解の増進を推進します。 

消費者庁内に設置された「食品と放射能に関する消費者理解増進チーム」

において、放射能に関する消費者の意識調査や生産者を含めた事業者から

のヒアリング等により、食品の風評被害の実態を把握し、その結果を踏まえ、

消費者理解の増進に必要な措置を講じ、風評被害の払拭を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁、関係省庁等 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

平成 25 年１月７日に消費者庁内に設置した「食品と放射能に関す

る消費者理解増進チーム」において、平成 25 年４月 26 日に取りまと

めた「食品と放射能に関する消費者理解増進のための施策の方針」

に基づき、関係省庁や地方公共団体との連携の下、リスクコミュニケー

ションの強化を始めとする消費者理解増進のための施策を効果的に

行うことにより、風評被害の防止を図っています（平成 25 年度に講じた

食品中の放射性物質に関するリスクコミュニケーションについては、施

策番号 21 を参照）。 

その１つとして、消費者の安全・安心の確保の観点から、消費者教育推進

法第９条に基づき、リスクコミュニケーションの充実などを踏まえた「消費者教

育の推進に関する基本的な方針」（平成 25 年 6 月 28 日閣議決定）を作成し

ました。 

また、これまでのリスクコミュニケーションに加え、特に、地域に根ざし

た情報提供の機会を設けることを目的とし、消費生活相談員、保健師、

栄養士、保育士、学校給食関係者、ＪＡ職員等を対象に、正確な情報提供

ができる専門家（コミュニケーター）の養成研修を全国 66 か所で開催

し、受講者は約 3,400 名（平成 26 年３月 31 日時点、当初目標 2,000

名）に達しました。研修受講後に、コミュニケーターによるミニ集会等をはじ

めとした情報発信を促すため、コミュニケーターへの情報提供を目的としたウ

ェブサイトの開設を始め、食品中の放射性物質の現状をまとめた視聴覚教材

（ＤＶＤ）やリーフレットを作成し提供しました。 

平成 25 年９月には、生産者による安全性確保や復興を目指した取

組等を消費者に広く知っていただくために、女優の秋吉久美子さんを

「東北未来がんばっぺ大使」に任命し、被災地の生産者の訪問等の

活動も行っています。 

 

地方公共団体への支援として、消費者自身が放射性物質を測定し

たいというニーズに対応するため、消費者庁は国民生活センターとの共

同で、地方公共団体に放射性物質検査機器を貸与しています。平成
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25 年 10 月の５次配分時点で全国 272 の地方公共団体に、386 台の

配分を決定しました。また、検査機器を貸与した地方公共団体を対象

とした検査方法等の研修会を開催し、検査の信頼性確保のための支

援を行っています。そのほか、国民生活センターにおいて、地方公共団

体の要請に基づき、ゲルマニウム半導体検出器を用いた食品中の放

射性物質の精密測定を行っています。 

被災４県（岩手・宮城・福島・茨城）において、地域の実情に応じて

食品等の放射性物質検査の体制整備、食の安全性等に関する消費生活相

談対応等に取組めるよう、東日本大震災復興特別会計による「地方消費者

行政活性化基金」の上積みを行いました。そのほか、地方消費者行政

活性化基金の仕組みを活用し、国が先駆的な政策テーマの１つとして

「東京電力福島第一原子力発電所の事故による食品の風評被害の

防止」を示し、地方公共団体において事業を実施しました。 

 

平成 25 年２月、８月に引き続き、平成 26 年２月に、被災地域及び

被災地産品の主要仕向け先の都市圏の消費者約 5,000 人を対象と

して、インターネットを通じた消費者意識の実態調査を行いました。そ

の結果、少しずつではありますが、風評被害が改善していることがうか

がえました。今回の調査結果も踏まえつつ、今後とも、消費者に対して

食品中の放射性物質に関する正確な情報提供を行い、消費者理解

の増進を図っていく予定です。 

 

（参考） 

風評被害に関する消費者意識の実態調査（第３回） 
ウェブサイト  

http://www.caa.go.jp/safety/pdf/140311kouhyou_2.pdf 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 国と地方のコラボレーションによる

先駆的プログラムの実施 

500 500 

食品と放射能に関するリスクコミュ

ニケーション事業 

47 47 

地方消費者行政活性化基金 729 729 

 

施策番号 21-2 番 

具体的施策 

食品中の放射性物質に関する消費者理解の増進を推進します。 

消費者庁内に設置された「食品と放射能に関する消費者理解増進チーム」

において、消費者意識調査等を踏まえながら、地方公共団体等と連携し、消費

者理解の増進に必要な措置を講じ、風評被害の防止を図ります。 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 
基本方針は変更がないが、平成 26 年度の取組予定に合わせた内容とする

ため。 
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施策別整理表 
 

施策番号 22 

消費者基本計画における

具体的施策 

食品安全に関するリスク管理は、科学的知見に基づき、国際的動向や国民の

意見に配慮しつつ必要な措置を講じる必要があることから、食品事業者や消費

者等関係者との意見交換で出された意見等をリスク管理施策に反映させ、リスク

管理措置を講じます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
食品衛生法（第 10 条、11 条、22 条）、食品安全基本法（５条、24 条１項１号） 

担当省庁等 厚生労働省、農林水産省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

国産農畜水産物や食品の安全性を向上させ、健康への悪影響を未然に防止

するためには、生産から消費にわたってリスク管理に取り組むことが不可欠です。 

農林水産省は、まず、食品が安全であるかどうか、安全性を向上させる措置を

採る必要があるかどうかを知るために、食品安全に関する情報を収集・分析し、

優先的にリスク管理の対象とする有害化学物質・有害微生物を決定した上で、農

畜水産物・食品中の含有実態調査を行っています。その上で、これらの実態調

査の結果を解析し、必要がある場合には、低減対策を検討することとしていま

す。これらの各過程において、生産者、事業者、消費者、地方公共団体等と情

報・意見の交換を行い、必要に応じそれらの情報・意見をリスク管理措置に反映

させています。 

平成 25 年度には、食品安全に関する国際動向及び国内での取組などについ

ての基礎情報を提供し、農林水産省が実施している食品安全に関するリスク管

理の取組について理解を深めていただくことを目的として、食品安全に関するセ

ミナーを開催いたしました。有害化学物質の低減対策として、食品の加工や調理

中の高温加熱が原因となって、意図せずに生成し食品中に含まれてしまう化学

物質の一つであるアクリルアミド について、食品関連事業者が自主的に行う食

品中のアクリルアミド低減の取組を支援するため、事業者などの意見を取り入れ

ながらこれまでの知見を整理した「食品中のアクリルアミドを低減するための指

針」を作成・公表しました。 

厚生労働省では、飲食に起因する衛生上の危害の発生に関するリスク管理機

関として、食品衛生法に基づき、食品に残留する農薬、汚染物質や食品に使用

する添加物など、食品や添加物等の規格基準の設定を行っています。これらは、

内閣府に設置された食品安全委員会が科学的知見に基づいて行うリスク評価の

結果に基づき、食品事業者や消費者等関係者の意見等を踏まえて実施している

ものです。例えば、食品添加物については、その食品添加物が人の健康を損な

うおそれのない場合に限って使用を認めた上で、品質の安定したものが流通す

るよう、純度や成分について成分規格を定め、過剰摂取による健康被害が生じな

いよう、食品ごとに使用基準を定めるなどしています。さらに、実際に市場から仕

入れた食品中の添加物の種類と量を検査し、国民１人当たりの摂取量を調査す
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るなど、継続的な安全確保に努めています。 

また、食品の安全性を確保するためには、厚生労働省や都道府県等関係行

政機関が連携して、規格基準の遵守等に関する監視指導を実施することが重要

です。これを重点的・効率的かつ効果的なものとするため、厚生労働省では「食

品衛生に関する監視指導の実施に関する指針」を定め、輸入時については同省

が、国内流通時については各都道府県等が、それぞれ関係者の意見を踏まえ

つつ、毎年度、監視指導計画を作成・公表の上、監視指導を実施しています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

厚生労働省 食の安全の確保 12,949 12,949 

    

    

 

施策番号 22 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 23 

消費者基本計画における

具体的施策 
リスク評価機関の機能強化について、検討を行います。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 食品安全委員会 

実施時期 過去の施策の実施状況を踏まえ、継続的に取組を実施します。 

実施状況 

食品安全基本法では、食品のリスクが存在することを前提として、これをコント

ロールしていくという考え方の下、「リスクアナリシス」※という考え方が導入されて

います。また、同法に基づき、食品の安全性について、科学的知見に基づいて

中立公正に「リスク評価」を行う機関として、平成15年７月、内閣府に食品安全委

員会が設けられ、人の健康に悪影響を及ぼすおそれのあるものを含む食品を摂

取することによって、どのくらいの確率で、どの程度人の健康に悪影響が生じるか

を科学的に評価しています。 

食品安全委員会では、平成25年５月に評価を担当する課を２課に拡充し、評

価体制の強化を図るとともに、同年７月には豪州・ニュージーランド食品基準機

関（ＦＳＡＮＺ）と、平成26年１月には欧州食品安全機関（ＥＦＳＡ）との定期会合を

開催し連携強化を図りました。また、１年11月には、食品安全に関する論文、食

品安全委員会が取りまとめた食品健康影響評価の内容などを国内外に広く発信

するため、英文ジャーナルを創刊しました。 

このような取組を通じ、食品安全委員会は、リスク評価機関としての機能強化や

国際的な評価の確立に努めています。なお、平成26年３月31日時点で、リスク管

理機関からの要請や自ら行うことを決めた2,096件の事案のうち、1,596件の評価

を終えています。 

 

 
※ リスクアナリシスとは、①食品中に含まれる特定の物質等が人の健康に及ぼす

影響を科学的に評価する「リスク評価」と、②リスク評価の結果に基づいて国民の

食生活等の状況を考慮して基準の設定や規制等の対応を行う「リスク管理」、③

これらの情報を共有して、消費者、事業者、行政機関等が情報・意見交換する

「リスクコミュニケーション」の３要素からなる考え方のこと。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 23 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 24 

消費者基本計画における

具体的施策 

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」に基

づき、米・米加工品について平成 22 年 10 月に施行される取引等の記録の作成・

保存の制度の定着を図ります。 

また、その他の飲食料品についても、農林漁家、中小事業者の取組を推進し

つつ、同法の実施状況を踏まえ、関係省庁が連携し、仕入先、仕入日、販売先、

販売日の記録の作成・保存の義務付け等について検討し、必要に応じて所要の

措置を講じます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 

「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」第３

条、第５条及び第６条（前段）、附則第５条第２項（後段） 

担当省庁等 国税庁、農林水産省 

実施時期 
前段について、継続的に実施します。（平成 22 年 10 月施行） 

後段について、同法の実施状況を踏まえ検討を行います。 

実施状況 

米穀等（米穀、米加工品の中間原材料及び米加工品）の流通に関しては、問

題が発生した際に速やかに流通ルートや原因を特定し、必要な対策が円滑に講

じられることが重要です。そのため、農林水産省及び国税庁では米トレーサビリ

ティ法に基づく米穀等の取引等に係る情報の記録の作成・保存に関する状況の

確認等のため、米穀事業者に対する巡回立入検査等を全国で実施し、制度の

定着を図っています。 

また、農林水産省では、米穀等以外の飲食料品についても、食品事業者によ

るトレーサビリティの取組を推進するため、実践的なマニュアルを作成したほか、

地域におけるセミナー開催等の普及活動を推進しました。 

－101－



 

平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

農林水産省 

 

食品トレーサビリティ促進事業委

託費 

29 29 

消費・安全対策交付金 2,096 百万円の内数 2,096 百万円の内数 

    

 

施策番号 24 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

                                                  

（注 25） 農業生産工程管理（ＧＡＰ）とは、農業生産活動を行う上で必要な点検項目を関係法令等に則して定め、これに沿って、各

工程の正確な実施、記録、点検及び評価による持続的な改善を行う活動。 

施策番号 25 

消費者基本計画における

具体的施策 

高度な取組内容を含む農業生産工程管理（ＧＡＰ（注 25））の共通基盤づくりを進

めるとともに、指導者の育成や産地での導入等に対する支援を充実し、産地に

おける更なる取組の拡大と取組内容の高度化を推進します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 農林水産省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

農業生産工程管理（以下「ＧＡＰ※」という。）とは、農業生産活動を行う上で必要

な点検項目を関係法令等に則して定め、これに沿って、各工程の正確な実施、記

録、点検及び評価による持続的な改善を行う活動のことです。 

我が国におけるＧＡＰの現状をみると、国内に様々なＧＡＰが存在するとともに、

科学的知見や消費者・実需者のニーズを踏まえた取組への対応も十分に進んで

いない状況にあることから、農林水産省では平成 22 年４月に、高度な取組内容を

含む先進的なＧＡＰの共通基盤として、「農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤

に関するガイドライン」を策定しました。 

産地における更なる取組の拡大と内容の高度化を図るため、消費・安全対策交

付金等を活用し、指導者の育成や産地での導入等に対する支援を実施していま

す。 

 

 
※ Ｇｏｏｄ Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｐｒａｃｔｉｃｅの略。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

農林水産省 

 

 

消費・安全対策交付金 2,096 百万円の内数 2,096 百万円の内数 

産地活性化総合対策事業 5,288 百万円の内数 5,288 百万円の内数 

東日本大震災農業生産対策交付

金 

10,427 百万円の内数 10,427 百万円の内数 

 

施策番号 25 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

                                                  
（注 26-1） ＨＡＣＣＰとは、原料受入から最終製品までの各工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入などの危害を分析（危害要因

の分析：Ｈａｚａｒｄ Ａｎａｌｙｓｉｓ）した上で、危害の防止につながる特に重要な工程（重要管理点：Ｃｒｉｔｉｃａｌ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｐｏｉｎｔ）を継

続的に監視・記録する工程管理のシステム。HACCP 導入以前に比べ、より効果的に問題のある製品の出荷を未然に防ぐことが

可能となるとともに、危害要因の追及を容易にすることが可能。 
（注 26-2） 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法とは、食品製造事業者がＨＡＣＣＰを導入する際の設備、施設の整

備に要する費用について、長期低利融資による支援を措置する法律。平成 25 年 6 月 21 日施行の一部改正により、同法の有効

期限を平成35年6月30日まで延長するとともに、長期低利融資の対象として、従来のＨＡＣＣＰ導入に加え、その前段階の衛生・

品質管理の基盤となる施設や体制の整備のみに取り組む場合が追加された。 

施策番号 26 

消費者基本計画における

具体的施策 

食品製造事業者の中小規模層におけるＨＡＣＣＰ（注 26-1）の導入を促進するた

め、「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法（注 26-2）」に基づきＨＡ

ＣＣＰ導入やその前段階の衛生・品質管理の基盤となる施設や体制の整備につ

いて、長期低利融資により支援します。 

また、引き続き低コスト導入手法の構築や現場責任者・指導者養成のための

研修と併せて、消費者のＨＡＣＣＰへの理解促進の取組等を支援します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 

食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第 10 条第１項（日本政策

金融公庫からの資金の貸付け） 

担当省庁等 農林水産省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

食品の安全と消費者の信頼の確保を図るため、生産から消費に至るフードチ

ェーン全体において安全管理の取組強化が求められている中、農林水産省では

食品の安全性の向上と品質管理の徹底等を目的に、問題のある製品の出荷を

未然に防止することができるＨＡＣＣＰ※の普及・導入促進のための施策を実施し

ています。 

具体的には、事業者が、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置

法（平成 10 年法律第 59 号）による計画認定を受けると、これに必要な施設の整

備等に対して、株式会社日本政策金融公庫から長期低利融資が受けられる制

度により、HACCP 導入に対する支援を実施しています。 

平成 25 年６月には同法が改正され、HACCP 導入のための体制・施設の整備

に加え、HACCP 導入の前段階の衛生・品質水準の確保や消費者の信頼確保の

ための体制・施設の整備（高度化基盤整備）のみに取り組む場合も新たに支援

の対象とされました 

また、平成 15 年度以降、予算措置により、ＨＡＣＣＰ導入促進のための研修会

等の実施、低コストなＨＡＣＣＰ導入の推進、専門家による現地指導の取組等へ

の支援を実施し、特に食品製造事業者の中小規模層におけるＨＡＣＣＰの導入

を促進しています。 

 

 
※ 食品衛生管理システムの一つ。Ｈａｚａｒｄ Ａｎａｌｙｓｉｓ ａｎｄ Ｃｒｉｔｉｃａｌ Ｃｏｎｔｒｏｌ 

Ｐｏｉｎｔの頭文字をとったもので、危害要因分析重要管理点と訳される。原料受入

から最終製品までの各工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入などの危害を
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分析（危害要因の分析）した上で、危害の防止につながる特に重要な工程（重要

管理点）を継続的に監視・記録する工程管理のシステム。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

農林水産省 食品産業グローバル革新支援事

業 

370 の内数 370 の内数 

    

    

 

                                                  
（注 26-1） ＨＡＣＣＰとは、原料受入から最終製品までの各工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入などの危害を分析（危害要因

の分析：Ｈａｚａｒｄ Ａｎａｌｙｓｉｓ）した上で、危害の防止につながる特に重要な工程（重要管理点：Ｃｒｉｔｉｃａｌ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｐｏｉｎｔ）を継

続的に監視・記録する工程管理のシステム。HACCP 導入以前に比べ、より効果的に問題のある製品の出荷を未然に防ぐことが

可能となるとともに、危害要因の追及を容易にすることが可能。 
（注 26-2） 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法とは、食品製造事業者がＨＡＣＣＰを導入する際の設備、施設の整

備に要する費用について、長期低利融資による支援を措置する法律。平成 25 年 6 月 21 日施行の一部改正により、同法の有効

期限を平成35年6月30日まで延長するとともに、長期低利融資の対象として、従来のＨＡＣＣＰ導入に加え、その前段階の衛生・

品質水準の確保や消費者の信頼確保のための施設や体制の整備のみに取り組む場合が追加された。 

施策番号 26 番 

具体的施策 

食品製造事業者の中小規模層におけるＨＡＣＣＰ（注 26-1）の導入を促進するた

め、「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法（注 26-2）」に基づきＨＡ

ＣＣＰ導入やその前段階の衛生・品質管理の基盤となる施設や体制の整備につ

いて、長期低利融資により支援します。 

また、引き続き低コスト導入手法の構築や現場責任者・指導者養成のための

研修と併せて、消費者のＨＡＣＣＰへの理解促進の取組等を支援します。 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 
「食品の製造過程の管理の高度化に関する基本方針」が平成 25 年 12 月 20

日付けで告示されたため。 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 27 

消費者基本計画における

具体的施策 

食品のリコール社告について、「消費生活用製品のリコール社告の記載項目

及び作成方法」（ＪＩＳ Ｓ0104:2008）の趣旨を分かりやすく整理した記載例を作成

し、社告を出す際の参考とするよう周知します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 農林水産省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

食品のリコール社告を通じた消費者への情報提供の適正化を図るため、農林

水産省では、平成 23 年５月 19 日から６月６日に順次、食品事業者団体（140 団

体）に対して、「消費生活用製品のリコール社告の記載項目及び作成方法」（ＪＩＳ 

Ｓ0104：2008。以下「当該ＪＩＳ※規格」という。）を参考とするよう文書による周知を

行いました。なお、同文書の発出後も、一部には当該ＪＩＳ規格の趣旨を十分踏ま

えていない社告も見受けられることから、当該ＪＩＳ規格の趣旨を分かりやすく整理

した記載例を作成し、平成 25 年４月５日に農林水産省のウェブサイトに掲載する

とともに食品事業者団体に対して周知しました。 

 

 
※ Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｓｔａｎｄａｒｄｓ（日本工業標準）の略。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

                                                  
（注 27） 「消費生活用製品のリコール社告の記載項目及び作成方法」（ＪＩＳ Ｓ0104:2008）の趣旨を分かりやすく整理した記載例を

作成し、平成 25 年４月５日に農林水産省ホームページに掲載するとともに食品事業者団体に対して周知した。 

施策番号 27 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 
一部実施済み（注 27）。 

記載例の周知は継続的に行います。 

見直しの考え方 

社告を出す際の参考となる「消費生活用製品のリコール社告の記載項目及び

作成方法」（ＪＩＳ Ｓ0104:2008）の趣旨を分かりやすく整理した記載例を作成し、

平成 25 年４月５日に農林水産省ホームページに掲載するとともに食品事業者団

体に対して周知したため。 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 28 

消費者基本計画における

具体的施策 

農林物資規格調査会等の審議を経て、社会的ニーズに対応した新たなＪＡＳ

規格の導入を推進することに加え、ＪＡＳ規格の新規策定や見直しに係る作業手

順の透明化を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則（ＪＡＳ法施行

規則）第１条～第４条、第 13 条及び第 14 条 

担当省庁等 農林水産省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

農林水産省では、新たなＪＡＳ※規格の制定や定期的なＪＡＳ規格の見直しのプ

ロセスの透明性を高めるため、平成 23 年度から、ＪＡＳ規格の制定等に関する計

画を作成・公表し、規格に関する調査、原案の作成等の時期・実施主体等のＪＡ

Ｓ規格の制定と見直しに関する作業手順を明らかにしました。平成 25 年度は、同

計画に基づき、1 規格の新規制定と 26 規格の見直しについて農林物資規格調

査会で審議を行いました。 

 

 
※ Ｊａｐａｎｅｓｅ Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｓｔａｎｄａｒｄ（日本農林規格）の略。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

農林水産省 新分野ＪＡＳ規格化事業委託費 8 8 

    

    

 

施策番号 28 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 29 

消費者基本計画における

具体的施策 

流通食品への毒物混入事件について、迅速に捜査を推進し、関係行政機関

と連携を取りながら被害拡大の防止に努めます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 警察庁、関係省庁等 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

警察庁では、流通食品への毒物混入事件について、被害の拡大防止のため

に、関係行政機関との連携を図っています。 

また、都道府県警察に対して、流通食品への毒物混入事件に関する情報収

集、関係行政機関との連携の必要性等について指示するとともに、こうした事件

等を認知した際には、必要に応じて、関係行政機関に通報するなどしています。 

これを受け、都道府県警察では、流通食品への毒物混入の疑いがある事案を

認知した際には、迅速に捜査を推進し、責任の所在を明らかにするよう努めると

ともに、関係行政機関との情報交換を積極的に行うなど相互に協力しながら被害

の未然防止、拡大防止に努めています。 

平成 25 年中、警察庁及び群馬県警察は、群馬県の冷凍食品製造工場にお

ける農薬混入事件について、関係行政機関と情報交換を行いました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 29 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 30 

消費者基本計画における

具体的施策 

食品安全や食生活と健康について、消費者への分かりやすい情報提供の取

組を推進します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 農林水産省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

農林水産省は、同省のウェブサイト「安全で健やかな食生活を送るために

（http://www.maff.go.jp/ｊ/ｆｓ）」にて、食品安全や食生活と健康に関する親しみ

やすく分かりやすい情報提供に取り組みました。また、食品中の放射性物質対策

について、専門家ではない方にも分かりやすく解説したページを作成・更新して

います。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 30 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 31 

消費者基本計画における

具体的施策 

食品関係事業者に対する消費者の信頼確保が図られるよう、食品業界の信頼

性向上に向けた研修会の全国開催等を通じて、「企業行動規範」や各種マニュ

アルの策定や適切な運用を図ることにより、法令遵守や企業・社会倫理遵守とい

った「コンプライアンス」の徹底を促進します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 農林水産省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

食品業界では、食品の偽装表示等の消費者の信頼を揺るがす不祥事が引き

続き起こっており、消費者の生命・健康に直接関わる食品を取り扱う企業として許

されるものではありません。このため、食品業界のコンプライアンス徹底を図る観

点から、農林水産省では、食品業界が「道しるべ」として利用するための「『食品

業界の信頼性向上自主行動計画』策定の手引き～５つの基本原則～」（平成 20

年３月農林水産省食品の信頼確保・向上対策推進本部決定）を策定しました。こ

れを受け、食品業界団体に対し、「信頼性向上自主行動計画」の策定とそれに基

づく取組の実施を要請しました。また、各団体の会員等企業に対し、①消費者基

点の明確化、②コンプライアンス意識の確立、③適切な衛生管理・品質管理の基

本、④適切な衛生管理・品質管理の体制整備、⑤情報収集・伝達・開示等の取

組の５つの基本原則と、基本原則ごとの取組方針及び具体的な行動を示し、そ

れらを参考としながら実際の取組を進めることを働きかけるよう要請しました※。 

また、農林水産省では、平成 20 年度以降、補助事業により、コンプライアンス

徹底を図るための研修会を実施しています。平成 25 年度においては、食品製造

事業者等において、消費者視点、安全な食品の供給を重視する方針の徹底や

法令等の遵守の徹底、緊急時における責任を持った対応を取るための体制の整

備、これらに関する PDCA サイクルの適切な運用等、国際的に通用するマネジメ

ント体制の構築に携わる人材を育成するための研修会を全国で 20 回開催しまし

た。 

 

 
※ 「食品業界の信頼性向上自主行動計画」策定の手引き～５つの基本原則～に

ついて（平成 20 年３月農林水産省総合食料局長、消費・安全局長、生産局長、

経営局長、林野庁長官、水産庁長官連名通知） 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

農林水産省 食品産業の強化のうち食品の品

質管理体制強化対策事業 

255 の内数 255 の内数 

    

    

 

施策番号 31 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 32 

消費者基本計画における

具体的施策 

我が国の主要食料輸入国や食の安全問題に関わりの深い国際機関等を所管

する在外公館において、個別事例への対応、各国政府・国際機関との連絡体制

の強化、また、国内においては消費者庁を含む国内関係省庁・機関との連絡体

制の強化に取り組みます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 外務省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

海外からの食品を多く輸入する我が国では、近年、輸入食品に対する安全性

についても国内の関心は高まっています。このような関心の高まりを受け、政府

は、主要食料輸入国や食の安全問題に関わりの深い国際機関等を所管する在

外公館を中心に「食の安全担当官」を設置するなど、個別事例への対応や各国

政府・国際機関との連絡体制の強化、さらには、国内関係府省・機関における連

絡体制の強化に取り組んでいます。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 32 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

                                                  

（注33） 食品衛生法第23条第１項に基づき、輸入食品等について、国が行う輸入時の監視指導等を重点的、効果的かつ効率的に

行うことを目的として策定するものであり、年度ごとに、国民の意見を聴いた上で策定し、当該計画に基づく監視指導の結果につ

いても公表することとしている。 

施策番号 33 

消費者基本計画における

具体的施策 

輸入食品監視指導計画（注 33）により、輸出国政府との二国間協議や在外公館

を通じた現地調査等の実施や担当官の増員、情報等の入手のための関係省庁

との連携の推進など、輸入食品の安全性の確保のための検査・監視体制の強化

を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）第 23 条 

担当省庁等 厚生労働省、関係省庁等 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

食品流通のグローバル化の進展、消費者ニーズの多様化などを背景に、輸入

食品の届出件数は年々増加しています。増加する輸入食品の安全性を確保す

るため、厚生労働省は、年度ごとに「輸入食品監視指導計画」を策定し、重点

的、効率的かつ効果的な監視指導の実施に取り組んでいます。 

この計画では、輸出国、輸入時（水際）、国内流通時の３段階で厚生労働省本

省、検疫所、都道府県等の関係行政機関が対策を講じることとしています。 

輸出国での安全対策として、日本への輸出食品について食品衛生法違反が

確認された場合は、輸出国政府等に対して原因の究明及び再発防止対策の確

立を要請するとともに、二国間協議を通じて生産等の段階での安全管理の実

施、監視体制の強化、輸出前検査の実施等の推進を図っています。また、必要

に応じて担当官を派遣し、輸出国の安全対策の調査等を実施しており、中国、カ

ナダ等の現地日本大使館に「食の安全担当官」を配置するとともに、平成 25 年

度は、メキシコ、南アフリカ等に担当官を派遣し食品安全に関する情報収集等を

行いました。引き続き、二国間協議及び現地調査を通じて輸出国段階の安全対

策を検証するほか、計画的に主要な輸出国の安全管理体制に関する情報収集

の推進に努めます。 

輸入時の対策としては、多種多様な輸入食品を幅広く監視するため、輸入港

や空港に設置された検疫所が年間計画に基づくモニタリング検査を実施してお

り、検査の結果、違反の可能性が高いと見込まれる輸入食品については、輸入

の都度、輸入者に対して検査命令を実施しています。また、検疫所の検査機器

の整備等、輸入食品の安全性確保体制の強化を図っています。 

国内流通時の対策としては、厚生労働省本省、検疫所等と連携を取り 

つつ、都道府県等が国内流通品としての輸入食品に対する監視指導を行って

おり、違反食品が確認された際には、速やかに厚生労働省に報告を行い、輸入

時監視の強化（モニタリング検査や検査命令等）を図っています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

厚生労働省 輸入食品の安全確保対策等の推

進 

10,568 10,568 

    

    

 

施策番号 33 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

                                                  

（注 36） ｒｉｓｋ ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ。ＪＩＳ Ｚ 8051 において「リスク分析及びリスク評価からなるすべてのプロセス」と定義されるもの。 

施策番号 36 

消費者基本計画における

具体的施策 

消費生活用製品の分野におけるリスクアセスメント（注 36）の必要性・在り方等に

関する専門家との検討を踏まえ、リスクアセスメントの普及啓発を推進します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 経済産業省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

経済産業省では、事業者が安全な製品を市場に供給するために、事前に製

品安全に関するリスクの把握と評価を行い、製品の設計・開発・製造の各段階で

反映させるリスクアセスメント手法について解説したリスクアセスメントハンドブック

を作成（基礎知識編（2010 年５月公表）と実務編（2011 年６月公表））し、リスクア

セスメントの普及・定着を図っています。 

具体的には、各工業会を通じた周知を実施するとともに、関連団体の説明会

等において当該ハンドブックを紹介し、また、企業の品質管理担当者向けのセミ

ナーで当該ハンドブックをテキストとして使用しました。さらに、同省ウェブサイト

「製品安全ガイド」にダウンロード可能な形式で掲載しました。 

 

また、経済産業省では販売事業者の販売形態、取扱製品、事業規模等の特

色を踏まえた効果的なリスクアセスメント等の取組を促進するため、各業界団体

が業界の実情を調査・分析し、業界ごとの製品安全に関する指針・ガイドラインを

作成・公表する作業を支援しました。（2013 年度、中小家電、通信販売、ホーム

センターの取組を対象。）。 

他にも、販売事業者のリスクアセスメント等を含む製品安全の自主的な取組を

促すことを目的とし、国内３か所（東京、大阪、名古屋）において、製品安全に関

する流通事業者向けガイドの内容を紹介するセミナー（計 215 人参加）を開催し

ました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

経済産業省 商取引適正化・製品安全に係る事

業 

473 百万円の内数 473 百万円の内数 

    

    

 

施策番号 36 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 37 

消費者基本計画における

具体的施策 

家庭用品メーカー等が危害防止対策を推進する際のガイドラインとなっている

「家庭用化学製品に関する総合リスク管理の考え方」を踏まえ、各種製品群につ

き、メーカー等が製品の安全対策を講じるために利用しやすい「安全確保マニュ

アル作成の手引き」を作成します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第３条 

担当省庁等 厚生労働省 

実施時期 
一部実施済み。引き続き、必要に応じて製品群ごとに手引きを作成又は改訂す

る。 

実施状況 

厚生労働省では、家庭用品に使用される化学物質による健康被害を防止する

ため、家庭用品規制法に基づいて規制基準を定めており、平成 26 年１月時点

に、20 物質について、物質ごとに対象製品（繊維製品、洗浄剤等）の基準を設定

しています。 

また、平成７年７月のＰＬ※法の施行に伴い、事業者自らによる製品の安全確保

レベルのより一層の向上を支援するため、家庭用品メーカー等が危害防止対策

を推進する際のガイドラインとなっている「家庭用化学製品に関する総合リスク管

理の考え方」を踏まえ、各種製品群につき、事業者が製品の安全対策を講じるた

めに利用しやすい「安全確保マニュアル作成の手引き」を作成しています。平成

10 年に防水スプレーについて手引きを作成したのを皮切りに、平成 23 年の洗浄

剤・漂白剤まで５種類の手引き（10 製品群）を作成しました。 

現在、防水スプレー安全確保マニュアル作成の手引きについては、改訂を検

討しており、有識者 12 名から構成されている家庭用品安全確保マニュアル（防水

スプレー等）検討会を平成 25 年度第１回（平成 25 年 12 月 17 日）と第２回（平成

26 年３月 25 日）開催した。 

 

 
※ Ｐｒｏｄｕｃｔ Ｌｉａｂｉｌｉｔｙ の略。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

厚生労働省 家庭用品健康被害防止対策事業

費 

3 3 

    

    

 

施策番号 37 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

                                                  
（注 37-2） 指定薬物の指定への迅速化、海外の流通実態や危険情報を基にした指定、包括指定の実施、消費生活センターに寄せ

られる情報の活用等、一定の成果を得ている。  

施策番号 37-2 

消費者基本計画における

具体的施策 

合法ハーブ等と称して販売される薬物の取締り体制の強化等を推進するととも

に、消費者への情報提供・啓発活動を実施します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 

薬事法（76 条の４、76 条の５、76 条の８） 

麻薬及び向精神薬取締法（12 条、13 条、20 条、22 条、24 条、26 条、28 条） 

担当省庁等 関係省庁等 

実施時期 

一部実施済み（注 37-2）。 

引き続き、合法ハーブ等と称して販売される薬物の取締り体制の強化等を推進

するとともに、消費者への情報提供・啓発活動を実施します。 

実施状況 

薬物乱用対策の実施に当たり、関係行政機関相互間の緊密な連携を確保す

るとともに、総合的かつ積極的な施策を推進することを目的として「薬物乱用対策

推進会議」（平成 20 年 12 月閣議決定）を設置しています。現在は、薬物乱用の

根絶を図るため、「第四次薬物乱用防止五か年戦略」（平成 25 年８月策定）に基

づき、関係行政機関が連携した対応を行っています。 

最近、合法ハーブ等と称して販売される薬物を使用した者が二次的な犯罪や

健康被害を起こす事例が多発しています。その中で、取締りの強化を図るため、

厚生労働省では、指定薬物への指定の迅速化のため、薬事・食品衛生審議会

薬事分科会指定薬物部会の開催頻度を上げるとともに、現在、日本での流通が

確認されていないものであっても、海外の流通実態や危険情報を基にして指定

を行っています。 

また、化学構造が類似している特定の物質群を指定薬物として包括的に指定

する「包括指定」について、平成 25 年 12 月 13 日付けで 495 物質を指定薬物と

して指定する省令を公布し、平成 26 年１月 12 日付で施行しました。これらの結

果、指定薬物数は 1,360 物質となっています（平成 26 年３月 31 日時点）。 

販売事業者に対する取締りについては、都道府県警察と都道府県等の衛生

主管部局が連携し、販売実態の把握に努め、指導・警告を実施しており、また、

平成 25 年 10 月に施行した薬事法の改正で麻薬取締官(員)に指定薬物に対す

る取締権限を付与するとともに、平成 25 年 12 月 13 日に公布された薬事法及び

薬剤師法の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 103 号）により新たに指定薬

物の所持、使用等が禁止される(施行は平成 26 年 4 月 1 日)など、指導・取締りを

強化しています。指定薬物に関しても、関係府省庁間で必要な意見交換や情報

提供を促進し、港湾や空港等の水際における対策を含め、摘発に当たっての一

層の連携強化を図り、取締りを実施しています。 

 

また、厚生労働省、財務省、文部科学省、警察庁、消費者庁、内閣府がそれ

ぞれ消費者への情報提供・啓発活動を行っています。 
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厚生労働省では、合法ハーブ等と称して販売される薬物 (いわゆる脱法ドラッ

グ)を使用した者が二次的犯罪や健康被害を起こす事例が多発していることか

ら、指定薬物や麻薬を指定する際など、機会を捉えて脱法ドラッグに関するポス

ターの作成・配布をしています。また、麻薬・覚醒剤乱用防止運動などにおける

啓発実施の徹底、関係機関などとも連携した広報・啓発の実施、情報を一元的

に収集・提供するための、「あやしいヤクブツ連絡ネット」の運用を行っています。 

併せて、小学校６年生保護者向け、高校３年生等に配布する心と体を守る啓

発資材に当該薬物の危険性が理解できるような記載を充実させ、配布を行って

います。 

文部科学省では、すべての中学校と高等学校で、警察職員、麻薬取締官

OB、学校薬剤師等を講師とした薬物乱用防止教室を年１回は開催するよう促す

とともに、薬物乱用防止啓発のための啓発教材等を作成し、すべての小学５年

生、中学１年生、高校１年生及び大学１年生等に配布するなど、学校等での薬物

乱用防止教育の充実強化を図っています。 

警察庁では、規制薬物はもとより、合法ハーブ等と称して販売される薬物の危

険性・有害性等について理解させるなど、薬物乱用防止に関する啓発活動を効

果的に行うためのパンフレットを作成し、学校等に配布しているほか、薬物乱用

防止教室、学校警察連絡協議会等を通じて、健康被害事例についての情報提

供を積極的に行っています。また、「薬物乱用防止広報強化月間」を設定するな

ど、関係部門、関係機関・団体等との連携を強化し、薬物乱用防止のための広

報啓発活動を推進しています。 

消費者庁では、合法ハーブ等と称して販売される薬物に関する啓発ポスター

やチラシを消費生活センター等の協力を得て配布を行うなどして予防啓発の強

化に取り組んでいます。 

内閣府では、政府広報オンラインにおいて、短編マンガを用いた広報啓発活

動を実施するなど、青少年に訴求力の高い広報媒体を活用して、合法ハーブ等

と称して販売される薬物等の危険性の周知を図っています。また、関係省庁と連

名で、都道府県・指定都市等に対して、卒業・進学・新入学等の時期における合

法ハーブ等と称して販売される薬物等、新たな乱用薬物に係る広報啓発の強化

について依頼し、この種の薬物の危険性・有害性の周知徹底、訴求対象に応じ

た広報啓発活動の推進、関係機関の相談窓口の周知徹底等を図っています。 

財務省では、合法ハーブ等と称して販売される薬物に関する輸入規制及び当

該薬物の危険性・有害性等について、税関見学会等の機会を利用し、注意喚起

を行っています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

内閣府 薬物乱用対策推進会議経費 1 1 

警察庁 薬物対策用資料 2 2 

文部科学省 薬物乱用防止教育推進事業 25 25 

児童生徒の心と体を守るための啓

発教材の作成 

74 74 

厚生労働省 違法ドラッグ対策費等 158 158 

海上保安庁 薬物・銃器の密輸入対策等の強

化 

263 263 

 

施策番号 37-2 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 38 

消費者基本計画における

具体的施策 

製造物責任法に関連する裁判例及び裁判外紛争解決事例について、消費者

庁は、関係省庁及び国民生活センターなど関係機関との協力体制を整備して収

集を行い、これを整理して取りまとめ、消費者庁ウエブサイト等で公表します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁、関係省庁等 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

製造物責任法（平成６年法律第 85 号）は、製品の欠陥によって生命、身体又

は財産に損害を被ったことを証明した場合に、被害者は製品の製造業者等に対

して損害賠償を求めることができる、円滑かつ適切な被害救済に役立つ法律で

す。 

具体的には、製造業者等が、自ら製造、加工、輸入又は一定の表示をし、引き

渡した製造物の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、製造業

者等の過失の有無にかかわらず、これによって生じた損害を賠償する責任がある

ことを定めています。同法は、平成６年７月１日に公布され、平成７年７月１日より

施行されています。 

消費者庁では、消費者が消費者被害を未然防止・拡大防止するために必要

な知識を得る環境を整備するために、同法に関連する判例等を収集・公表して

います。消費者庁及び国民生活センターが連携・協力して、同法に関連する判

例、同法に基づき提訴された訴訟等の情報を収集し、その概要について、国民

生活センターのウェブサイト（消費者庁のウェブサイトからリンクを設定。）で公表

しています。 

平成 25 年度は、判例（全 166 件うち第一審 103 件、控訴審 50 件、上告審 13

件）や、同法に基づき提訴された訴訟情報（197 件）等を公表しました（平成 26 年

３月末時点の累計件数。うち平成 25 年度収集分の公表件数は、判例９件、同法

に基づき提訴された訴訟の情報６件。）。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 38 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 39 

消費者基本計画における

具体的施策 

① エステティック関係団体におけるエステティック衛生基準の周知・徹底、エス

テティック学術会議の年に１回程度の継続的な実施、フェイシャルエステティッ

クに関する調査研究等について助言を行い、これらの成果等について、広く

周知を行います。 

② 施設における衛生管理の実態を把握し、必要に応じて、衛生管理を進める

ためのマニュアルの整備等、施術者、店舗の参考となる情報提供に努めてい

きます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 厚生労働省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

美容医療ではない施術を行ういわゆるエステティックについては、公益財団法

人日本エステティック研究財団※において、エステティック営業施設における衛生

基準を作成し、事業者等に対する周知を図るとともに、衛生基準に関する知識の

習得のため、平成 22 年 12 月よりｅ‐ラーニングを実施しており、平成 25 年度は

10 月 1 日から実施しました。 

同財団では、消費者の安全を確保するための知識等の向上のため、毎年、エ

ステティシャンを対象に学術会議を開催し、最新の衛生管理の知見等について

周知しています。さらに、平成 22 年からは厚生労働科学研究を実施しており、フ

ェイシャルエステ等について安全性の検証を行うとともに、施設の衛生管理の実

態把握を行った上で、衛生管理導入の手引等を作成し、平静 25 年３月からウェ

ブサイトで公開しています。 

 

 
※ 平成４年５月 22 日設立：平静 25 年４月１日より公益財団法人へ移行。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 39 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 39-2 

消費者基本計画における

具体的施策 

美容医療、歯科インプラント等の自由診療について、施術の前に患者に丁寧

に説明し、同意を得ることが望ましい内容等につき、周知を行います。また、患者

に対する事前説明（消費者取引を含む。以下同じ。）及びその同意に係るトラブ

ルの発生状況について、消費者庁と連携するなどして把握するとともに、その結

果を踏まえ、事前説明の内容やその方法を具体的に示した指針について検討・

策定します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
医療法第１条の４第２項 

担当省庁等 厚生労働省 

実施時期 
前段について、引き続き実施します。 

後段について、平成 25 年度から検討し、26 年度に策定します。 

実施状況 

医療従事者から患者に対し、丁寧に説明しなければならない事項について

は、「診療情報の提供等に関する指針の策定について」（平成 15 年９月 12 日通

知）において定めており、各都道府県に周知していましたが、最近、美容医療サ

ービス等の自由診療について、患者の理解と同意が十分に得られていないこと

に起因するトラブルが発生しています。「診療情報の提供等に関する指針」で

は、「代替的治療法がある場合には、その内容及び利害得失（患者が負担すべ

き費用が大きく異なる場合には、それぞれの場合の費用を含む。）」を医療従事

者が患者に対して丁寧に説明しなければならない事項として定めており、緊急性

がそれほど高くない美容医療サービスの提供に当たっては、こういった事項につ

いて特に丁寧な説明が求められます。しかしながら、患者の理解と同意が十分に

得られていないことに起因すると考えられるトラブルが生じていることを踏まえ、事

前説明の内容やその方法を具体的に示した指針として、「美容医療サービス等の

自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等について」（平成 25 年９月

27 日通知）を定めました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

  

施策番号 39-2 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 

実施済み。 

（事前説明の内容やその方法を具体的に示した指針として、「美容医療サービス

等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等について」（厚生労働

省医政局長通知医政発 0927 第１号）を平成 25 年９月 27 日付けで発出したた

め。） 

見直しの考え方 

事前説明の内容やその方法を具体的に示した指針として、「美容医療サービ

ス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等について」（厚生労

働省医政局長通知医政発 0927 第１号）を平成 25 年９月 27 日付けで発出したた

め。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

施策番号 39-2-2 番 

具体的施策 

事前説明の内容やその方法を具体的に示した指針である「美容医療サービス

等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等について」（平成 25

年９月 27 日付け厚生労働省医政局長通知医政発 0927 第１号）を周知徹底すると

ともに、遵守状況を把握します。 

担当省庁等 厚生労働省 

実施時期 平成 26 年度に実施します。 

重点施策との関連 
関連の有無  ：  有 ・ 無 

関連重点施策番号：14 

－135－



 

施策別整理表 
 

  

施策番号 39-3 

消費者基本計画における

具体的施策 

まつ毛エクステンションの施術に係る安全を確保するため、美容師に必要な教

育プログラムや消費者への情報提供の在り方等について検討し、措置を講じま

す。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 厚生労働省 

実施時期 平成 25 年度中に結論を得て、措置を講じます。 

実施状況 

平成 23 年 11 月から「生活衛生関係営業等衛生問題検討会」において、まつ

毛エクステンションの施術に係る安全性の確保等について検討を重ね、平成 25

年６月に教育プログラムを取りまとめました。この教育プログラムの作成を受けて、

公益社団法人日本理容美容教育センターにおいて当該プログラムに沿って美

容師養成施設における平成 26 年度の教科書の作成が行われ、教育の充実が図

られました。また、消費者への情報提供の在り方等についても、施術の安全性の

確保について検討し、これを踏まえ、地方公共団体に対して、「まつ毛エクステン

ションに係る教育プログラムと情報提供等について」（平成 25 年 6 月 28 日通知）

を発出し、健康被害のリスク等に関する情報提供等の取組の徹底について、営

業者に対する周知や指導監督を求めました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

                                                  
（注 39-3） 平成 25 年６月に教育プログラムを作成するとともに、消費者への健康被害のリスク等に関する情報提供等の取組の徹底に

ついて通知（平成 25 年６月 28 日付け「まつ毛エクステンションに係る教育プログラムと情報提供等について」）を発出した。 

施策番号 39-3 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 
一部実施済み（注 39-3）。 

引き続き、実施します。 

見直しの考え方 

平成 25 年６月に教育プログラムを作成するとともに、消費者への健康被害のリ

スク等に関する情報提供等の取組の徹底について通知（平成 25 年６月 28 日付

け「まつ毛エクステンションに係る教育プログラムと情報提供等について」）を発出

しており、平成 26 年度においても引き続き情報提供の取組について周知を図

る。 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 40 

消費者基本計画における

具体的施策 

一定の水準や合理性を満たしている民間サービス事業者に対して、サービス

品質や信頼性を確保し、消費者が安心してサービスを利用できるよう、第三者が

認証を与える制度の普及促進の現状についてフォローアップを行います。 

既に制度が運用されているエステティック産業、結婚相手紹介サービス業につ

いては運用上の課題を把握するとともに、必要に応じて助言を行います。また、

消費生活センターなどに寄せられる苦情相談件数が増加している業界を中心

に、制度導入の必要性について業界団体などとともに検討します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 経済産業省 

実施時期 
前段について、継続的に実施します。 

後段について、引き続き検討します。 

実施状況 

民間サービス業の中でも、エステティック産業や結婚相手紹介サービス業は、

市場として高い成長が期待されている分野ですが、その反面、多くの消費者相

談が寄せられている現状にあり、当該産業の健全な成長・発展にはサービス品

質の確保等により消費者の信頼を得ることが不可欠となっています。 

そのため、経済産業省では、サービス品質や信頼性向上の観点から、エステ

ティック産業及び結婚相手紹介サービス業の第三者認証制度について、運用上

の課題を把握するとともに、当該認証機関や事業者からの相談、一般の消費者

からの各種問合せ等に対応しました。 

また、同制度が運用されておらず、消費生活センター等に寄せられる苦情相

談件数が増加している業界を中心に、制度導入の可能性・必要性等について検

討を行っています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 40 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 41 

消費者基本計画における

具体的施策 

高齢者などを狙った悪質商法対策の充実・強化を図るため、特定商取引法の

趣旨及び消費者被害の実態を踏まえ、同法の厳正な執行を行います。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

消費者が商品を購入する際、通常は、店舗に出掛けて行って商品を見比べ、

自分の必要とする品質・性能を持つかどうかや価格等を十分考慮します。一方、

事業者からの電話で勧誘を受ける場合や、事業者が自宅に突然訪れて勧誘さ

れる場合もあります。このような場合、消費者にとってみれば、いわば「不意打ち」

のような形となり、商品について冷静かつ十分に吟味する時間もなく、適切な判

断ができないおそれがあります。 

そこで、特定商取引法では、事業者と消費者との間でトラブルを生じやすい取

引類型（①訪問販売、②通信販売、③電話勧誘販売に係る取引、④連鎖販売取

引、⑤特定継続的役務提供に係る取引、⑥業務提供誘引販売取引、⑦訪問購

入）について、購入者等（消費者）の利益を保護し、商品の流通や役務の提供を

適正で円滑なものとするため、事業者が守るべきルール（行為規制）と、クーリン

グ・オフ等の消費者を守る民事ルールを定めています。事業者に同法の規制に

違反する行為が確認された場合には、業務停止命令等の行政処分が行われて

います。 

あわせて、特定商取引法の執行を補完する取組として、通信販売について

は、通信販売業者に対して不適切な広告の改善を促すとともに、インターネット・

サービス・プロバイダや金融庁等に対し、違法な電子メール広告等に関する情報

を提供することにより、ウェブサイトの削除や口座凍結等を促しています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 特定商取引法等の執行 

（特定商品取引適正化推進等経

費） 

239 百万円の内数 239 百万円の内数 

    

    

 

施策番号 41 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 41-2 

消費者基本計画における

具体的施策 

通信販売等について、特定商取引法の執行を補完する取組として、通信販売

事業者に対し不適切な広告の改善を促すとともに、インターネット・サービス・プロ

バイダや金融庁などに対し、違法な電子メール広告等の情報を提供することによ

り、ウエブサイトの削除や口座の停止等を促します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 施策番号 41 番と同文 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 電子商取引モニタリング等事業 

（特定商品取引適正化推進等経

費） 

87 87 

    

    

 

施策番号 41-2 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 

－143－



施策別整理表 
 

  

                                                  

（注 41-3） 特定商品等の預託等取引契約に関する法律及びその関連法令について、制度面・運用面の問題点の整理を行い、政省

令等で速やかに対応可能なものについて検討し、所要の改正作業を実施したため。 

施策番号 41-3 

消費者基本計画における

具体的施策 

特定商品等の預託等取引契約に関する法律及びその関連法令について、制

度面・運用面の問題点の整理を行い、政省令・通達などで対応可能なものは速

やかに対応します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
特定商品等の預託等取引契約に関する法律 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 
一部実施済み（注 41-3）。 

引き続き、所要の改正を進めます。 

実施状況 

消費者庁では、預託法及びその関連法令について、制度面、運用面の問題

点を整理し、政省令等で速やかに対応可能なものについて検討を行いました。

その結果を踏まえ、預託法施行令（昭和 61 年政令第 340 号）（平成 25 年７月公

布、９月施行）及び施行規則（昭和 61 年通商産業省令第 75 号）（平成 25 年６月

公布、７月施行）を改正しました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 41-3 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 

実施済み。 

（特定商品等の預託等取引契約に関する法律の政省令を改正し、施行されたた

め。） 

見直しの考え方 
特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令（平成 25 年７月公布、９

月施行）及び施行規則（平成 25 年６月公布、７月施行）を改正し、施行したため。 
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施策別整理表 
 

                                                  

（注 42） 平成 25 年２月に特定商取引に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことにより、差止請求の対象となる不当行為

に係る類型として、訪問購入が追加された。また、平成 25 年６月 28 日に公布した食品表示法において、著しく事実に相違する食

品表示が差止請求の対象とされている。 

施策番号 42 

消費者基本計画における

具体的施策 

消費者契約法に関し、消費者契約に関する情報提供、不招請勧誘の規制、

適合性原則を含め、インターネット取引の普及を踏まえつつ、消費者契約の不当

勧誘・不当条項規制の在り方について、民法（債権関係）改正の議論と連携して

検討します。 

また、消費者団体訴訟制度における差止訴訟の対象について、適格消費者

団体による活用状況を踏まえつつ、その拡大について、関係省庁の協力を得て

検討します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁、法務省、関係省庁等 

実施時期 

一部実施済み（注 42）。 

消費者契約に関する裁判例等の収集・分析の結果も踏まえ、引き続き検討しま

す。 

実施状況 

民法は、私人間の対等な当事者関係を前提として、取引に関するルールを定

めていますが、そもそも消費者と事業者の間には情報量や交渉力に格差がある

ことから、その格差を前提とした上で消費者の利益の擁護を図るためのルールを

定めた消費者契約法が、平成 13 年４月に施行されました。 

消費者契約法は、あらゆる取引分野の消費者契約（消費者と事業者の間で締

結される契約（労働契約を除く。））に幅広く適用され、不当な勧誘行為があれば

その契約を取り消すことができるとともに、不当な契約条項については無効と定

めています。 

不当な勧誘行為には、消費者を誤認させるものと消費者を困惑させるものがあ

ります。具体的には、消費者を誤認させるものとして、重要な項目について事実と

違うことを言ったり※１（不実告知）、将来の変動が不確実なことを断定的に言った

り※２（断定的判断の提供）、利益になることだけ言って不利益になることを故意に

言わない※３（不利益事実の不告知）ことが挙げられます。 

また、消費者を困惑させるものとしては、帰ってほしいと言ったのに帰らない

（不退去）、帰りたいと言ったのに帰してくれない（監禁）といったことが挙げられま

す。 

さらに、無効となる不当な契約条項としては、事業者の損害賠償の責任を免除

する条項や、消費者が支払うべき違約金等の額を過大に設定する条項、消費者

の利益を一方的に害する条項が挙げられます。 

消費者庁では、消費者契約に関する裁判例等の収集・分析や関係府省庁に

おける消費者契約法や民法（債権関係）についての検討の場への参加・協力等

を通じ、消費者契約の不当勧誘・不当条項規制の在り方についての検討を行っ

てきているところです。さらに、平成 26 年３月からは、「消費者契約法の運用状況

に関する検討会」を開催し、消費者契約法施行後の社会の変化（情報化、高齢

化、国際化等）への対応、民法（債権関係）改正への対応及び消費者団体訴訟
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制度（差止請求）における差止請求の対象を検討するため、消費者契約法の運

用状況を踏まえた立法事実の把握や論点の整理等を行っています。 

このほか、消費者団体訴訟制度（差止請求）に関しては、平成 25 年２月に特

定商取引に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことにより、差止請

求の対象となる不当行為に係る類型として、訪問購入が追加されました。 

また、平成 25 年６月に成立・公布された食品表示法において、著しく事実に相

違する食品表示が差止請求の対象とされています（消費者団体訴訟制度（差止

請求）関係については、施策番号 127 番及び 128 番参照）。 

 
※１ 例えば、中古車を販売する際に事故車であることを隠して「事故歴なし」と言う

など。 
※２ 例えば、市場で変動するにもかかわらず「将来値上がり確実」と言うなど。 
※３ 例えば、宅地を販売する際に、半年後に隣にマンションが建つことで日当たり

が悪くなることを知っていて「日当たり良好」と勧誘するなど。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 消費者契約法の運用・見直し 10 10 

    

    

 

施策番号 42 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

施策番号 43 

消費者基本計画における

具体的施策 

特定商取引法の適用除外とされた法律などの消費者保護関連法について、

消費者被害の状況などを踏まえ厳正な法執行を行うとともに、執行状況について

随時とりまとめ、公表します。さらに、当該状況を踏まえ、必要な執行体制強化や

制度改正などを行います。 

消費者庁は、消費者委員会の意見を聞きながら、必要に応じ各省庁の具体的

な取組を促します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁、関係省庁等 

実施時期 
関係省庁における執行状況の随時取りまとめ、公表については、平成 22 年度早

期に開始し、以降継続的に実施します。 

実施状況 

特定商取引に関する法律（昭和 51 年法律第 57 号、以下「特定商取引法」

という。）の適用除外とされた法律の一つである電気通信事業法（昭和 59

年法律第 86 号）について、消費者委員会より「電気通信事業者の販売勧誘

方法の改善に関する提言」（平成 24 年 12 月）が出されたことを踏まえ、

総務省において消費者保護ルールの見直し・充実について制度的な検討が

進んでいます。また、消費者庁としても、特定商取引に関する法律及び割

賦販売法の一部を改正する法律（平成 20 年法律第 74 号）の附則に基づき、

特定商取引法の規定の施行の状況について、必要な検討を行っていく予定で

す。 

平成 26 年３月６日には、国民生活センターにて電気通信事業サービスに

関する消費者への注意喚起を行い、併せて電気通信事業法における電話勧

誘販売、訪問販売について、特定商取引法と同レベルの消費者保護規定（契

約時の書面交付義務、クーリング・オフ規定等）を導入すること等につい

て総務省への提言を行いました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 43 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

                                                  
（注 45） 高齢者等に対する個別クレジットを利用した訪問販売による被害の深刻化などにかんがみ、訪問販売等を行う加

盟店の行為についての調査や消費者の支払能力調査などをクレジット業者に義務づけた（平成 20 年６月 18 日改正割賦

販売法公布、平成 22 年 12 月 17 日完全施行）また、信用購入あっせん業者による適切な事業運営を促進するため、「割

賦販売法（後払分野）に基づく監督の基本方針」を策定（平成 24 年 10 月 17 日施行）。 

施策番号 45 

消費者基本計画における

具体的施策 

改正割賦販売法（注 45）を適切に運用し、また関係事業者への遵守を徹底させる

ことにより、クレジット取引等の適切な対応を進めます。また、決済代行や仲介・

媒介業者などが関連する被害についても、健全なクレジット取引の推進のため、

適切な対応を進めます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
割賦販売法 

担当省庁等 経済産業省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

① 改正割賦販売法の適切な運用 

クレジット業者等信用購入あっせん業者の過剰な信用供与による多重債務者

発生を未然に防止する観点から、平成 20 年に割賦販売法（昭和 36 年法律第

159 号）を改正し、クレジットカード発行に係る審査等に際して、申込者が支払可

能であると見込まれる金額について算定し、それに応じて信用供与することとす

る規制を導入しました。 

割賦販売法の規制を事業者が遵守しているか等を立入検査により確認するた

め、経済産業省は平成 25 年度に「信用購入あっせん業者等に対する立入検査

に係る基本方針（平成 25 年６月 28 日）」を策定しており、当該基本方針におい

て、上記規制を遵守するための体制整備について重点的に検証することを明記

しています。 

 

②加盟店情報交換制度の強化 

クレジット取引における悪質な加盟店による消費者被害を防止するため、割賦

販売法に基づく認定割賦販売協会が実施する加盟店情報交換制度において、

消費者からの申出に基づく登録制度を新設し、消費者保護の更なる向上を図り

ました。 

 

② 携帯電話機の分割払いトラブルのモニタリング 

スマートフォン等の高額な携帯電話機の分割払いによるトラブルが多く見られ

るようになったことに伴い、平成 24 年度は政府広報による注意喚起を実施したと

ころであり、平成 25 年度もトラブル件数の増減やその内容について、継続的なモ

ニタリングを実施しています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

経済産業省 商取引適正化・製品安全に係る事

業 

473 百万円の内数 473 百万円の内数 

    

    

 

                                                  
（注 45） 高齢者等に対する個別クレジットを利用した訪問販売による被害の深刻化などにかんがみ、訪問販売等を行う加

盟店の行為についての調査や消費者の支払能力調査などをクレジット業者に義務づけた（平成 20 年６月 18 日改正割賦

販売法公布、平成 22 年 12 月 17 日完全施行）また、信用購入あっせん業者による適切な事業運営を促進するため、「割

賦販売法（後払分野）に基づく監督の基本方針」を策定（平成 24 年 10 月 17 日施行）。 

施策番号 45 番 

具体的施策 

改正割賦販売法（注 45）を適切に運用し、また関係事業者への遵守を徹底させる

ことにより、クレジット取引等の適切な対応を進めます。また、決済代行や仲介・

媒介業者などが関連する被害についても、健全なクレジット取引の推進のため、

法令改正の必要性の検討も含め適切に対応を進めます。 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 
引き続き健全なクレジット取引の推進に向けた施策の実施に努めつつ、消費

者委員会意見等を踏まえ、必要に応じて適切な措置を検討することとしたため。 
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施策別整理表 
 

                                                  

（注 46） 「多重債務問題改善プログラム」は、政府及び関係機関が直ちに取り組むべき具体的な施策をまとめたものであり、以下の４

点を柱とするものである（平成 19 年４月 20 日多重債務者対策本部決定）。 

・丁寧に事情を聞いてアドバイスを行う相談窓口の整備・強化 

・借りられなくなった人に対する顔の見えるセーフティネット貸付けの提供 

・多重債務者発生予防のための金融経済教育の強化 

・ヤミ金の撲滅に向けた取締りの強化 

施策番号 46 

消費者基本計画における

具体的施策 

改正貸金業法を円滑に実施するために必要な施策を検討します。多重債務

問題の解決のために、丁寧に事情を聞いてアドバイスを行う相談窓口の整備・強

化などを柱とする「多重債務問題改善プログラム（注 46）」を着実に実施します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 
消費者庁、警察庁、金融庁、総務省、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働

省、経済産業省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

消費者金融市場が拡大する中で、返済能力を超えるような過剰な貸付けが行

われるようになりました。その結果、返済のために別の業者から更に借り入れて借

金が増え続けたり、借金苦を理由とした自殺者が出たりするなど社会問題として

の多重債務問題が深刻化しました。 

これを背景とし、「貸し手」に対する所要の規制強化を図るため、いわゆる「総量

規制」と「上限金利引下げ」をポイントとする改正貸金業法が平成 18 年 12 月に成

立し、平成 22 年６月 18 日に完全施行されました。同改正法の成立を機に、「借り

手」に対する総合的な対策を講じるため、政府は、関係大臣からなる「多重債務

者対策本部」を設置しました。同本部の下で、平成 19 年に「多重債務問題改善

プログラム」※１を取りまとめ、関係府省が一体となって、多重債務者向け相談体制

の整備・強化を始めとする関連施策に取り組んでいます。 

多重債務者からの相談については、各地方公共団体の多重債務相談窓口、

消費生活センターや各地方財務局、関係団体等が受け付けています。 

消費者庁では、「地方消費者行政活性化基金」を通じ、弁護士や金融機関等

の専門家を講師とした多重債務問題研修の実施等、地方公共団体等が行う多

重債務者対策の取組を支援しています。また、国民生活センターでは、消費生

活相談員等を対象とした多重債務関連講座を開講し、その能力向上を図ってい

ます。さらに、金融庁及び消費者庁は、相談員向けの「多重債務者相談の手引

き」を作成の上、全国の地方公共団体等に配布するとともに、相談員等を対象と

する研修を実施しています。 

なお、ヤミ金※２の取締りの強化については、ヤミ金融事犯利用口座凍結のた

めの金融機関への情報提供、ヤミ金業者に対する電話警告、携帯電話不正利

用防止法に基づく契約者確認の求め等やインターネット上の無登録貸金業広告
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の削除要請を行っています。このほか、平成 24 年度から平成 25 年度にかけて、

ヤミ金業者が質屋営業を装い、担保価値の無い物品を質入れさせた上で、実質

的に年金等を担保にして金銭の貸付けを行い、高額な金利等の支払を求める事

案（いわゆる「偽装質屋」）に関する相談が寄せられたことを受け、消費者庁及び

国民生活センターでは消費者に向けて偽装質屋を利用しないよう注意喚起を行

いました（平成 25 年６月３日）。 

 

【上記取組の実績】 

・地方公共団体等の多重債務相談窓口の設置状況：財務局、都道府県では全

て設置済み、市区町村では 1,711 市区町村（全体の約 98％）で設置済み。 

・平成 25 年中におけるヤミ金融事犯の検挙事件数及び検挙人員：341 事件、523

人（前年比 ＋16 事件、＋53 人） 

・平成 25 年中のヤミ金融事犯利用口座凍結のための金融機関への情報提供件

数：30,954 件（前年比＋7,168 件、＋30.1％） 

・平成 25 年中の携帯音声通信事業者への契約者確認の求めを行う旨の報告を

受けた件数：6,414 件(出資法又は貸金業法に基づくもので、警察庁が都道府県

警察（生活安全部門）から報告を受けた件数) 

・平成 25 年中のインターネット上のヤミ金融事犯広告の削除要請件数：1,657 件

（前年比＋1,238 件） 

 

 
※１ 同プログラムでは、「相談窓口の整備・強化」、「セーフティネット貸付の提

供」、「金融経済教育の強化」、「ヤミ金の取締り強化」の４つの柱に沿って、取り

組むべき施策等がまとめられている。 
※２ 出資法違反（高金利等）、貸金業法違反及び貸金業に関連した詐欺、恐喝、

暴行等に係る事犯。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

警察庁 ヤミ金融事犯の取締りの推進 3 3 

金融庁 改正貸金業法に係る制度・多重債

務者対策に関する広報経費 

9 9 

地方財務局 多重債務者相談窓

口経費 

291 291 

 

施策番号 46 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

                                                  

（注 47） 「使いやすい」「透明な」「トラブルのない」商品先物市場を実現するため、商品取引所法が改正され、名称も商品先物取引

法に変更された（平成 21 年７月 10 日公布、平成 23 年 1 月 1 日完全施行）。消費者の保護を図るため、取引所取引に加え取引

所外取引や海外商品先物取引について参入規制（許可制）を導入した。また、勧誘を要請しない一般顧客への訪問・電話による

勧誘（不招請勧誘）の原則禁止等についての規定を導入し、行為規制を強化した。 

施策番号 47 

消費者基本計画における

具体的施策 
商品先物取引法（注 47）の迅速かつ適正な執行を行います。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
商品先物取引法 

担当省庁等 農林水産省、経済産業省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

経済産業省と農林水産省では、平成 25 年度も引き続き、商品先物取引法（昭

和 25 年法律第 239 号）※に基づく立入検査及び監督を実施したほか、犯罪収益

移転防止法に基づく立入検査及び監督を実施しました。その結果、商品先物取

引に関する苦情や相談の件数は減少傾向にあります。 

【商品先物取引に関する苦情受付件数】 

平成 21 年度 191 件 

平成 22 年度 133 件 

平成 23 年度  73 件 

平成 24 年度  78 件 

平成 25 年度  73 件 

（※）経済産業省・農林水産省の合算 

また、商品先物取引に関する委託者等の実態調査を行い、国内商品先物取

引（通常取引、損失限定取引）、外国商品先物取引及び店頭商品デリバティブ

取引に関する実態を把握したところであり、当該調査の結果は、引き続き商品先

物取引に関する制度立案や運用のための基礎資料として活用しています。 

 

 
※ 「使いやすい」「透明な」「トラブルのない」商品先物市場を実現するため、商品

取引所法が改正され、名称も商品先物取引法に変更された（平成 21 年７月 10

日公布、平成 23 年１月１日完全施行）。消費者の保護を図るため、取引所取引

に加え取引所外取引や海外商品先物取引について参入規制（許可制）を導入し

た。また、勧誘を要請しない一般顧客への訪問・電話による勧誘（不招請勧誘）

の原則禁止等についての規定を導入し、行為規制を強化した。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

経済産業省 商取引適正化・製品安全に係る事

業 

473 百万円の内数 473 百万円の内数 

    

    

 

施策番号 47 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

施策番号 48 

消費者基本計画における

具体的施策 

金融商品取引業者等について、様々な情報の収集・分析を行うことにより、業

務の状況を適切に把握するよう努め、検査・監督を通じて問題が認められた場合

は、必要に応じて行政処分等の投資家保護上必要な行政対応を実施していきま

す。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
金融商品取引法第 51 条、第 51 条の２、第 52 条、第 56 条の２第１項 

担当省庁等 金融庁 

実施時期 引き続き実施します。 

実施状況 

①行政処分の実施状況について 

今年度、投資者保護等の観点から重大な問題が認められた金融商品取引

業者等 17 者に対し、行政処分を行い、公表しました。 

そのうち、第二種金融商品取引業者（以下「二種業者」という。）に対しては６

者に行政処分（登録取消等）を行いました。 

 

②二種業者に対する規制の見直し 

平成 25 年 4 月に行政処分を行った二種業者（ＭＲＩインターナショナル）の

事案も踏まえ、行政対応の充実等に資するため、以下の対応を行いました。 

○政令の改正を行い、契約の締結等に当たって虚偽告知を行った場合を犯

則調査の対象に追加（平成 26 年 1 月 24 日公布・同年 1 月 27 日施行）。 

○内閣府令の改正を行い、契約締結前交付書面の記載事項の充実及び当局

に提出される事業報告書の改善（平成 26 年 2 月 14 日公布・同年 4 月 1 日

施行）。 

○第 186 回国会に以下の規制を盛り込んだ金融商品取引法の改正案を提出

し、平成 26 年５月 23 日に成立。 

・二種業者が、ファンドに出資された金銭が目的外に流用されていることを

知りながら、その募集の取扱いを行うこと等の禁止 

・二種業者について、国内拠点の設置等を義務付け など 

○二種業者に対する検査・監督を強化するため、平成 26 年度機構定員の増

員を要求し、監督部門、検査部門それぞれにおいて、所要の増員措置。 

 

③証券会社等における高齢顧客に対する適切な勧誘・販売態勢の確保につい

て 

平成25年10月、日本証券業協会において、高齢顧客に対する金融商品の

適切な勧誘・販売態勢を確保するために自主規制規則を改正しました。これを

受け、平成 25 年 12 月に金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の改

正を行い、監督上の留意事項を示しました（同自主規制規則と合わせて平成

26 年 3 月 16 日より適用開始）。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 48 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 49 

消費者基本計画における

具体的施策 

関係省庁との緊密な連携を図り、高齢者などを狙った国民の生活を脅かす悪

質な生活経済事犯に重点を置いた取締りを推進し、被害回復に向けた犯罪収益

の保全等に努めるとともに、消費生活への影響を早期に排除するため、迅速か

つ機敏な対応による被害拡大防止対策を推進します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 警察庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

利殖勧誘事犯及び特定商取引等事犯は、被害者に占める高齢者の割合が依

然として高く、悪質業者が高齢者を狙っている状況がうかがわれます。警察で

は、これら国民の生活を脅かす悪質な生活経済事犯に重点を置いた取締りを推

進しています。 

生活経済事犯を行う者は、被害金の振込先として銀行口座を悪用するほか、

被害者等を信用させるためにバーチャルオフィス・商業登記を悪用するなどの事

例が認められます。さらに、法により契約締結時に義務付けられている本人確認

を履行せずにサービスを提供する悪質な事業者等が存在する状況が認められま

す。 

このような現状を踏まえ、被害回復を目的とした犯罪収益の保全のほか、被害

拡大防止等に向け、口座凍結のための迅速かつ積極的な金融機関への情報提

供、金融機関に対する凍結口座名義法人情報の提供、事業者に対する解約要

請、悪質な事業者の検挙、犯行助長サービスの悪用実態の継続的な把握・分析

等の犯行助長サービス対策を推進しています。 

なお、警察が生活経済事犯に利用された疑いがある口座として平成25年中に

金融機関に情報提供し、凍結を求めた件数は、３万 4,790 件でした。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

警察庁 ヤミ金融事犯の取締りの推進 3 3 

    

    

 

施策番号 49 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 50 

消費者基本計画における

具体的施策 
融資保証金詐欺や架空請求詐欺等について、その取締りを強化します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 警察庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

融資保証金詐欺や架空請求詐欺等について、都道府県警察では、現に犯行

を繰り返す犯行グループに重点を指向し、部門横断的な集中取締体制の構築

等により、検挙の徹底を図っています。また、警察庁では、集約した情報を都道

府県警察に還元し、都道府県警察による戦略的な取締活動を推進するとともに、

都道府県警察間の合同・共同捜査を積極的に推進しています。 

平成 25 年中に警察が検挙した融資保証金詐欺は、270 件（検挙人員 20 人）、

架空請求詐欺は、354 件（検挙人員 156 人）でした。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

警察庁 広域知能犯捜査センター 147 百万円の内数 147 百万円の内数 

現場設定型捜査力の強化のため

の資機材の整備 

23 百万円の内数 23 百万円の内数 

振り込め詐欺助長犯罪に対する

市民協力の確保 

2 2 

特殊詐欺に係る効率的捜査の更

なる推進 

7 7 

 

施策番号 50 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 51 

消費者基本計画における

具体的施策 

融資保証金詐欺や架空請求詐欺等に利用される携帯電話や預貯金口座の

不正な流通を防止するため、関係法令を駆使した取締りを推進します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 警察庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

架空・他人名義の携帯電話や預貯金口座等が、融資保証金詐欺や架空請求

詐欺等に利用されていることから、警察では、これらの犯行ツールの流通を遮断

し、犯行グループの手に渡らないようにするため、預貯金口座を売買するなどの

犯罪を助長する犯罪についても取締りに当たっています。また、犯行に利用され

た携帯電話の携帯電話事業者に対する契約者確認の求め、金融機関に対する

振込先指定口座の凍結依頼等による犯行ツールの無力化を実施しています。 

平成 25 年中に警察が検挙した融資保証金詐欺や架空請求詐欺等を助長す

る犯罪は、金融機関から通帳・キャッシュカードをだまし取る詐欺及びだまし取ら

れた通帳等であることを知りながら譲り受ける盗品譲り受け等は、2,031 件（検挙

人員 1,115 人）、正当な理由なく有償で通帳等を譲り渡すなどした犯罪収益移転

防止法（平成 19 年法律第 22 号）違反は、1,729 件（検挙人員 1,200 人）、携帯電

話販売店から携帯電話端末をだまし取る詐欺は、420 件（検挙人員 275 人）、自

己が契約者となっていない携帯電話端末を他人に譲り渡すなどした携帯電話不

正利用防止法（平成 17 年法律第 31 号）違反は、85 件（検挙人員 57 人）でした。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

警察庁 広域知能犯捜査センター 147 百万円の内数 147 百万円の内数 

現場設定型捜査力の強化のため

の資機材の整備 

23 百万円の内数 23 百万円の内数 

振り込め詐欺助長犯罪に対する

市民協力の確保 

2 2 

特殊詐欺に係る効率的捜査の更

なる推進 

7 7 

 

施策番号 51 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 52 

消費者基本計画における

具体的施策 

検挙事例の分析や捜査手法の研究等を通じ、国民生活を脅かす悪質な生活

経済事犯に係る捜査態勢の充実・拡充を推進します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 警察庁 

実施時期 継続的に実施します。  

実施状況 

警察庁では、教養資料を発出するなどして、都道府県警察に対して取締要領

等について指導するとともに、都道府県警察の捜査幹部や捜査員を招集した全

国規模の研修を２回開催するなどして、捜査力向上を図っています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

警察庁 ヤミ金融事犯の取締りの推進 3 3 

    

    

 

施策番号 52 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 53 

消費者基本計画における

具体的施策 

家賃債務保証をめぐる消費者相談等の状況にかんがみ、家賃債務保証会社

に対し、業務の適正な実施に当たって遵守することが望ましい事項、不当な取立

て行為を行わないこと等を周知する等、賃借人の居住の安定を図るための取組

みを検討します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁、国土交通省 

実施時期 検討の結果、可能なものから逐次実施します。 

実施状況 

昨今、賃貸住宅への入居に当たり、従来の連帯保証人に代わるものとして、家

賃債務保証業者による機関保証の役割・必要性が増しています。そのため、国

土交通省では、家賃債務保証をめぐる消費者相談等の状況を踏まえ、家賃債務

保証会社を利用する賃借人及び賃貸人の基本的属性、家賃債務保証会社の利

用状況、家賃債務保証業に関する消費者相談内容等について、賃借人、賃貸

人それぞれに対して、アンケート等による調査を行うなど、家賃債務保証の実態

を把握し、家賃債務保証業者の適正な運営の確保や賃借人の居住の安定を図

るための必要な諸施策の検討を行っています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

国土交通省 住宅セーフティネット基盤強化推

進事業 

（家賃債務保証業等の適正化支

援） 

450 百万円の内数 450 百万円の内数 

    

    

 

施策番号 53 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

施策番号 55 

消費者基本計画における

具体的施策 

既存住宅流通やリフォーム工事に係る悪質事案の被害防止の観点から、事案

の内容を公表します。さらに、被害者救済の観点から、保証・保険制度を充実さ

せるとともに、これらの制度の周知を図ります。また、保険を利用する登録事業者

の情報をウエブサイトで公表します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成 19 年法律第 66 号）

第 19 条第２号 

担当省庁等 国土交通省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

国土交通省では、既存住宅流通やリフォーム工事に係る悪質事案の被害防

止の観点から、以下のような取組を行っています。 

「住まいるダイヤル」（公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター）に

おいて、リフォーム工事の内容や価格、事業者に確認すべき点等に関する相談

を含めた住宅に関する電話相談業務、リフォーム工事の見積書についての相談

を行う「リフォーム無料見積チェックサービス」を実施しています。また、各地の弁

護士会における「専門家相談制度」等の取組を進めています。さらに、住まいる

ダイヤルのウェブサイトにおいて、住まいるダイヤルや専門家相談制度で受け付

けた住宅に関する悪質事案を含む代表的な相談内容と相談結果を公表しまし

た。 

他方、消費者が安心してリフォームができるよう施工中の検査と欠陥への保証

がセットになったリフォーム瑕疵保険や、大規模修繕工事瑕疵保険、消費者が安

心して中古住宅の取得ができるよう検査と欠陥への保証がセットになった既存住

宅売買瑕疵保険等において、引き続き、これらの保険を利用する事業者に住宅

瑕疵担保責任保険法人への登録を求める制度を実施し、各保険法人はウェブ

サイトで各登録事業者を公開しています。 

なお、登録事業者は一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会のウェブサイ

トでも公開され、消費者は事業者選びの参考とすることができます。 

また、リフォーム支援制度を紹介したガイドブックや住まいるダイヤルが作成す

る各種パンフレット等で、住まいるダイヤルや、リフォーム瑕疵保険の有用性等に

ついて消費者に周知しました。 

さらに、中央建設業審議会※が作成・勧告している戸建て住宅等の比較的規

模の小さな民間工事を想定した標準的な約款（民間建設工事標準請負契約約

款（乙））について、利用促進のため周知に努めています。また、見積書の交付を

促進し、リフォーム工事等において見積書が手元にないことによる契約後のトラ

ブルを防止するため、建設業者が注文者から求められた場合の見積書の「提示

義務」を「交付義務」とすること等を内容とする「建設業法等の一部を改正する法

律案」を平成 26 年 3 月に国会に提出し、同年５月 29 日に成立しました。 

このほか、国土交通省では、事業計画の認可等を通じて住宅瑕疵担保責任保
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険法人が行う完成保証の適正な運用について必要な助言を行いました。 

 

 
※ 建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 12

年法律第 127 号）等に基づき、経営事項審査の項目と基準（建設業法第 27 条の

23）や、建設工事の標準請負契約約款（建設業法第 34 条）等の事項について審

議を行っている。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

 

国土交通省 住宅ストック活用・リフォーム推進

事業 

1,000 百万円の内数 1,000 百万円の内数 

    

    

 

施策番号 55 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 56 

消費者基本計画における

具体的施策 

リフォーム工事に係るトラブルの原因となる悪質な過剰請求、工事途中の追加

請求、過大な工事による過大請求を消費者が事前に回避できるようにするため、

消費者からの相談に応じて工事の内容や価格、事業者に確認すべき点等のアド

バイスを行います。また、リフォーム工事の請負契約を締結するに際して、書面に

よる契約の徹底、工事の内容や規模に応じ、工事の種別ごとにその経費の内訳

を明らかにした見積りの実施及び見積書の交付を促進するための方策を検討し

ます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 

住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81 号）第 83 条第１

項第７号 

建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 19 条第１項及び第 20 条 

担当省庁等 国土交通省 

実施時期 
前段については、継続的に実施します。後段については、平成 25 年度に検討を

行います。 

実施状況 施策番号 55 番と同文 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

国土交通省 住宅ストック活用・リフォーム推進

事業 

1,000 百万円の内数 1,000 百万円の内数 

    

    

 

                                                  
（注 56） 見積書の交付を促進し、リフォーム工事等において見積書が手元にないことによる契約後のトラブルを防止するため、建設

業者が注文者から求められた場合の見積書の「提示義務」を「交付義務」とすること等を内容とする「建設業法等の一部を改正す

る法律」が平成 26 年５月 29 日に成立。 

施策番号 56 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 
前段については、継続的に実施します。 

後段については、一部実施済み（注 56）であり、引き続き検討します。 

見直しの考え方 

平成 26 年３月 13 日、見積書の交付を促進し、リフォーム工事等において見積

書が手元にないことによる契約後のトラブルを防止するため、建設業者が注文者

から求められた場合の見積書の「提示義務」を「交付義務」とすること等を内容と

する「建設業法等の一部を改正する法律案」を国会に提出済みのため。 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 57 

消費者基本計画における

具体的施策 

ハウスメーカーの倒産による消費者の被害を未然に防止するため、工事の出

来高に照らして適切な支払いを行うなどの対応をとるよう周知するとともに、完成

保証制度の適正な運用について検討を行います。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成 19 年法律第 66 号）

第 22 条第１項 

担当省庁等 国土交通省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 施策番号 55 番と同文 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 57 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 58-2 

消費者基本計画における

具体的施策 

有料老人ホーム等に係る入居一時金の実態を把握し、償却についての透明

性を更に高めるための方策も含め、入居一時金の在り方について検討します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
老人福祉法第 29 条第８項 

担当省庁等 厚生労働省 

実施時期 早期に検討します。 

実施状況 

入居一時金の償却についての透明性を高める観点から、厚生労働省では、事

業者団体や消費者関係団体、地方公共団体、国土交通省と連携して、有料老

人ホーム等の高齢者向け住まいへの入居を考えている消費者向けに「－高齢者

向け住まいを選ぶ前に－消費者向けガイドブック」を作成し（平成24年度）、入居

者が支払う金額や契約が終了した場合に返還される金額について、消費者向け

に分かりやすい説明を行うことを念頭に、モデルケースを設定し、グラフや表を用

いて説明を行っています。 

また、消費者向けの説明資料としての活用を促進するため、地方公共団体や

事業者への送付やウェブサイトでの公開を行うなど、周知に努めています。 

なお、平成 25 年度の老人保健健康増進等事業において平成 24 年度の法改

正以降における入居一時金についての実態調査を行い、実態の把握に努めて

います。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

厚生労働省 老人保健健康増進等事業 13 13 

    

    

 

施策番号 58-2 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

                                                  

（注 60） ①金融商品取引法上の無登録業者が非上場の株券等の売付け等を行った場合にその売買契約を原則として無効とする

ルールの創設等を盛り込んだ改正金融商品取引法が施行（罰則引上げは平成 23 年６月、その他の項目は同年 11 月施行）。②

適格機関投資家等特例業務に係る問題に対応すべく法令改正及び監督指針改正を実施（平成 24 年４月施行）。 

施策番号 60 

消費者基本計画における

具体的施策 

未公開株、社債、ファンド取引等を利用した高齢者などを狙った詐欺的商法

による新たな消費者被害の事案について、情報集約から取締りまでを一貫して、

かつ迅速に行う体制のもと、取締りを強化します。また、高齢者に被害が集中し

ていることを踏まえ、多様なチャネルを通じた注意喚起・普及啓発を強化します。

さらに、被害の防止・回復の迅速化等に向けた制度の運用・整備の在り方につい

ても検討を行います。 

特に、無登録業者や無届募集者等による違法な勧誘行為について、国民に

対する情報提供と注意喚起を一層充実させます。悪質な業者に対しては文書に

よる警告を行うほか、関係行政機関の間で情報交換・意見交換を行うことにより、

被害の未然防止及び拡大防止を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
－ 

担当省庁等 消費者庁、警察庁、金融庁、厚生労働省 

実施時期 一部実施済み（注 60）。継続的に実施・引き続き検討します。 

実施状況 

未公開株や社債の勧誘等、新たな手口による詐欺的商法に関する勧誘を巡

るトラブルが増加したことから、平成22年１月に、消費者庁、警察庁、金融庁等の

関係省庁からなる「新たな手口による詐欺的商法に関する対策チーム」を設置

し、被害の発生・拡大防止に向けた対策を検討しました。そして、「情報集約から

取締までを一貫的かつ迅速に行う体制の構築」、「注意喚起、普及啓発の強

化」、「被害の抑止・回復の迅速化に向けた制度の運用・整備のあり方の検討」を

盛り込んだ対応策を取りまとめ、関係省庁が連携し、以下のとおり取り組んでいま

す。 

 

① 情報集約・共有 

平成 23 年６月に、警察庁、金融庁、消費者庁等の関係省庁からなる消費生活

侵害事犯対策ワーキングチームにおいて、「消費生活侵害事犯の被害が疑われ

る相談情報の警察への提供について」を申し合わせ、関係省庁等、地方公共団

体、警察間で互いに関係情報を共有するなど連携を深めています。 

警察庁では、金融庁や消費者庁等の行政機関から利殖勧誘事犯被害が疑わ

れる相談情報の提供を受け、当該情報を関係都道府県警察に提供し、犯罪利

用口座凍結及び被疑者検挙に活用しています。 

金融庁、証券取引等監視委員会では、金融庁、証券取引等監視委員会、国

民生活センター、日本証券業協会コールセンターに寄せられた無登録業者等の

情報を収集・分析し、無登録業者の調査等に活用しています。 

 

② 業者への対応 
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消費者庁では、既存の法令で対応困難な財産被害事案について、事業者に

対する措置等を設けることにより、被害の発生・拡大を防止することを目的として

消費者安全法を改正し、同法に基づき、消費者に対して不当な勧誘行為等を行

った事業者に対して当該行為の取りやめ等を内容とする勧告を２件実施しました

（平成 23 年度）。 

警察では、詐欺的商法による新たな消費者被害の事案に対する取締りを重点

的に行い、未公開株取引や社債取引等をめぐる事件で被疑者を検挙していま

す。 

また、この種の事犯等を敢行する者は、被害金の受渡しに銀行口座や私設私

書箱を利用するほか、被害者等を信用させるためにバーチャルオフィス・商業登

記を利用するなどの状況が認められることから、利用されたサービスの実態把

握、口座凍結のための迅速かつ積極的な金融機関への情報提供、金融機関に

対する凍結口座名義法人情報の提供、宅配便事業者に対する被害金送付先リ

ストの提供及び公表、事業者に対する解約要請等を推進しています。 

さらに、この種の事案等に利用される携帯電話や預貯金口座の不正な流通を

防止するため取締りを推進し、口座詐欺・盗品等譲受け、携帯電話端末詐欺、

犯罪収益移転防止法違反及び携帯音声通信事業者による契約者等の本人確

認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律違反を検挙して

います。 

また、金融庁では、無登録で金融商品取引業を行っていた者 152 先事業者、

及び虚偽告知や顧客資産の流用等の法令違反等が認められた適格機関投資

家等特例業務届出者 29 先、無届けで有価証券の募集を行っていた者１先に対

して、警告書を発出しました。あわせて、金融庁と証券取引等監視委員会は、こ

れらの業者等について、社名等を公表しました（平成 25 年度）。 

このほか、証券取引等監視委員会では、無登録業者及び悪質なファンド業者

（適格機関投資家等特例業務届出者）による金融商品取引法違反行為に係る裁

判所への禁止命令等の申立て（２件）を実施しました（平成 25 年度）。 

 

③ 注意喚起・普及啓発 

消費者庁、警察庁、金融庁では、政府広報を活用した注意喚起や地方公共

団体や関係機関等の協力を得た普及啓発活動を展開しています。平成 25 年度

には、金融庁では「公的機関の職員を装った投資勧誘等に関する注意喚起」と

題した政府広報（ラジオ番組等）を通じて、様々な手口による詐欺的商法への注

意を呼びかけました。 

また、近年、高齢者を狙った消費者トラブルが増加していることを受け、消費者

庁、警察庁及び金融庁は、平成 24 年度に引き続き、平成 25 年 9 月から政府広

報（テレビ CM、新聞広告、インターネット、ポスター「おしだそう！高齢者詐欺！」

等）を通じて被害の未然防止に向けた啓発と相談窓口の周知に取り組みました。 

政府広報による活動のほかでは、既存の法令で対応困難な財産被害事案に

ついて、事業者に対する措置等を設けることにより、被害の発生・拡大を防止す

ることを目的として消費者安全法が改正され、消費者庁は同法に基づき、未公開

株等の取引を利用した事案について注意喚起（いずれも事業者名公表）を５件

実施し、消費者の注意を喚起しました。 

また、高齢消費者を悪質な電話勧誘から守るため、岩手県、千葉県及び大分

県の市町村（５地域）で、①高齢者 522 世帯に定期的に電話を架けて問合せや

注意喚起を行うことを内容とする電話による見守りを行うとともに、②その内 238

世帯で通話を録音するなどして被害の抑止を図るモデル事業を実施しました。こ

の他、地方公共団体等が主体的に行う施策の成果も含め、合計 20 事例を分析・

検証して、全国で同様の取組の改善・高度化を促すため、地方公共団体向けの

手引を作成しました。 

金融庁では、投資詐欺をはじめとする振り込め詐欺等の被害を水際で防止す

る観点から、平成 25 年 10 月、詐欺的投資勧誘の主な事例等を記載したリーフレ
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ット「これは投資詐欺の可能性！」を作成し、金融機関に対し、同リーフレットの活

用や、店頭での預貯金の引出しや振込手続き等の際に、職員から高齢者等への

声掛けを積極的に行うことなどを要請しました。 

また、金融商品以外の様々な投資商品についてトラブルが発生していることを

踏まえ、平成 25 年 8 月、当庁ウェブサイトにおいて、カンボジアの「マンションの

所有権」や「農地の権利」、「エネルギー資源」などへの投資について注意喚起を

行いました。 

 

④ 制度の運用・整備の在り方の検討 

金融商品取引法上の無登録業者が非上場の株券等の売付け等を行った場

合には、その売買契約を原則として無効とするルールの創設、無登録業者による

広告・勧誘行為の禁止、無登録業者に対する罰則の引上げ等を盛り込んだ改正

金融商品取引法が施行されています（罰則引上げは平成 23 年６月、その他の項

目は同年 11 月）。 

適格機関投資家等特例業務※の要件を充足しないファンドを運営するような悪

質な業者自体を排除すべく、届出記載事項の追加等の法令改正による規制強

化を行い、併せて金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正に

より、届出受理時のチェック項目の追加等の監督上の着眼点を整備し、平成 24

年４月から施行されました。 

問題となったファンド業者（第二種金融商品取引業者及び適格機関投資家等特

例業務届出者）の事案も踏まえ、金融商品取引法施行令の改正を行い、ファンド

業者が契約の締結等に当たって虚偽告知を行った場合を、犯則調査の対象に

追加しました（平成 26 年 1 月 24 日公布・同月 27 日施行）。また、クラウドファン

ディングの制度整備に際して、投資者保護のためのルールを盛り込んだ金融商

品取引法等改正法案を国会に提出し、平成 26 年５月 23 日に成立しました。 

既存の法令で対応困難な財産被害事案について、事業者に対する措置等を

設けることにより、被害の発生・拡大を防止することを目的とする消費者安全法の

一部を改正する法律が平成 24 年８月に成立し、平成 25 年４月１日から施行され

ました。消費者庁は改正消費者安全法に基づき、地方公共団体が消費者安全

法の運用に参加する働きかけとして、消費者の財産被害に係る事態が発生した

場合に地方自治体の長等が行うこととすることができる事務について地方自治体

に同意を求め、地方自治体の長が行うこととする事務の範囲等を定める告示の

改正（平成 25 年４月１日官報公示・同日施行及び平成 26 年２月 17 日官報公示・

平成 26 年 4 月 1 日施行）を行いました。これにより、消費者の財産被害に係る事

態が発生した場合に改正消費者安全法に基づく立入調査等の事務を行うことに

ついて同意した地方自治体は延べ１都２府２９県１１政令市になります。 

 

 
※ 通常、ファンド業務（ファンドの運用や販売勧誘）を行う場合には、金融商品取

引法の厳格な登録が必要だが、一定の要件を満たすことにより、簡易な届出の

みで、ファンド業務を行うことができる。 

 

 

－181－



 

平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

警察庁 広域知能犯捜査センター 147 百万円の内数 147 百万円の内数 

現場設定型捜査力の強化のため

の資機材の整備 

23 百万円の内数 23 百万円の内数 

振り込め詐欺助長犯罪に対する

市民協力の確保 

2 2 

特殊詐欺に係る効率的捜査の更

なる推進 

7 7 

消費者庁 高齢消費者の二次被害防止モデ

ル事業 

26 26 

消費者安全法（財産事案）の執行 35 百万円の内数 35 百万円の内数 

                                                  
（注 60） ①金融商品取引法上の無登録業者が非上場の株券等の売付け等を行った場合にその売買契約を原則として無効とする

ルールの創設等を盛り込んだ改正金融商品取引法が施行（罰則引上げは平成 23 年６月、その他の項目は同年 11 月施行）。②

適格機関投資家等特例業務に係る問題に対応すべく法令改正及び監督指針改正を実施（平成 24 年４月施行）。③消費者に重

大な財産被害を生じさせた事業者に対する行政措置の導入等を内容とする消費者安全法の改正を実施（平成 25 年４月施行）。

④問題となったファンド業者（第二種金融商品取引業者及び適格機関投資家等特例業務届出者）の事案も踏まえ、金融商品取

引法施行令の改正を行い、ファンド業者が契約の締結等に当たって虚偽告知を行った場合を、犯則調査の対象に追加（平成 26

年１月 24 日公布・同月 27 日施行）。 

施策番号 60 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 消費者庁、警察庁、金融庁、厚生労働省 

実施時期 一部実施済み（注 60）。継続的に実施します。 

見直しの考え方 

平成 25 年度に改正消費者安全法の施行、金融商品取引法施行令の改正が

あったため。 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 17

年法律第 124 号）を所管する厚生労働省を担当省庁に加えることが適当と考えら

れるため。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

施策番号 60-4 番 

具体的施策 

適格機関投資家等特例業務及び投資型クラウドファンディングについて、金

融商品取引法の政令・内閣府令の整備を行うに当たっては、投資家保護のため

の適切な措置を講じます。 

担当省庁等 金融庁 

実施時期 

適格機関投資家等特例業務については、平成 26 年度中に措置を講じます。 

投資型クラウドファンディングについては、平成 26 年度から 27 年度前半にか

けて検討し、措置を講じます。 

重点施策との関連 
関連の有無  ：  有 ・ 無 

関連重点施策番号：16 
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施策別整理表 
 

施策番号 60-2 

消費者基本計画における

具体的施策 

ＣＯ２排出権取引への投資に係る諸問題について、相談の実態や類似の取引

に対する規制の状況等を踏まえ、効果的な対応策について検討します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
なし 

担当省庁等 消費者庁、金融庁、経済産業省、環境省 

実施時期 引き続き検討します。 

実施状況 

ＣＯ２排出権取引に関する相談の多くは、ＣＦＤ※（差金決済）取引の複雑な仕

組みやリスクを十分に理解できないまま、必ずもうかる、元本を保証する、環境問

題に貢献できるなどといった勧誘により契約してしまい、多額の損失を被ったとい

うものです。 

平成 23 年１月頃から相談が寄せられ始め、現在は月に数十件の相談を受け

るまでに急増しています。この状況を受け、国民生活センターは、同年９月に相

談事例を踏まえた手口公表を行いました。政府広報では、平成24年10月に引き

続き、平成 25 年９月に高齢者のトラブルを未然に防止するための広報を実施し、

消費生活に潜む危険の手口の一つとして紹介しています。 

また、ＣＦＤ取引に係るサービスの提供等、ＣＯ２排出権の取引の形態によって

は、特定商取引法の規制対象となる場合があり、消費者庁では平成 24 年６月に

同法違反で取引業者を行政処分するなど、適切な法執行を行っています。 

さらに、消費者庁、金融庁、経済産業省、環境省の４省庁では、ＣＯ２排出権

に関係する制度や消費者からの相談の実態、類似の取引に対する規制の状況

等について情報・意見を交換する場を設けて、この問題に対して連携して取り組

んでいます。 

平成 25 年３月には、警察庁を含む５省庁でリーフレットを作成し、被害の多い

高齢者を中心とした一般消費者に向けた意識啓発を行いました。 

しかし、全国の消費生活センター等に寄せられる相談件数は、平成 22 年度に

は 57 件であったものが、平成 23 年度には 652 件、平成 24 年度には 809 件と急

増し、平成 25 年度には 709 件と前年度よりやや減少したものの、依然として多数

にのぼっています。このことから、引き続き、様々な方法で消費者に意識啓発を

継続するとともに、ＣＯ２排出権取引に関係する制度や消費者被害の実態等を

踏まえ、効果的な対策を検討しています。 

 

 
※ Ｃｏｎｔｒａｃｔ Ｆｏｒ Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃe の略。差金決済取引とは、現物の受け渡しをせ

ず、売買の利益や損失のみを決済する取引。市場価格を指標に、証券会社など

取扱業者と顧客が相対取引を行い、買った時の価格より高く売れば差金をもら
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い、低く売れば差金を支払う。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

環境省 国内排出量取引推進事業 520 百万円の内数 520 百万円の内数 

    

    

 

施策番号 60-2 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

                                                  
（注 60-3） 平成 25 年 4 月 1 日に、消費者に重大な財産被害を生じさせた事業者に対する行政措置の導入等を内容とする消費者安

全法の一部改正法が施行。 

施策番号 60-3 

消費者基本計画における

具体的施策 

消費者の財産被害に係るすき間事案への行政措置が導入された改正消費者

安全法を厳正に執行します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 

消費者安全法第２条第５項第３号、第２条第８項、第３８条第１項及び第２項、第４

０条第４項など 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 継続的に実施します（注 60-3）。 

実施状況 

消費者の財産被害に係る隙間事案への行政措置が導入された改正消費者安

全法（平成 25 年４月１日施行）の厳正な執行に努め、平成 25 年度は７件の注意

喚起及び２件の勧告を行いました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 消費者安全法（財産事案）の執行 35 百万円の内数 

（施策番号 60 の再掲） 

35 百万円の内数 

（施策番号 60 の再掲） 

    

    

 

施策番号 60-3 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 62 

消費者基本計画における

具体的施策 

無登録業者等による未公開株の販売等やファンド業者による資金の流用等の

詐欺的な事案が見られるところ、関係機関と連携し、裁判所への差止命令の申

立てに係る調査権限等を行使し、金融商品取引法違反行為等が認められた場

合には、投資者保護上の必要に応じて、禁止命令等の申立てや無登録業者等

の名称・代表者名・法令違反行為等の公表を行います。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 

金融商品取引法第 187 条、第 192 条、第 198 条第８号、第 207 条第１項第

３号 

担当省庁等 金融庁 

実施時期 引き続き実施します。 

実施状況 施策番号 60 番と同文 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 62 番 

具体的施策 

無登録業者等による未公開株の販売等やファンド業者による資金の流用等の

詐欺的な事案が見られるところ、関係機関と連携し、裁判所への禁止命令等の

申立てに係る調査権限等を行使し、金融商品取引法違反行為等が認められた

場合には、投資者保護上の必要に応じて、禁止命令等の申立てや無登録業者

等の名称・代表者名・法令違反行為等の公表を行います。 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 

証券取引等監視委員会ではこれまで、「差止命令の申立て」と「禁止命令等の

申立て」は同義とし、両方の文言を使用してきたが、平成 25 年度から公表資料で

は「禁止命令等の申立て」に表記を統一することとなったため。 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 63 

消費者基本計画における

具体的施策 

消費者信用分野における諸問題について、各関連法令の施行状況や各業態

等における取引実態などを踏まえ、消費者信用全体の観点から検討します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 金融庁、関係省庁等 

実施時期 引き続き検討します。 

実施状況 

改正貸金業法の施行状況については、同法の完全施行（平成 22 年６月）に際

し、金融庁、消費者庁及び法務省において、施行後の状況をフォローするため、

関係者ヒアリング等を実施した結果、特定の制度の見直しが必要となるような実

態は把握されないとの結論を得ました。近年、貸金業者から５件以上の無担保無

保証借入れの残高がある人数が大きく減少していること（平成 19 年３月：171 万

人→平成 26 年３月：17 万人※１）や、多重債務を理由とする自殺者数も減少して

いること（平成 19 年：1,973 人（全自殺者数３万 3,093 人）→平成 25 年：688 人（全

自殺者数２万 7,283 人）※２）、金融庁・財務局等・日本貸金業協会における貸金

に関する１日当たりの相談・苦情件数が減少してきていること（平成 22 年６月：304

件→平成 25 年 12 月 157 件）等を踏まえれば、改正貸金業法が多重債務者対策

の上で相応の効果があったものと認識しています。 

そのほか、クレジット取引における悪質な加盟店による消費者被害を防止する

ため、割賦販売法に基づく認定割賦販売協会が実施する加盟店情報交換制度

において、消費者からの申出に基づく登録制度を新設し、消費者保護の更なる

向上を図りました。 

 

 
※１ 出典：株式会社日本信用情報機構 
※２ 出典：警察庁統計 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

金融庁 改正貸金業法に係る制度・多重債

務者対策に関する広報経費 

9 9 

    

    

 

施策番号 63 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

施策番号 64 

消費者基本計画における

具体的施策 

金融機関等に対し、不正利用口座に関する情報提供を行うとともに、広く一般

に口座の不正利用問題に対する注意喚起を促す観点から、当該情報提供の状

況等につき、四半期毎に公表を行います。 

振り込め詐欺救済法に基づく被害者への返金については、引き続き、返金制

度の周知徹底を図るとともに、金融機関による「被害が疑われる者」に対する積

極的な連絡等の取組を促すことにより、返金率の向上に努めます。また、同法に

基づく預保納付金を用いた犯罪被害者等支援事業が平成 24 年 12 月 18 日より

開始されたことを受け、広く犯罪被害者等の支援が展開されるよう、当該事業に

かかる制度の周知を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律

第三十七条 

担当省庁等 金融庁、財務省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

預金口座を利用した悪質な事例が大きな社会問題となっていることを踏まえ、

金融庁では、預金口座の不正利用に関する情報について、情報入手先から同

意を得ている場合には、明らかに信ぴょう性を欠くと認められる場合を除き、当該

口座が開設されている金融機関及び警察当局への情報提供を速やかに実施す

ることとしており、その情報提供件数等については、四半期ごとにウェブサイトに

おいて公表しています（平成 25 年度においては、平成 25 年４月、７月、10 月、

平成 26 年１月に公表）。 

振り込め詐欺等の被害者に対する返金率の向上については、「振り込め詐欺

救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム」の最終取

りまとめ（「預保納付金の具体的使途について」）において、引き続き、振り込め詐

欺救済法に定める返金制度の周知徹底を図ることとされました。平成 24 年に引

き続き、返金率の向上に向けた取組の一環として、①平成 25 年８月から平成 26

年３月 31 日までの間、返金制度に係るインターネット広告を掲載し、広く一般国

民に向けて周知、②平成 25 年 11 月、視覚障害者向け音声広報ＣＤによる政府

広報を実施しました。また、平成 25 年５月、公的機関を装い、振り込め詐欺救済

法に基づく被害回復制度をうたった不当な勧誘を行う者の存在が確認されたこと

から、金融庁及び預金保険機構のウェブサイト上において、不当な勧誘に関する

注意喚起を実施しました。なお、返金率は、平成 24 年度が 78.4％、平成 25 年度

が 78.3％となっており、法施行当初（平成 20 年度：55.8％、平成 21 年度：

43.4％）と比較すると、被害者救済はより一層進んでいるものと考えられます。 

振り込め詐欺救済法に基づく預保納付金を用いた犯罪被害者等支援事業

（犯罪被害者等の子供に対する奨学金貸与事業、犯罪被害者等支援団体に対

する団体助成事業）は、公益財団法人日本財団を当該事業の担い手として決定

し、平成 24 年 12 月 18 日より開始されました。 

平成 25 年８月から平成 26 年３月 31 日までの間、犯罪被害者等支援事業に係

るインターネット広告を掲載し、広く一般国民に向けた周知を実施しました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

金融庁 振り込め詐欺救済法に係る業務

に関する経費 

3 

 

3 

 

    

    

 

施策番号 64 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

施策番号 65 

消費者基本計画における

具体的施策 

キャッシュカード利用者に対し、偽造キャッシュカードによる被害防止へ向けた

カード管理上の注意喚起を実施するとともに、金融機関の犯罪防止策や犯罪発

生後の対応措置への取組状況をフォローアップし、各種被害手口に対応した金

融機関における防止策等を促進します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 

偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等

からの預貯金者の保護等に関する法律第９条 

担当省庁等 金融庁、警察庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

平成 24 年 10 月、金融機関から「スキミング※等により不正に入手したカード情

報から偽造キャッシュカードを作製し、他人の預貯金を引き出す手口の犯罪が増

加している」との情報が警察に寄せられました。それらの被害の多くで特定の企

業が発行する磁気ストライプカードが悪用されていることが判明し、また、それら

のカードは誰もが自由に、かつ、大量に入手できる方法で配布されていたため、

警察では、同企業を始めとした関係団体に対して配布方法の見直し等を要請し

ました。 

また、被害状況から暗証番号設定式の貴重品ボックスを設置するゴルフ場等

でのスキミングがうかがえたことから、同年 12 月、関係団体に対して、ゴルフ場に

おける不審者に対する声掛け、受付時の利用客に対する貴重品ボックス利用時

の注意喚起（キャッシュカードの暗証番号とは違う番号の設定）等の防犯対策の

強化を要請しました。 

さらに、銀行ＡＴＭのカード挿入口に取り付けられたスキマーや防犯カメラを偽

装した暗証番号盗撮用の小型カメラによってカード利用に関する情報を不正に

入手する事案が発生したことから、金融機関に対して、ＡＴＭコーナーにおける

警戒の強化、利用者に対する注意喚起の徹底、ＩＣキャッシュカードの更なる普

及促進等について要請しました。 

金融庁では、同庁ウェブサイトにて、キャッシュカード利用者に対する注意喚

起を継続的に実施しているほか、平成 25 年５月、８月、11 月、平成 26 年２月に

は偽造キャッシュカード等による被害発生状況及び金融機関による補償状況に

ついて公表しました。 

それとともに、平成 25 年７月、平成 24 年度の偽造キャッシュカード問題等に対

する対応状況について、アンケート調査を実施し、取りまとめの上、公表しまし

た。当該調査によると、ＩＣキャッシュカードを導入した金融機関の割合が増加す

るなど、金融機関による情報セキュリティ向上への取組が着実に実施されていま

す。 

加えて、平成 25 事務年度の監督方針に、偽造キャッシュカード等への対応な

ど、金融機能の不正利用の防止を重点事項として明記し、検証しました。 
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※ 真正なカードのデータを、スキマー（磁気情報読取装置）を用いて読み取る行

為。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 65 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 66 

消費者基本計画における

具体的施策 

金融機関に対し、意見交換会等を通じて振り込め詐欺に関する注意喚起等を

引き続き行うことにより、被害の未然防止及び拡大防止並びに被害回復に向け

た金融機関の取組をより一層促進します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 金融庁、警察庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺の被害者の多くは高齢者であり、また、被

害金の多くはＡＴＭや金融機関の窓口を利用して出金又は送金されているのが

実態です。これらを踏まえ、警察では、被害を未然に防止するため、金融機関に

対し、窓口職員等による高齢者を中心とした顧客に対する声掛けの徹底を要請

しています。同時に、「金融機関職員による声掛けは、警察の要請に基づき実

施している」旨を記載した説明文書や声掛け用のチェックリストの金融機関へ

の提供、金融機関と連携した声掛け訓練等を行っており、その結果、声掛けによ

る特殊詐欺被害の阻止率は年々上昇しています。 

さらに、特殊詐欺による被害額を最小限に抑えるため、平成 21 年３月、警察庁

から全国銀行協会に、平成25年１月には全国信用金庫協会に対し、それぞれの

協会加盟金融機関における１日当たりＡＴＭ利用限度額の初期設定を引き下げ

るよう要請し、これまでに多くの金融機関でＡＴＭの利用限度額が引き下げられ

ています。 

このほか、金融庁では、平成 25 事務年度の監督方針に、振り込め詐欺等への

対応など、金融機能の不正利用の防止を重点事項として明記し、金融機関にお

ける不正利用口座の利用停止等の対応状況を検証しました。また、平成 26 年２

月、警察庁や全国銀行協会と連携し、振り込め詐欺等の未然防止を図るリーフレ

ット「『家族の絆』で振り込め詐欺を予防！」を作成、当庁ウェブサイトに掲載する

ことにより、振り込め詐欺等が身近な危険であることを家族間で共有・注意喚起を

行うよう振り込め詐欺等の未然防止のための協力依頼を行いました。加えて、上

記活動の一環として、関係団体に対して、会員企業等の職員の皆様に周知いた

だくよう依頼しました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

金融庁 振り込め詐欺救済法に係る業務

に関する経費 

3 3 

    

    

 

施策番号 66 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

                                                  

（注 67-2） 公共料金等における情報公開等の現状を把握し、また、今後の取組の方向性を検討するため、書面調査や消費者委員

会に設置された公共料金等専門調査会（座長：古城 誠 上智大学法学部長）による各省庁ヒアリングを実施したため。 

施策番号 67-2 

消費者基本計画における

具体的施策 

公共料金等の決定過程の透明性、消費者参画の機会及び料金の適正性の

確保を保つ観点から、以下の施策について検討し、取り組みます。 

① 所管省庁における公共料金等に係る情報公開の実施状況についてフォロー

アップ 

② 公共料金等の決定過程で開催される公聴会や審議会における消費者参画

の実質的な確保 

③ 据え置きが続いている公共料金等を含め料金の妥当性を継続的に検証する

具体的方法の検討と実施 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 

公共料金等の新規設定及び変更の取扱いについて（平成 23 年３月 14 日 物価

担当官会議申合せ） 

担当省庁等 消費者庁、消費者委員会、各公共料金等所管省庁 

実施時期 
一部実施済み（注 67-2）。 

引き続き、公共料金等の決定過程の透明性を確保するため、継続的に実施しま
す。 

実施状況 

平成 23 年３月の東日本大震災・東京電力福島第一原子力発電所事故を契機

として、電力会社各社から電気料金値上げ認可申請が相次いでおり、平成 25 年

度は、平成 24 年度の東京電力、関西電力及び九州電力に引き続き、東北電

力、四国電力、北海道電力及び中部電力の料金認可の手続きが行われました。

これらの料金認可にあたっては、所管省庁（経済産業省）における審査の後、消

費者庁との協議を経て、物価問題に関する関係閣僚会議の了承を得たうえで、

料金改定を認可しました。この過程において、経済産業省の「電気料金審査専

門小委員会」に消費者の代表が委員として参画するほか、公聴会（経済産業省

主催）や消費者との意見交換会（消費者庁、消費者委員会主催）の場の設置、

消費者委員会からの意見聴取など、消費者参画の実質的な確保のための取組

を行いました。また、消費者庁において、消費者利益の擁護の観点から重要であ

ると考えられる事項を取りまとめたチェックポイントを作成・公表し、消費者庁と所

管省庁（経済産業省）との協議に活用しました。 

また、消費者基本計画（施策番号 67-2）に掲げられた、公共料金等の決定過

程で開催される公聴会や審議会における消費者参画の実質的な確保（具体的

施策②）、および、据え置きが続いている公共料金等を含め料金の妥当性を継

続的に検証する具体的方法の検討と実施（具体的施策③）については、平成 24

年 11 月に設置された消費者委員会の公共料金等専門調査会（以下「専門調査

会」という。）において、本施策の進捗状況や専門調査会での議論を踏まえて、

平成 25 年７月に今後取り組むべき課題と検討すべき論点を示した「公共料金等

専門調査会報告」を取りまとめました。なお、平成 26 年４月１日からの消費税率

引上げに伴う公共料金等の改定に関しては、平成 25 年８月の物価担当官会議

申合せ「消費税率引上げに伴う公共料金等の改定について」により、公共料金に

おいて消費税転嫁をどのように行うべきかについて、各公共料金に共通する基

本的な考え方を整理しました。この申合せに基づき、重要な公共料金等で消費

－200－



  

税率引上げに伴う料金改定申請等がされたものについては、消費者委員会から

の意見聴取や物価問題に関する関係閣僚会議の了承を得たうえで、料金改定

を認可等しました。（25 グラム以下の定形郵便物及び信書便物の料金の上限の

改定については平成 25 年 11 月 29 日了承。JR 旅客会社、民鉄大手 15 社、東

京地下鉄及び６大都市の公営地下鉄の運賃、東京大手民営バス９社及び６大都

市の公営バスの運賃、東京都特別区に係るタクシーの運賃、製造たばこの小売

定価の改定については平成 26 年２月 28 日了承） 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 公共料金の透明性の確保に必要

な経費 

8 8 

    

    

 

                                                  

（注 67-2） 公共料金等における情報公開等の現状を把握し、また、今後の取組の方向性を検討するため、書面調査や消費者委員

会に設置された公共料金等専門調査会（座長：古城 誠 上智大学法学部教授）による各省庁ヒアリングを実施したため。 

施策番号 67-2 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 

一部実施済み（注 67-2）。 

引き続き、公共料金等の決定過程の透明性を確保するため、継続的に実施しま

す。 

見直しの考え方 公共料金等専門調査会の座長の所属に変更があったため。 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 68 

消費者基本計画における

具体的施策 

警備業法に規定されている契約内容の書面交付が確実に行われるよう推進す

ることにより、消費者取引における情報提供の適正化を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
警備業法第 19 条 

担当省庁等 警察庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

警備業は、施設警備、雑踏警備、交通誘導警備、現金輸送警備、ボディーガ

ード等の種々の形態を有しており、ホームセキュリティ等の需要も拡大するなど、

国民生活に幅広くサービスを提供しています。また、空港や原子力発電所のよう

なテロの標的とされやすい施設での警備も担っています。こうした警備業が果た

す役割を踏まえ、警察では、警備業法（昭和47 年法律第117号）に基づき、警備

業者に対する指導監督を行い、警備業務の実施の適正と警備業の健全な育成

を図っています。 

警備業に対する社会的な需要が拡大する中で、警備業務の内容や契約の対

価、解除等の条件に関する説明がなかったなど、契約時における警備業者の説

明が不十分であることに起因する苦情が数多く発生したため、平成 16 年の警備

業法の改正で書面の交付に関する規定（第 19 条）が新設されました。これによ

り、警備業者は依頼者に対し、契約の成立前に書面を交付して重要事項を説明

しなければならず、また、後日の紛争を防ぐため、契約締結後に契約内容を記載

した書面を交付しなければならないこととされ、警備業務の依頼者の保護が図ら

れました。 

各都道府県警察は、警備業法第 19 条の規定に基づく契約内容の書面交付

が確実に実施され、警備業務の依頼者の保護が図られるよう、各種講習会や定

期立入検査など、様々な機会を捉えて警備業者に対する指導を行い、さらには、

違反業者に対して行政処分を実施するなど、警備業者に対する指導監督を継続

的に実施しています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 68 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

                                                  

（注 73） トランス脂肪酸については、平成 23 年２月に、食品事業者による自主的な情報開示の取組を促進するため、「トランス脂肪

酸の情報開示に関する指針」を取りまとめ、公表。平成 23 年８月に、「栄養成分表示検討会報告書」を取りまとめ。 

施策番号 69・73 

消費者基本計画における

具体的施策 

食品表示法に基づく食品表示基準については、消費者の表示利活用の実態

等を調査しつつ、消費者、事業者双方にとって分かりやすい表示の在り方、表示

の実行可能性、国際基準との整合性等を十分に踏まえて、関係者の理解を得な

がら策定を行います。 

栄養表示の義務化については、対象成分を始め栄養成分の表示の在り方に

ついて検討を進めます。小規模事業者に義務化が過度な負担とならないよう、食

品関連事業者に対する支援措置等環境整備を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
食品表示法第４条、附則第２条 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 
食品表示法公布後２年以内の施行に向け、同法に基づく食品表示基準の策定
等必要な取組を実施します（注 73）。 

実施状況 

食品一般について、その内容に関する情報の表示ルールを定めた法律とし

て、現在、食品衛生法、ＪＡＳ法、健康増進法の３法があります。これら３法に基づ

き複数の表示基準が定められ、それらの基準に従って表示が行われています

が、制度が複雑であるとともに、用語の定義が異なるなど分かりにくいものとなっ

ていました。 

このため、一元的な法律を制定することにより、３法の複雑なルールを統合す

るなど食品表示に関する包括的かつ一元的な制度を構築するため、消費者庁で

は平成 23 年９月より、学識経験者、消費者団体、事業者団体等で構成される「食

品表示一元化検討会（座長：池戸重信宮城大学特任教授）」を立ち上げ、平成

24 年８月に報告書を取りまとめました。同報告書では、食品表示は、消費者の安

全の確保や自主的かつ合理的な選択の機会の確保など消費者基本法に掲げら

れた消費者の権利の実現を図る上で重要な役割を果たすものであることを前提

として、食品表示の一元化のための新法の立案に向けた基本的考え方を示して

います。また、これまで事業者の任意とされていた栄養表示に関しては、近年の

生活習慣病等の増加、その対応策としての適切な食事と運動の重要性、海外に

おける栄養表示の義務化の動き等を踏まえ、栄養表示を事業者に義務付けるこ

とが適当とされました。 

こうした報告書の内容をもとに、食品表示を一元化する法律の立案を行い、平

成 25 年４月５日に「食品表示法案」として閣議決定し、国会に提出されました。そ

の後、衆議院、参議院での審議を経て成立し、同年６月 28 日に公布されました。 

食品表示法に基づく新たな食品表示基準策定に当たっては、消費者委員会

食品表示部会及びその下に設置された３つの調査会（栄養表示に関する調査

会、生鮮食品・業務用食品の表示に関する調査会、加工食品の表示に関する調

査会）において、平成 25 年 11 月より審議が行われているところです。 

食品表示基準の策定に当たっては、 

・ 食品及び事業者の分類に従って整序するとともに、食品の性質等に照ら
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し、できる限り共通ルールにまとめる、 

・ 現行の栄養表示基準を、実行可能性の観点から義務化にふさわしい内容

に見直す、 

・ 安全性に関する事項に係るルールを、より分かりやすいように見直す、 

等の策定方針に基づき、様々な立場の御意見を広く伺いながら、消費者の求め

る情報提供と事業者の実行可能性とのバランスを図り、双方に分かりやすい表示

基準を策定するよう努めることとしています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 食品表示適正化推進等経費 153 百万円の内数 152 百万円の内数 

    

    

 

施策番号 69・73 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 70・75 

消費者基本計画における

具体的施策 

加工食品の原料原産地表示、中食・外食へのアレルギー表示、食品添加

物表示、遺伝子組換え表示などの個別課題についての表示基準の見直しに

ついては、順次検討を進めます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 
新たな食品表示基準の策定について目途がついた段階から検討を実施しま
す。 

実施状況 

平成 23 年９月から平成 24 年８月にかけて消費者庁において食品表示一

元化検討会を開催し取りまとめた食品表示一元化検討会報告書（平成 24 年

８月９日）における今後の検討課題としては、 

・ 加工食品の原料原産地表示 

・ 中食、外食やインターネット販売の取扱い 

・ その他の個別の表示事項（遺伝子組換え表示など） 

が示されたところです。 

一方で、平成 25 年６月 28 日に公布された食品表示法は、公布の日から

２年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされて

おり、同法に基づく食品表示基準は、同法の施行までに策定する必要があ

ります。 

このため、まずは、法の施行に間に合うよう食品表示基準策定に優先的

に取り組み、今後の検討課題については、食品表示基準策定のめどがつい

た段階から順次検討を行っていくこととしています。それらの検討に先立

ちはまずは、諸外国の表示ルールの調査や事業者ヒアリング等について、

並行的に進められるものから実施しているところです。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 食品表示適正化推進等経費 153 百万円の内数 152 百万円の内数 

    

    

 

施策番号 70・75 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 71 

消費者基本計画における

具体的施策 

「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」

に基づき、米・米加工品について平成 23 年７月に施行された原料米の産地

情報の伝達制度の定着を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 

第４条、第８条 

担当省庁等 消費者庁、国税庁、農林水産省 

実施時期 継続的に実施します。（平成 23 年７月施行） 

実施状況 

平成 20 年９月、非食用として流通した、いわゆる事故米穀が食用に不正

転売され、米菓や焼酎等の原材料に紛れ込み、加工された商品が一般に流

通していたことが明らかとなり、農林水産省の「米流通システム検討会」

での検討を踏まえ、平成21年４月に米トレーサビリティ法が成立しました。

同法では、対象事業者に、平成 22 年 10 月から取引等の記録の作成・保存

が、平成 23 年７月から原料米に関する産地情報の伝達が、それぞれ義務付

けられました。 

具体的には、小売店等で販売されている米飯類、だんごや米菓、清酒、

焼酎等、米を使った加工品については、容器・包装や店頭等に原料米の産

地が明記、又は産地情報を知ることができる方法（ウェブサイトや電話番

号等）が記載されているので原料米の産地を知ることができます。また、

外食店で提供される米飯類については、店内掲示、メニューへの記載、店

員への問合せ等の方法で知ることができます。 

農林水産省及び国税庁では、米トレーサビリティ法に基づく米穀等に係

る産地情報の伝達状況の確認等のため、米穀事業者に対する巡回立入検査

等を全国で実施し、制度の定着を図っています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 食品表示適正化推進等経費 153 百万円の内数 152 百万円の内数 

    

    

 

施策番号 71 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

                                                  
（注 76） 平成 25 年 7 月 1 日付で消費者庁表示対策課に食品表示対策室を設置予定。 

施策番号 76 

消費者基本計画における

具体的施策 

消費者庁による「健康食品の表示に関する検討会」の論点整理及び消費者委

員会による「『健康食品』の表示等の在り方に関する建議」を踏まえ、食品表示に

関する景品表示法と健康増進法の一元的な法執行を推進するとともに、いわゆ

る健康食品に関する「留意事項（法解釈の指針）」を取りまとめ、その周知徹底に

より表示・広告の適正化を図ります。また、特定保健用食品の審査基準の明確化

や栄養機能食品の対象成分の拡充の検討等、所要の措置を講じます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
景品表示法、健康増進法 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 
施策を一部実施済み（注 76）。 

引き続き検討します。 

実施状況 

消費者庁では、平成 21 年 11 月から平成 22 年７月まで、「健康食品の表示に

関する検討会」を開催し、同年８月にその論点整理を取りまとめたところです。こ

の論点整理を踏まえ、新たな成分に係る保健の機能の表示を認める可能性の検

討に当たっての基礎調査として、平成 23 年度に「食品の機能性評価モデル事

業」を実施し、文献等を用いて食品成分の機能性評価を行う場合の主な課題を

示しました。また、平成 23 年６月に「特定保健用食品の表示に関するＱ＆Ａ」を

公表し、容器包装の表示だけでなく広告を含め、具体的に違反のおそれのある

事例とその考え方を示しました。さらに、特定保健用食品の審査の透明性、公平

性の確保のため、平成 24 年度に「特定保健用食品の審査基準の検討事業」を

実施しました。本事業の結果を受け、消費者庁では特定保健用食品の表示許可

申請に係るヒト試験のデザインをより明確に提示するため、特定保健用食品の審

査基準の通知の改正を予定しています。 

また、健康食品の表示等に関する執行の強化として、平成 23 年６月以降、通

年的にインターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する監視を行

い、健康増進法に違反するおそれのある表示について、事業者に対し改善要請

を行うとともに、薬事法を所管する厚生労働省担当部署との間で、連絡会議を設

置し、連携を深めています。 

健康食品の表示の適正化に向けた取り組みとしては、平成 25 年７月に食品表

示に係る執行事務を一元的に担う体制として、食品表示対策室を設置するととも

に、同年 12 月には、「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法

上の留意事項について」を公表し、健康食品の表示・広告に関する考え方や判

断基準を明らかにしました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 食品表示適正化推進等経費 153 百万円の内数 152 百万円の内数 

    

    

 

                                                  
（注 76） 平成 25 年７月１日付で消費者庁表示対策課に食品表示対策室が設置された。 

施策番号 76 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 
一部実施済み。（注 76） 

引き続き検討します。 

見直しの考え方 
平成 25 年７月１日付けで当庁表示対策課に、食品表示に係る執行事務を一

元的に担う体制として、食品表示対策室を設置したため。 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 76-2 

消費者基本計画における

具体的施策 

いわゆる健康食品等の加工食品及び農林水産物に関し、企業等の責任にお

いて科学的根拠のもとに機能性を表示できる新たな方策について、国ではなく

企業等が自らその科学的根拠を評価した上でその旨及び機能を表示できる米

国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にしつつ、安全性の確保も含め

た運用が可能な仕組みとすることを念頭に検討します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁、厚生労働省、農林水産省 

実施時期 平成 25 年度に検討を開始し、平成 26 年度に実施します。 

実施状況 

規制改革実施計画（平成 25 年６月 14 日閣議決定）及び日本再興戦略（平成

25 年６月 14 日閣議決定）に基づき、いわゆる健康食品等の加工食品及び農林

水産物に関し、企業等の責任において科学的根拠を基に機能性を表示できる

新たな方策について、平成 25 年度中に検討を開始し、平成 26 年度中に結論を

得た上で実施することとされています。その際、安全性の確保を前提とした上で、

消費者の誤認防止の観点から、機能性の表示をするにはどの程度の科学的根

拠が必要かも含め、企業等の責任において適正な表示を可能とし、さらに、販売

後の情報に関して企業が適切なフォローアップを行う制度を検討することとして

います。消費者庁では「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」を 2013

年 12 月より開催しています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 食品表示適正化推進等経費 153 百万円の内数 152 百万円の内数 

    

    

 

施策番号 76-2 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 77 

消費者基本計画における

具体的施策 

いわゆる健康食品に関する消費者の理解の促進を図るため、いわゆる健康食

品に関して正しい情報を提供できる体制の整備を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁、厚生労働省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

消費者庁では、健康や栄養に関する健康増進法に基づく健康食品等の表示

については、平成 24 年５月に消費者向けパンフレット（「おしえてラベルくん」）を

作成し、制度の普及・啓発に取り組みました。同パンフレットでは、栄養表示のみ

ではなく、栄養成分の含有量が規定の範囲内にある食品について、栄養成分の

機能表示ができる規格基準型の栄養機能食品制度や、食生活において利用す

ることで、特定の保健の目的が期待できる旨の表示ができる個別評価型の特定

保健用食品制度についても紹介しています。同パンフレットについて、海外の方

にもわかるよう、平成 24 年 10 月に、英語版をＨＰに掲載しました。 

また、平成 25 年２月に事業者へいわゆる健康食品の表示についての再周知

を行い、消費者に対して摂取量等の情報が正しく適切に提供されるよう取組みま

した。 

加えて、平成 25 年度は厚生労働省との共催により、全国３か所で意見交換会

を開催し、いわゆる健康食品の過剰摂取や要配慮者の摂取等に関して、消費者

の正確な理解のためのリスクコミュニケーションに取り組みました。 

厚生労働省は、健康食品による健康被害情報を収集し、５件の事案について

関係機関及び必要に応じ報道機関を通じて消費者に対し注意喚起を行いまし

た。さらに、これらの注意喚起の内容を同省ウェブサイトに掲載し、消費者に対し

て情報提供を行いました。また、平成 24 年度の「いわゆる健康食品による健康被

害情報の収集・解析手法の研究」の成果を踏まえ、平成 25 年度は、一部の地方

公共団体で試行を行いました。その結果を踏まえ、平成 26 年度の研修において

改善を行う予定としています。 

そのほか、必要に応じ講演会等に出席し、いわゆる健康食品に関する消費者

の理解の促進を図り、正しい知識の普及啓発を行いました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 

 

食品表示適正化推進等経費 153 百万円の内数 153 百万円の内数 

消費者安全啓発推進経費 ７百万円の内数 ７百万円の内数 

    

 

施策番号 77 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 78 

消費者基本計画における

具体的施策 

食品表示の信頼性を確保するため、 

・地方農政局の職員による小売店舗等に対する巡回調査の充実等により、監督・

指導の徹底を図ります。 

・農林水産消費安全技術センターによるＤＮＡ分析等の科学的手法を活用した

食品表示の監視を行います。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 農林水産省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

ＪＡＳ法に基づいて実施する地方農政局等の職員による食品事業者に対する

巡回調査（年間約 3.3 万件）については、当該事業者の表示違反の状況等を踏

まえ、調査対象を重点化するなど、監視業務の実効の確保を図っています。 

また、独立行政法人農林水産消費安全技術センターによる科学的な検査手

法（分析件数は年間約 6,000 件以上）を活用した食品表示の監視を強化するた

め、地方農政局等の職員が行う巡回調査の一部について、同センターと合同で

の立入検査を実施しています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

農林水産省 産地表示適正化対策事業委託費 20 20 

    

    

 

施策番号 78 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 79 

消費者基本計画における

具体的施策 

食品表示について、消費生活センター、都道府県警察、地方農政局等の地

域の関係機関の連携促進・情報共有を支援すること等により、関係法令の効果

的な執行を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁、警察庁、農林水産省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

食品表示に関する取締りに関しては、「生活安心プロジェクト 緊急に講ずる具

体的な施策」（「生活安心プロジェクト」に関する関係閣僚会合了承（平成19年12

月 17 日））において、不適切な食品表示に関する監視を強化するため、関係省

庁の間で「食品表示連絡会議」を設置するよう決定されました。同会議は、関係

機関の連携の促進として、不適正な食品表示に関する情報が寄せられた場合

に、必要に応じて関係機関で情報共有、意見交換を行い、迅速に問題のある事

業者への処分等の必要な対応を講じるとともに、こうした対応が円滑に実施され

るよう関連情報の共有を進めることを目的としています。 

平成 20 年２月に第１回食品表示連絡会議が開催されてから、これまで６回開

催されました。なお、平成 25 年度においては、ホテル・レストランでのメニュー偽

装問題などが発生したことを受け、これら喫緊の問題に適切に対応していくた

め、食品表示連絡会議の枠組みとは別に、同年 11 月、「食品表示に関する関係

省庁執行官会議」を開催し、関係省庁間の情報共有や連携強化を図りました。 

－220－



 

平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 食品表示適正化推進等経費 195 百万円の内数 195 百万円の内数 

    

    

 

施策番号 79 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 79-2 

消費者基本計画における

具体的施策 

食品表示法を実効的なものとするため、問い合わせ対応等のワンストップ体制

等を早急に整備します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
食品表示法 附帯決議 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

食品衛生法、ＪＡＳ法、健康増進法に基づく食品の表示制度を統合した「食品

表示法」が平成 25 年６月 28 日に公布され、公布の日から２年を超えない範囲で

施行されることとなっています。 

新しい食品表示制度について、事業者等からの相談件数も増加することが予

想されることから、食品表示法の附帯決議において「問い合わせ対応等のワン

ストップサービス等を早急に実現すること」が求められております。 

そのため、消費者庁では平成 25 年度は、食品表示法における全国説明会を

開催し、さらに各種行政機関等への説明会にも積極的に参加することで、食品

表示法への理解の促進を図りました。今後も問合せ対応等の拡充を進めていく

予定です。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 食品表示適正化推進等経費 153 百万円の内数 152 百万円の内数 

    

    

 

施策番号 79-2 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

施策番号 80 

消費者基本計画における

具体的施策 

景品表示法を厳正に運用するとともに、必要に応じ同法の執行体制の拡充を

図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
不当景品類及び不当表示防止法 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

正しい表示は、取引を行う上での基本となるものです。消費者は、商品を購入

したりサービスを利用したりする場合、その表示を基に選択しているため、その表

示に嘘や偽りがあると、自主的かつ合理的な選択ができなくなってしまいます。 

景品表示法は、消費者にその商品・サービスについて実際のもの又は競争事

業者のものより著しく優良又は有利であると誤認される表示を禁止しています。同

法に違反する行為があれば、事業者に対して、その行為の取りやめ、再発防止

策の実施等を命令・指示する行政処分（措置命令）等※１を行っており、消費者庁

では、平成 25 年度に 45 件の措置命令を行いました。 

また、消費者庁、公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等及び都道府

県景品表示法主管課では、同じく景品表示法違反行為の未然防止等の観点か

ら、商品・サービスに関する表示の方法等について、事業者等からの相談に応じ

ています。なお、消費者庁及び公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等※

２では、平成 25 年度に２万 649 件の相談を受け付けています。 

このほか、消費者向け電子商取引の健全な発展と消費者取引の適正化を図

る観点から、一般消費者約 50 名に「電子商取引表示調査員」を委嘱し、インター

ネット上の広告表示の調査を委託して、電子商取引監視調査システムを通じて

問題となるおそれがあると思われる表示について報告を受けています。電子商取

引表示調査員からの報告は、景品表示法違反事件の端緒の発見、景品表示法

違反行為の未然防止の観点から行う事業者への啓発活動に活用しています。 

特に、平成 25 年度に行った行政の監視指導体制の強化に向けた取組として

は、農林水産省の協力を得て、同省の食品表示Ｇメン、米穀流通監視官等に対

し、一定期間、消費者庁の職員として一時的に併任発令することにより、景品表

示法に基づくレストラン、百貨店等への監視業務を行っていただくべく、平成 26

年２月26日に消費者庁への併任発令を行ったことのほか、都道府県知事に措置

命令権限等を付与すること等を盛り込んだ、不当景品類及び不当表示防止法等

の一部を改正する等の法律案を同年３月 11 日に国会に提出し、同年６月６日に

成立しました。 

 

 

－224－



 

  

※１ 都道府県知事は、景品表示法違反があると認めるときはその行為の取りやめ

など必要な事項を指示することができ、平成 24 年度には 29 件、平成 25 年度に

は 64 件の指示を行っている。 
※２ 公正取引委員会は、消費者庁長官から景品表示法違反事件に係る調査権

限の委任を受け、公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等において、調

査業務、相談業務等を行っている。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 告示・運用基準の制定・改廃等関

係 

2 2 

電子商取引表示監視調査システ

ム関係 

2 2 

商品・サービスの表示に関する実

態調査関係 

15 15 

景品表示法等に関する相談業務

関係 

6 6 

景品表示法情報ネットワーク等の

運用 

7 7 

景品表示法違反事件調査関係 52 52 

 食品表示監視調査システム関係 0 50 

 

施策番号 80 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 81 

消費者基本計画における

具体的施策 

住宅性能表示制度の普及を推進するとともに、消費者のニーズに対応するた

め、今後の評価技術の進歩及び普及状況を見定めつつ、評価方法の充実を図

ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81 号）第３条 

担当省庁等 消費者庁、国土交通省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

平成 12 年４月に施行された住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11

年法律第 81 号）に基づき、住宅の性能を客観的に評価し表示する住宅性能表

示制度を同年 10 月より開始しました。 

具体的には、耐震性、劣化対策及び省エネルギー対策等、外見や簡単な間

取り図からでは分かりにくい住宅の基本的な性能について共通ルールを定め、

住宅の性能を等級や数値等で表示し、比較しやすくするものです。 

表示項目については、これまでに次のとおり評価内容の充実が図られてきまし

た。 

・平成 13 年 8 月 シックハウス対策の充実のための項目を追加 

・平成 14 年 12 月 既存住宅について同制度の利用開始 

・平成 18 年４月 防犯性能の評価・表示を開始 

・平成 19 年４月 免震建築物等の評価・表示を開始 

 

現在、新築住宅については最大 10 分野 32 項目にわたって評価が行われま

す。 

平成 25 年度においては、次のとおり制度の充実を図る見直しを行い、平

成 27 年４月から施行されます。 

・設備を含めた一次エネルギー消費量を評価する基準の導入 

・液状化に関する参考情報の提供を行う仕組みを導入 

・現在９分野 27 項目である必須項目の範囲について、４分野９項目に見直し 

 

平成 25 年度の住宅着工戸数に対する設計住宅性能評価書の交付戸数の割

合は、23.6％となっています。 

国土交通省では、ウェブサイトやパンフレット等を活用し情報提供を行うなど、制

度の普及活動を実施しています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 住宅性能表示制度の普及促進 1 1 

    

    

 

施策番号 81 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 82 

消費者基本計画における

具体的施策 

家庭用品品質表示法における対象品目及び表示の標準について、適宜、規

定等の改正を行います。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
家庭用品品質表示法第３条第１項 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

家庭用品の品質表示については、家庭用品品質表示法に基づき、対象商品

や表示を行う事項が定められています。対象となるのは、繊維製品、合成樹脂加

工品、電気機械器具及び雑貨工業品のうち、消費者がその購入に当たって、品

質を識別することが難しく、かつ、識別することが特に必要と認められるもので、

平成 25 年度末時点で、90 品目となっています※１。 

消費者庁では、同法第４条に基づき事業者に対して「指示」※２を行っているほ

か、事業者が自ら不適正表示を申し出たものについては、同庁のホームページ

上で消費者への注意喚起を行っています※３。 

平成 25 年度には、平成 22～23 年度に実施した同法に関する調査・検討会の

結果を踏まえながら、消費者目線に立って、同法の雑貨工業品品質表示規程に

おける「洋傘」と、「いす、腰掛け及び座いす」のうち「乳幼児用のいす」につい

て、取扱上の注意等の表示による安全への配慮を促すために、表示の標準とし

て製品の取扱上の注意表示を新たに追加する改正を行いました。 

また、これに加えて、経済産業大臣から「エアコンディショナー」その他の表示

の標準に関する改正の要請を受けたことを踏まえ、併せて改正を行いました 

 

 
※１ 例えば、繊維製品では糸、ズボン、下着等。合成樹脂加工品では台所器具

等。電気機械器具では電気洗濯機、電子レンジ等。雑貨工業品では合成洗剤、

なべ等。 
※２平成 23 年度に４件、平成 24 年度に９件、平成 25 年度に 20 件（平成 26 年３

月 31 日時点）。 
※３平成 23 年度に 21 件、平成 24 年度に 12 件、平成 25 年度に 13 件（平成 26

年３月 31 日時点）。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 表示の設定、普及、遵守状況調査 1 １ 

    

    

 

                                                  
（注 82） 規制改革会議が平成 26 年６月 13 日に行った「規制改革に関する第２次答申」（「家庭用品品質表示の国際整合化」（指定

品目及び表示内容の見直し等）を含む。）を踏まえ、平成 26 年６月 24 日に閣議決定。 

施策番号 82 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 
継続的に実施します。 

「規制改革実施計画」（注 82）で定められた時期を踏まえ、検討します。 

見直しの考え方 

平成 26 年６月 24 日に閣議決定された「規制改革実施計画」に、家庭用品品

質表示法の対象品目及び表示の標準の見直しに関する事項も含まれており、そ

の内容と整合を図るため。 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 83 

消費者基本計画における

具体的施策 

建物部品の防犯性能の表示制度について、消費者が防犯性能により建物部

品を選択できるよう、その広報に努めるとともに、制度の適正な運用の確保を図り

ます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 警察庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

ピッキング等の特殊開錠用具を使用した住宅侵入犯罪が多発していたことを

受け、住宅侵入犯罪に使用されるおそれの高い用具の所持等を禁止するととも

に、建物に侵入して行われる犯罪の防止を図る目的で、特殊開錠用具の所持の

禁止等に関する法律（平成 15 年法律第 65 号）が平成 15 年６月に成立しました。 

同法第７条に基づく国家公安委員会告示では、建物錠の製造業者や輸入業

者に対し、建物錠のうち、防犯性能の向上を図ることが特に必要な指定建物錠

（シリンダー錠、シリンダー、サムターン）について、その防犯性能等を表示すべ

き事項として定めています。 

また、警察庁、国土交通省、経済産業省及び建物部品関連の民間団体から

構成される「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」で

は、防犯性能の高い建物部品（錠、ドア、ガラス、サッシなど）の開発を促進すると

同時に、同部品の目録を作成の上、公表しており、消費者が防犯性能により建

物部品を選択できるようになっています（目録掲載数：17 種類 3,252 品目（平成

26 年３月末時点））。 

なお、指定建物錠や防犯性能の高い建物部品に関する情報は、警察庁の侵

入 犯 罪 防 止 対 策 ウ ェ ブ サ イ ト 「 住 ま い る 防 犯 110 番

（http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki26/top.html）」や関係団体のウェブサイ

トに掲載するなどして消費者に提供しています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

警察庁 指定建物錠の防犯性能等の表示

内容に関する検証委託 

1 1 

    

    

 

施策番号 83 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 84 

消費者基本計画における

具体的施策 

電気通信サービスの広告表示に関して、電気通信サービス向上推進協議会

が策定した「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準・ガイドライン」の実

施状況、不適切な広告表示に対する取組状況を注視するとともに、利用者に分

かりやすいものとするため、更なる検討を促します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 総務省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

総務省では、近年のインターネット、携帯電話の発展普及に伴う諸問題につい

て、利用者視点を踏まえながら、関係者間で速やかに具体的な対応策を検討す

るため、「利用者視点を踏まえたＩＣＴサービスに係る諸問題に関する研究会」を

開催し、その下で開催された「スマートフォン時代における安心・安全な利用環境

の在り方に関するＷＧ」において、平成 2４年９月に「スマートフォン安心安全強化

戦略を取りまとめました。同戦略においては、利用者視点を踏まえたサービス品

質、エリア等の表示について指摘がなされています。 

同省では、通信速度の表示に関して、同戦略における指摘等を踏まえ、総務

省では、同年 11 月から「インターネットのサービス品質計測等の在り方に関する

研究会」を開催し、第一次報告書案を取りまとめ、パブリックコメントを実施しまし

た。本報告書案では、通信事業者共通の統一的な計測項目・条件、事業者中立

性が確保される実施プロセス、実証実験で検証すべき事項に加え、計測結果の

公表及び広告等の利用者への情報提供手法の方向性について提言が行われ

ています。 

こうした提言を踏まえ、同省では、平成 26 年度に統一的な計測項目・条件に

ついて実証実験による検証を行い、計測手法等を確定するとともに、その後、通

信事業者により速やかに本手法に基づく実効速度の分かりやすい情報提供が行

われるよう、電気通信サービス向上推進協議会※において「電気通信サービスの

広告表示に関する自主基準及びガイドライン」の改訂等が行われるよう取組を促

進していく予定です。 

また、人口カバーエリアの表示に関して、同戦略における指摘等を踏まえ、同

協議会において、より利用者の実感になじむ算出方法への統一化に向けたルー

ル策定及び上記ガイドラインへの反映に向けた対応が行われています。 

 

 
※ 平成 19 年 11 月に設立された。一般社団法人電気通信事業者協会、一般社

団法人テレコムサービス協会、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協

会、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟の４団体により構成されている。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 84 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 85 

消費者基本計画における

具体的施策 

国内・国際標準化関連活動に消費者の視点を適切に反映し、消費者分野等

における標準化施策（適合性評価制度の構築・運用を含む。）を実施します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 経済産業省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

経済産業省では、平成 25 年度も消費者への標準化※知識の普及啓発及び

消費者の日本工業規格(ＪＩＳ)開発審議への効率的な参加の促進のため

に、同省委託事業として、消費者のための標準化セミナーを全国で計 15 回

開催しました（約 1,000 名参加）。 

平成 25 年度は、標準化への関心を喚起してもらう事とともに、消費者の

安全・安心、消費生活になじみ深い以下のＪＩＳ（現在策定に向けて検討

中）の普及・啓発活動を行いました。 

・洗濯記号表示 

・子ども服（ひも、フード部位）安全性基準の策定 

また、国の審議会である日本工業標準調査会へは消費者代表者として、

合計 16 名が参加し、消費者の立場から標準化・認証に関する審議を行いま

した。 

 
※ 標準化とは、様々な事象を統一化すること。例えば、乾電池や紙のサイズの標

準化のように、標準化は日常生活の利便性向上に寄与しているが、日頃から標

準化を気にすることはないことから、日常生活と標準化との関わりについて経済

産業省は普及啓発を行っている。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

経済産業省 社会環境整備型規格開発事業 64 の内数 64 の内数 

    

    

 

施策番号 85 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 86 

消費者基本計画における

具体的施策 

消費者の生活における正確な計量について、地方公共団体などと協力し、制

度の実効性を向上させるための取組を行うとともに、計量器の実態等を踏まえる

ことにより、計量の適正化を推進します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 経済産業省 

実施時期 継続的に実施する。 

実施状況 

平成 26 年 2 月には、「計量法関係法令の解釈運用等について」（平成 25 年 6

月最終改正）の一部見直しを行いました。具体的には、計量法（平成４年法律第

51 号）第２条第４項の政令で定める特定計量器の一つタクシーメーターについ

て、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化

及び活性化に関連する特別措置法改正を受けてその定義を見直し、新たな定

義は関係地方公共団体等と共有する一方、当省ＷＥＢを通じて広く周知も行いま

した。さらに、タクシーメーター、温度計、燃料油メーター等 10 器種の特定計量

器及び特殊容器製造業に関する省令等関連法令の整備を実施しました（平成

26 年５月 1 日公布を予定）。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

経済産業省 法定計量関連調査事業 24 24 

法定計量関係経費 10 百万円の内数 10 百万円の内数 

    

 

施策番号 86 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 87 

消費者基本計画における

具体的施策 

消費者庁のリーダーシップのもと、関係省庁、学識経験者、消費者団体、教育

関係者等をメンバーとする「消費者教育推進会議」を開催し、これまでに蓄積さ

れた研究・実践の成果を生かして小学生から大学生、そして成人に至るまでの各

ライフステージに応じた消費者教育を、様々な主体が連携して体系的に進める

体制を確立します。推進会議において取りまとめた「消費者教育推進のための課

題と方向」を踏まえ、消費者庁、文部科学省及び関係省庁による消費者教育の

充実を図ります。 

また、消費者教育に関する法制の整備について検討を行います。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁、文部科学省、関係省庁等 

実施時期 

一部実施済み。 

「消費者教育推進のための課題と方向」を踏まえた関係省庁による消費者教育

の充実は、継続的に実施します。 

実施状況 施策番号 87-2 番と同文 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 87 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 

実施済み。 

（消費者教育推進会議が取りまとめた「消費者教育推進のための課題と方向」

は、「消費者教育の推進に関する法律」第９条に基づく、「消費者教育の推進に

関する基本的な方針」（平成25年６月28日閣議決定）に反映され、引き続き現在

の消費者教育推会議において課題を検討しているため（施策番号87-2参照）。） 

見直しの考え方 

 

消費者教育推進会議（※）が取りまとめた「消費者教育推進のための課題と方

向」は、「消費者教育の推進に関する法律」第９条に基づく、「消費者教育の推進

に関する基本的な方針」（平成 25 年６月 28 日閣議決定）に反映され、引き続き現

在の消費者教育推会議において課題を検討しているため（施策番号 87-2 参

照）。 

 

（※）当該推進会議は、消費者庁決定（平成22年11月12日）による会議である。 
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施策別整理表 
 

施策番号 87-2 

消費者基本計画における

具体的施策 

消費者教育の推進に関する基本的な方針案について、消費者教育推進会議

などから意見を聴き、基本方針を策定します。その基本方針に基づき、引き続

き、消費者教育推進会議を開催し、消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な

推進を検討します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
消費者教育の推進に関する法律第１９条 

担当省庁等 消費者庁、文部科学省、関係省庁等 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

消費者庁では、平成 24 年 12 月に施行された「消費者教育の推進に関する法

律」に基づき、「消費者教育推進会議」を設置しました(第 19 条)。同会議の事務

は、①消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進に関して、委員相互の

情報の交換及び調整を行うこと、②基本方針に関し、意見を聴くこととなっていま

す。同会議は、いわゆる「８条機関」の審議会※であり、委員は消費者、事業者、

教育関係者及び消費者団体、事業者団体、学識経験者などから 20 名を任命し

ており、任期を２年としています。 

同法では、「消費者教育の推進に関する基本的な方針」を策定（第９条）するこ

ととされています。同基本方針は、消費者庁と文部科学省において案を作成し、

消費者教育推進会議や消費者委員会の意見を聴くとともに、パブリックコメント等

を踏まえ、平成 25 年６月 28 日に閣議決定しました。閣議決定と同時に「地方公

共団体における消費者教育の事例集」を作成し、公表しました。また、消費者庁

と文部科学省との共催により、各都道府県及び政令指定都市の消費者行政部

局及び教育委員会担当者を対象とした、「消費者教育の推進に関する基本的な

方針」に関する研修会を開催（７月 19 日）しました。 

同基本方針別紙の「今後検討すべき課題」については、新たに専門委員を任

命し、消費者教育推進会議に置かれた３つの小委員会（消費者市民育成小委員

会、情報利用促進小委員会、地域連携推進小委員会）で 12 月から検討し、各小

委員会の検討状況については、平成 26 年３月に開催した第６回消費者教育推

進会議で報告されました。これらを踏まえて、更に消費者教育の推進を図りま

す。 

なお、「今後検討すべき課題」は、引き続き、各小委員会で検討し、平成 27 年

２月に取りまとめることとしています。 

 

 
※ いわゆる「審議会」は、国家行政組織法第８条並びに内閣府設置法第 37 条及

び第 54 条の「法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、

不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務

をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる」との規定を根拠に行政
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機関に設置される。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 消費者教育推進会議 11 11 

    

    

 

                                                  
（注 87-2） 「消費者教育の推進に関する基本的な方針」を平成 25 年６月 28 日閣議決定。また、平成 25 年 12 月から、同基本方針

別紙の「今後検討すべき課題」について、消費者教育推進会議に置かれた３つの小委員会（消費者市民育成小委員会、情報利

用促進小委員会、地域連携推進小委員会）で検討を開始。 

施策番号 87-2 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 

一部実施済み（注 87-2） 

基本方針に基づき、引き続き、消費者教育推進会議を開催し、消費者教育の総

合的、体系的かつ効果的な推進を検討する。 

見直しの考え方 

「消費者教育の推進に関する基本的な方針」を平成 25 年６月 28 日に閣議決

定し、同基本方針別紙の「今後検討すべき課題」について、消費者教育推進会

議に置かれた３つの小委員会（消費者市民育成小委員会、情報利用促進小委

員会、地域連携推進小委員会）で 12 月から検討を開始し、平成 27 年２月に取り

まとめることとしている。 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 88 

消費者基本計画における

具体的施策 

関係行政機関等で作成された消費者教育関連の教材及び実践事例等に関

する情報等を集約したポータルサイトを拡充し、消費者教育に関する情報と知見

の共有を進めます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

消費者庁では、特に学校・社会の様々な場面で消費者教育を実施している

方々の支援を主な目的に、消費者教育に関する様々な情報を提供する場とし

て、消費者庁のウェブサイト上に消費者教育ポータルサイトを運営しています

（http://www.caa.go.jp/ｋportal/index.php）。 

同ポータルサイトには、関係機関で作成された教材や実践事例に関する情報

が一元的に集約されています。 

平成 25 年１月に公表した「消費者教育の体系イメージマップ」の領域やライフ

ステージの内容に変更などを行ったことにより、結果として、アクセス数が増えまし

た。 

平成 26 年３月末時点で、教材が 800 件、各地域での実践事例に関する情報

が 364 件、講座等に関する情報が 624 件、合計 1,788 件の情報が掲載されてい

ます。 

なお、平成 25 年 6 月 28 日に閣議決定された、「消費者教育の推進に関する

基本的な方針」の別紙「今後検討すべき課題」中「消費者教育ポータルサイトの

掲載基準等」について、消費者教育推進会議の情報利用促進小委員会で検討

しています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 消費者教育ポータルサイトの活用 4 4 

    

    

 

施策番号 88 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 90 

消費者基本計画における

具体的施策 

消費者庁及び文部科学省が密接に連携し、消費者教育を推進するために、

地方公共団体において教育委員会と消費者行政担当部局との連携を図るなど

消費者教育の推進体制の整備を促進します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁、文部科学省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

消費者庁と文部科学省では、消費者教育推進法に基づく、消費者教育の推

進に関する基本的な方針（平成 25 年６月 28 日閣議決定）の策定にあわせて、各

都道府県及び政令指定都市宛てに「消費者教育の推進に関する基本的な方針

の策定について」を通知し、周知するとともに、消費者教育の推進に関する施策

の実施に尽力いただくよう依頼しました。 

また、消費者庁と文部科学省との共催により、各都道府県及び政令指定都市

の消費者行政部局及び教育委員会担当者を対象とした、「消費者教育の推進に

関する基本的な方針」に関する研修会を開催（平成 25 年７月 19 日）しました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

文部科学省 連携・協働による消費者教育推進

事業 

17 17 

    

    

 

施策番号 90 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 92 

消費者基本計画における

具体的施策 

学校教育及び社会教育における取組状況調査、ヒアリング調査等を実施し、

必要に応じて事例集の更新を行います。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 文部科学省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

文部科学省では、平成 22 年度に大学等及び地方公共団体における取組状況

調査を実施するとともに、先進的取組を実施する大学等及び地方公共団体を対

象としてヒアリング調査を実施し、これらの結果をもとに取組事例集を作成しまし

た。平成 25 年度には、フォローアップとして、取組状況調査を行いました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

文部科学省 連携・協働による消費者教育推進

事業 

17 17 

    

    

 

施策番号 92 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 93 

消費者基本計画における

具体的施策 

新学習指導要領において、消費者教育に関する内容が充実されたことを踏ま

え、新学習指導要領の周知徹底、教科書の充実や関係省庁の副教材の作成・

配布への協力等を行います。 

また、学校における消費者教育推進のための調査研究の実施や学校におけ

る消費者教育に関する協議会の開催、指導事例集の作成などを通じて新学習

指導要領を踏まえた消費者教育の充実を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 文部科学省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

学校教育においては、児童生徒の「生きる力」を育むことを目指し、生涯にわ

たり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、

これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等の能

力を育み、主体的に学習に取り組む態度を養うことを理念としています。 

また、平成 18 年に改正された教育基本法（平成 18 年法律第 120 号）におい

て、教育の目標として、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との

関連を重視することや、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態

度を養うことが規定されました。 

これらを踏まえ、平成 20 年及び平成 21 年に改訂された小・中・高等学校の学

習指導要領において、社会科及び公民科、家庭科、技術・家庭科などを中心に

消費者教育に関する教育内容を充実しました。改訂された学習指導要領は小学

校では平成 23 年度から、中学校では平成 24 年度から全面実施され、高等学校

では平成 25 年度から年次進行で実施されています。 

また、文部科学省では、学習指導要領に基づく指導の一層の充実を図るた

め、平成 25 年度に、教育委員会関係者等を対象とする全国的な会議で新学習

指導要領の趣旨の周知・徹底を図りました。 

さらに、消費者教育に関する教科横断的なカリキュラムの開発や教材の開発、

教員研修等について調査研究を実施したほか、消費者教育フェスタを開催し、

優良な取組事例を全国で共有しました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

文部科学省 学校教育における消費者教育の

推進 

8 8 

    

    

 

施策番号 93 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 

－251－



 

施策別整理表 
 

  

                                                  
（注 94） 平成 22 年度、平成 23 年度、平成 24 年度に担当省庁等において教材等を作成。 

施策番号 94 

消費者基本計画における

具体的施策 

新学習指導要領の内容を反映した副読本や教材などの作成、担当省庁、国

民生活センター、金融広報中央委員会が有する情報や知識を活用した教育・啓

発事業及び教員の指導力向上を目指したセミナーの開催等については、文部

科学省や教育委員会と連携を図るとともに、外部の専門家などの協力も得なが

ら、学校における消費者教育に対する支援を行います。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁、金融庁、総務省、法務省、関係省庁等 

実施時期 
一部実施済み（注 94）。 

継続的に実施します。 

実施状況 

消費者庁では、平成 24 年度に消費者庁が作成した小学生向け消費者教育

副教材を活用した授業を行った都内の小学校２校を訪問し、この副教材の活用

方法や意見等について情報交換を行いました。 

金融庁では、平成24年11月から、金融庁金融研究センターの下で、有識者、

関係省庁、関係団体をメンバーとする「金融経済教育研究会」を開催、議論を重

ね、平成 25 年４月 30 日に報告書を公表し、最低限身に付けるべき金融リテラシ

ー（４分野・15 項目）を提示しました。 

４分野・15 項目をわかりやすくまとめたリーフレットを作成し、他のガイドブック

（基礎から学べる金融ガイド）等と併せて、全国の教育機関や地方公共団体等へ

配付したほか、必要に応じて講師を派遣するなど、学校における金融経済教育

の推進に取り組んでいます。総務省では、子ども達のＩＣＴメディアをより主体的・

能動的に扱う能力（ＩＣＴメディアリテラシー）を育成するため、平成 21 年度から引

き続き、小学校高学年を対象とした教材「伸ばそうＩＣＴメディアリテラシーつなが

る！わかる！これがネットだ」をウェブサイト上に公開するとともに、平成22年度に

開 発 し た 新 た な 教 材 を 平 成 23 年 ４ 月 か ら 公 開 し て い ま す

（ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/media_litera

cy.html）。 

さらに、平成 23 年度から公開した新たな教材については、指導資料中にイン

ターネットやメールなどを利用する際の留意点等を記載し、学校や家庭等におけ

る話合いのきっかけ作りに使えるようにしました。 

法務省では、ウェブサイト上に法教育に関する教材を公開するとともに、消費

者の権利を含め、契約や司法の役割等について、平成 23 年度には 2,992 回、

101,447 名に対して法教育の出前授業を実施しました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 消費者教育用教材の作成 12 12 

金融庁 金融知識等普及施策のためのパ

ンフレット等作成経費 

5 5 

金融知識等普及施策経費 13 13 

法務省 法教育の推進 6 百万円の内数 6 百万円の内数 

 

                                                  
（注 94） 平成 22 年度、平成 23 年度、平成 24 年度、平成 25 年度に担当省庁等において教材等を作成。 

施策番号 94 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 
一部実施済み（注 94）。 

継続的に実施します。 

見直しの考え方 
平成 22 年度、平成 23 年度、平成 24 年度及び平成 25 年度に担当省庁等に

おいて教材等を作成したため。 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 95（92） 

消費者基本計画における

具体的施策 

大学生等に対する消費者問題の情報提供及び啓発を行うとともに、大学等及

び社会教育における消費者教育の指針の普及・啓発を継続して実施します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 文部科学省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

文部科学省では、平成 22 年度、消費者教育に関する取組の実態を把握する

ため、全国の大学等に対して、「消費者教育に関する取組状況調査」を行い、こ

の結果も踏まえながら、大学等における消費者教育の在り方について検討を行

い、その成果を「大学等及び社会教育における消費者教育の指針」としてまとめ

ました。さらに、同指針を、全国の大学・短期大学・高等専門学校に配布したほ

か、平成 23 年度には、この成果を踏まえた教職員向けパンフレットを作成し、学

内での消費者教育の啓発等のため、全国の大学等に配布するとともに、ウェブサ

イトにも掲載し、広く周知を図っています。 

また、毎年度、複数の地域で開催されている「学生指導研修会」等の大学等が

主催する会議等において、大学等の教職員に対し消費者トラブルについて注意

喚起を行いました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

文部科学省 連携・協働による消費者教育推進

事業 

17 17 

    

    

 

施策番号 95（92）番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 96 

消費者基本計画における

具体的施策 

担当省庁、国民生活センター、金融広報中央委員会が有する情報や知識を

活用した消費者教育用教材等の作成・配布、出前講座の実施、又は地域で開

催される講座等への講師派遣などを行い、社会教育施設等地域における消費

者教育の推進を行います。 

特に、金融経済教育は、消費者教育の重要な要素であることから、金融経済

教育の内容を消費者教育の内容に盛り込むとともに、金融経済教育と連携した

消費者教育を推進することが重要です。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁、公正取引委員会、金融庁、法務省、文部科学省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

消費者庁では、年間を通じて新しい教材や取組等の情報の登録を行うなど、

消費者教育ポータルサイトの充実を図っています。また、高齢者・障害者の消費

者被害が増加傾向にあり、地域における幅広い主体による見守りが重要であるこ

とから、見守りの担い手向け視聴覚教材を作成しました。 

公正取引委員会では、平成 25 年度には、一日公正取引委員会を８回、消費

者セミナーを 49 回、独占禁止法教室を 141 回（中学 54 回、高校 14 回、大学・

大学院 73 回）開催しました。このほか、消費者教育用教材「私たちの暮らしと独

占禁止法の関わり」等を消費者セミナー及び独占禁止法教室の出席者に配布し

ました。消費者セミナーや独占禁止法教室の参加者からのアンケート結果では、

「満足」、「おおむね満足」との回答が消費者セミナーについては 64％、独占禁

止法教室については 88％と良好な結果が得られており、地域における消費者教

育の推進に寄与しています。 

金融庁では、平成24年11月から、金融庁金融研究センターの下で、有識者、

関係省庁、関係団体をメンバーとする「金融経済教育研究会」を開催、議論を重

ね、平成 25 年４月 30 日に報告書を公表し、最低限身に付けるべき金融リテラシ

ー（４分野・15 項目）を提示しました。 

また、４分野・15 項目を分かりやすくまとめたリーフレットを作成し、他のガイド

ブック（実例で学ぶ「未公開株」等被害にあわないためのガイドブック）等と併せ

て、全国の地方公共団体等に配付したほか、必要に応じて地域で開催される講

座等へ講師派遣などを行っています。 

さらに、金融庁と財務局の主催で、一般の方々を対象として、金融経済教育の

重要性を内容とした、「金融リテラシー（知識・判断力）を身に付けるためのシンポ

ジウム」を開催（全国５か所）しました。 

 

法務省では、ウェブサイト上に法教育に関する教材を公開するとともに、消費

者の権利を含め、契約や司法の役割等について、平成 25 年度には 2,992 回、

101,447 名に対して法教育の出前授業を実施しました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 消費者教育ポータルサイトの活用 4 4 

公正取引委員会 独占禁止法教室 2 2 

一日出張事務所 4 4 

消費者との対話 1 1 

金融庁 金融知識等普及施策のためのパ

ンフレット等作成経費 

6 6 

金融経済教育を考えるシンポジウ

ム関係経費 

2 2 

金融知識等普及施策経費 13 13 

法務省 法教育の推進 6 百万円の内数 6 百万円の内数 

文部科学省 連携・協働による消費者教育推進

事業 

17 17 

 

施策番号 96 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

                                                  
（注 97 ） 関係省庁や多様な主体の連携による消費者教育推進のためのイベントを開催（神戸、東京）。  

施策番号 97 

消費者基本計画における

具体的施策 

教育関係者、消費者団体・ＮＰＯ、企業・事業者団体等の多様な主体の参画・

連携による消費者教育のための連携の場を創設するとともに、連携の際の役割

分担や取組手法について検討し、その成果を全国的に情報提供します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁、文部科学省 

実施時期 
一部実施済み（注 97）。 

継続的に実施します。 

実施状況 

文部科学省では、消費者教育の一層の推進を図るため、「社会的責任に関す

る円卓会議」の協力を得て、平成 22 年度より消費者教育フェスタを開催してお

り、平成 25 年度は、消費者庁主催の地方消費者グループ・フォーラムと連携し

て、札幌、名古屋、千葉の３か所で開催しました。 

消費者教育推進法の基本理念の一つである学校、地域、家庭、職域その他

の様々な場における多様な主体の連携を確保しつつ、効果的な消費者教育を

推進するために、それぞれの主体が取り組むべきことや、連携・協働による消費

者教育の在り方等について、札幌会場では、ワールド・カフェ、名古屋会場で

は、学校及び社会教育施設における消費者教育として実践事例発表及びミニパ

ネルディスカッションなどを実施しました。千葉会場では、１日目は、千葉市立轟

町小学校及び中学校において、「100 年以上続く、伝統芸能の動物ものまね芸を

通じて考える『消費者市民社会』」と題した、演芸家によるトークイベントや、小学

校・中学校での消費者教育の授業実践の公開、企業・団体等（19 団体）によるデ

モンストレーション授業などを実施し、２日目は、千葉市民会館において、「連携・

協働による消費者教育の推進」をテーマに、パネルディスカッションなどを実施し

ました。 

（札幌・名古屋・千葉消費者教育フェスタには延べ 944 名が参加。） 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

文部科学省 連携・協働による消費者教育推進

事業 

17 17 

    

    

 

                                                  
（注 97）関係省庁や多様な主体の連携による消費者教育推進のためのイベントを開催（札幌、名古屋、千葉）。 

施策番号 97 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 
一部実施済み（注 97）。 

継続的に実施します 

見直しの考え方 
平成25年度も札幌、名古屋、千葉で、関係省庁や多様な主体の連携による消

費者教育推進のためのイベントを開催したため。 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 98 

消費者基本計画における

具体的施策 

社会教育主事に対する研修の実施や大学等及び社会教育における消費者

教育の指針の普及・啓発を通じて、公民館等の社会教育施設における消費者教

育の推進を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 文部科学省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

地域における消費者教育については、公民館等の社会教育施設を始めとし

て、金融・保険・税金や消費者問題といった各種の講座等が開催されています。 

文部科学省では、平成 22 年度、社会教育における消費者教育の基本的な方

向性をまとめた「大学等及び社会教育における消費者教育の指針」を取りまとめ

たほか、平成 23 年度には、家庭における消費者教育の推進を図るため、親子を

対象とした実践者向けの「消費者教育実践の手引き」及び親子向け消費者教育

教材「マナビィといっしょにおつかいすごろく」を作成しました。 

さらに、毎年度、全国（平成 25 年度は 14 会場）で社会教育主事講習※を実施

し、消費者教育の講義を行うなど、地域における消費者教育の促進に取り組ん

でいます。 

 

 
※ 社会教育主事となり得る資格を付与することを目的として、全国の大学及び国

立教育政策研究所社会教育実践研究センターで実施される講習（約 40 日間）。

社会教育主事は、都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に置かれる専門

的職員で社会教育を行う者に対する専門的技術的な助言・指導に当たる役割。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

文部科学省 連携・協働による消費者教育推進

事業 

17 17 

    

    

 

施策番号 98 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 99 

消費者基本計画における

具体的施策 

日本司法支援センターにおける協議会の開催等を通じ、消費生活センターを

はじめ、消費者に関する法的トラブルを取り扱う関係機関・団体との協議会を開

催するなどして、より緊密な連携・協力関係の構築に努め、速やかに法的トラブ

ルの解決を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
総合法律支援法第７条 

担当省庁等 法務省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

日本司法支援センター（法テラス）では、消費者トラブルを始めとした法的トラ

ブルを解決するための相談窓口情報を利用者に提供するために、全国の関係

機関・団体の約２万 4,500 の窓口情報を整備し、紹介・取次ぎ・転送・予約の方法

により、関係機関・団体と連携しています。 

利用者にとって適切かつ利便性のある窓口情報を提供するため、全国の地方

事務所等において、年１回以上地方協議会を開催したり、日頃から他機関が主

催する研修会、協議会等へ参加したりするなどして、関係機関等との意見交換、

情報共有等を行い、より緊密な連携・協力関係の構築に努めています。 

また、平成 23、24 年度に引き続き、平成 25 年度も、被災者への支援として、

消費者庁及び地元自治体と協力して、宮城県南三陸町、同山元町、同東松島

市、岩手県大槌町、福島県二本松市、福島県広野町、岩手県大船渡市におい

て、複数の分野の専門家によるワンストップのよろず相談会を実施しました。 

このほか、法テラス・サポートダイヤルに寄せられた事故情報については、消

費者庁の「事故情報データバンクシステム」への登録を行って、消費生活上の事

故の再発・拡大を防止するための情報を提供しています（事故情報データバンク

への登録は、6 件）。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

法務省 セーフティネットとしての日本司法

支援センターの事業の維持・強化 

15,507 百万円の内数 15,507 百万円の内数 

    

    

 

施策番号 99 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 100 

消費者基本計画における

具体的施策 

融資保証金詐欺や架空請求詐欺等に関する最新の手口や発生状況につい

て、ウエブサイト、防犯講話等により若年者、自営業者等の被害者層への情報提

供・注意喚起を的確に行います。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 警察庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

平成 15 年頃から融資保証金詐欺や架空請求詐欺が顕在化し、オレオレ詐欺

と同様、電話等を利用して短期間に不特定多数をだます詐欺として抑止対策の

必要性が認識されるようになりました。それ以降、警察庁及び都道府県警察で

は、ウェブサイトや防犯講話等を通じて最新の手口や発生状況について注意す

べきポイントを示すなどして、情報提供や注意喚起を行っています。 

平成 23 年５月には、東日本大震災に便乗した融資保証金詐欺の発生を踏ま

え、警察庁と中小企業庁が連携して、自営業者が多く加盟する中小企業団体に

向けたメールによる注意喚起を実施しました。また、これらの詐欺を行う犯人グル

ープの多くは、各種名簿を悪用して犯行を繰り返していることから、警察では、平

成 24 年７月から、捜査の過程で入手した名簿の登載者に対し、民間委託したコ

ールセンターからの電話連絡や警察官による戸別訪問等により注意喚起するな

どの取組を実施しています。 

平成 25 年度も引き続き、ウェブサイト、防犯講話、被害防止キャンペーン等を

通じて、最新の手口や発生状況について情報提供や注意喚起を行いました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

警察庁 高齢者犯罪被害防止データ集約

作業 

16 16 

    

    

 

施策番号 100 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 101 

消費者基本計画における

具体的施策 

生活経済事犯について、国民が自主的に被害を回避できるよう、被害の発生

状況に応じてウエブサイト、リーフレット等の各種媒体により生活経済事犯の発

生・再発防止に向けた広報啓発活動を推進します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 警察庁、関係省庁等 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

警察庁では、国民が自主的に被害を回避できるよう、生活経済事犯の発生・

再発防止に向けた広報啓発活動を推進しています。 

具体的には、利殖勧誘事犯被害の防止及び被害回復を図るため、平成 25 年

5 月、リーフレットを作成した上、警察庁ウェブサイトに掲示し、悪質商法にあわな

いための注意喚起等をしています。また、政府広報を通じて、最近の利殖勧誘事

犯の現状を国民に伝え、被害の未然防止のための広報啓発活動を実施してい

ます。 

さらに、保健衛生事犯被害の防止を図るため、警察庁ウェブサイトにおいてイ

ンターネット上での無承認医薬品の購入に対する注意喚起を行っています。加

えて、不正商品対策協議会が作成した模倣品・海賊版撲滅に向けた広報啓発

用ポスターを都道府県警察に配布し活用するよう指示しているほか、平成 25 年

11 月、不正商品対策協議会が主催するキャンペーンを後援し、当該キャンペー

ンに警察庁担当者を派遣して知的財産権の保護等を訴えるなど、知的財産権の

保護や不正商品の排除に向けた広報啓発活動を権利者等と連携しつつ推進し

ています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 101 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 102 

消費者基本計画における

具体的施策 

総務省、文部科学省及び通信関係団体等が連携し、子どもたちのインターネ

ットの安全・安心利用に向けて、保護者、教職員及び児童生徒等を対象とした啓

発講座を実施します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法

律（平成 20 年 6 月 18 日法律第 79 号）第４条 

担当省庁等 総務省、文部科学省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

総務省と文部科学省は、通信関係団体等と連携しながら、子どもたちのインタ

ーネットの安心・安全な利用に向けて、保護者、教職員及び児童生徒を対象とし

た啓発講座（ｅ－ネット安心講座）を全国規模で行う e-ネットキャラバンの活動を、

平成 18 年度から全国において実施してきました。 

平成 26 年３月末までの間に、延べ 8,428 件の講座が開催され、延べ 111 万人

以上が受講しています。また、平成 25 年度は過去最多の実施件数（平成 26 年３

月末時点で 2,073 件）となりました。 

なお、平成 21 年４月１日施行の「青少年が安全に安心してインターネットを利

用できる環境の整備等に関する法律」に基づき、「青少年が安全に安心してイン

ターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画（第２次）」

（平成 24 年７月６日）が決定され、官民連携して青少年・教職員・保護者等に対

するインターネットの適切な利用に関する啓発講座を実施することとされていま

す。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

総務省 

 

電気通信消費者権利の保障等推

進経費（地方） 

8 の内数 8 の内数 

    

    

 

施策番号 102 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 103 

消費者基本計画における

具体的施策 

景品表示法の説明会への講師派遣をするとともに、同法のパンフレットを広く

配布することなどを通じ、同法の普及・啓発を図るとともに、事業者、事業者団体

における法令遵守の取組を支援します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
不当景品類及び不当表示防止法 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

消費者庁では、景品表示法の普及・啓発、同法違反行為の未然防止等のた

めに消費者団体、地方公共団体、事業者団体や広告関係の団体が主催する景

品表示法に関する講習会、研修会等に同庁職員を講師として派遣しています。 

平成 25 年度は、消費者団体、事業者団体及び国・地方公共団体が全国各地

で開催する講習会等に、計 69 回講師を派遣しました。また、景品表示法につい

て分かりやすく解説したパンフレットを配布することを通じた普及・啓発活動も行

っています。 

平成 25 年 12 月 19 日には、メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上

の考え方を整理し、事業者の予見可能性を高めること等を目的とする「メニュー・

料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について（案）」を作成・公表し

ました。同案については、公表日から平成 26 年 1 月 27 日までの期間において

パブリックコメントの手続に付すとともに、同月 27 日には意見交換会を開催し、多

数の御意見を頂戴いたしました。これらいただいた御意見を検討し、平成 26 年３

月 28 日に、成案である「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考

え方について」を策定・公表を行いました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 協定又は規約の設定、普及・啓発

関係 

6 6 

景品表示法等に関する相談業務

関係 

3 3 

    

 

施策番号 103 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 104 

消費者基本計画における

具体的施策 

消費者が適切な選択を行うことができるように、消費者向け講習会や関係団体

のウエブサイトを通じ、リフォーム事業者や中古住宅流通等に関する情報提供の

充実を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 国土交通省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

国土交通省では、消費者が安心して住宅等のリフォームができるよう、施工中

の検査と欠陥への保証がセットになったリフォーム瑕疵保険や大規模修繕工事

瑕疵保険、消費者が安心して中古住宅の取得ができるよう、検査と欠陥への保

証がセットになった既存住宅売買瑕疵保険などにおいて、引き続き、これらの保

険を利用する事業者に住宅瑕疵担保責任保険法人への登録を求める制度を実

施し、各保険法人はウェブサイトで各登録事業者を公開しています。 

なお、登録事業者は一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会のウェブサイ

トでも公開され、消費者は事業者選びの参考とすることができます。また、リフォ

ーム支援制度を紹介したガイドブックで、登録事業者を公開しているウェブサイト

について消費者に周知しました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

国土交通省 住宅ストック活用・リフォーム推進

事業 

1,000 百万円の内数 1,000 百万円の内数 

    

    

 

施策番号 104 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

施策番号 105 

消費者基本計画における

具体的施策 

国民の適切な食生活の選択に資するよう、国民の食生活に関し、食育の一環

として、食品の安全性、栄養、食習慣などについての正確な情報の提供等を推

進します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
食育基本法（平成 17 年法律第 63 号）第 25 条第１項 

担当省庁等 消費者庁、内閣府、食品安全委員会、文部科学省、厚生労働省、農林水産省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

内閣府では、食品の安全性、栄養、食習慣等の情報提供を、食育の一環とし

て推進し、関係省庁等と連携しながら次の①及び②を実施しています。 

① 国民運動としての「食育」 

食育基本法及び第２次食育推進基本計画（平成 23 年３月食育推進会議決

定）に基づき、関係府省庁等が連携しつつ、家庭、学校、地域等において国民

運動として食育を推進しています。 

内閣府では、生涯にわたるライフステージに応じた間断ない食育を推進するた

め、一人一人の国民が自ら食育に関する取組が実践できるように、平成 24 年５

月に「食育ガイド」を作成し、普及啓発を図っています。 

②食育月間及び食育の日 

第２次食育推進基本計画では、毎年６月を「食育月間」と定め、全国的に、各

種広報媒体や行事等を通じた広報啓発活動を重点的に実施し、食育推進運動

の一層の充実と定着を図ることとしています。 

また、同計画では、毎月 19 日を「食育の日」と定め、食育推進運動を継続的に

展開し、地方公共団体、関係団体等による食育の促進を図ることとしています。 

平成 25 年度の食育月間の実施に際し、内閣府では、「食育月間」実施要綱を

策定し（内閣府特命担当大臣決定）、食を通じたコミュニケーション、バランスの

取れた食事、望ましい生活リズム、食を大切にする気持ち及び食の安全の５つを

重点事項として定めるとともに、全国規模の中核的な行事として、広島県との共

催により「第８回食育推進全国大会」を開催し（平成 25 年６月）、約２万７千人の

来場がありました。 

食品安全委員会では、ウェブサイトやメールマガジン等での情報提供のほか、

ジュニア食品安全ゼミナール等の実施を通じた食品安全に関する必要な情報の

提供を行いました。 

消費者庁では、「第８回食育推進全国大会」において、リスクコミュニケーション

として、ミニステージ「疑問と不安にお応えします・・・食品と放射能Ｑ＆Ａ」を各日

１回行うとともに、「食品と放射能Ｑ＆Ａ」や食品表示に関するパネルの展示、パ

ンフレット等の配布を通じた普及啓発を行いました。 

文部科学省では、ウェブサイトでのＰＲ等の広報媒体を通じた普及啓発を行い
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ました。 

厚生労働省では、関係団体等を通じた普及啓発を行うとともに、ウェブサイト等

での情報提供を行いました。 

農林水産省では、地域の実情に応じた食育活動や食材提供の場を活用した

食育活動に対する支援を通じて、「日本型食生活」の実践を促す取組のほか、農

林漁業体験を通じて食や農林水産業への理解を深める教育ファームの活動に

ついての情報提供等を行いました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 食品ロス削減に係る取組 

 

4 

500 百万円の内数 

4 

500 百万円の内数 

食品に係るリスクコミュニケーショ

ンの実施 

35 百万円の内数 

（一般会計） 

19 百万円の内数 

（復興特別会計） 

35 百万円の内数 

（一般会計） 

19 百万円の内数 

（復興特別会計） 

内閣府 食育推進経費 38 百万円の内数 38 百万円の内数 

食品安全委員会 リスクコミュニケーション実施経費 26 26 

厚生労働省 食品の安全についての消費者等

とのリスクコミュニケーションの推

進 

9 9 

農林水産省 食材提供等の場を活用した食育

実践活動事業 

375 375 

消費・安全対策交付金 2,096 百万円の内数 2,096 百万円の内数 

 

施策番号 105 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 106 

消費者基本計画における

具体的施策 

市町村による成年後見制度の申立て等の助成を行う成年後見制度利用支援

事業や市民後見人の養成等を行う市民後見推進事業及び都道府県による市町

村の市民後見の取組のバックアップや相談体制の整備を行う高齢者権利擁護等

推進事業の実施等により、高齢者の権利擁護の推進を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
老人福祉法第 32 条、第 32 条の２ 

担当省庁等 厚生労働省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

厚生労働省では、高齢者の権利擁護の推進を図るため、市町村による成年後

見制度の申立て等の助成を行う成年後見制度利用支援事業、市民後見人の養

成等を行う市民後見推進事業及び都道府県による市町村の市民後見の取組の

バックアップや相談体制の整備を行う高齢者権利擁護等推進事業が積極的に

実施されるよう、全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議（平成 26 年 2 月

25 日開催）などで都道府県等に対して事業の周知を行いました。 

また、厚生労働省のウェブサイトに市民後見推進事業等を実施している市区

町村等の取組事例等を掲載し、情報提供を行いました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

厚生労働省 成年後見制度利用支援事業 62,335 百万円の内数 62,335 百万円の内数 

市民後見推進事業 3,169 百万円の内数 3,169 百万円の内数 

高齢者権利擁護等推進事業 3,169 百万円の内数 3,169 百万円の内数 

 

施策番号 106 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 106-2 

消費者基本計画における

具体的施策 

市町村による成年後見制度の申立て等の助成を行う成年後見制度利用支援

事業や市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する成年後見制度法

人後見支援事業、及び都道府県又は市町村による成年後見制度の利用を促進

するための普及啓発を行う成年後見制度普及啓発事業の実施等により、障害者

の権利擁護の推進を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 77 条 

担当省庁等 厚生労働省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

厚生労働省では、成年後見制度利用支援事業として、障害福祉サービスの利

用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる者に対し、

成年後見制度の申立てに要する経費及び後見人等の報酬を補助しています。 

このほか、成年後見制度法人後見支援事業として、成年後見制度における後

見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、

市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援しており、障害保健福祉関

係主管課長会議（平成26年３月７日開催）などで都道府県等に対して効果的・効

率的に事業を実施するよう周知を行っています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

厚生労働省 成年後見制度利用支援事業 46,000 百万円の内数 46,000 百万円の内数 

成年後見制度法人後見支援事業 46,000 百万円の内数 46,000 百万円の内数 

成年後見制度普及啓発 46,000 百万円の内数 46,000 百万円の内数 

 

施策番号 106-2 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 106-3 

消費者基本計画における

具体的施策 

高齢者や障害者の消費者被害を防止するため、成年後見制度について、国

民生活センター、消費生活センター等の様々な経路も活用し、制度の周知を図り

ます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

消費者庁より平成26年２月に発行した「ハンドブック消費者2014」にお

いて、高齢者を中心に悪質商法による被害が増加していることを踏まえて、

成年後見制度に関する解説として、本人に一定額以上の財産がある場合の

適切な財産管理方法について新たに記載するなどの工夫を施し、記載内容

を充実させました。 

さらに、国民生活センター発行の「くらしの豆知識」平成26年版におい

て、「セカンドライフ、どう生きる」と題する章を設け、成年後見制度な

どを取り上げて分かりやすく解説しました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 106-3 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 

－282－



施策別整理表 
 

  

施策番号 107 

消費者基本計画における

具体的施策 

介護支援専門員（ケアマネジャー）及び訪問介護員（ホームヘルパー）を含む

介護職員に対する研修において、成年後見制度等の高齢者の権利擁護や消費

生活センターとの連携に関する知識の普及を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 

介護支援専門員資質向上事業の実施について（平成 18 年６月 15 日老発

0615001 号） 

介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修関係)（平成 24 年 3

月 28 日老振発 0328 第 9 号） 

担当省庁等 厚生労働省 

実施時期 継続的に実施します。（各自治体等が年に１回以上研修を開催しています。） 

実施状況 

各都道府県において、介護支援専門員及び訪問介護員の高齢者の権利擁

護や消費生活センターとの連携に関する知識の向上を含む研修を継続的に実

施しました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

厚生労働省 介護支援専門員資質向上事業 109 109 

    

    

 

施策番号 107 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 

－284－



施策別整理表 
 

  

施策番号 108 

消費者基本計画における

具体的施策 

審議会委員の選任に当たっては、当該審議会の性格等に応じて、生活者・消

費者を代表する委員の選任に努めます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁、関係省庁等 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

今後の関係府省庁等における審議会委員の選任に資するため、全国の消

費者団体数、会員数、団体の性格、設立年代、関心事項、活動状況等をと

りまとめた「消費者団体名簿」を消費者庁ウェブサイトで公表しており、

同庁では、各府省庁において消費者団体関係者から委員等の選任を検討する

必要がある場合等に、消費者団体と消費者庁の情報・意見交換システムを活用

できるよう協力しています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 108 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 109 

消費者基本計画における

具体的施策 
消費者からの情報・相談を受け付ける体制を整備します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 関係省庁等 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

消費者庁を始めとする関係府省等では、消費者からの情報・相談を受け付け

る体制をそれぞれ整備しており、国民からの情報・相談等に適切な対応を行って

います。主な相談等窓口と平成 25 年度の実績は別表のとおりです。また、消費

者庁では、全国の消費生活センター等の相談窓口の相談員からの同庁の所管

法令に関する法令解釈照会や改善提案等を受け付ける専用窓口として、「相談

員の窓」を平成 24 年４月１日に設置しており、常時対応しています。 
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主な相談等窓口 

 

 

役割 

 

所管省庁等 

 

電話番号等 

 

実績(件/月) 

消費者ホットライ

ン 

身近な消費生活に関する相談

窓口を案内する 

消費者庁 0570-064-370 25,710件／月 

公益通報者保護制

度相談ダイヤル 

企業の従業員、民間事業

者、行政機関職員等から寄

せられる「公益通報者保護

法」に関する各種相談を受

け付ける 

消費者庁 03-3507-9262 約70件／月 

個人情報保護法

質問ダイヤル 

民間事業者が守るルール

である「個人情報保護法」

に関する解釈などについ

ての疑問に答える  

消費者庁 03-3507-9160 約222件／月 

食の安全ダイヤ

ル 

消費者等からの食品の安全性

に関する情報提供、質問、意

見等を受け付ける。 

食品安全委

員会 

03-6234-1177 約66件／月 

審査局管理企画課

情報管理室 

独占禁止法違反被疑事実

に関する情報提供につい

て、電話や書面のほか電子

申告を受け付ける  

公正取引委

員会 

03-3581-5471 － 

公正取引委員会 

官房総務課 

独占禁止法等に関する一

般相談について、来訪や電

話等による相談を受け付

ける  

公正取引委

員会 

03-3581-5471 － 

警察相談専用電話

「♯9110」番 

犯罪の未然防止など生活

の安全を守るための相談

等に応じる。  

警察庁 ♯9110 － 

金融サービス利

用者相談室（金融

円滑化ホットラ

インを含む） 

金融サービス利用者からの相

談等を一元的に受け付ける 

金融庁 0570-016811 

（ナビダイヤ

ル） 

03-5251-6811 

（ＩＰ電話・Ｐ

ＨＳ） 

約3,397件／月 

中小企業等金融

円滑化相談窓口 

様々な状況におかれた借

り手の相談・要望・苦情に

一元的に答える 

金融庁 下記ウェブサイ

ト参照 

（http://www.f

sa.go.jp/news/

24/ginkou/2013

約108件／月 
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※上記の窓口の一部は、あっせん、仲介、調停等を行うことが出来ないものも含まれます。

詳細は個別に御確認下さい。 

  

0222-1a.html） 

ディスクロージ

ャー・ホットライ

ン 

金商法上の開示義務違反

等にかかる情報収集を目

的としている 

金融庁 03-3506-6156 

（ＦＡＸ） 

５件／月 

証券取引等監視

委員会情報提供

窓口 

証券市場に関する一般の

投資家等から寄せられる

情報を受け付ける 

金融庁（証

券取引等監

視委員会） 

03-3581-9909 

 

 

533件／月 

年金運用ホット

ライン 

投資運用業者による疑わ

しい年金運用等に関する

情報を受け付ける 

金融庁（証

券取引等監

視委員会） 

03-3506-6627 

 

２件／月 

電気通信消費者

相談センター 

利用者が電気通信サービ

スを利用している際のト

ラブル等について電話に

よる相談を受け付ける  

総務省 03-5253-5900 回答可能にな

り次第記入 

農林水産省「消費

者の部屋」 

農林水産省の所管事項に

ついて消費者の相談等を

受け付け、情報提供等を行

う  

農林水産省 03-3591-6529 約400件/月 

経済産業省消費

者相談室 

経済産業省所管の法律、物

資やサービスについて、消

費者からの苦情、相談、問

い合わせなどを受け付け、

助言や情報提供等を行う  

経済産業省 03-3501-4657 回答可能にな

り次第記入  

 

国土交通ホット

ラインステーシ

ョン 

国土交通行政に関する要

望、意見等を一元的に受け

付ける  

国土交通省 03-5253-4150 

03-5253-4192 

(ＦＡＸ) 

約1,100件／月 

ＭＯＥメール 環境政策における意見・提

案等を受け付ける。  

環境省 下記ウェブサイ

ト参照 

（http://www.e

nv.go.jp/moema

il） 

380件／月 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 109 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 

－290－



施策別整理表 
 

                                                  
（注 110-1） 平成 24 年８月 29 日、重大な財産被害を生じさせた事業者に対する行政措置の導入や消費者被害の発生・拡大防止に

資する情報の関係機関への提供等を内容とする「消費者安全法の一部を改正する法律案」が成立（平成 24 年９月５日公布、平

成 25 年４月１日完全施行）。 
（注 110-2） 平成 25 年４月 19 日、「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案」を国会

に提出済み。 

施策番号 110 

消費者基本計画における

具体的施策 

加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被

害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度につ

いて、いわゆる父権訴訟、適格消費者団体による損害賠償等団体訴訟制度、課

徴金制度の活用を含めた幅広い検討を加え、消費者委員会の意見を聞きなが

ら、必要な措置を講じます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
消費者庁及び消費者委員会設置法附則第６項 

担当省庁等 消費者庁、法務省 

実施時期 

一部実施済み（注 110-1）（注 110-2）。 

国会提出中の消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手

続の特例に関する法律案について、成立後円滑な施行に向けた必要な準備を

行うとともに、制度の周知・広報に取り組みます。 

財産の隠匿・散逸防止策及び行政による経済的不利益賦課制度について、

「消費者の財産被害に係る行政手法研究会」で取りまとめられた報告書を踏ま

え、更に検討します。 

実施状況 

多くの消費者事件では、消費者と事業者の間の情報の質・量や交渉力の格差

や訴訟に関する費用や労力のため、消費者が自ら被害回復を図ることが困難な

場合が多いものと考えられます。 

消費者庁では、このような消費者被害の回復を図りやすくするために、新しい

訴訟制度について検討を行い、平成25年４月19日に消費者の財産的被害の集

団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案を国会に提出しま

した。同法案は同年 12 月４日に成立し、同月 11 日に公布されました。この法律

では、二段階型の訴訟手続を新設することとしています。 

具体的には、まず、①一段階目の手続で、内閣総理大臣の認定を受けた特定

適格消費者団体が原告となり、消費者契約（消費者と事業者の間で締結される

契約）に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、事業者がこれ

らの消費者に対し、共通する原因に基づき金銭を支払う義務（共通義務）を負う

べきことの確認を求める訴えを提起し、②一段階目で特定適格消費者団体が勝

訴した場合、個々の消費者が二段階目の手続に加入し、簡易な手続によって、

それぞれの請求権の有無や金額を迅速に決定する、というものです。 

また、消費者の債権の実現を保全するため、特定適格消費者団体による仮差

押命令の申立ての仕組みが設けられています。 

現在、消費者庁では、この法律の施行に向けた準備を行うとともに、消費者団

体訴訟制度（被害回復）の周知・広報に取り組んでいるところです。 

これに加え、消費者庁は平成 23 年 10 月以降、「消費者の財産被害に係る行

政手法研究会」を開催し、①財産に対する重大な被害の発生・拡大防止のため

の行政措置、②行政による経済的不利益賦課制度、③財産の隠匿・散逸防止策

について検討を行ってきました。 
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（図表） 

 

  

同研究会は、平成 23 年 12 月に①財産に対する重大な被害の発生・拡大防止

のための行政措置について取りまとめを行いました。これを踏まえて、平成 24 年

２月 14 日に、多数の消費者に重大な財産被害を生じさせた事業者に対する行

政措置の導入等を内容とする「消費者安全法の一部を改正する法律案」を国会

に提出し、同年８月 29 日に成立しました。 

改正消費者安全法に基づき、平成 25 年４月１日から、多数消費者に生じた重

大な財産被害に関する「隙間事案」への行政措置が導入されています。 

また、②行政による経済的不利益賦課制度及び③財産の隠匿・散逸防止策

については、平成 24 年２月以降、考えられる制度・手法等について議論を行い、

平成 25 年６月に報告書を取りまとめました。同報告書で挙げられた事項のうち、

②に関しては、同年 12 月９日に、不当景品類及び不当表示防止法上の不当表

示規制の実効性を確保するための課徴金制度の導入等の違反行為に対する措

置の在り方について、内閣総理大臣名で消費者委員会に諮問がなされたところ

です。 

これを受け、現在、消費者委員会に設置された「景品表示法における不当表

示に係る課徴金制度等に関する専門調査会」において議論が行われているとこ

ろです。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 被害救済制度の導入 6 6 

財産被害防止・救済の施策の検

討 

9 9 

    

 

                                                  
（注 110-１） 平成 24 年８月 29 日、重大な財産被害を生じさせた事業者に対する行政措置の導入や消費者被害の発生・拡大防止に

資する情報の関係機関への提供等を内容とする「消費者安全法の一部を改正する法律案」が成立（平成 24 年９月５日公布、平

成 25 年４月１日完全施行）。 
（注 110-2） 平成 25 年 12 月４日、消費者裁判手続特例法が成立（平成 25 年 12 月 11 日公布（平成 25 年法律第 96 号）、公布の日

から３年を超えない範囲内において政令で定める日から施行。）。 

施策番号 110 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 

一部実施済み（注 110-１）（注 110-2）。 

消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する

法律について、特定適格消費者団体がその権限を濫用して事業者の事業活動

に不当な影響を及ぼさないようにするための方策を含め、特定適格消費者団体

の認定・監督に関する指針等について附則に基づく検討を行うなど円滑な施行

に向けた必要な準備を行うとともに、消費者団体訴訟制度（被害回復）の周知・

広報に取り組みます。 

景品表示法への課徴金制度の導入に向けて、消費者委員会の答申を踏ま

え、事業者の経済活動を萎縮させることがないよう配慮しつつ、不当表示を実効

的に抑止する観点から、対象行為（不実証広告規制に係る表示の取扱いを含

む。）や主観的要素の在り方などの賦課要件や算定方法等について制度設計を

行います。その際、消費者の被害回復の観点も含めて検討することとし、速やか

に法案を国会に提出します。  

見直しの考え方 

・消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関す

る法律が成立し、公布されたため。 

・不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律が成立し、同

法第４条により、同法施行後１年以内に、景品表示法への課徴金制度の導入に

ついて必要な措置を講ずることとされたため。なお、同法に付された衆議院・参

議院の附帯決議においても、課徴金制度の導入について速やかな法案提出が

要請されている。 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 111 

消費者基本計画における

具体的施策 

多重債務者対策について、相談窓口の高度化など地方公共団体による地方

消費者行政としての取組に対する支援を行います。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

多重債務相談については、各地方公共団体の多重債務相談窓口や消費生

活センター、関係団体等が受け付けています。消費者庁では、「地方消費者行

政活性化基金」※１を通じ、弁護士や金融機関等の専門家を講師とした多重債務

問題研修の実施等、地方公共団体が行う多重債務者対策の取組を支援してい

ます。また、「地方消費者行政の充実・強化のための指針」※２の事例集において

も、庁内で一体となって多重債務問題に取り組んでいる地方公共団体の例を掲

載し、その普及を図っています。 

また、国民生活センターでは、消費生活相談員等を対象とした多重債務関連

講座を開講し、その能力向上を図っています。平成25年度は、64コース中１コー

スで多重債務関連講座を実施しました。 

 

 
※１ 平成 21 年から平成 23 年までの３年程度を地方消費者行政強化のための“集

中育成・強化期間”とし、消費者行政強化に取り組む地方公共団体を集中的に

支援するために、平成 20 年度第２次補正予算（150 億円）及び平成 21 年度１次

補正予算（78 億円）で措置された地方消費者行政活性化交付金により各都道府

県に造成された基金。その後、平成 24 年当初予算（５億円）、平成 24 年度補正

予算（60.2 億円）、平成 25 年度当初予算（５億円）を措置した。続いて、平成 25

年度補正予算（15 億円）を措置するとともに基金の活用期間を延長し、平成 26

年度予算（30 億円）を上積し、当初予算における大幅な増額を実現した。 
※２ 「地方消費者行政現況調査」などとともに、「現場」の声から地方消費者行政

の現状と課題を分析し、中長期的な展望に立った地方消費者行政の目指す姿

を描きながら、「集中育成・強化期間」後における地方消費者行政の充実・強化

に向けた取組の方向性として、「消費者庁の取組」と「自治体への期待（提言）」を

示すもの。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 地方消費者行政活性化基金 500 百万円の内数 2,000 百万円の内数 

    

    

 

施策番号 111 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 112 

消費者基本計画における

具体的施策 

自殺は、多重債務等の社会的要因も含む様々な要因が複雑に関係して引き

起こされるものです。そのため、見直し後の「自殺総合対策大綱」に基づき、国、

地方公共団体、民間団体で連携して、相談窓口の充実等、総合的な対策の一

層の強化を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
自殺対策基本法（平成 18 年法律第 85 号） 

担当省庁等 内閣府 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

政府は、自殺対策基本法及び同法に基づく「自殺総合対策大綱」（平成 24 年

8 月 28 日閣議決定）の下、自殺対策を総合的に推進しており、同大綱に基づき、

国、地方公共団体、関係団体、民間団体で連携して、総合的な対策の強化を図

っています。 

平成 25 年度においては、国、地方公共団体、関係団体、民間団体等が連

携・協働し、国を挙げて自殺対策を推進するため、「自殺総合対策会議」の下に

新たに「自殺対策官民連携協働会議」が設けられ、同会議において関係機関・

団体等による取組状況についての報告等が行われました。 

また、自殺予防週間（９月 10 日から９月 16 日）及び自殺対策強化月間（３月）

において、各種の啓発活動を行うとともに、関係省庁、地方公共団体、関係団体

及び民間団体等と連携して、こころの健康、多重債務及び法律に関する相談な

どの支援策を重点的に行いました。 

なお、平成 25 年の年間自殺者数は、2 万 7,283 人となり、平成 24 年と比べて

575 人減少しました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

内閣府 自殺対策推進経費 205 1,835 

    

    

 

施策番号 112 番 

具体的施策 

自殺は、多重債務等の社会的要因も含む様々な要因が複雑に関係して引き起

こされるものです。そのため、「自殺総合対策大綱」（平成２４年８月２８日閣議決

定）に基づき、国、地方公共団体、民間団体で連携して、相談窓口の充実等、総

合的な対策の一層の強化を図ります。 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 

平成２４年８月に自殺総合対策大綱の見直しが行われており、現在では、見直

し後の大綱に基づく取組を推進しており、「見直し後」という表記が不要であるた

め。 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 113 

消費者基本計画における

具体的施策 

国民生活センター紛争解決委員会において、重要消費者紛争の和解の仲介

等の手続を実施し、結果の概要を公表するとともに、消費者紛争について裁判外

紛争解決手続（ＡＤＲ）を実施する地方公共団体及び民間ＡＤＲ機関との連携を

図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
独立行政法人国民生活センター法第１０条第６号 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

平成 20 年の国民生活センター法の改正により、国民生活センターでは、平成

21 年４月から、独立して職権を行う公正・中立な紛争解決委員会を設置し、消費

者紛争のうち、その解決が全国的に重要である紛争（重要消費者紛争）について

解決を図る裁判外紛争解決手続（以下「ＡＤＲ※」という。）を実施しています。 

平成 25 年度の紛争解決委員会への申請件数は 151 件あり、平成 24 年度と同

数で推移しています。制度開始以来これまで実質的に手続が終了した事案（却

下・取下げを除いた 573 件）のうち約 6 割強の 367 件で和解が成立しました（平成

26 年３月末時点）。 

また、国民生活センター法第 34 条に基づき、地方公共団体との適切な役割分

担及び連携の確保を図るため、都道府県・政令指定都市の苦情処理委員会等の

実施状況等に関する情報交換を行いました。 

他のＡＤＲ機関との連携に関しては「生命保険協会ＡＤＲとの情報交換会」（平

成 25 年６月４日）、「証券・金融商品あっせん相談センター（ＦＩＮＭＡＣ）との意見

交換会」（平成 25 年 12 月 18 日）、「原子力損害賠償紛争解決センターとの意見

交換会」（平成 26 年 2 月４日）を開催し、国民生活センター法第 34 条の趣旨を踏

まえ、情報交換を実施しました。 

 
※ Ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ Ｄｉｓｐｕｔｅ Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎの略。消費者トラブルが生じた場合、紛

争解決の方法として裁判があるが、一般的には時間と費用がかかる。このため、

厳格な裁判によらずに当事者の合意に基づいて迅速かつ簡便に紛争解決する

方法としてＡＤＲがある。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 裁判紛争解決手続事業（ＡＤＲ事

業） 

1,583 百万円の内数 3,082 百万円の内数 

    

    

 

施策番号 113 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 114 

消費者基本計画における

具体的施策 

日本司法支援センターの民事法律扶助業務の周知徹底を図るとともに、多重

債務問題その他の消費者に関する法的トラブルの紛争解決に努めます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
総合法律支援法第４条 

担当省庁等 法務省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

日本司法支援センター（法テラス）では、多重債務問題その他の消費者に関

する法的トラブル等について、民事裁判等の手続において弁護士・司法書士の

費用を支払う経済的に余裕がない人々を対象に、無料法律相談や、その費用を

立て替える民事法律扶助による援助を行っています。 

平成 25 年度も引き続き、民事法律扶助業務の周知徹底を図るとともに、法的ト

ラブルの紛争解決に向けた支援の提供に努めており、民事法律扶助における多

重債務問題等に関し、無料法律相談、代理援助、書類作成援助を実施していま

す。さらに、地方事務所等の相談場所へアクセスすることが困難な方を対象に、

出張・巡回法律相談を実施し、高齢者を始めとした消費者トラブルの解決のため

の支援の提供に努めています。 

平成 25 年度においては、多重債務問題に関する無料法律相談 94,929 件を

始め、様々な法的トラブル等について 32 万 2,012 件の無料法律相談を行いまし

た。 

また、多重債務問題についての弁護士・司法書士費用の立替 54,892 件をはじ

め、様々な法的トラブル等について 11 万 1,389 件の弁護士・司法書士費用の立

替を行いました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

法務省 セーフティネットとしての日本司法

支援センターの事業の維持・強化 

15,507 百万円の内数 15,507 百万円の内数 

    

    

 

施策番号 114 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

施策番号 115 

消費者基本計画における

具体的施策 

金融分野における裁判外紛争解決制度の円滑な実施を図るとともに、同制度

の確実な浸透に向けた広報に取り組んでいきます。また、金融トラブル連絡調整

協議会等の枠組みも活用し、指定紛争解決機関間の連携の強化を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 金融庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

金融分野における苦情・紛争解決については、業界団体により自主的な取組

が進められてきましたが、利用者の信頼感・納得感が十分に得られていないなど

の指摘が見られました。 

これらを受けて、平成 21 年６月に成立した金融商品取引法等の一部を改正す

る法律（平成 21 年法律第 58 号）において、紛争解決機関の指定制を導入するこ

とにより苦情・紛争解決の中立性・公正性等を確保した、金融分野における裁判

外紛争解決制度（以下「金融ＡＤＲ制度」という。）が創設され、平成 22 年４月に

施行されました。同年 10 月より指定紛争解決機関（以下「機関」という。）が紛争

解決等業務を開始し、現在、銀行・保険・証券等、業態別に８つの機関が当該業

務に従事しています。 

平成 25 年度においては、金融トラブル連絡調整協議会（機関に加え、消費者

行政機関・業界団体・弁護士会等も参加）を２回開催し、各機関の業務実施状況

や利用者利便の向上に向けた取組状況等について継続的に議論を行うととも

に、金融ＡＤＲ制度のフォローアップに関する有識者会議の報告書（平成 25 年３

月公表）の提言を踏まえ設置した、金融ＡＤＲ連絡協議会（全ての機関によって

構成）を３回開催し、機関間の連携強化を図るなど、金融ＡＤＲ制度の円滑な実

施を図っています。 

また、金融トラブル連絡調整協議会に提示した機関の業務実施状況等に関す

る資料を金融庁ウェブサイトに速やかに掲載するなど、金融ＡＤＲ制度の確実な

浸透に向けて積極的な広報に取り組んでいます。 

さらに、金融ＡＤＲ制度のフォローアップに関する有識者会議の報告書の提言

を踏まえ、パブリックコメントを実施した上で「指定紛争解決機関向けの総合的な

監督指針」を策定し、平成 25 年８月に公表及び適用を開始することにより、機関

に対する利用者の信頼性向上や各機関の特性を踏まえた運用の整合性確保を

図るなど、同制度の適切な運営に取り組んでいます。 

このほか、金融庁金融サービス利用者相談室では、機関が円滑に紛争解決

等業務を遂行できるよう、平成 25 年１月から 12 月にかけて同相談室に利用者か

ら寄せられた相談の傾向等を意見交換の場において当該機関へ情報提供する

ことを、平成 25 年 10 月から 11 月までの間及び平成 26 年３月に実施するととも
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に、同相談室の在り方についての議論等を行うなど、役割の検討等を行いまし

た。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

金融庁 金融分野における裁判外紛争処

理制度改善経費 

1 1 

    

    

 

施策番号 115 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 116 

消費者基本計画における

具体的施策 

民間賃貸住宅の契約トラブルを円滑に解決するために裁判外紛争処理手続

制度（ＡＤＲ）の活用を促進するとともに、関係者間において、紛争処理事例等の

情報共有を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 国土交通省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

平成 22 年１月の社会資本整備審議会住宅宅地分科会民間賃貸住宅部会の

「最終とりまとめ」において、紛争が発生した場合の円滑な解決のための方策とし

て、ＡＤＲの活用を促進する必要があるとの意見がありました。 

それを受けて、平成 22 年度から、司法書士、行政書士等の専門家による賃貸

借関係紛争に関する電話相談・面接相談、各団体における相談体制の整備を

行っています。 

平成 25 年度は、相談事業を弁護士会等１６事業者において実施し、計 2,666

件の相談があり、また、研修事業は、９都道府県で計 10 回開催し、827 名の参加

を得ました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

国土交通省 住宅セーフティネット基盤強化推

進事業 

（賃貸住宅関連紛争に係る紛争処

理円滑化支援） 

450 百万円の内数 450 百万円の内数 

    

    

 

施策番号 116 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

施策番号 117 

消費者基本計画における

具体的施策 

① 住宅性能評価を受けた住宅及び住宅瑕疵担保責任保険を付した新築住宅

に係る消費者と事業者との間に生じた紛争について、すべての弁護士会にお

いて、あっせん、調停及び仲裁を行い、紛争の迅速かつ適正な解決を図りま

す。 

② 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき指定された住宅紛争処

理支援センターにおいて紛争処理業務の支援を行うとともに、消費者からの相

談、助言及び苦情の処理を行い、消費者の利益の保護を図ります。さらに、当

該業務を通じて収集した情報を消費者に提供することを検討します。 

③ リフォーム工事や既存住宅売買に係る悪質リフォーム等のトラブルについて

の消費者相談や紛争処理のための体制を整備するとともに、これらの制度の

周知を図ります。また、弁護士等による専門家相談の実績の整理・分析を行

い、リフォーム相談ガイドラインの作成等を行います。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 

住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81 号）第 67 条第１

項、第 83 条第１項 

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成 19 年法律第 66 号）

第 33 条第１項、第 34 条第１項 

担当省庁等 国土交通省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

住宅性能評価を受けた住宅及び住宅瑕疵担保責任保険を付した新築住宅に

係る消費者と事業者との間に生じた紛争について、全ての弁護士会において、

あっせん、調停及び仲裁の体制を整備しており、平成 25 年度は全国で 126 件の

紛争について申請を受け、迅速かつ適正な解決を図りました。 

また、住宅性能評価を受けた住宅、住宅瑕疵担保責任保険に加入した住宅

及びリフォーム工事に関して、全国の弁護士会において、弁護士と建築士による

対面相談を受けることができる専門家相談制度を実施しました。さらに、住まいる

ダイヤル（公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター）において、住宅

に関する消費者からの相談、助言及び苦情の処理を行って消費者の利益の保

護を図っています。 

リフォーム支援制度を紹介したガイドブックや住まいるダイヤルが作成する各

種パンフレットなどで、住まいるダイヤルについて消費者に周知するとともに、住

宅瑕疵担保責任保険を付した新築住宅の所有者全員に対して、紛争処理等活

用可能な制度について紹介する資料を送付しました（平成 25 年度には、平成 24

年４月から平成 25 年３月までに保険証券が発行された住宅を対象として、約 28

万部を送付）。 

－307－



 

 

平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

国土交通省 住宅ストック活用・リフォーム推進

事業 

1,000 百万円の内数 1,000 百万円の内数 

    

    

 

施策番号 117 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 118 

消費者基本計画における

具体的施策 

金融サービス利用者相談室の在り方について、平成 22 年度以降継続的に検

証を行い、その結果と今後の対応方針を必要に応じて公表するほか、役割の検

討、拡充を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 金融庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 施策番号 115 番と同文 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 118 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 119 

消費者基本計画における

具体的施策 

消費生活センター等への相談支援機能を強化するため、国民生活センターに

おいて、経由相談を強化するとともに、土日祝日相談の実施など「消費者ホットラ

イン」を通じた消費生活センターのバックアップに取り組み、内容に応じた助言や

情報提供のほか、必要に応じて事業者とのあっせんを行います。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
独立行政法人国民生活センター法第１０条第２号 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

国民生活センターでは、全国の消費生活センター等からの商品やサービスな

ど消費生活全般に関する相談や問合せ等に対応する「経由相談」を実施し、相

談解決の支援を行っています。 

各地の消費生活センター等への相談支援機能を強化するため、平成 24 年度

に専門チームを本格導入し、平成 25 年度には、専門家からのヒアリング、事業者

団体等の意見交換会等を多数行い、専門性の強化を図りました。 

また、消費生活センター等のバックアップとして、土日祝日に窓口を開設して

いない消費生活センター等を支援するため、消費者ホットラインを通じて、「土日

祝日相談」を行うとともに、平日には、話し中のために電話がつながらない場合に

対応する「平日バックアップ相談」を運営しています。 

平成 25 年度には、土日祝日相談が 7,485 件、平日バックアップ相談が 3,231

件（平成 26 年３月 31 日時点）寄せられました。 

さらに、相談支援機能の一環として、関東・甲信越ブロックの消費生活センタ

ーと共催で「高齢者 110 番」（平成 25 年度）を実施しました。また、全国的に相談

が多く寄せられ、解決が困難なケースが多い電気通信サービスについて「ネット

回線勧誘トラブル 110 番」を実施しました。 

そのほか、各地の弁護士会と連携し、事例検討会を開催、消費生活相談担当

(弁護士及び消費生活相談員)との情報交換を実施しました。また、各地消費生

活センターでは解決が困難なケースが多い美容医療について、美容医療の医

師に助言を求めることができる美容医療高度専門電話相談窓口を開設するととも

に、「美容医療に関する相談処理マニュアル」を作成、全国の消費生活センター

に配布、東京と大阪の 2 箇所で説明会を行いました。さらに、説明内容を収録し

たＤＶＤも作成し、希望する消費生活センター（71 箇所）に貸出しを行いました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 相談事業 1,583 百万円の内数 3,082 百万円の内数 

    

    

 

施策番号 119 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 120 

消費者基本計画における

具体的施策 

警備業務に関する苦情の解決業務が円滑に行われるよう関連団体を支援しま

す。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
警備業法第 20 条 

担当省庁等 警察庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

警備業法第 20 条（苦情の解決）は、警備業者が、常にその行う警備業務につ

いて、依頼者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないこととし、警備

業者の自己規律を通じて警備業務の実施の適正を図るため、平成 16 年５月の

法改正で新設されました。 

警備業務に関する苦情については、適正な契約の締結に関するもののほか、

依頼者の申出に対する警備業者の対応に関するものが多いことから、依頼者等

からの苦情に適切に対処して、警備業務の実施の適正を確保していくために

は、契約の内容を依頼者に対して明確にすることに加えて、依頼者からの苦情の

迅速かつ円滑な解決を図るために、その責任を明確化し、依頼者の保護を図る

ことによって、警備業者自らが依頼者等の信頼や安心感の醸成に努めることが

不可欠です。 

警察庁では、警備業務に関する苦情の解決業務が円滑に行われるよう、都道

府県公安委員会により報告徴収・立入検査の監督権限によって、苦情の適切な

解決が行われているかどうかを確認しています。また、認定個人情報保護団体で

ある一般社団法人全国警備業協会との連携により、関係警備業者による個人情

報の取扱いについての苦情の解決業務の円滑化を推進しています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 120 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

施策番号 121・122 

消費者基本計画における

具体的施策 

① 地方消費者行政活性化・消費生活相談体制の強化について、「地方消費者

行政の充実・強化のための指針」に基づく施策を推進し、引き続き地方消費者

行政の充実・強化に取り組みます。 

② 地方消費者行政推進本部において、知事や市町村長のリーダーシップの下

で進められる取組を支援するとともに、研修の充実などを通じた担当職員の一

層の専門性の向上などに取り組みます。 

③ 「東日本大震災」で被害を受けた地方公共団体のバックアップに取り組みま

す。 

④ 消費生活センターの法制上の位置付けや適正な配置、相談員の配置や処

遇などの望ましい姿や、地方との役割分担等を踏まえた国による人材面、ノウ

ハウ面、情報面、財政面などの支援、連携、協働の在り方について、地域住民

の意思に基づく充実強化が図られるよう、地方分権改革の理念を踏まえ、地方

消費者行政・消費生活相談体制の実態調査や消費者委員会における審議結

果なども参考とし、全般的に検討を行います。 

⑤ 平成 26 年度以降においても地方消費者行政における地方公共団体の積極

的な取組を下支えする支援の在り方を検討するとともに、財源の確保に向けて

検討を行います。 

⑥ 基金等の活用期間に関する一般準則による地方公共団体への支援の方針

を明示するとともに、基金等により整備した消費者行政体制の維持・充実のた

めの方策についての中長期的な観点からの検討及びその結果に基づく所要

の対応を行います。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 

①継続的に実施します。 

②及び③：引き続き実施します。 

④及び⑤：引き続き検討します。 

⑥継続的に実施します。 

実施状況 

消費者行政の「現場」は、地域です。消費者庁では、「現場」である地方消費

者行政の抜本的強化が不可欠との認識から、地方公共団体との連携を強化しな

がら、その取組を支援してきました。 

具体的には、平成 21 年から平成 23 年までの３年間を地方消費者行政の「集

中育成・強化期間」と位置付け、地方消費者行政活性化交付金（以下「交付金」

という。）により各都道府県に「地方消費者行政活性化基金」（以下「基金」とい

う。）を造成することなどに取り組んできました。 

平成 24 年７月には、この「集中育成・強化期間」後の地方消費者行政につい

て、「地方消費者行政の現況調査」や「現場」の声から地方消費者行政の現状と

課題を分析し、中長期的な展望に立った地方消費者行政の目指す姿を描きな

がら、「消費者庁の取組」と「地方自治体への期待」をまとめた「地方消費者行政

の充実・強化のための指針」を策定しました。 

平成 26 年度の財政支援については、指針も踏まえながら、これまで充実・強

化されてきた取組が後退しないよう、平成 25 年度補正予算において 15 億円を措

置するとともに、基金の活用期間を延長しました。また、これまで補正予算中心の
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措置であり、毎年度の予算措置の見通しが不透明な状況であったことを踏まえ、

平成 26 年度予算において 30 億円を措置し、当初予算における大幅な増額を実

現したことから、地方における計画的・安定的な取組が可能となりました。また、

平成 25 年度に引き続き、平成 26 年度においても「国と地方とのコラボレーション

による先駆的プログラム」として、国から先駆的なテーマを提案して地方公共団体

と連携して実施します。 

これとは別に、東日本大震災の被災地への支援として、震災・原発事故を受け

た緊急対応（食品等の放射性物質検査、食の安全性等に関する消費生活相談

対応等）により、被災４県（岩手・宮城・福島・茨城）では基金に不足が見込まれた

ため、平成 25 年度予算において約 7.29 億円の上積みを行いました。平成 26 年

度予算においても、引き続き、約 6.99 億円の上積みを行っています。 

また、交付金の当初予算化及び基金の活用期間の延長を措置したことを踏ま

え、中長期的な検討を実施するため、「地方消費者行政強化作戦」を定め、計画

的・安定的な取組の中で、質の高い相談・救済を受けられる地域体制の全国的

な整備に取り組むとともに、人員・予算の確保に向けた地方の自主的な取組を支

援します。 

また、消費者庁では、消費生活相談員の専門性やその果たしている役割の重

要性を踏まえ、各地方公共団体において、再度任用する回数に関して一律に制

限を設けることなく、消費生活相談員の専門性に配慮した任用を行うよう、消費

者庁長官から地方公共団体の首長宛の通知等により、消費生活相談員のいわ

ゆる「雇止め」の見直しを求めています。この消費生活相談員の雇止め見直しに

ついては、消費者庁と総務省との間で協議を行い、①実態として非常勤職員の

行う業務の中にも恒常的な業務があること、②任期ごとに客観的な実証を行った

結果として、同じ者を再度任用することは排除されないことについて認識を共有

しています。 

このほか、消費者委員会の建議「地方消費者行政の体制整備の推進に関す

る建議」（平成 25 年８月）や消費者庁において開催した「消費生活相談員資格の

法的位置付けの明確化等に関する検討会中間報告」（平成 24 年８月）での議論

を踏まえ、平成 25 年 10 月から「消費者の安全・安心確保のための『地域体制の

在り方』に関する意見交換会」を４回に渡って開催し、同意見交換会において、

消費生活センターの役割と体制の在り方や、消費生活相談等の事務の実施に

関する国・都道府県・市町村の役割と責務その他の消費者安全の確保のための

「地域体制の在り方」に関する議論を行い、報告書をとりまとめました（平成 25 年

12 月）。また、この報告書を踏まえ、消費者安全法の一部改正を含む「不当景品

類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案」を第 186 回国会に提

出し、平成 26 年６月６日に成立しました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

  

施策番号 121・122 番 

具体的施策 

① 地方消費者行政活性化・消費生活相談体制の強化について、「地方消費者

行政の充実・強化のための指針」に基づく施策を推進し、引き続き地方消費者

行政の充実・強化に取り組みます。 

② 地方消費者行政推進本部において、知事や市町村長のリーダーシップの下

で進められる取組を支援するとともに、研修の充実などを通じた担当職員の一

層の専門性の向上などに取り組みます。 

③ 「東日本大震災」で被害を受けた地方公共団体のバックアップに取り組みま

す。 

④ 消費生活センターの法制上の位置付けや適正な配置、相談員の配置や処

遇などの望ましい姿や、地方との役割分担等を踏まえた国による人材面、ノウ

ハウ面、情報面、財政面などの支援、連携、協働の在り方について、地域住民

の意思に基づく充実強化が図られるよう、地方分権改革の理念を踏まえ、地方

消費者行政・消費生活相談体制の実態調査や消費者委員会における審議結

果なども参考とし、全般的に検討を行います。 

⑤ 平成 26 年度以降においても地方消費者行政における地方公共団体の積極

的な取組を下支えする支援の在り方を検討するとともに、財源の確保に向けて

検討を行います。 

⑥ 地方消費者行政活性化交付金の当初予算化及び基金の活用期間の延長

を措置したことを踏まえ、中長期的な検討を実施するため、「地方消費者行政

強化作戦」を定め、計画的・安定的な取組の中で、質の高い相談・救済を受け

られる地域体制の全国的な整備に取り組むとともに、人員・予算の確保に向け

た地方の自主的な取組を支援します。 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 

①継続的に実施します。 

②及び③：引き続き実施します。 

④実施済み（「消費者の安全・安心確保のための『地域体制の在り方』に関する

意見交換会」を開催し、報告書を取りまとめたため。） 

⑤引き続き検討します。 

⑥継続的に実施します。 

見直しの考え方 

④ 消費者の安全・安心確保のための『地域体制の在り方』に関する意見交換

会」を開催し、平成 25 年 12 月に報告書を取りまとめたため。 

⑥ 地方消費者行政活性化交付金の当初予算化及び基金の活用期間の延長

を措置したことを踏まえ、中長期的な検討を実施するため、「地方消費者行政

強化作戦」を定め、計画的・安定的な取組の中で、質の高い相談・救済を受け

られる地域体制の全国的な整備に取り組むとともに、人員・予算の確保に向け

た地方の自主的な取組を支援することとしたため。 
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平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 「現場」の関係者との意見交換他 62 百万円の内数 62 百万円の内数 

地方消費者行政の現況調査他 35 百万円の内数 35 百万円の内数 

地方消費者行政活性化基金の上

積み（一般会計） 

500 2,000 

地方消費者行政活性化基金の上

積み（東日本大震災復興特別会

計） 

364 364 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 122-2 

消費者基本計画における

具体的施策 

消費生活相談員の資格の法的位置付けの明確化について検討を行い、相談

員について全国的に一定の水準を確保し、消費生活相談業務の一層の質の向

上と体制の整備を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 

消費者庁及び消費者委員会設置法（平成 21 年法律第 48 号）附則第４項 

 

政府は、消費者庁関連三法の施行後三年以内に、消費生活センター（消費者安

全法第 10 条第３項に規定する消費生活センターをいう。）の法制上の位置付け

並びにその適正な配置及び人員の確保、消費生活相談員の待遇の改善その他

の地方公共団体の消費者政策の実施に対し国が行う支援の在り方について所

要の法改正を含む全般的な検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 
平成 26 年の通常国会への提出を念頭に、消費生活相談員資格の法的位置付

けの明確化等の具体化に向けて必要な事項について検討を行います。 

実施状況 

消費者庁では、平成 23 年 10 月より「消費生活相談員資格の法的位置付けの

明確化等に関する検討会」を開催し、消費生活相談業務の一層の質の向上と体

制の整備を図るため、消費生活相談員資格を明確に法律に位置付ける必要性、

資格付与の要件・手続、及び「消費生活相談員」の職の法的位置付け等これらと

併せて措置すべき事項を検討し、平成 24 年８月に中間取りまとめを行いました。 

さらに、消費者委員会による「地方消費者行政の体制整備の推進に関する建

議」（平成 25 年８月６日）の提出を受け、消費者庁では、平成 25 年 10 月より「消

費者の安全・安心確保のための『地域体制の在り方』に関する意見交換会」を開

催し、報告書を取りまとめました。これを踏まえ、不当景品類及び不当表示防止

法等の一部を改正する等の法律案を第 186 回国会へ提出し、平成 26 年６月６日

に成立しました。 

また、同法案に基づき、今後、一人暮らしの高齢者を見守るネットワーク作りな

ど、全国各地で行われている地域における見守りの先進的取組の情報を収集

し、各地方公共団体に提供することで、普及促進を図ることを予定しています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 消費生活相談員資格の法的位置

づけの明確化に向けた検討等 

２５百万円の内数 ２５百万円の内数 

    

    

 

                                                  

（注 122-2） 消費生活相談員の職及び任用要件の法律への位置付け等を内容とする消費者安全法の一部改正を含む景品表示

法等改正等法が成立し、平成 26 年６月 13 日に公布された。 

 

施策番号 122-2 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 

一部実施済み（注 122-2）。 

引き続き、改正消費者安全法の施行に向けて、消費生活相談員の任用要件

に係る資格試験等の詳細な制度設計等の必要な事項について検討します。 

見直しの考え方 

消費生活相談員の職及び任用要件の法律への位置付け等を内容とする消

費者安全法の一部改正を含む、「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を

改正する等の法律」（平成 26 年法律第 71 号）が成立し、平成 26 年６月 13

日に公布されたため。 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 123 

消費者基本計画における

具体的施策 

「消費者ホットライン」について、国民生活センターと連携して、その運用や活

用状況を踏まえつつ、消費者の利便に資する形で引き続き実施し、消費生活セ

ンターや相談窓口の周知徹底に努めます。また、通信事業者による通信環境の

改善を待ちつつ、直接接続できる消費生活センターや相談窓口をさらに増やし

ます。さらに、国民生活センターでは、現行の土日祝日相談に加えて、平日にお

いても「消費者ホットライン」のバックアップに取り組みます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
－ 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

消費者がトラブルに見舞われたとしても、相談窓口の存在に気付かなかった

り、相談窓口は知っていたとしてもその連絡先が分からなかったりすることがあり

ます。 

このため、消費者庁では、全国どこからでも身近な消費生活相談窓口を案内

する「消費者ホットライン（0570-064-370）」を運用しており、平成 25 年度には 30

万 8,519 件の利用がありました。国民生活センターと連携して、その運用や活用

状況を踏まえつつ、消費者の利便に資する形で引き続き実施し、直接接続でき

る消費生活センターや相談窓口を更に増やします。 

なお、国民生活センターでは、都道府県・市区町村の消費生活相談窓口が開

所していない場合に相談を受け付ける「土日祝日相談」の実施に加え、平日には

「平日バックアップ相談」を行っています。土日祝日相談について、平成 25 年度

には 7,485 件の相談を受け付け、平日バックアップ相談については、平成 23 年６

月の平日バックアップ相談開始以降、平成 25 年度末までに 8,089 件の相談を受

け付けました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 一元的窓口運用に必要な経費 106 106 

    

    

 

施策番号 123 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 124 

消費者基本計画における

具体的施策 

都道府県における法執行強化（景品表示法、特定商取引法、農林物資の規

格化及び品質表示の適正化に関する法律等）を図るため、地方からの研修員受

入れ、執行研修の充実等を通じた人材強化、都道府県との連絡会議の開催等を

通じた国と都道府県の連携などの支援を行います。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

国と地方が情報共有を進めて法を厳正に執行し、被害をもたらしている事業

者の行為を是正することにより、消費者被害の拡大防止や軽減、予防につながり

ます。このため、消費者庁では、地方公共団体の法執行力を強化することを目的

として、地方公共団体の執行担当者を対象とした研修を行っています。 

平成 25 年度には、特定商取引法及び景品表示法を中心に、執行実務に必要

となる基礎知識の習得を目的とした「執行初任者研修」を５月に実施し（約 110 名

参加）、さらに、執行に必要な実務スキルの向上を目指した「執行専門研修」を10

月に実施しました（約 90 名参加）。 

－323－



 

平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 地方公共団体向け執行研修他 1 1 

景品表示法情報ネットワークの構

築 

8 8 

    

 

施策番号 124 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 126 

消費者基本計画における

具体的施策 

政策・措置に関する情報を地方公共団体と共有する体制について、関係行政

機関及び地方公共団体との連携を密にするなどして整備を行います。各種説明

会や連絡会議の場等において引き続き情報共有の徹底を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

消費者庁では、平成 22 年度から、国民生活センター及び経済産業局等の国

の機関と、都道府県・政令指定都市の担当課長との意見交換や情報共有の場と

して、「地方消費者行政ブロック会議」を開催しており、平成 25 年度にも全国６ブ

ロックで同会議を開催しました。 

また、都道府県・政令指定都市の消費生活センター所長が意見交換や情報

共有を行うため、国民生活センターがブロックごとに開催する「消費生活センター

所長会議」に、消費者庁職員が出席し、意見交換を行っています。加えて、毎年

４月に都道府県及び政令指定都市の消費者行政担当課長等向けの「都道府県

等消費者行政担当課長会議」を開催し、最近の国の消費者行政の動向につい

て、情報の共有を図っています。 

さらに、地方公共団体への個別の施策の情報共有のため、全国説明会を随時

開催しています。平成 25 年度は、「地方消費者行政に対する国の財政措置の活

用期間に関する一般準則」のほか、平成26年度予算要求や平成25年度補正予

算、平成 26 年度当初予算に関する全国説明会を開催しました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 消費者行政ブロック会議他 7 7 

    

    

 

施策番号 126 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

                                                  

（注 127） 平成 24・25 年度予算として、適格消費者団体の活動や制度等に関する周知を行うための経費を計上。さらに、平成 25 年

度予算においては、「地方消費者行政活性化基金」の仕組みを活用した「国と地方とのコラボレーションによる先駆的プログラム」

のメニューの一つとして適格消費者団体設立の促進を図ることとしている。 

施策番号 127 

消費者基本計画における

具体的施策 

適格消費者団体による差止請求関係業務の遂行に必要な資金の確保、情報

面における支援措置その他の適格消費者団体に対する支援の在り方について

見直しを行い、必要な措置を講じます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
消費者庁及び消費者委員会設置法附則第５項 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 一部実施済み（注 127）。考えられる支援の在り方について、引き続き検討します。 

実施状況 

事業者の不当行為は、消費者契約法等の民事ルールのほか、特定商取引法

や景品表示法等により規制されており、行政処分等が行われることもあります。こ

のような場合、被害を受けた消費者は、消費者契約法等により個別的・事後的に

は救済されますが、同種の被害の広がりを防止することは困難です。このため、

平成 19 年６月から、消費者被害の未然防止・拡大防止を図るため、行政以外の

枠組みとして「消費者団体訴訟制度」が導入されています。 

本来、事業者の不当行為について訴訟を起こすことができるのは、直接その

被害を受けている消費者に限られ、消費者団体等が事業者へ改善を求めても、

法的裏付けがないため、実効性の面で限界がありました。消費者団体訴訟制度

は、一定の要件※１の下で認定された消費者団体（適格消費者団体）に、事業者

の不当行為をやめさせるように、差止請求を行う権利を認めています※２。 

行政による規制には一定の限界がある中、こうした適格消費者団体の取組

は、行政を補完する役割として極めて重要です。消費者契約法の不当勧誘、不

当条項に加えて、景品表示法の優良誤認表示、有利誤認表示や特定商取引法

の不当勧誘や不当条項の一部についても、適格消費者団体による差止請求が

認められています※３。 

また、平成 25 年６月、食品表示法が成立（平成 25 年６月 28 日公布）し、著しく

事実に相違する食品表示が差止請求の対象とされ、公布から２年を超えない範

囲内に施行されます（未施行）。 

なお、適格消費者団体として、平成 25 年度末時点で、11 団体を認定してお

り、制度施行以来差止請求訴訟は 33 件（うち平成 25 年度は５件）提起されてい

ます。 

 

消費者庁では、適格消費者団体の活動が適切に行われるよう監督するととも

に、適格消費者団体が行う差止訴訟の判決の内容等の情報を同庁のウェブサイ

トで公表しています。 

－327－



  

 

消費者庁では、適格消費者団体に対する支援の一環として、認定ＮＰＯ法人

制度について周知を行ったほか、消費者団体訴訟制度や適格消費者団体の活

動についての周知を行ってきているところです。 

平成 25 年度予算においては、適格消費者団体による差止請求の成果をまと

めた「差止請求事例集」を作成し、同事例集を用いて北海道、宮城県、東京都、

石川県、愛知県、大阪府、広島県、愛媛県及び福岡県にて差止請求事例集解

説セミナーを開催しました。また、宮城県、神奈川県、石川県、兵庫県、愛媛県

及び大分県にて消費者団体訴訟制度シンポジウムを開催するとともに、消費者

団体訴訟制度等に関する問合せ窓口の設置を行いました。 

さらに、適格消費者団体へのＰＩＯ－ＮＥＴ端末の設置に向けた検討を行って

います。 

 

 
※１ 要件としては、例えば、①不特定多数の消費者の利益を守るための活動を主

な目的としていること、②相当期間、継続的な活動実績があること、③特定非営

利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であること等がある。 
※２ 差止請求ができるのは、あくまで消費者契約法等に違反する行為（不当な勧

誘、契約条項の使用等）であり、事業者の業務自体の停止を求めることができる

わけではない。 
※３ 景品表示法については平成 21 年４月から、特定商取引法については、平成

21 年 12 月から消費者団体訴訟制度の対象となっている。さらに、平成 25 年２月

に特定商取引に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことにより、差

止請求の対象となる不当行為に係る類型として、訪問購入が追加された。 
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（図表） 

適格消費者団体の名称 地域 認定日 

特定非営利活動法人 

 消費者機構日本 
東京都 平成 19 年 ８ 月 23 日 

特定非営利活動法人 

 消費者支援機構関西 
大阪府 平成 19 年 ８ 月 23 日 

公益社団法人 

 全国消費生活相談員協会 
東京都 平成 19 年 11 月 ９ 日 

特定非営利活動法人 

 京都消費者契約ネットワーク 
京都府 平成 19 年 12 月 25 日 

特定非営利活動法人 

 消費者ネット広島 
広島県 平成 20 年 １ 月 29 日 

特定非営利活動法人 

 ひょうご消費者ネット 
兵庫県 平成 20 年 ５ 月 28 日 

特定非営利活動法人 

 埼玉消費者被害をなくす会 
埼玉県 平成 21 年 ３ 月 ５ 日 

特定非営利活動法人 

 消費者支援ネット北海道 
北海道 平成 22 年 ２ 月 25 日 

特定非営利活動法人 

 消費者被害防止ネットワーク東海 
愛知県 平成 22 年 ４ 月 14 日 

特定非営利活動法人 

 大分県消費者問題ネットワーク 
大分県 平成 24 年 ２ 月 28 日 

特定非営利活動法人 

 消費者支援機構福岡 
福岡県 平成 24 年 11 月 13 日 

（備考）１．消費者庁資料 

     ２．平成 25 年３月 31 日現在で認定されている団体   
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 消費者団体訴訟制度及び被害救

済制度の周知広報 

36 36 

    

    

 

                                                  

（注 127） 平成 24・25・26 年度予算として、適格消費者団体の活動や制度等に関する周知を行うための経費を計上。さらに、平成

25・26 年度予算においては、「地方消費者行政活性化基金」の仕組みを活用した「国と地方とのコラボレーションによる先駆的プ

ログラム」のメニューの一つとして適格消費者団体設立の促進を図ることとしている。 

施策番号 127 番 

具体的施策 

適格消費者団体による差止請求関係業務及び特定適格消費者団体による被

害回復業務の適正な遂行に必要な資金の確保、情報の提供その他の適格消費

者団体及び特定適格消費者団体に対する支援の在り方について見直しを行

い、必要な措置を講じます。 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 
一部実施済み（注 127）。適格消費者団体及び特定適格消費者団体に対する考えら

れる支援の在り方について、引き続き検討します。 

見直しの考え方 
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関

する法律が成立し、公布されたため。 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 128 

消費者基本計画における

具体的施策 

地域において適格消費者団体が設立され適切に運営されるように、また、消

費者被害の未然防止・拡大防止の観点から、消費者団体訴訟制度の周知・広報

及び説明を行うほか、適格消費者団体が業務を円滑に実施できるよう、ＰＩＯ－Ｎ

ＥＴ端末の設置に向けて検討を進めることや、判決等の公表・周知を通じた情報

面での支援等を実施します。 

また、制度が濫用・悪用されないよう適格消費者団体の認定及び監督を適正

に行います。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
消費者庁及び消費者委員会設置法附則第５項 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 

適格消費者団体へのＰＩＯ－ＮＥＴ端末の設置については、地方公共団体をは

じめとする関係者との調整を踏まえ、利用可能となるよう引き続き検討し、具体化

を進めます。その他については継続的に実施します。 

実施状況 施策番号 127 番と同文 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 適格消費者団体の認定・監督、支

援 

12 12 

    

    

 

施策番号 128 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 129 

消費者基本計画における

具体的施策 

消費者団体等と継続的な意見交換の場を設け、消費者団体等相互の連携強

化や消費者問題の実情に関する現場の意見・政策提言を吸い上げるとともに、

消費者団体が行う公益的な活動についての育成・支援の在り方を検討します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 検討の結果、可能なものから逐次実施します。 

実施状況 

消費者行政の推進に当たっては、幅広い関係者に消費者庁の「サポーター」

や「提案者」になってもらうことが重要です。特に、消費者団体は、消費生活の実

態に即し、消費者の埋もれがちな声を集約し、具体的な意見にまとめて表明する

団体であり、その継続的・持続的な活動は消費者行政の推進に当たり極めて重

要です。 

このため、消費者庁では、全国の消費者団体等と定期的に意見交換の場を設

けており、平成 25 年度は、仙台や札幌等での開催を含む７回の意見交換会を開

催しました。あわせて、電子メールを用いた消費者団体等との意見交換システム

を運用し※、全国の消費者団体等との情報・意見交換を行っているほか、消費者

団体等が開催するシンポジウム等に消費者庁幹部等を派遣し講演等を行うな

ど、消費者団体等の活動を支援しています。 

また、地域における消費者問題解決力の向上を図る上で、行政と消費者団体

を含む地域の多様な主体との連携が不可欠です。このため、地域の消費者団体

等が交流する場として、全国８ブロックごとに「地方消費者グループ・フォーラム」

を開催し、地域における消費者団体等の連携強化と活動の活性化を支援してい

ます。 

消費者庁が主催する平成 25 年度消費者月間シンポジウム（平成 25 年５月）で

は、地域の消費者団体の取組を全国的に共有し、地域の消費者問題解決力の

一層の向上を図ることを目的に、各ブロックのグループ・フォーラム参加団体等か

ら、活動報告がなされました。 

さらに、地方消費者行政活性化基金を通じて、地域の多様な主体と連携した

取組を支援するため、平成 25 年度補正予算（一般会計）において 15 億円を措

置するとともに、平成 26 年度当初予算（一般会計）において 30 億円を措置しまし

た。 

 
※ 「だんたい通信」の名称でＶｏｌ.33 まで配信済み。同通信では配信登録団体か

らの意見を随時受け付けている。 

－333－



 

平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 地方消費者グループ・フォーラム 16 16 

    

    

 

施策番号 129 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

                                                  

注 130） 「民間事業者における通報処理制度の実態調査」、「公益通報者保護制度に関する労働者向けインターネット調査」、 

「行政機関における公益通報者保護法の施行状況調査」等を実施。 

施策番号 130 

消費者基本計画における

具体的施策 

公益通報者保護法について、説明会の実施等による法の周知・啓発を引き続

き図り、事業者や行政機関における公益通報窓口の整備等を促進します。 

消費者委員会報告等を踏まえ、法や通報処理制度の実態についての調査検

討等を行い、必要に応じて適切な措置を講じます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
公益通報者保護法 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 一部実施済み（注 130）。引き続き、法の周知・啓発及び調査検討等を実施します。 

実施状況 

消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会を実現して

いく上で、これを損なうような企業の不祥事を防止するという観点は重要です。企

業の不祥事は、企業内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることは少

なくありませんが、労働者がこうした通報を行うことは、正当な行為として解雇等の

不利益な取扱いから保護されるべきものです。 

こうしたことから、公益通報者保護法が平成 16 年に成立し、平成 18 年に施行

されており、労働者が、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかとい

う制度的なルールや公益通報に関して事業者・行政機関がとるべき措置等が定

められています。 

なお、公益通報の対象は、国民生活の安心や安全を脅かす法令違反の発生

と被害の防止を図る観点から、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に

かかわる法律」に違反する一定の行為となっており、平成 25 年度末時点で、439

の法律が対象法律として定められています。 

消費者庁では、公益通報者保護制度に関するシンポジウムや行政機関職員

向け研修会を全国各地で開催（平成 25 年度には、シンポジウムを３回、行政機

関職員向け研修会を４回開催）しているほか、公益通報ハンドブック等を作成し

て、労働者、民間事業者及び行政機関等に広く配布するなど、周知啓発に取り

組むとともに、制度の運用状況等を把握するため、民間事業者、労働者及び行

政機関を対象とした調査等にも取り組んでいます。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 公益通報者保護の推進 19 19 

    

    

 

施策番号 130 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 131 

消費者基本計画における

具体的施策 

不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及

び事業者間の公正な競争を確保するため、公正競争規約（景品表示法第 11 条

に基づく協定又は規約）の積極的な活用、円滑な運用が行われるよう引き続き関

連団体等を支援します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
景品表示法第 11 条 

担当省庁等 消費者庁、公正取引委員会 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

不当な表示や過大な景品類は、短期間のうちに、その内容がエスカレートし、

際限なく広がっていくおそれがあります。このような不当な表示等を効果的に規

制するためには、規制当局の限られたリソースだけでは困難です。 

そのため、業界自らが自主的かつ積極的に守るべきルールとして定めた「公正

競争規約」が積極的に活用され、適切な運用が行われるように関連団体等を支

援することは、景品表示法違反行為の未然防止等の観点からも必要不可欠で

す。 

消費者庁と公正取引委員会では、公正競争規約の所要の変更について公正

取引協議会から相談を受け認定を行うとともに、消費者庁と公正取引委員会の

規約担当職員が、各公正取引協議会の担当者と緊密に連絡を取り合い、規約の

適正な運用等について必要な助言等を行うことなどにより、公正競争規約の積極

的な活用、円滑な運用を促進しています。 

具体的には、平成 25 年度に、泡盛の表示に関する公正競争規約、釣竿の表

示に関する公正競争規約、食用塩の表示に関する公正競争規約など 5 件の公

正競争規約の変更について認定を行いました。 

このほか、公正取引協議会等関連団体が主催する研修会等へ、17 回講師を

派遣しました。 

また、公正競争規約の実効性の確保を目的として各公正取引協議会が実施

する、「表示に関する公正競争規約の試買表示検査会」の一部について、運営

業務等を支援しました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 協定又は規約の設定、普及・啓

発、遵守状況調査 

13 13 

    

    

 

施策番号 131 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 132 

消費者基本計画における

具体的施策 

訪問販売、通信販売、テレマーケティングのそれぞれの事業に関わる自主行

動基準の整備、電話相談・苦情処理等が円滑に行われるよう関連団体を支援し

ます。問題のある事業者の活動に対して特に高齢者や子どもに対する訪問販

売、通信販売、テレマーケティングによる被害抑制の視点から改善を指導しま

す。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 経済産業省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

高齢者や子どもを含む消費者トラブルの発生に際し、その解決に向けて、関

係団体に対してセミナーの開催等の取組の要請を行いました。また、訪問販売、

通信販売の関係団体に対して、消費者をめぐる政府の政策や取組に関する情

報提供を行うことで、消費者などからの相談への対応が円滑に行われるよう支援

しました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 132 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

施策番号 134 

消費者基本計画における

具体的施策 

消費者庁へ移管・共管となった各法律の執行状況の点検・評価を行います。

また、消費者の利益及び擁護の増進に関する法律についての消費者庁の関与

の在り方、消費者行政に係る体制の更なる整備等について検討を行い、必要な

措置を講じます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
行政機関が行う政策の評価に関する法律第３条第１項 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 
平成 25 年度においても引き続き点検・評価を実施します。結果を踏まえ必要

な措置を講じます。 

実施状況 

平成 24 年度の消費者庁の政策評価については、「消費者庁政策評価基本計

画」（平成 22 年３月 31 日消費者庁長官決定、平成 23 年 11 月４日改定。）及び

「平成 24 年度消費者庁政策評価実施計画」（平成 24 年 10 月３日消費者庁長

官決定）に基づき、平成 25 年８月にその評価書を公表しました。この中で、平成

24 年度中に実施した、食品表示の一元的な法体系の在り方の検討や、集団的

消費者被害回復に係る訴訟制度の導入に向けた取組などに関する課題を盛り

込みました。 

この平成 24 年度の政策評価を踏まえた上で、平成 25 年度には、消費者庁が

所管する法律の執行体制の強化、効果的に機能する仕組みの構築及び法制化

に向けた検討などに取り組むこととし、予算要求及び機構・定員要求並びに改正

法案の成立につなげたところであり、消費者行政に係る体制の更なる整備等に

有効に結び付けることができました。 

具体的には、食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度を創設するため

の食品表示法案を平成 25 年４月５日に閣議決定し、同年６月 21 日に成立しまし

た。また、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特

例に関する法律案を平成 25 年４月 19 日に閣議決定し、同年 12 月４日に成立

しました。 

また、消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するこ

とを目的とする消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を

阻害する行為の是正等に関する特別措置法案を平成 25 年３月 22 日に閣議決

定し、同法は、同年６月５日に成立し、平成 25 年 10 月１日に施行されました。 

さらに、平成 26 年３月 11 日には、不当景品類及び不当表示防止法等の一部

を改正する等の法律案を閣議決定、同日国会に提出し、同法は同年６月６日に

成立しました。この法律は、①不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）

に係る調査権限を事業所管大臣等に委任すること、措置命令権限及び合理的

根拠提出要求権限を都道府県知事に委任することなどを内容とする景品表示法

の一部改正、②消費生活相談員資格試験の国家資格化などを内容とする消費

者安全法の一部改正、③法律の施行後１年以内に課徴金に係る制度の整備に

ついて検討を加え必要な措置を講じるとすることを内容とする政府の措置などか
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ら構成されています。 

加えて、平成 26 年９月に消費者庁が創設５周年を迎えることを踏まえ、平成

26 年３月 25 日に、他省庁からの所掌事務の引継ぎや業務の運営を全般的にレ

ビューすることを発表しました（衆議院消費者問題に関する特別委員会における

大臣答弁）。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 134 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 
平成 26 年度においても引き続き点検・評価を実施します。結果を踏まえ必要な

措置を講じます。 

見直しの考え方 時点修正。 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 135 

消費者基本計画における

具体的施策 

消費者を主役とした行政に向けて国家公務員に対し、消費生活センター等に

おける窓口業務を体験する研修の実施を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁、人事院 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

「昇任時相談窓口等体験研修」は、「生活安心プロジェクト「消費者・生活者を

主役とした行政への転換に向けて」（平成 20 年４月国民生活審議会意見）に対

するアクションプラン（工程表）」（同年７月 23 日生活安心プロジェクトに関する関

係省庁局長会議決定）に基づき、各府省庁の審議官級職員を対象に平成 21 年

度に人事院と内閣府の共催により、試行的に開始されました。その後、「消費者

基本計画」（平成 22 年３月 30 日閣議決定）において継続的に実施することとさ

れ、以後、人事院と消費者庁の共催により実施しています。 

具体的には、国民生活センターや消費生活センター、行政相談所、日本司法

支援センター（法テラス）、公共職業安定所、児童相談所、福祉事務所、年金事

務所の協力を得て、消費者・生活者の声に触れる業務を体験する研修（業務体

験研修）を実施しています。 

また、業務体験研修の前に、研修に臨むに当たっての問題意識を明確化し、

研修効果のより一層の向上を図るため、全研修対象者に対し、消費者問題等に

造詣の深い有識者による講演及び意見交換を行う「事前研修」を、業務体験研

修の後に、同研修で得られた経験や気付き、行政や公務員の在り方等につい

て、参加者間で討議するとともに、幹部行政官経験者による講話及び意見交換

を行う「事後研修」を実施しています。 

平成 25 年度は、３回実施し、計 82 名が研修に参加しました。 

研修終了後に実施したアンケートでは、参加者の 92.7％から有益、同じく

90.2％から満足との回答を得るなど、高い評価を得ています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 135 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 136 

消費者基本計画における

具体的施策 

労働相談など他の相談機関においても、消費生活に関するトラブルについ

て、消費生活相談窓口を案内できるような取組を進めます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 関係省庁等 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

消費者庁では、注意喚起等の情報提供を行う際、地方自治体の消費者行政

部局に対し、高齢者担当や教育担当を始めとするその他の関係部局等にも情報

が共有されるよう、協力を依頼しています。 

平成26年３月には、消費者問題に関する地域ネットワークにおける情報共有を

円滑に行うための消費者安全確保地域協議会の設置等を盛り込んだ不当景品

類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案を第186回国会に提出

し、平成26年６月６日に成立しました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 136 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 137 

消費者基本計画における

具体的施策 

消費者政策担当課長会議等について、消費者政策の推進等について密接な

連絡、情報交換等を行うほか、消費者問題への迅速かつ的確な対応を図る観点

から機動的に開催します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁、関係省庁等 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

個別事案に応じて関係府省が集中的に議論する場を設けることに重点を置

き、消費者基本計画の見直し等に向けて消費者政策担当課長会議を平成25年

度に１回開催しました。 

また、食品ロス削減関係省庁等連絡会議を同年度に１回開催しました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 137 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 138 

消費者基本計画における

具体的施策 

公正かつ自由な競争を促進し、一般消費者の利益を確保するため、競争政策

を強力に実施し、価格カルテル・入札談合等に厳正に対処するとともに企業結合

審査を的確に行い、必要に応じ、公正取引委員会の体制強化・機能拡充を図り

ます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 

担当省庁等 公正取引委員会 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

公正取引委員会では、独占禁止法の違反行為について、平成 25 年度に延べ

210 名の事業者に対して 18 件の法的措置を採り、また、延べ 181 名の事業者に

対して総額302億4283万円の課徴金の納付を命じ、価格カルテル、入札談合等

の独占禁止法の違反事件に厳正かつ積極的に対処しました。 

また、264 件の届出のあった企業結合計画について、迅速かつ的確に審査を

行いました。このうち、１件については、報告等の要請を行い、詳細な審査を行っ

た結果、独占禁止法上の問題はないと判断しました。届出会社に報告等を求め

る必要がないと判断した案件については 30 日の禁止期間（企業結合を実行して

はならない期間。第１次審査）内に審査を終了するとともに、届出会社から禁止

期間の短縮の申出のあった案件について当該期間を短縮しました。 

なお、近年、公正取引委員会には、競争環境を積極的に創造し、市場監視の

機能・体制を充実させるなど、競争政策を強力に実施することが求められており、

そのための体制の整備・充実が進められてきています。 

具体的には、平成 25 年度に、消費税転嫁対策部門、下請法運用部門及び審

査部門を中心に体制の強化が図られました。また、即戦力を有する職員を確保

する観点から、民間実務経験者及び任期付職員を採用しました。このほか、職員

に対し、業務上必要とされる知識・スキルを付与する各種研修を実施しました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

公正取引委員会 独占禁止法違反行為に対する措

置等（審査局管理企画課） 

235 百万円の内数 235 百万円の内数 

独占禁止法違反行為に対する措

置等（経済取引局企業結合課） 

8 百万円の内数 8 百万円の内数 

    

 

施策番号 138 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 139 

消費者基本計画における

具体的施策 

消費者委員会が独立して消費者行政全般についての監視機能を十全に果た

すことを担保するため、常勤化を含む委員の在り方について検討するとともに、

その事務局体制の充実･強化を図ります。さらに、消費者庁をはじめ関係省庁

は、消費者庁及び消費者委員会設置法第８条に基づく消費者委員会からの資

料の提出の要求等に対し、迅速かつ適切に対応します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
消費者庁及び消費者委員会設置法第８条及び附則第２項 

担当省庁等 内閣府、関係省庁等 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

消費者委員会は独立した第三者機関として、消費者の声を踏まえつつ自ら調

査審議を行い、消費者庁を含む関係府省の消費者行政全般に対して建議等を

実施するとともに、内閣総理大臣、関係各大臣等の諮問に応じて調査審議を行

います。消費者行政が直面する諸課題に適切に対処するためには、消費者委員

会が様々な消費者問題について調査審議を行い、積極的に建議等を行うことが

重要であることから、消費者庁及び消費者委員会設置法の附則や国会の附帯

決議、消費者基本計画において、委員の常勤化について検討を行うことや事務

局体制の充実・強化を図ることなどが求められています。 

このうち、委員の常勤化については、平成 22 年夏の平成 23 年度概算要求に

際して検討が行われ、委員の常勤化よりも事務局体制の強化を急ぐべきとの判

断が下されました※１。このため、内閣府において、事務局体制の充実・強化を図

るための予算・定員要求を着実に行うとともに、民間の多様な専門分野における

人材を任期付職員や非常勤職員等として任用し、委員会活動をしっかりと支える

こととしています※２。 

また、消費者委員会が調査審議を進めるために、関係府省への資料要求やヒ

アリング等を頻繁に実施しています。この結果、消費者委員会は平成 21 年９月

の発足以降、数多くの意見表明※３を行ってきており、消費者基本計画への反

映、法令の改正・執行強化等を通じて、消費者行政の推進に活かされています。 

 

 
※１ ただし、第３次消費者委員会の 10 人の委員（非常勤）のうち、３人について

は、常勤的に勤めることが可能になるように人選されている。 
※２ 平成 25 年度の消費者委員会事務局の予算額は 255 百万円（当初）、定員は

11 名となっている。 
※３ 平成 25 年度末までの主な成果は、建議 13 件、提言 11 件、意見等 41 件とな

っている。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

内閣府 消費者委員会の運営 255 234 

    

    

 

施策番号 139 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 140 

消費者基本計画における

具体的施策 

低炭素社会の構築に向けた国民運動の中で、オフィスや家庭などにおけるＣ

Ｏ２削減に向けた具体的な行動を提案し、その行動の実践を広く国民の皆様に

呼び掛けていきます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 環境省、関係省庁等 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

環境省では、低炭素社会の構築に向け、地球温暖化防止のために政府が推

進する国民運動を継続して展開しました。同運動では、オフィスや家庭などで実

践できるＣＯ２削減に向けた具体的な行動を提案（例えば、古いタイプの家電製

品の省エネタイプへの買換え、白熱電球の電球型蛍光灯やＬＥＤ照明への買換

え、ハイブリッド自動車や電気自動車の購入など、エネルギー効率の良い製品の

選択を促し、環境に配慮した消費行動を促進）し、その行動の実践を広く国民に

呼び掛けており、趣旨に賛同した全ての個人、企業・団体に対し、国民運動への

参加を呼び掛けました。 

－354－



 

 

平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

環境省 ＣＯ２削減アクション推進事業 250 百万円の内数 250 百万円の内数 

    

    

 

施策番号 140 番 

具体的施策 

低炭素社会の構築に向けた気候変動キャンペーンの中で、オフィスや家庭な

どにおけるＣＯ２削減に向けた具体的な行動を提案し、その行動の実践を広く国

民の皆様に呼び掛けていきます。 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 
具体的施策について、国民運動を改め、平成 26 年３月から新たな気候変動キ

ャンペーンを開始したため。 
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施策別整理表 
 

  

                                                  

（注 141）化管法の対象化学物質 462 物質中 352 物質について、化学物質ファクトシート平成 24 年版として情報を公表。 

施策番号 141 

消費者基本計画における

具体的施策 

身近な化学製品等に関する消費者の正しい理解が得られるよう、それらの化

学製品に使用されている化学物質の名称、危険有害性情報及び環境リスク等に

関連した情報を収集し、正確に分かりやすく提供するとともに、人材の育成・派遣

等を行うことでリスクコミュニケーションを推進します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 環境省、関係省庁等 

実施時期 

一部実施済み（注 141）。引き続き、身近な化学製品等に関する消費者の正しい

理解が得られるよう、化学物質に関する情報を収集し、正確に分かりやすく提供

するとともに、人材の育成・派遣等を行うことでリスクコミュニケーションを推進しま

す。 

実施状況 

環境省では、化学物質やその環境リスクに対する国民の不安に適切に対応す

るため、リスクコミュニケーションを推進しています。 

具体的には、化学物質のリスクに関する情報の整備のため、「ＰＲＴＲデータを

読み解くための市民ガイドブック」、「かんたん化学物質ガイド」等を作成・配布し

ています。 

また、市民、労働者、事業者、行政、学識経験者等の様々な主体が意見交換

を行い、合意形成を目指す場である「化学物質と環境に関する政策対話」を開催

しており、平成 25 年度は、リスク評価の進展とそれを取り巻く課題等について議

論しました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

環境省 ＰＲＴＲ制度運用・データ活用事業

の一部 

11 百万円の内数 11 百万円の内数 

地域での化学物質の環境リスク低

減支援の一部 

12 百万円の内数 12 百万円の内数 

    

 

施策番号 141 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

                                                  

（注 143） リデュース・リユース・リサイクル 

施策番号 143 

消費者基本計画における

具体的施策 

３Ｒ（注 143）について、以下のとおり、その推進を図ります。 

① 「環境にやさしい買い物キャンペーン」を実施し、３Ｒ行動の実践を呼びかけ

ます。 

② 「３Ｒ推進全国大会」を開催し、参加者一人ひとりが自らのライフスタイルを見

直す機会を提供します。 

③ 「新・ゴミゼロ国際化行動計画」に基づき、廃棄物の発生抑制に優先的に取り

組みます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 経済産業省、環境省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

環境省では、平成 25 年 10 月に栃木県で「第 8 回３Ｒ推進全国大会」を開催

し、イベントを通して３Ｒ※施策の普及啓発を行いました。同大会式典で環境大臣

表彰を行った３Ｒ促進ポスターコンクールには、全国の小・中学生から約１万点の

応募があり、環境教育活動の促進にも貢献しています。そして、同年 10 月は「３Ｒ

推進月間」でもあり、環境省、経済産業省が共同で「環境にやさしい買い物キャ

ンペーン」を実施し、全国の都道府県や流通事業者・小売事業者の協力を得

て、環境に配慮した商品の購入、マイバッグ持参など３Ｒ行動の実践を呼び掛け

ました。 

また、環境省では、「新・ゴミゼロ国際化行動計画」の中で掲げる「アジア全体

での循環型社会の構築」に向け、平成 26 年２月にはスラバヤ（インドネシア）にお

いて、アジア太平洋３Ｒ推進フォーラム第５回会合を開催し、アジア諸国及び太

平洋島嶼国の 33 カ国の政府、自治体、国際機関などから約 500 名が参加しまし

た。その成果として、官民連携や都市間等の協力関係の推進を記載したスラバ

ヤ３Ｒ宣言を採択しました。 

 

 
※ 環境問題への対応としては、廃棄物等の発生抑制、再利用、再生利用が重要

となるが、これらの英語の頭文字を採って、３Ｒ（Ｒｅｄｕｃｅ,Ｒｅ-ｕｓｅ,Ｒｅｃｙｃｌｅ）と呼

んでいる。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

環境省 循環型社会に向けた普及啓発事

業の実施 

9 9 

アジア低炭素・循環型社会構築力

強化プログラム事業 

67 百万円の内数 67 百万円の内数 

    

 

施策番号 143 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

                                                  

（注 144） 「リ・スタイル（Ｒｅ－Ｓｔｙｌｅ）」とは国民一人一人への３Ｒに関する身近な取組の普及啓発のため、環境省が発行しているウ

エブマガジンである。循環型社会形成推進基本計画（平成 20 年３月閣議決定）においては、取組指標の目標（約 90％の人たち

が廃棄物の減量化や循環利用等の意識を持ち、約 50％の人たちがこれらについて具体的に行動するようになる。）が設定されて

いるが、「リ・スタイル（Ｒｅ－Ｓｔｙｌｅ）」はその目標に貢献する一施策である。 

施策番号 144 

消費者基本計画における

具体的施策 

ウエブマガジン「リ・スタイル（Ｒｅ‐Ｓｔｙｌｅ）（注 144）」を定期的に発行し、ごみを減ら

し、資源をできるだけ有効に活用するために日常生活においてできることなどに

ついて分かりやすく情報提供することにより、３Ｒに係る普及啓発を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 環境省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

インターネットを利用する若い世代を中心に、ごみの減量・資源の有効活用につ

いて恒常的に周知徹底を図るため、ウエブサイト「Ｒｅ－Ｓｔｙｌｅ」（ＰＣ版、携帯版）

を運営し、循環型社会の形成に関する最新データやレポート等の掲載、循環型

社会形成推進基本計画の周知及び循環型社会に向けた多様な活動等の情報

を更新し、国民、民間団体及び事業者等による活動の促進を図っています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

環境省 循環型社会形成に向けた情報提

供事業 

2 2 

    

    

 

                                                  

（注 144） 「リ・スタイル（Ｒｅ－Ｓｔｙｌｅ）」とは国民一人一人への３Ｒに関する身近な取組の普及啓発のため、環境省が運営しているウ

エブサイトである。循環型社会形成推進基本計画（平成 25 年 5 月閣議決定）においては、取組指標の目標（約 90％の人たちが

廃棄物の減量化や循環利用等の意識を持つこと。）が設定されているが、「リ・スタイル（Ｒｅ－Ｓｔｙｌｅ）」はその目標に貢献する一

施策である。 

施策番号 144 番 

具体的施策 

ウエブサイト「リ・スタイル（Ｒｅ‐Ｓｔｙｌｅ）（注 144）」を定期的に更新し、ごみを減らし、

資源をできるだけ有効に活用するために日常生活においてできることなどについ

て分かりやすく情報提供することにより、３Ｒに係る普及啓発を図ります。 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 
メールマガジンとしての情報提供が少ない現状からウェブマガジンという表現

では実情と合っておらず、より実態に近い表現とするため。 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 145 

消費者基本計画における

具体的施策 

各種リサイクル法の普及啓発のため、ポスターやパンフレット等を作成し、一般

国民・関係機関に配布します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 

特定家庭用機器再商品化法 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 

使用済自動車の再資源化等に関する法律 

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律  

担当省庁等 環境省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

環境省では各種リサイクル法のポスターやパンフレット等を作成し、一般国民・

関係機関に配布をすることで、各種リサイクル法の普及啓発を行っています。特

に、2013 年４月１日から新たに施行された使用済小型電子機器等の再資源化の

促進に関する法律については、パンフレット（１種類）の作成や、雑誌（４紙）・新

聞（全国紙）での広告等、普及啓発を行いました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

環境省 レアメタル等を含む小型電子機器

等リサイクル推進事業 

453 の内数 

 

953 の内数 

容器包装リサイクル推進事業費 54 の内数 54 の内数 

家電リサイクル推進事業費 14 の内数 14 の内数 

食品リサイクル推進事業費 9 の内数 9 の内数 

建設リサイクル推進事業費 4 の内数 4 の内数 

自動車リサイクル推進事業費 7 の内数 7 の内数 

 

施策番号 145 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

                                                  

（注 147） 生物多様性条約では、生物多様性をすべての生物の間に違いがあることと定義し、生態系の多様性、種間（種）の多様性、

種内（遺伝子）の多様性という３つのレベルでの多様性があるとしている。 

施策番号 147 

消費者基本計画における

具体的施策 

生物多様性（注 147）に配慮した商品・サービスや農林水産物を紹介する展示会

の開催、消費活動を含んだ日常生活における生物多様性の取組を分かりやすく

示したリストの公表などを通じ、消費者への情報提供を実施します。さらに、生物

多様性民間参画ガイドラインの活用推進など、事業者の生物多様性に配慮した

取組を推進します。 

また、生物多様性に配慮した農林水産物であることをあらわす「生きものマー

ク」について、事例集及び活用のための手引きの提供を通じて、農林水産業と生

物多様性の関係について国民理解を促進します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
生物多様性基本法第 19 条第１項及び第２項 

担当省庁等 農林水産省、環境省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

環境省では、経済社会における生物多様性※１の保全と持続可能な利用を促

進することを目的に、平成 25 年度は、前年度に実施した事業者（農林水産業者

を含む。）に対する生物多様性に関する取組状況のアンケート調査結果及び取

組事例の評価等を進め、取組促進策を検討するとともに、生物多様性分野での

民間参画に関する情報を一元的に発信するウェブサイトのリニューアルを行いま

した。 

また、農林水産省では、農林水産省生物多様性戦略（平成 24 年２月改定）に

おいて、消費者が日常の行為を通じて生物多様性について理解する機会を持

つことが期待される「生きものマーク※２」の取組を推進していくこととしており、「生

きものマークガイドブック」を利用し、農林水産業と生物多様性の関係について３

回のイベント等の機会を活用して国民理解を図りました。 

 

 
※１ 生物多様性基本法において「生物の多様性」とは、様々な生態系が存在する

こと並びに生物の種間及び種内に様々な差異が存在することとされている。 
※２ 農林水産業の営みを通じて多くの生きものが暮らせる豊かな環境を取り戻す

様々な取組を総称して、「生きものマーク（生物多様性に配慮した農林水産業の

実施と、産物等を活用してのコミュニケーション）」と呼んでいる。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

環境省 愛知目標の実現に向けたＣＯＰ10

主要課題検討調査費 

72 百万円の内数 72 百万円の内数 

    

    

 

施策番号 147 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

施策番号 148 

消費者基本計画における

具体的施策 

有機農業については、有機農業推進法及び同法に基づく基本方針に則し推

進します。 

特に、有機農産物など環境に配慮した農産物について、消費者の正しい理解

を促進し、有機農業の推進に資する観点から、有機農業の啓発を図るセミナー

の開催、有機農業の産地等を紹介するポータルサイトの開設、有機農業者等と

消費者との交流等を図ります。 

また、有機農産物の生産・流通の拡大を促進するため、有機ＪＡＳ制度につい

て、表示の適正化を図るとともに、消費者等への啓発を行います。 

更に、土づくりと化学肥料・農薬の低減に一体的に取り組む農業者であるエコ

ファーマーのネットワーク化を進め、消費者の理解や関心を高めるための活動等

を推進します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 

上・下段（有機農業の推進関係） 

有機農業の推進に関する法律第 10 条、第 11 条 

中段（ＪＡＳ制度の啓発） 

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第７条、第 19 条の 15

等 

担当省庁等 農林水産省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

有機農業は、農業の自然循環機能を増進し、農業生産活動に由来する環境

への負荷を大幅に低減するものであり、生物多様性の保全に資するものです。ま

た、消費者の食料に対する需要が高度化し、かつ、多様化する中で、安全かつ

良質な農産物に対する消費者の需要に対応した農産物の供給に資するもので

す。 

農林水産省では、平成 25 年度において、有機農産物価値理解促進事業によ

り、消費者等の有機農産物等に関する理解を促すための対面販売やセミナーの

実施、有機農業の産地等を紹介するポータルサイトの開設に関する取組を支援

しました。 

また、有機ＪＡＳ制度※１に関して、有機関係イベント等における同制度を解説し

たパンフレットの配付や、農林水産省広報誌「ａｆｆ」での同制度の紹介により、消

費者等への啓発を行いました。 

さらに、登録認定機関の認定業務等の適切な実施を確保するとともに、地方

農政局等の職員が小売店舗等に対する巡回調査等を実施し、表示の適正化を

図りました。 

このほか、エコファーマー※２や環境保全型農業のＰＲを目的として、エコファー

マーが生産した農産物等についての農林水産省消費者の部屋における展示

や、環境保全型農業を推進している取組事例の発表等を行う全国交流会の開催

などエコファーマーの取組に対する普及活動について協力しました。 

 

 
※１ ＪＡＳ法に基づく有機食品の認証制度。農林水産大臣に登録された登録認定

機関から認定を受けた事業者は、有機農産物や有機加工食品などの生産方法
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についての基準を満たすものに有機ＪＡＳマークを付すことができる。有機農産

物、有機農産物加工食品については、有機ＪＡＳマークが付されているものだけ

に「有機」と表示できる。 
※２ エコファーマーとは、平成 11 年７月に制定された「持続性の高い農業生産方

式の導入の促進に関する法律（平成 11 年法律第 110 号）（持続農業法）」第４条

に基づき、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を都道府県知事

に提出して、当該導入計画が適当である旨の認定を受けた農業者（認定農業

者）の愛称名。エコファーマーになると、認定を受けた導入計画に基づき、農業

改良資金の特例措置が受けられる。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

農林水産省 生産環境総合対策事業（有機農

業総合支援事業）の内数 

49 49 

    

    

 

施策番号 148 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

施策番号 149 

消費者基本計画における

具体的施策 

住宅の販売や賃貸を行う事業者が消費者に対して住宅の省エネルギー性能

について的確に情報提供を行えるよう、住宅が省エネルギー基準に適合してい

ることを表示する住宅省エネラベルの普及促進を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号）第 86 条 

担当省庁等 国土交通省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

平成 20 年のエネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54 年法律第 49

号、以下「省エネ法」という。）の改正により、省エネ法第 86 条において、建築物

の販売又は賃貸の事業を行う者は、外壁、窓等の断熱性及び建築物に設置す

る建築設備におけるエネルギー利用の効率性についての性能について表示す

るよう、消費者への情報提供に関する努力義務が規定されており、国土交通省

では省エネ関連の講習会等においてその普及促進に努めています。平成 25 年

度には、住宅の省エネルギー基準に関する講習会等（開催回数：全 57 回）にお

いて、住宅省エネラベル※１等に関する情報提供を実施しました。 

また、建築環境総合性能評価システム（ＣＡＳＢＥＥ※２）については、その内容

や開発状況等に関して、説明会やシンポジウムを開催することにより、普及の促

進を図っています。現在 24 の地方公共団体で、ＣＡＳＢＥＥを用いた届出制度等

が導入されています。 

平成 25 年度には、省エネルギー基準の改正や住宅の品質確保の促進等に

関する法律（平成 11 年法律第 81 号、以下「住宅品確法」という。）改正などを受

け、４年ぶりとなるＣＡＳＢＥＥの各ツールの大幅改訂の検討を実施し、改訂案を

策定しました。また、街区単位の新しい評価ツールであるＣＡＳＢＥＥ街区や、賃

貸ビルに入居するテナント部分の評価を行うＣＡＳＢＥＥテナントオフィス（仮称）な

ど、ツールの新規開発を実施しました。 

また、省エネルギー基準の見直しによる一次エネルギー消費量の導入に伴

い、住宅品確法に基づく住宅性能表示制度について見直しを行い、平成 26 年２

月 25 日に公布し、平成 27 年４月 1 日に施行予定（一部は公布日施行）です。 

 

 
※１ 「住宅省エネラベル」は、省エネ法第 86 条の規定を実施するために告示され

た「住宅省エネラベル指針」に基づくものであり、住宅事業建築主は、「住宅事業

建築主の判断の基準」に適合する住宅について、住宅本体への住宅省エネラベ

ルの貼付けや刻印、広告やパンフレットへの住宅省エネラベルの印刷ができる。 
※２ Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ ｆｏｒ Ｂｕｉｌｔ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ Ｅｆ

ｆｉｃｉｅｎｃｙの略。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 149 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

                                                  

（注 150） 居住性（室内環境）の向上と省エネルギー対策を始めとする環境負荷の低減等を、総合的な環境性能として一体的に評

価し、評価結果を分かりやすい指標として提示する住宅・建築物の総合環境性能評価システム。 

施策番号 150 

消費者基本計画における

具体的施策 

「建築環境総合性能評価システム（ＣＡＳＢＥＥ（注 150））」が広く使われるよう普及

活動を継続的に実施します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 国土交通省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 施策番号 149 番と同文 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 150 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 151 

消費者基本計画における

具体的施策 

食品関連事業者等による食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品

廃棄物等の発生の抑制及び減量に関する優れた取組を表彰（「循環型社会形

成推進功労者環境大臣表彰」）し、全国に紹介することで、さらなる取組の推進、

普及啓発を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 環境省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

食品関連事業者等による食品循環資源の再生利用や熱回収、食品廃棄物等

の発生の抑制や減量に関する優れた取組を全国に紹介することで、さらなる取

組の推進、普及啓発を図るため、環境省が平成 19 年に食品リサイクル推進環境

大臣賞を創設しました。平成 19 年には８件、平成 20 年には７件、平成 21 年には

８件の表彰を行い、環境省のウェブサイトで紹介しています。平成 22 年以降は循

環型社会形成推進功労者等環境大臣表彰にて食品リサイクルに関係する者も

表彰しており、全国に紹介しています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

環境省 循環型社会に向けた普及啓発事

業の実施 

9 の内数 9 の内数 

    

    

 

施策番号 151 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 152 

消費者基本計画における

具体的施策 

環境ラベルなど事業者等の自己宣言による環境情報の提供に関し、その方法

や内容等望ましい在り方について検討するとともに、環境表示ガイドラインを適宜

改訂します。 

なお、「グリーン購入法適合」と表示される環境ラベルも多くあることから、特定

調達品目に関する情報についても提供できるよう、環境表示ガイドラインの改訂

に際し留意します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（第 12 条～第 14 条、附則

第２項） 

担当省庁等 環境省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

環境省では、グリーン購入の普及促進を図るためには、事業者等が製品に関

する環境情報を適切に提供する必要があるという考えに基づいて、事業者及び

消費者双方にとって有益な環境情報を提供するために、事業者等が取り組むべ

き内容を取りまとめた「環境表示ガイドライン」を平成 20 年１月に策定しました。 

また、環境表示を行う事業者及び事業者団体、製品等に関して認証を行う第

三者機関を対象に、同ガイドラインの利用状況等に関する調査を実施するととも

に、今後の環境表示の在り方を整理・再検討し、平成 25 年３月に同ガイドライン

の改訂を行い、その後も業界団体への取組状況の調査を行うとともに、ガイドライ

ンの配布による普及啓発を行いました。 

－375－



 

 

平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

環境省 環境表示の信頼性確保のための

検証事業 

12 の一部 

 

12 の一部 

 

    

    

 

施策番号 152 番 

具体的施策 

環境ラベルなど事業者等の自己宣言による環境情報の提供に関し、その方法

や内容等望ましい在り方について検討するとともに、環境表示ガイドラインを適宜

改訂します。 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 

「グリーン購入法適合」と表示される環境ラベルも多くあることから、特定調達品

目に関する情報についても提供できるよう、環境表示ガイドラインの改訂に際し

留意する点については、平成25年３月の環境表示ガイドライン改訂において盛り

込んだため。 
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施策別整理表 
 

                                                  
（注 153-2①） 決済代行登録者制度の運用を開始。 
（注 153-2②） 「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」を公表。 
（注 153-2④） 消費者庁越境消費者センター（ＣＣＪ）を開設。 

施策番号 153-2・171 

消費者基本計画における

具体的施策 

インターネットをはじめとする高度情報通信技術を活用した国内外の事業者と

の取引に関する消費者問題に関し、被害の抑止及び救済の実効性の確保など

消費者の安全・安心の確保に向けた施策について、以下の事項を中心に実施し

ます。 

① 決済代行業者の名称、連絡先などの分かりやすい表示の仕組みの整備 

② インターネット取引に係る事業者が守るべき表示の留意事項の提示 

③ 広告表示に対するネット上の監視活動の強化  

④ 越境取引に関する消費者トラブルの解決に向けた各国消費者相談窓口間

のネットワークの構築 

⑤ 関係事業者、消費者団体等の参加する「インターネット消費者取引連絡会」

の運営 

⑥ 二国間会議、 国際連合国際商取引委員会（ＵＮＣＩＴＲＡＬ）の作業部会も活

用した越境電子商取引のトラブル解決の在り方についての検討 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁、総務省、経済産業省 

実施時期 

①実施済み（注 153-2①）。今後の制度の在り方について継続的に検討します。 

②実施済み（注 153-2②）。「留意事項」の周知を継続的に実施します。 

③、⑤、⑥：継続的に実施します。 

④実施済み（注 153-2④）。今後のネットワークの構築の在り方について継続的に検討

します。 

実施状況 

高度情報通信社会の進展により、インターネットを活用した取引が増加して利

便性が向上する一方、それに関連する様々な消費者問題も数多く発生していま

す。 

消費者庁は平成 22 年８月から「インターネット消費者取引研究会」を開催し、

消費者の視点に立った事業者や行政の取組の在り方について検討を行い、平

成 23 年３月に報告を取りまとめました。同報告では、①決済代行業者の名称、連

絡先等の分かりやすい表示の仕組み（「登録制度」）を作ること、②インターネット

取引に係る表示について事業者が守るべき事項を提示すること、③広告表示に

対するネット上の監視活動を強化すること、④越境取引に関する消費者トラブル

の解決に向けて各国消費者相談窓口間のネットワークを作ること、⑤関係事業

者、消費者団体等の参加を得て、関係者の実務的な連携・協力の場としての連

絡会を開催することが提言されました。 

消費者庁では、同報告を受け、①に関しては平成 23 年７月から、任意の決済

代行業者登録制度の運用を開始し（平成 25 年度末時点で 30 社が登録）、今後

の制度の在り方について継続的に検討しています。②に関しては、平成 23 年 10

月に「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題

点及び留意事項」を公表しています（平成 24 年５月９日に一部改定）。また、③の

インターネット上の広告表示については、引き続き景品表示法や特定商取引法

の厳正な執行、健康増進法による健康食品の虚偽・誇大広告の防止に向けた取
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組を行うとともに、インターネット・サービス・プロバイダ等に対する情報提供を通じ

て違法なウェブサイトの削除を促しています（平成 25 年度には、景品表示法の観

点から、119 事業者による 126 のサイトの表示について啓発メールの送信を行

い、改善を促しました。また、健康増進法による健康食品の虚偽・誇大広告の防

止に向けた取組としては、健康増進法第 32 条の２第１項に違反するおそれのあ

る文言等があった 166 事業者による 185 商品の表示について、改善を要請しまし

た。）。 

なお、④に関しては、平成 23 年 11 月より、越境取引に関する消費者相談窓口

である「消費者庁越境消費者センター（ＣＣＪ）」を開設し、海外ショッピングでのト

ラブル等について消費者からの相談を受け付けており、また、相談から得られた

情報等に基づき、悪質な海外ウェブサイトに関する情報を消費者庁のホームペ

ージ上で公表しています（平成 25 年度末時点で 80 サイトを公表）。 

また、⑤に関して、関係行政機関・事業者団体等の参加を得て「インターネット

消費者取引連絡会」を平成 25 年度中に４回開催しています。 

なお、上記の取組以外にも、二国間会議、ＵＮＣＩＴＲＡＬ※の作業部会も活用

した越境電子商取引のトラブル解決の在り方について継続的に検討していま

す。 

 

 
※ Ｕｎｉｔｅｄ Ｎａｔｉｏｎｓ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ ｏｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｒａｄｅ Ｌａｗ（国際

連合国際商取引法委員会）の略。国際商取引法の段階的なハーモナイゼーショ

ン（調和）と統一の促進のため、昭和 41 年、国際連合総会によって設立された国

際連合の組織（総会の補助機関）。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 インターネット取引調査 59 59 

電子商取引モニタリング等事業 

（特定商品取引適正化推進等経

費） 

87 87 

    

 

                                                  
（注 153-2①） 決済代行登録者制度の運用を開始。 
（注 153-2②） 「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」を公表。 
（注 153-2④） 消費者庁越境消費者センター（ＣＣＪ）を開設。 

施策番号 153-2・171 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 

①実施済み（注 153-2①）。今後、制度の見直しについて検討します。 

②実施済み（注 153-2②）。「留意事項」の周知を継続的に実施します。 

③、⑤、⑥：継続的に実施します。 

④実施済み（注 153-2④）。今後のネットワークの構築の在り方について継続的に検討

します。 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 153-3 

消費者基本計画における

具体的施策 

平成 24 年９月に作成した医療機関ホームページガイドラインについて、国民・

患者・関係団体等への周知徹底を行い、関係団体等による自主的な取組を促す

とともに、ガイドラインの遵守状況の検証・評価を実施し、一定の改善が見られな

い場合には、美容医療機関等のホームページの表示を適正化するための、法規

制を含めた必要な措置を検討・実施します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
医療法第６条の５ 

担当省庁等 厚生労働省 

実施時期 平成 25 年度に検討し、26 年度に実施します。 

実施状況 

医療に関する広告は、国民・患者保護の観点から、医療法により限定的に認

められた事項以外は、広告が禁止されてきましたが、インターネット上の表現につ

いては、これまで何の基準もありませんでした。 

一方で、美容医療サービス等の自由診療を行う医療機関のウェブサイトに掲

載されている治療内容や費用と、受診時における医療機関からの説明・対応とが

異なるなど、ウェブサイトに掲載されている情報の閲覧を契機としてトラブルが発

生していました。 

このため、「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」の意見を踏まえ、引き

続き、原則としてウェブサイトについては、医療法の規制対象と見なさないことと

するものの、ウェブサイトの内容の適切なあり方について、平成 24 年９月 28 日に

医療機関ウェブサイトガイドラインを作成し、引き続き周知徹底しています。また、

バナー広告等は従前から医療広告として法規制の対象でしたが、平成 25 年９月

27 日には、消費者委員会の指摘等を踏まえ、医療広告ガイドラインを改正し、医

療機関のウェブサイトのうち、バナー広告等にリンクするものは医療広告として法

規制の対象となることを明確化しました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

厚生労働省 医療広告指導体制強化講習会経

費 

1.5 1.5 

    

    

  

施策番号 153-3 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 

実施済み。 

（美容医療機関等のホームページの表示を適正化するための措置として、「「医

業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広

告適正化のための指導等に関する指針（医療広告ガイドライン）」の改正につい

て」（厚生労働省医政局長通知医政発 0927 第４号）を平成 25 年９月 27 日付け

で発出したため。） 

見直しの考え方 

美容医療機関等のホームページの表示を適正化するための措置として、「「医

業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広

告適正化のための指導等に関する指針（医療広告ガイドライン）」の改正につい

て」（厚生労働省医政局長通知医政発 0927 第４号）を平成 25 年９月 27 日付け

で発出したため。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

施策番号 153-3-2 番 

具体的施策 

美容医療機関等のホームページの表示を適正化するために発出した「「医

業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び

広告適正化のための指導等に関する指針（医療広告ガイドライン）」の改正に

ついて」（平成 25 年９月 27 日付け厚生労働省医政局長通知医政発 0927 第４

号）を周知徹底するとともに、遵守状況を把握します。 

担当省庁等 厚生労働省 

実施時期 平成 26 年度に実施します。 

重点施策との関連 
関連の有無  ：  有 ・ 無 

関連重点施策番号：14 

－382－



施策別整理表 
 

  

                                                  

（注 154） 平成 20 年に特定電子メールの送信の適正化等に関する法律が改正され、原則としてあらかじめ特定電子メールの送信に

ついて同意した者に対してのみ送信が認められる「オプトイン方式」が導入されるなど、迷惑メール対策の強化が図られた（平成

20 年 12 月１日施行）。 

施策番号 154 

消費者基本計画における

具体的施策 

① 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（注 154）」について、電気通

信に係る技術の水準その他の事情を勘案しつつ、その施行の状況について

検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じます。 

② 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」を厳正に運用します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 

特定電子メールの送付の適正化等に関する法律 

消費者庁及び消費者委員会設置法第４条第 12 号 

担当省庁等 消費者庁、総務省 

実施時期 

①実施済み。 

（「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」を改正。） 

②継続的に実施します。 

実施状況 

総務省及び消費者庁では、有識者による検討の場である「利用者視点を踏ま

えたＩＣＴサービスに係る諸問題に関する研究会」において取りまとめられた「迷

惑メールへの対応の在り方に関する提言」を踏まえ、平成 23 年８月、簡便なオプ

トアウト※の方法の例を追加するなど、「特定電子メールの送信等に関するガイド

ライン」を改正しました。また、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

（平成 14 年法律第 26 号）について、法違反が疑われる送信者に対する警告メー

ルの送信（平成 25 年度：約 4,000 件）や措置命令（平成 25 年度：７件）を実施す

るなど、厳正な運用に努めています。 

 

 
※ 受信拒否の通知をした者に対する送信を禁止する方式。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 154 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 155 

消費者基本計画における

具体的施策 

迷惑メール追放のための官民連携施策として、調査端末で受信した迷惑メー

ルの違法性を確認し、送信元プロバイダに通知することにより、プロバイダによる

迷惑メール送信回線の利用停止措置等の円滑な実施を促します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 総務省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

総務省では、平成 17 年２月より、官民協力の下で迷惑メールの追放を目的と

した「迷惑メール追放支援プロジェクト」を実施しており、調査端末で受信した迷

惑メールの違法性を確認し、当該メールに関する情報を送信元プロバイダに通

知（平成 25 年度：約１万 5,000 件）することにより、送信元プロバイダにおける、迷

惑メール送信回線の利用停止措置等の自主的な取組を促しています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

総務省 特定電子メール等送信適正化業

務委託 

158 158 

    

    

 

施策番号 155 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 156 

消費者基本計画における

具体的施策 

インターネットオークションに係る犯罪の取締りを推進するとともに、犯罪の取

締りの状況に応じた注意喚起を実施します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 警察庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

インターネットオークションに関する犯罪について、取締りを推進した結果、平

成 25 年中のインターネットオークション詐欺に関する検挙件数は 158 件でした。 

警察庁では、都道府県警察による情報セキュリティに関する講演やウェブサイ

ト等を通じ、インターネット利用者に対する注意喚起を推進しました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 156 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 

－388－



施策別整理表 
 

施策番号 157 

消費者基本計画における

具体的施策 

① 改正後の不正アクセス行為の禁止等に関する法律に基づき、フィッシング事

犯の取締り、情報セキュリティ関連事業者団体に対するフィッシングに係る情

報提供等を行い、フィッシングに係る不正アクセス事犯への対策を推進しま

す。 

② 送信ドメイン認証技術等のフィッシング対策にも有効な技術的対策につい

て、その普及促進が円滑に取り運ぶよう支援します。 

③ フィッシング被害を防止するため、「フィッシング対策協議会」等関係機関と

連携し、積極的な情報収集・調査分析を行うとともに、一般消費者に対して情

報提供・注意喚起を行います。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 警察庁、総務省、経済産業省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

金融機関（銀行やクレジットカード会社）等を装った電子メールを送り、住所、

氏名、銀行口座番号、クレジットカード番号等の個人情報を詐取するいわゆる「フ

ィッシング」行為や、それによる被害を防止するため、関係省庁では、下記の取

組を実施しています。 

①  フィッシングに係る不正アクセス事犯への対策の推進 

フィッシングに係る犯罪について、都道府県警察の実施する情報セキュリティ

に関する講習等を通じ、フィッシングに関する注意喚起を行いました。また、平成

24 年に改正された不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成 11 年法律第

128 号）を適用した「フィッシング」行為の検挙件数は、平成 25 年中１件でした。 

②  電子メールの送信ドメイン認証技術等の技術的対策の普及促進 

総務省では、フィッシング対策にも有効な技術的対策の一つとして、受信者が

受け取った電子メールについて、当該電子メールの送信者の情報が詐称されて

いる（送信者になりすましている）か否かを確認可能とする「送信ドメイン認証技

術」の普及促進に取り組んでおり、迷惑メール対策に関わる関係者が幅広く参画

し、関係者による効果的な迷惑メール対策の推進に資することを目的として設立

された「迷惑メール対策推進協議会」と連携し、「送信ドメイン認証技術導入マニ

ュアル」を策定・公表しているほか、各種業界団体や地方公共団体等に対して、

送信ドメイン認証技術等の導入を推進するための説明会を開催（平成 25 年度は

６回開催）するなど、送信ドメイン認証技術等の技術的対策の普及促進を支援し

ています。 

③  フィッシング被害の防止に向けた情報収集・注意喚起等について 

経済産業省では平成 25 年度に、消費者向けにフィッシング対策サービスを提

供している事業者に対するフィッシングサイト情報の提供を増やすことにより、フィ

ッシング対策を強化しました。また、海外フィッシング対策啓発活動の取組の日

本展開やフィッシング傾向をまとめたレポート作成、事業者及び消費者側のフィ

ッシング対策のガイドラインの改訂、インターネットバンキングの不正送金に遭わ

ないためのガイドライン作成などといった啓発活動を実施しました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

経済産業省 情報セキュリティ対策推進事業（フ

ィッシング対策業務） 

1,600 百万円の内数 1,600 百万円の内数 

    

    

 

施策番号 157 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

                                                  
（注 158）  平成 24 年７月６日子ども・若者育成支援推進本部決定 

施策番号 158 

消費者基本計画における

具体的施策 

「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する

法律」及び「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするため

の施策に関する基本的な計画（第２次）（注 158）」に基づき、青少年が安全に安心し

てインターネットを利用できるようにするため、関係省庁や関係団体等と連携し

て、青少年やその保護者に対する啓発活動などを推進するとともに、青少年に対

するインターネット上の違法・有害情報対策に関する国際協力にも積極的に取り

組みます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法

律（平成 20 年法律第 79 号）第４条、第７条、第３章、第 30 条、附則第３条 

担当省庁等 内閣府、関係省庁等 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

政府は、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等

に関する法律」に基づき、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる

ようにするための施策に関する基本的な計画（第２次）」（平成 24 年７月６日子ど

も・若者育成支援推進本部決定）を決定しました。同計画においては、スマートフ

ォンを始めとする新たな機器への対応や保護者に対する普及啓発の推進及び

国、地方公共団体、民間団体の連携強化を今後重点的に推進することとしてい

ます。 

この基本計画を踏まえ、関係府省庁では、青少年や保護者、教育関係者への

分かりやすい周知啓発、平成 24 年２月にＯＥＣＤ※において採択された「オンライ

ン上の青少年保護勧告」を踏まえた青少年のインターネットリテラシーを可視化

するための指標策定等、スマートフォンを始めとする新たな機器に対応したフィ

ルタリングの推進等に取り組んでいます。 

また、平成 26 年春に、多くの青少年が初めてスマートフォン等を手にする、卒

業・進学・新入学の時期に特に重点を置き、関係府省庁・関係事業者等が協力

して「春のあんしんネット・新学期一斉行動」として集中的に普及啓発活動を実施

しました。 

内閣府では、同法の施行状況について、「青少年インターネット環境の整備等

に関する検討会」（平成 25 年４月、８月、10 月、12 月、平成 26 年２月）を開催し、

有識者による検討を行いました。また、啓発活動については、関係府省庁や関

係団体等と連携して、全国８か所において青少年のインターネット利用環境整備

に関するフォーラムを実施するとともに平成 25 年１月に「保護者向け普及啓発リ

ーフレットを公表しました。 

さらに、調査研究については、平成 25 年度青少年のインターネット利用環境

実態調査（平成 26 年３月公表）及びアメリカ・フランス・スウェーデン・韓国におけ

る青少年のインターネット環境整備状況等調査（平成 26 年３月公表）を実施しま

した。 

このほか、国際協力については、ＯＥＣＤ/情報・コンピュータ・通信政策委員

－391－



 

  

会情報セキュリティ・プライバシー作業部会第 34 回会合及びＯＥＣＤ/情報・コン

ピュータ・通信政策委員第 65 回会合（平成 25 年４月）に参加しました。 

 

 
※ Ｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎ ｆｏｒ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｃｏ－ｏｐｅｒａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ（経

済協力開発機構）の略。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

  

施策番号 158 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

内閣府 青少年のインターネット利用環境

実態調査 

14 14 

諸外国における青少年のインター

ネット環境整備状況等調査 

6 6 

青少年インターネット環境整備法

及び基本計画(第２次)の施行状況

について検証するための検討会の

開催経費 

5 5 

青少年インターネット利用環境整

備に係る地方連携体制支援事業 

16 16 

総務省 電気通信消費者権利の保障等推

進経費（地方） 

8 百万円の内数 8 百万円の内数 

法務省 インターネットによる人権侵害に対

する適切な対応等 

314 百万円の内数 314 百万円の内数 

文部科学省 青少年を取り巻く有害環境対策の

推進 

64 64 

経済産業省 フィルタリングの普及・啓発活動等 378 百万円の内数 378 百万円の内数 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 160 

消費者基本計画における

具体的施策 

電気通信分野において、「電気通信サービスの利用者の利益の確保・向上に

関する提言」（平成 23 年 12 月）を受けて、電気通信サービス向上推進協議会が

策定した「電気通信事業者の営業活動に関する自主基準」を踏まえ、適合性の

原則を考慮し、法令及び当該自主基準等の遵守の徹底を通じ、電気通信事業

者及び代理店による勧誘の適正化を推進します。 

また、業界団体や各電気通信事業者における対応にもかかわらず、一定期間

内に状況が改善されない場合、電気通信サービスの性質を踏まえつつ制度的な

対応も含め必要な措置を検討し、確実に実施します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 総務省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

総務省において、近年のインターネット、携帯電話の発展普及に伴う諸問題に

ついて、利用者視点を踏まえながら、関係者間で速やかに具体的な対応策を検

討するため、「利用者視点を踏まえたＩＣＴサービスに係る諸問題に関する研究

会」を開催し、その下で開催された「スマートフォン時代における安心・安全な利

用環境の在り方に関するＷＧ」において、平成 25 年９月に「スマートフォン安心安

全強化戦略」を取りまとめました。 

同戦略においては、苦情・相談において高齢者等がトラブルとなる事例が多く

見られること等から、適合性の原則の考え方への配慮を求めるほか、勧誘の適正

化、申込みの撤回等を盛り込んだ「電気通信事業者の営業活動に関する自主基

準」（電気通信サービス向上推進協議会策定）等の遵守の徹底や継続的な見直

し等を行うことを求めました。 

同戦略を受け、各電気通信事業者等は、適合性の原則の考え方や自主基準

に基づいた取組を推進しており、また、電気通信サービス向上推進協議会はア

ンケートを行い自主基準等の遵守状況を把握しました。 

同省では、これらの取組を加速するため、自主基準の遵守等に係る要請を行

うなど、勧誘の適正化を促しています。 

また、同戦略において、「利用者からの苦情・相談の件数が高止まり傾向にあ

ることからすれば、従来の延長線上にある自主的な取組だけでは足りず、電気通

信事業法における消費者保護ルールを見直し、所要の規定を設ける等の制度

的な対応の検討に着手すべきである」とされたことを受け、同省では、平成 26 年

２月から新たに「ＩＣＴサービス安心・安全研究会」を開催し、同研究会の下に設

置された「消費者保護ルールの見直し・充実に関するＷＧ」において、利用者が

安心・安全に電気通信サービスを利用できるために必要な消費者保護ルールの

見直し・充実について制度的な検討を行っています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 160 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

 

 

  

施策番号 161 

消費者基本計画における

具体的施策 

消費者に対する情報提供義務を定めている法令、ガイドライン等に基づき、電

気通信分野において、消費者取引における情報提供の適正化を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 総務省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

総務省においては、近年のインターネット、携帯電話の発展普及に伴う諸問題

について、利用者視点を踏まえながら、関係者間で速やかに具体的な対応策を

検討するため、「利用者視点を踏まえたＩＣＴサービスに係る諸問題に関する研究

会」を開催し、その下で開催された「スマートフォン時代における安心・安全な利

用環境の在り方に関するＷＧ」において、平成 25 年９月に「スマートフォン安心安

全強化戦略」を取りまとめました。 

同戦略においては、サンキューレター及び重要事項説明などの書面の交付を

徹底するとともに、電話勧誘時のチェックリスト等、有効なツールを活用し、キャン

ペーン条件等も含め、利用者にサービス内容等について分かりやすく説明し、利

用者の意思を確実に確認する仕組みの構築が必要である旨の指摘がなされて

おり、総務省においては電気通信事業者の取組を促進しています。 

また、平成 26 年２月から新たに「ＩＣＴサービス安心・安全研究会」を開催し、同研

究会の下に設置された「消費者保護ルールの見直し・充実に関するＷＧ」におい

て利用者が安心・安全に電気通信サービスを利用できるために必要な消費者保

護ルールの見直し・充実について制度的な検討を行うとともに、法令、ガイドライ

ン及び自主基準等を徹底させ、消費者取引における情報提供の適正化を促進

しています。 

－397－



 

 

平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 161 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 

－398－



 

施策別整理表 
 

  

施策番号 162 

消費者基本計画における

具体的施策 

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂等を通じて、情報技術

を利用した取引が消費者や事業者にとって便利でかつ安心・安全なものとなるよ

う、取引環境を整備し、また、事業者や関係省庁と適宜意見交換を行います。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 経済産業省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

インターネットの普及に伴い、電子商取引や情報財取引は幅広い消費者に活

用され、重要な取引手段の一つとなっています。 

経済産業省の「電子商取引に関する市場調査」※１によれば平成 24 年の我が

国のＢ ｔｏ Ｃ※２電子商取引の市場規模は９兆 5,130 億円（前年比 12.5％増）に

まで達しており、今後も一層拡大していくことが予想されています。 

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」（以下「準則」という。）は、この

ような電子商取引、情報財取引等の IT 活用の普及に伴って発生する様々な法

的問題点について、民法を始めとする関係する法律がどのように適用されるのか

を明らかにすることにより、取引当事者の予見可能性を高め、取引の円滑化に資

することを目的として、経済産業省が平成 14 年３月に策定したものです（策定時

の名称は「電子商取引等に関する準則」）。 

ＩＴ分野の環境変化は急速であるため、同省では、市場の要請等に応じて、ほ

ぼ毎年、準則の見直しを行っています。平成 25 年は、①「インターネットと肖像

権・パブリシティ権等」等における新たな裁判例の追加、②「インターネット上の著

作物の利用」等における著作権法改正に伴う修正等を行い、平成 25 年９月６日

に 10 回目の改訂版の準則を公表したところです。 

 

 
※１ 経済産業省「平成24年度我が国情報経済社会における基盤整備（電子商取

引に関する市場調査）」（平成 25 年９月 27 日） 
※２ 商取引の形態の一つで、企業（ｂｕｓｉｎｅｓｓ）と一般消費者（ｃｏｎｓｕｍｅｒ）の取引

のこと。企業間の取引はＢ ｔｏ Ｂ、一般消費者同士の取引をＣ ｔｏ Ｃという。 

－399－



 

 

平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

経済産業省 平成 25 年度我が国経済社会の情

報化・サービス化に係る基盤整備

において調査実施予定 

379 百万円の内数 379 百万円の内数 

 

    

    

 

施策番号 162 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 

－400－



 

施策別整理表 
 

  

                                                  

（注 163） 消費者団体、電気通信事業者団体等を構成員として、電気通信サービスに係る消費者支援の在り方についての意見交換

を行う総務省主催の連絡会。 

施策番号 163 

消費者基本計画における

具体的施策 

電気通信消費者支援連絡会（注 163）を、本省及び各地方局において継続的に

年複数回開催し、電気通信サービスに関する消費者支援の在り方についての意

見交換を踏まえ、消費者問題への機動的な対応を行います。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 総務省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

総務省では、国、消費生活センター、電気通信事業者等の関係者による継続

的な意見交換を行い、消費者関係施策の一体的推進に取り組むことにより、電

気通信分野における消費者利益を向上させることを目的として、「電気通信消費

者支援連絡会」（以下「消費者支援連絡会」という。）を開催しています。11 の地

方支分部局（総合通信局等）において、消費者支援連絡会を年度毎に２回ずつ

開催しており、平成 25 年度は、同省の「利用者視点を踏まえたＩＣＴサービスに係

る諸問題に関する研究会」の下で開催された「スマートフォン時代における安心・

安全な利用環境の在り方に関するＷＧ」における議論、同ＷＧが取りまとめた「ス

マートフォン安心安全強化戦略」を踏まえた各電気通信事業者等による取組、電

気通信サービス向上推進協議会策定の「電気通信事業者の営業活動に関する

自主基準」の遵守状況、高齢者が安心して電気通信サービスを利用するため、

高齢者等の消費トラブルの防止・利用環境整備等のテーマや、電気通信サービ

スの苦情・相談事例等について意見交換、情報共有等を行いました。 

－401－



 

 

平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

総務省 電気通信消費者権利の保障等推

進経費（地方） 

8 百万円の内数 8 百万円の内数 

    

    

 

施策番号 163 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 

－402－



 

施策別整理表 
 

  

施策番号 164 

消費者基本計画における

具体的施策 

様々な電気通信サービスが日常生活や経済活動に必要な社会基盤となって

いる状況の下で、これまでの総務省の取組を踏まえ、電気通信サービスにおける

利用者利益の確保のための取組を継続して行います。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 総務省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

平成 26 年２月から新たに「ＩＣＴサービス安心・安全研究会」を開催し、「消費者

保護ルールの見直し・充実に関するＷＧ」において高齢者等を含む利用者が安

心・安全に電気通信サービスを利用できるために必要な消費者保護ルールの見

直し・充実について制度的な検討を行うとともに、法令、ガイドライン及び自主基

準等の徹底等、電気通信サービスにおける利用者利益の確保のための取組を

促進しています。 

－403－



 

 

平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 164 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 

－404－



 

施策別整理表 
 

  

                                                  

（注 165） 平成 16 年４月２日閣議決定 

施策番号 165 

消費者基本計画における

具体的施策 

「個人情報の保護に関する基本方針（注 165）」に基づき、法制度の周知徹底、苦

情の円滑な処理の推進等を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁、関係省庁等 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

高度情報通信社会の進展に伴い、コンピュータやネットワークを経由して大量

の個人情報が処理されるようになっています。 

個人情報は、その取扱いを間違わなければ、様々な便益をもたらす有用なも

のですが、一旦誤った取扱いをされると、個人に取り返しのつかない被害を及ぼ

すおそれもあります。このため、個人情報保護法が平成 15 年５月に成立し、平成

17 年４月に全面施行されました。 

消費者庁では、法の定め以上に個人情報の提供を控えるなど、いわゆる「過

剰反応」が一部に見られることも踏まえ、全国各地で個人情報保護法の説明会を

実施するなど、法律及び制度の内容等に関する情報提供及び啓発を行っていま

す。平成 25 年度の説明会では、前年度に引き続き、地方公共団体等が地域に

おいて個人情報の適切な共有に取り組んでいる事例の報告を行い、内容の充実

を図っており、全国 12 会場で約 2,500 人の参加がありました。 

－405－



 

 

平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 法律及び制度の内容等に関する

情報提供及び啓発 

5 5 

    

    

 

施策番号 165 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 

－406－



 

施策別整理表 
 

  

施策番号 166 

消費者基本計画における

具体的施策 

個人情報保護法については、消費者委員会における法改正も視野に入れた

問題点についての審議を踏まえ検討します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁、関係省庁等 

実施時期 審議の結果を踏まえ検討に着手します。 

実施状況 

平成 25 年 10 月に消費者庁から「平成 24 年度個人情報の保護に関する法律

施行状況の概要」について、消費者委員会へ報告しました。 

なお、平成 25 年 12 月に、ＩＴ総合戦略本部において「パーソナルデータの利

活用に関する制度見直し方針」が決定され、内閣官房をはじめ関係省庁と連携

しつつ、平成 26 年６月までに法改正の内容を大綱として取りまとめるための検討

を行っています。 

－407－



 

 

平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 166 番 

具体的施策 

 個人情報保護法については、「パーソナルデータの利活用に関する制度見直

し方針」（平成 25 年 12 月 20 日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決

定）を踏まえた制度の見直しを行います。 

担当省庁等 内閣官房、消費者庁、関係省庁等 

実施時期 平成 27 年通常国会への法案提出を目指し検討します。 

見直しの考え方 

 平成 25 年 12 月に「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針」がＩ

Ｔ総合戦略本部決定され、平成 26 年６月までに法改正の内容を大綱として取り

まとめ、平成 27 年通常国会への法案提出を目指すこととなっている。今後の個

人情報保護法の見直しに当たっては、同方針を踏まえ検討することとなる。 

－408－



 

施策別整理表 
 

  

                                                  

（注 168） ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）消費者政策委員会は、消費者政策の企画立案に関する調査・研究及びガイドライン作成を

目的として世界の主要国が定期的に会する唯一の政府間会合である。原則として年２回開催されている。 

施策番号 168 

消費者基本計画における

具体的施策 

ＯＥＣＤ消費者政策委員会（注 168）において、加盟国における消費者問題の解

決制度の現状比較、現在進められている製品安全に関する情報共有の取組

等、幅広い消費者問題に関する検討に積極的に参画します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁、外務省、関係省庁等 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

ＣＣＰ※本会合（年２回：平成 25 年度は４月、11 月）に出席し、現在進められて

いる各プロジェクト（電子商取引に関する調査、製品安全に関する情報共有等）

の作業・今後の検討スケジュール等についての議論を行いました。 

また、食品ロスに関する我が国の現状と取組みや電子商取引に係る消費者問

題に関する我が国の現状と取組について情報提供を行いました。  

 

 
※ Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ ｏｎ Ｃｏｎｓｕｍｅｒ Ｐｏｌｉｃｙ（消費者政策委員会）の略。 

－409－



 

 

平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 国際化に伴う消費者行政対応のう

ち多国間協力への取組 

23 23 

    

    

 

施策番号 168 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 

－410－



 

施策別整理表 
 

  

施策番号 169 

消費者基本計画における

具体的施策 

二国間・地域間・多国間における消費者問題について、政策対話の実施等を

通じ、国際的な連携の強化を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
―  

担当省庁等 消費者庁、外務省 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

平成 25 年７月は、消費者庁は、中国・韓国及び ASEAN 諸国等が参加するア

ジア消費者政策フォーラムに出席し、消費者庁の最新の政策や、電子商取引に

関する我が国の現状と取組についての情報提供を行いました。 

このほか、その他の国々とも意見交換を行い、特に平成 26 年３月には、フラン

スとの間で、食の安全性・信頼確保等に関して、閣僚級（フランスの農業・農産加

工業・林業大臣付農産食品業担当大臣と森大臣）の意見交換を行いました。 

－411－



 

 

平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 国際化に伴う消費者行政対応のう

ち二国間・地域間協力への取組 

6 6 

    

    

 

施策番号 169 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 

－412－



 

施策別整理表 
 

  

                                                  

（注170） ＯＥＣＤ 加盟国等における非公式な会合「消費者保護及び執行に関する国際ネットワーク」（ＩＣＰＥＮ）のプロジェクトの１つ。

20 か国の政府機関が参加して、国境を越えた電子商取引等に関して、消費者側に役立つ情報を直接提供し、また、消費者側か

ら苦情を直接集めることを目的としている。 

日本語サイトアドレス：http://www.econsumer.gov/japanese/index.html 

施策番号 170 

消費者基本計画における

具体的施策 

「消費者保護及び執行のための国際ネットワーク」（ＩＣＰＥＮ）等を通じて、法執

行機関の国際的な連携の強化を図ります。併せて、国際的な消費者トラブル事

例を収集する「ｅＣｏｎｓｕｍｅｒ．ｇｏｖ（注 170） 日本語サイト」を充実し、関係国の執行

機関との間で情報を共有します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁、関係省庁等 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

ＩＣＰＥＮ※本会合に出席し、各国における新たな分野における消費者問題へ

の対応及び国境を越える消費者トラブルについての取組等、各国消費者行政法

執行機関との間で情報交換を行いました（平成 25 年４月、10 月）。 

また、ＩＣＰＥＮ加盟各国の消費者保護当局が参加している、インターネットを監

視する「インターネット点検キャンペーン」に参加しました（平成 25 年９月）。 

さらに、「ｅＣｏｎｓｕｍｅｒ．ｇｏｖ」の日本語サイトにおいて情報提供を行いました

（平成 25 年度は、４月１日に施行された改正消費者安全法に関する記事、消費

者庁において模倣品の販売が確認された海外ウェブサイトを公表している旨の

記事、ＣＣＪ（越境消費者センター）において海外ショッピングのトラブルに関する

相談事例を公開している旨の記事を掲載しました）。  

また、消費者啓発のキャンペーンの１つである「ICPEN 詐欺防止月間」に参加

し、日本の消費者月間に合わせ、５月 1 日から 1 か月間、消費者庁・関係省庁の

ウェブサイトを通じた消費者への注意喚起・啓発を実施しました。 

 

 
※ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏｎｓｕｍｅｒ Ｐｒｏｔｅｃｔiｏｎ ａｎｄ Ｅｎｆｏｒｃｅｍｅｎｔ Ｎｅｔｗｏｒｋ

（消費者保護及び執行のための国際ネットワーク）の略。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 国際化に伴う消費者行政対応のう

ち多国間協力への取組 

1 1 

    

    

 

施策番号 170 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 172 

消費者基本計画における

具体的施策 

障害者基本法及び同法に基づく障害者基本計画に則し、障害者の消費者と

しての利益の擁護及び増進が図られるために必要な施策を講じます。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
障害者基本法第 11 条第１項、第 27 条第 1 項 

担当省庁等 消費者庁、法務省、関係省庁等 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

消費者庁では、平成 25 年６月に開催した「第８回高齢消費者・障害消費者見

守りネットワーク連絡協議会」にて、「高齢者、障害者の消費者トラブル防止のた

め積極的な情報発信を行う」、「多様な主体が緊密に連携して、消費者トラブル

の防止や「見守り」に取り組む」等を申し合わせました。その後、同年 12 月に開催

した第９回同連絡協議会において、申合せ事項についてフォローアップ状況を

報告しました。 

消費者トラブルの防止及び被害からの救済について、各都道府県に造成され

ている「地方消費者行政活性化基金」により、被害に遭うリスクの高い消費者（障

害者、高齢者、被害経験者等）を効果的・重点的に地域で見守る体制を構築し、

消費者トラブルの防止及び早期発見を図る取組等を支援するとともに、障害者の

特性に配慮した消費生活相談体制整備を図る取組等を促進しました。 

 加えて、「地方消費者行政の体制整備の推進に関する建議（平成 25 年８月６日

消費者委員会）」を踏まえ、消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り

方」に関する意見交換会を開催し、報告書を取りまとめました。これを踏まえ、不

当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案を国会へ提出

し、平成 26 年６月６日に成立しました。同法案では、地方公共団体が、障害者を

始めとする消費生活上特に配慮を要する消費者への見守り活動等を目的とした

消費者安全確保地域協議会を組織することができることとしています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 172 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 173 

消費者基本計画における

具体的施策 

小規模社会福祉施設等におけるスプリンクラー設備等の設置状況や防火管

理状況等の実態を踏まえ、必要な対策を検討します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 

消防法施行令第 12 条（スプリンクラー設備の設置基準）、 

消防法施行規則第 25 条（消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準） 

担当省庁等 総務省（消防庁）、厚生労働省 

実施時期 引き続き検討を行います。 

実施状況 

平成 25 年 2 月 8 日に長崎県長崎市において死者 5 名が発生した認知症高

齢者グループホーム火災を踏まえ、消防庁主催で「認知症高齢者グループホー

ム等火災対策検討部会」及び「障害者施設等火災対策検討部会」を開催し、認

知症高齢者等が入居する施設における火災対策のあり方について検討を行いま

した。この検討結果を踏まえて、自力避難困難な方が入居する高齢者施設及び

障害者施設等について、原則として全ての施設にスプリンクラー設備を設置する

ことを義務づける消防法施行令（昭和 36 年政令第 37 号）の改正を行うとともに、

自動火災報知器と火災通報装置の連動を原則義務化する消防法施行規則（昭

和 36 年自治省令第６号）の改正を実施しました（平成 25 年 12 月 27 日公布）。

なお、新築建築物には平成 27 年 4 月、既存建築物には平成 30 年 4 月から適用

されます。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

厚生労働省 地域介護・福祉空間整備等施設

整備交付金 

（既存の小規模福祉施設等におい

てスプリンクラー設備等を整備す

る事業） 

－ 5,980 

厚生労働省 社会福祉施設等施設整備費補助

金（既存の小規模福祉施設等にお

いてスプリンクラー設備等を整備

する事業） 

5,207 20,007 

    

 

施策番号 173 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 

実施済み。 

（小規模社会福祉施設等におけるスプリンクラー設備等の設置状況や防火管理

状況等の実態を踏まえた検討の結果、平成 25 年 12 月 27 日に消防法施行令及

び消防法施行規則を改正したため。） 

見直しの考え方 

小規模社会福祉施設等におけるスプリンクラー設備等の設置状況や防火管

理状況等の実態を踏まえ、必要な対策を検討し、その結果を踏まえて平成 25 年

12 月 27 日に消防法施行令及び消防法施行規則を改正したため。 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 174 

消費者基本計画における

具体的施策 

探偵業の業務の適正化に関する法律の規定に基づき、契約締結時における

重要事項の説明や契約内容の書面交付が確実に行われることにより、消費者取

引における情報提供の適正化を図ります。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
探偵業法第８条第１項、同法第８条第２項 

担当省庁等 警察庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

探偵業は、個人情報に密接にかかわる業務でありながら、何らの法的規制もな

されず、調査の対象者の秘密を利用した恐喝事件、違法な手段による調査、料

金トラブル等の問題が指摘されていました。 

このような状況に鑑み、平成 18 年６月、第 164 回国会において、探偵業の業

務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とし、

探偵業を営もうとする者の都道府県公安委員会への届出制、探偵業者の遵守事

項、探偵業者に対する監督等について定めることを内容する探偵業の業務の適

正化に関する法律（平成 18 年法律第 60 号）（以下「探偵業法」という。）が制定さ

れ、平成 19 年６月に施行されました。これにより、探偵業者は、依頼者と探偵業

務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者に対し、重要事項について書面を

交付して説明しなければならず、また、依頼者と探偵業務を行う契約を締結した

ときは、遅滞なく、重要事項について契約の内容を明らかにする書面を依頼者に

交付しなければならないこととされ、探偵業務の依頼者の保護が図られました。 

各都道府県警察は、探偵業法第８条の規定に基づく契約内容の書面交付が

確実に実施され、探偵業務の依頼者の保護が図られるよう、各種講習会や立入

検査など、様々な機会を捉えて探偵業者に対する指導を行い、さらには違反業

者に対して行政処分を実施するなど、探偵業者に対する指導監督を継続的に実

施しています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

― ― ― ― 

    

    

 

施策番号 174 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 

 

 

 

 

施策番号 175 

消費者基本計画における

具体的施策 

消費者自身が社会の一構成員としての自覚を持ち、主体的に行動することが

重要であるような課題について、消費者教育・啓発への取組を有効に活用しつ

つ、積極的な取組を支援する具体的施策を推進します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 消費者庁、関係省庁等 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

消費者庁では、平成 25 年度地方消費者行政活性化交付金等を活用し、16

地方公共団体において、消費者に対する食品ロスに関する実態調査（家庭から

排出される生ゴミの組成調査、食品ロスに関する意識調査）や、食品ロスの削減

に向けた普及啓発（シンポジウムの開催、啓発用パンフレットの作成など）を実施

しました。 

また、消費者に対する効果的な普及啓発方策の検討を目的とし、幅広い分野

（消費者団体、食品関連事業者、広報関係者、学識経験者、地方公共団体）の

有識者 13 名を構成員とした「食品ロス削減に関する意見交換会」を開催し、３回

（平成 25 年 10 月 28 日、同年 12 月 18 日、2014 年２月 26 日）に渡る意見交換

を行い、その内容を取りまとめ、平成 26 年３月 26 日に消費者庁ウェブサイトで

公表しました。 

その他、消費者に食品ロスの現状や課題などの情報を分かりやすく伝え、理

解を深めていただけるよう、消費者庁ウェブサイト上の専用ページ「食べもののム

ダをなくそうプロジェクト」を通じた情報発信、啓発用パンフレットの作成と消費者

団体や地方公共団体などへの配布などを実施しました。 

また、同庁では消費者の日頃の意識や行動、消費者トラブルの経験、様々な

政策ニーズについて包括的に調査する、「消費者意識基本調査」を平成 24 年

度より毎年度実施しています。さらに、消費者事故等情報の分析等を通じて浮か

び上がってきた個別分野や社会的に関心の高い分野のうち、平成 25 年度に特

に適切かつ迅速な対応が求められる「食品」、「情報通信」の分野について、イン

ターネットを活用した消費者意識調査を行いました。これらの調査結果は消費者

白書での分析に活用するとともに、調査結果を踏まえ、今後の消費者への普及・

啓発活動等の取組に反映していきます。 

－421－



 

 

 

平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 消費者意識基本調査の実施 31 31 

テーマ別意識調査の実施 5 5 

食品ロスに関する消費者への普

及啓発 

4 4 

 

施策番号 175 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

  

施策番号 176 

消費者基本計画における

具体的施策 

消費者基本法に基づき、前年度に講じた消費者政策の実施の状況を「消費者

白書」として国会に報告するとともに、広く国民や関係団体、海外に向けて情報

提供します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
消費者基本法（昭和 43 年法律第 78 号）第 10 条の２ 

担当省庁等 消費者庁 

実施時期 継続的に実施します。 

実施状況 

平成 24 年８月 22 日に消費者基本法が改正され、政府が講じた消費者政策の

実施の状況について、毎年国会に報告書を提出することとされました。これに基

づき、消費者庁は平成 24 年度に講じた消費者政策の実施の状況を取りまとめ、

平成 25 年６月 21 日に「平成 24 年度消費者政策の実施の状況」として国会へ報

告するとともに、消費者庁初の法定白書（法律に基づいて作成される白書）であ

る「消費者白書」として公表しました。 

「消費者白書」は冊子を作成したほか、消費者庁ウェブサイトにおいて全文お

よび概要（英語版を含む。）をＰＤＦ形式、ＨＴＭＬ形式で公表しています。また、

電子書籍版も併せて公表しています。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

 

 

平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

消費者庁 消費者白書の作成 4 4 

    

    

 

施策番号 176 番 

具体的施策 変更なし 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 変更なし 

見直しの考え方 ― 
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施策別整理表 
 

施策番号 177 

消費者基本計画における

具体的施策 

① 情報通信技術の進展を踏まえ、プライバシー保護等に配慮したパーソナル

データ（個人に関する情報）のネットワーク上での利用・流通を促進します。 

② 急速に普及が進むスマートフォンにおける利用者情報の取扱いについて、

「スマートフォン プライバシー イニシアティブ」（平成 24 年８月）を踏まえ、利

用者に分かりやすい形で説明するなどの方法により、プライバシー保護等に配

慮した安心安全な利用環境の確保に向けた取組を推進します。 

③ パーソナルデータの利活用に当たって、事業者に求められる「利用規約等の

分かり易い表示」等の消費者との信頼関係を構築するための取組についての

普及を推進します。 

④ オープンデータやビッグデータの利活用を推進するためのデータ利活用環

境整備を行うため、ＩＴ総合戦略本部の下に、新たな検討組織を速やかに設置

し、データの活用と個人情報及びプライバシー保護との両立に配慮したデータ

利活用ルールの策定等を年内できるだけ早期に進めるとともに、監視・監督、

苦情・紛争処理機能を有する第三者機関の設置を含む、新たな法的措置も視

野に入れた制度見直し方針を年内に策定します。 

根拠法令（具体的な条文

（○条○項など）も記載） 
― 

担当省庁等 内閣官房、総務省、経済産業省、消費者庁、関係省庁等 

実施時期 

①パーソナルデータの利用・流通に関する研究会」報告書（平成 25 年６月公表）

を踏まえ、実施します。 

②利用者視点を踏まえたＩＣＴサービスに係る諸問題に関する研究会「スマートフ

ォン時代の安心安全な利用環境の在り方に関するＷＧ」における検討（平成

25 年 7 月を目途に取りまとめを行う予定）も踏まえつつ、継続して実施します。 

③ＩＴ融合フォーラム・パーソナルデータワーキンググループにおける報告書（平

成 25 年５月公表）を踏まえ、平成 25 年度から実施します。 

④ＩＴ総合戦略本部の下に、新たな検討組織を設置して検討を開始し、新たな法

的措置も視野に入れた制度見直し方針を年内に策定し、制度見直し方針に

基づく各施策を関係省庁等が実施します。 

実施状況 

①パーソナルデータの保護のための関連技術の活用に関し、プライバシー保護

等に留意しつつ利活用の促進を図るために有用となる匿名化技術について、

調査研究を行い、報告書を取りまとめました。 

②平成 25 年９月、アプリケーションにおける利用者情報の取扱いが適切かどう

か、第三者が検証する仕組みを推進する「スマートフォン プライバシー イニシ

アティブⅡ」（ＳＰＩⅡ）をとりまとめ、同年 12 月には、ＳＰＩ、ＳＰＩⅡに係る諸課題

を検討する場を設置しました。 

平成 26 年度当初予算においては、第三者検証の技術的課題等について実

証実験を行うため、所要の予算を計上しています。 

③ＩＴ融合フォーラム・パーソナルデータワーキンググループにおける報告書に示

した「分かり易さに関する手法・アプローチ」を実践しようとする協力事業者を募

集し、有識者委員会を組織して、当該事業者による「実践案」を試行的に評価

する取組を実施しました。この取組の成果として、試行的な評価から得られた

知見を元に策定した「評価基準」及び評価の結果モデルとなるような事業者の

実践を取りまとめた「ベストプラクティス集」を含む報告書「消費者に信頼される

パーソナルデータ利活用ビジネスの促進に向けた、消費者向け情報提供・説

明の充実のための『評価基準』と『事前相談評価』のあり方について」を取りまと
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め、平成 26 年 3 月に公表しました。 

④「パーソナルデータに関する検討会の開催について(平成 25 年６月１４日高度

情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長決定)」に基づき、パーソナルデー

タに関する検討会をＩＴ総合戦略本部の下に設置しました。平成 25 年年９月よ

り当該検討会で検討を行い、平成 25 年１２月、ＩＴ総合戦略本部において「パ

ーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針」を決定しました。 
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平成 26 年度「消費者基本計画」の見直し 

  

施策番号 177 番 

具体的施策 

②急速に普及が進むスマートフォンにおける利用者情報の取扱いについて、「ス

マートフォン プライバシー イニシアティブ」（ＳＰＩ）（平成 24 年８月公表）及び

ＳＰＩⅡ（平成 25 年９月公表）、並びにこれら提言に係る諸課題を検討する場で

の議論を踏まえ、利用者に分かりやすい形で説明するなどの方法により、プラ

イバシー保護等に配慮した安心安全な利用環境の確保に向けた取組を推進

します。 

③消費者に信頼されるパーソナルデータ利活用ビジネスの促進に向け、「パーソ

ナルデータ利活用ビジネスの促進に向けた、消費者向け情報提供・説明の充

実のための『評価基準』と『事前相談評価のあり方について』（平成 26 年３月公

表）に示した、消費者への情報提供・説明を充実させるための「評価基準」の

普及、活用の促進に取り組みます。 

⑤「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針」に基づき、制度の見直

しを行います。 

担当省庁等 変更なし 

実施時期 

①実施済み。（プライバシー保護等に留意しつつ利活用の促進を図るために有

用となる匿名化技術に関する調査研究として、実施し終えたため。） 

②ＳＰＩ及びＳＰＩⅡ、並びにタスクフォースの議論を踏まえ、継続的に実施します。 

③「評価基準」の普及、活用の促進のための取組を、平成 26 年４月から実施しま

す。 

④実施済み。（平成 25 年 12 月、ＩＴ総合戦略本部において「パーソナルデータの

利活用に関する制度見直し方針」を決定したため。） 

⑤平成 26 年６月までに法改正の内容を大綱として取りまとめ、平成 27 年通常国

会に関連法案の提出を目指します。 

見直しの考え方 

①プライバシー保護等に留意しつつ利活用の促進を図るために有用となる匿名

化技術に関する調査研究として、実施し終えたため。 

②平成 25 年９月に「スマートフォン プライバシー イニシアティブⅡ」（ＳＰＩⅡ）を

とりまとめ、同年 12 月には、ＳＰＩ、ＳＰＩⅡに係る諸課題を検討する場を設置し

たことに伴う記述の見直し。 

③平成 25 年度の具体的施策である「『利用規約等の分かり易い表示』等の消費

者との信頼関係を構築するための取組』については、消費者への情報提供・

説明を充実させるための「評価基準」の策定により実施を完了し、平成 26 年度

以降は「評価基準」の普及、利用の促進のための取組が求められるため。 

④平成 25 年 12 月、ＩＴ総合戦略本部において「パーソナルデータの利活用に関

する制度見直し方針」を決定したため。 

⑤今後は、「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針」に基づき、必

要な法改正を進めるため。 
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平成 25 年度関連予算（単位：百万円） 

省庁等 施策・事業名 平成 25 年度 

当初予算額 

平成 25 年度 

補正後予算額 

経済産業省 平成 25 年度我が国経済社会の情

報化・サービス化にかかる基盤整

備（パーソナルデータを利活用す

る際の消費者に対する通知内容

等に関する事前相談受付制度に

係る調査事業） 

379 百万円の内数 379 百万円の内数 
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